
「
地
方
行
革
元
年
」
は
、
戦
後
の
地
方
自
治
と
社
会
福
祉
制

度
の
全
面
改
編
へ
の
出
発
点
に
な
っ
た
。

地
方
行
革
大
綱
の
も
と
で
の
自
治
体
行
政
を
め
ぐ
る
焦
点

と
、
そ
の
底
流
と
な
る
政
府
・
財
界
の
2
1世
紀
に
む
け
た
社
会

再
編
の
構
図
を
、
4
0余
点
の
文
書
・
資
料
で
照
ら
し
だ
す
。

（
構
　

成

）

第
1

部

第
2

部

第
3

部

解

説

と

展

望

地

方

行

革
と

そ
の

底

流

霞

策
理
念
文
焉

問

題
別

情

報

資
料

田
民
間
委
託

日
施
設
管
理
公
社

日
O
A

化

即
給
与
・
退
職
金
問
題
　
巳
成
績
主
義
・
T
O
C

第
4

部
　
2
1
世

紀

に

む

け
た

変
動

＼

二
　
　
　

四
全
総
中
間
報
告
「
日
本
2
1
世
紀
へ
の
展
望
」
ほ
か

定
価
1

、
日
O
O

円

jlJI 〃 シ7 ぞif・l i-
f ｝ い・ J l j i

資
料
と
解
説
　

地

方

桁

革

助

番
2
1世
紀
へ
の
社
会
変
動

八
八

纒

監
修
　

］

’ド

ー

レ
レ

レ

ぶ
S

吟

汝
一
川

客

ｔ

ふ

』
9

ト

ド
ト

づ
七い
ご
Iみ

く

で
‥‘ト
旧
胎
鯵
独

禁

法

に
編
’゙
’
」

資
料
と

解
説

2
1世
紀
へ
の
社
会
奮
一一

皿

林

太
J
七

監
修

自
治
体
問
題
研
究
所

編

自
治
体
研
究
社

・J
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地
方
行
革
大
綱
関
連
資
料
（

自
治
省
）

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政

改
革
推
進
の
方
針
（
地
方
行
革

大
綱
）
の
策
定
に
つ
い
て

自
治
事
務
次
官
（
昭
和
6
0年
1
月
2
2日
）

各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、

か
ね
て
よ
り
給
与
及
び
定
員
管
理

心
適
正
化
、
事
務
事
業
の
見

直
し
、
組
織
・
機
構
の
簡
素
合
理
化
等
行

政
改
革
の
推
進
に
鋭
意
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
地
方
公
共
団

体
を
取
り
ま
く
社
会
経
済
情
勢
、
財
政
事
情

等
は
依
然
と
し
て
厳
し
い

状
況
に
あ
り
、
こ

の
状
況
下

で

多

様
化
す

る
行
政
需
要

に

対
応
し
つ

つ
ヽ

地
域
社
会

の

活
性
化
及

び
住
民
福
祉
の
増
進

を

進
め
る
た
め
に

は
、
引
き
続
き
行

政
改

革
を
強
力

に
推
進
す
る
こ

と
が
強
く
求

め
ら
れ

ズ
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情

に
か
ん
が
み
、
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
九

日
心
閣
議
決
定
（
「
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す

る
当
面

の

実
施
方
針
に

っ
い
て
」
）
を
受
け
て
地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
行
政
改
革

の

指
針
と

し
て
別
添
の
通
り
地
方
行
革
大
綱
を
策
定
し

た
。

Ｚ
　
行
政
改
革
大
綱
（
「
大
綱
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

田

大
綱
策
定
に
当
た

っ
て
は
、
議
会
は
も
と
よ
り
民
間
有
識
者
、

住
民
等
の
意
向
が
十
分
反

映
さ
れ
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

圓

大
綱
の
構
成
は
、
基
本
方
針
及
び
当
面

の

措
置
事
項

に

区
分

し
、
簡
潔

に
記
述
す

る
こ
と
。

な
お
、
策
定
期
間

は
、

お
お
む
ね
三

か
年
度
と
す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
こ
と
。

朗
　
大
綱
は
、
地
方
行
革
大

綱
第
二
の
重
点
事
項

を
中
心
に
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
改
革
・
改
善
を
要
す
る
す
べ
て

の
事
項
を
対
象

と
す
る
が
、
そ

の
具
体
的
な
措

置
事
項
は
各
地
方
公
共
団
体
の
実

情
に
応
じ
自
主
的
に
選
択
す

る
こ
と
。

圀

大
綱
は
、
昭
和

六
〇
年
八
月
末
を
目
途
に
策
定
す
る
こ
と
。

圓
　
大
綱
は
策
定

後
速

や
か
に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
及

び
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
自
治
大
臣
、
市
区
町
村
に
あ
っ
て
は
都

道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

大
綱
を
改
定
す

る
場
合
も
同

じ
と
す

る
こ
と
。

㈲
　
大
綱
に
基
づ
く
行
政
改
革
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
㈲
に
準

じ
て
定
期
的
に
報
告
す

る
こ
と
。

en:

し-.

こ、'

国
・
地
方
を
通
ず
る
行
政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
政
府
に
お
い
て

も
国
の
関
与
、
必
置
規
制
の
整
理
の
た
め
の
法
案
を
今
国
会
に
提
出
す

る
と
と
も
に
、
機
関
委
任
事
務
の
在
り
方
や
国
・
地
方

を
通
ず
る
許
認

可
権
限
の
在
り
方

の
見
直
し
に
つ
き
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
の
審

議
を
求

め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
各
地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て
は
、

今
般
策
定
し
た
地
方
行
革
大
綱
の
趣
旨
、
内
容
に
つ
い
て
了
知
さ
れ
、

下

記
事
項
に
留
意
の
上
、
地
方
行
革
大
綱
に
沿
っ
て
行
政
改
革
の
推
進

に
一
層
の
努
力
を
さ
れ
る
よ
う
要
請
す

る
。

お
っ
て
、
こ
の
旨
を
貴
都
道
府
県
の
関
係
機
関
及

び
市
町
村
に
対
し

て

も
御
示
達
の
上
、
適
切
な
指
導
を
お
願
い
す
る
。

以
上
、
命
に
よ
り
通
知
す
る
。

記

1
　
行
政
改
革
推
進
本
部
（
「
推
進
本
部
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

田
　

推
進
本
部
の
長
は
、
原
則

と
し
て
地
方
公
共
団
体

の
長
を
も
っ

て
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

傾
　
推
進
本
部
は
長
の
部
局
の
み
な
ら
ず
、
各
種
行
政
委
員
会
、

地

方
公
営
企
業
等
を
含
め
た
全
庁
的
な
構
成
と
す

る
こ
と
。

圓
　
行
政
改
革
推
進
の
た
め
の
既
存
の
推
進
体
制
を
設
置
し
て

い
る

と
こ
ろ
に
あ
っ
て
は
、
田
、
倒
の
趣
旨
に
沿

っ
て
改
組
又
は
充
実

強
化
を
図
る
こ
と
。

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政

改
革
推
進
の
方
針
（
地
方
行
革

大
綱
）
に
つ
い
て

自
治
省
（
昭
和
6
0年
1
月
2
2日
）

地
方
行
財
政
を
め
ぐ
る
現
下

の
環
境
は
、
依
然
と
し
て
極
め
て
厳
し

い
も
の
が
あ

る
が
、
こ
れ
を
克
服
し
、
人

口
の
高
齢
化
、
高
度
情
報
社

会
へ
の
移
行
、
国
民
の
価
値
観
の
多
様
化
等
内
外

の
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
に
対
応
し
つ
つ
活
力
あ
る
地
域
社
会

を
形
成
す

る
と
と
も
に
住
民

福
祉
の
増
進
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
既
存
の
組
織
、
制
度
、
施
策

等
を
思
い
切

っ
て
見
直
し
、
簡
素
に
し
て
効
率
的
な
行
政
を
実
現
す
る

こ
と
が
、
地
方
行
政
に
お
け

る
当
面
最
大
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

行
政
改
革
は
、
国
と
地
方
が
相
互
の
信
頼
の
下

に
相
協
力
し
て
初

め

て
そ
の
実
効
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
り
、
行
政
改
革
の
推

進
に
当
た
っ
て
は
、
国

と
し
て
も
国
・
地
方
を
通
ず
る
行
財
政
の
簡
素

効
率
化
及

び
地
方
分
権
の
推
進
を
基
本
的

な
方
向
と
し
て
所
要
の
改
革

を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

地
方
公
共
団
体

に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
国
に
先

が
け
て
行
政
改
革
の

推
進
に
努
め
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
下

の
厳
し
い
情
勢
は
、
今
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親
更

に
強

力

に

行

政

改

革

に

取

り

組

む

こ

と

を

要

請

し

て

お

り

、

各

々

い

椎

進

ん

で

行

革

推

進

体

制

の

一

層

の

整

備

を

図
F

F
　
I
S
　
　
1
1
1
1
　
I
　
　
I
r
　
　
　
　

■
F

―
　
』
I
I
　
卜

心
行
政

改
革

を

進

め

て

い

く

必

要

が

あ

る

。

－
－
　
I
　
1
1
1
　

Ｉ
　
　
Ｉ

と
と
も
に
ヽ

明
確
な
方
針
の
下

に
総
力
を
あ
げ
て
自

主
的
、
総
合
的

)
Jの
大
綱
は
、
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
九
日

の

閣
議
決
定
（
「
行
政

改
革
の
推
進
に
関
す

る
当
面

の
実
■

方
針

に
つ
い
て
」
）
　を

受
け
て
、

他
方
公
共
団
体
に
お
け

る
行
政
改
革

の
指
針
を
総
括
的

に
示

す
こ

と
に
H

り
f
今
後
の
地
方
行
革
の
一
層

の
推
進
に
資
そ
う

と
す

る
も
の
で
あ

る
。

第
1

地
方
行
革
の
推

進
体
制
の
整

備
に
つ
い
て

地
方
行
革
を
住
民

の
理
解

と
協

力
の
下

に
推
進
す
る
た

め
、
各
地

方
公
共
団
体
は
、
極
力
民
間
有
識

者
等
か

ら

な

る

委
員

会
を
設
置

し
・

又
は
充
実
強
化
す

る
と
と

も
に
、
庁
内

に
行

政
改
革
推
進
本
部

を
設
置
す
る
も
の
と
す

る
。

第
2
　
地
方
行
革
の
重

点
事
項
に
つ
い
て

1

事
務
業
事
の
見

直
し

地
方
行
革
の
推
進
に
当

た
っ
て
は
、
行

政
の
責
任
領
域
に
留
意
し

て
、
事
務
事
業
に
つ
い
て

絶
え

ず
見

直
し
を
行
い
緊
要
度
の
高
い
も

の
を
選
別
し
、
効
率
的

に
実

施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
は
、

次
の
諸
点
に
留
意
の
う
え
事

務
事
業

の
見
直

し
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

な
く
、
必
要
性
、
効
果
等
を
十
分
判
断
し
て

決
定
す
る
こ
と
。

な
お
、
補
助

金
等

に
係

る
事

務
手

続
に
つ
い
て
も
、
極
力
簡
素
化

を
図
る
こ
と
。

2

組
織
・
機
構
の
簡
素
合
理
化

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
簡
素
で
合
理
的

な
組
織
・
機

構
を
編
成
す
る
た
め
、
組
織
・
機
構
全
般
の
再
点

検
を
引
き

続
き

行

う
必
要
が
あ
る
。
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
は
、
次

の
諸
点

に
留
意

の
う
え
組
織
・
機
構
の
簡
素
合
理
化

を
推
進
す
る
も
の
と
す

る
。

田

局
部
室
課
等
の
内
部
組
織

の
統

廃
合
及

び
新
増
設

の
抑
制
に
努

め
る
こ
と
。

と
り
わ
け
局

部
等
上
層
組
織

の
新
増
設

は
行

わ
な
い

も
の
と
し
、
都

道
府
県
及

び
局
を
設
匿
す

る
市
、
部

を
設
置
す

る

中
小
規
模
以
下

の
市

又
は
町
村

に
あ

っ
て
は
、
局

部
（
局

部
と
同

等
の
組
織
を
含
む
。
）

の
見

直
し

を

行

い
、
そ

の
整
理
縮
減
を
進

め
る
こ
と
。

ま
た
、
室
等

の
中
間
的

組
織
に
つ
い
て

は
、

全
般
的
な
見
直
し

を
行
い
、
そ

の
整
理
縮

減
を
図

る
ほ
か
、

中
間
的
若
し
く
は
補
助

的
な
管
理
職
又

は
専
門
職

等
に
つ
い
て
も
、
そ

の
機
能
、

効
果

等

に
つ
い
て
検
討

し
整
理
合
理
化
に
努

め
る
こ
と
。

同

出
先
機
関
に
つ
い
て
は
。
本
庁

と
の
適
切

な
事

務
の
配
分

に
配

意
し
つ
つ
、
近
時
に

お

け

る

交
通

通
信

体
系

の
整
饉
等
を
踏
ま

え
、
地
域

の
実
情
に
即
し
て
統

廃
合
、
総

合
機

関
化
等
に
よ
る
整

理
合
理
化
を
進

め
る
こ

と
。

倒

地
方
公

共
団
体

に
置

か
れ
る
審
議
会
等
の
う
ち
。
法
令
に
基
づ

田
　

地
方
公

共
団

体
が
実
施
し
て

い
る
事
務
事
業
の
全
般
に
わ
た
っ

て
行
政
が
真
に
責
任
を
持

つ
べ
き
分

野
を
再
点

検
し
、
行
政
関
与

の
必
要

性
、
住
民
相
互
間

の
行

政
サ
ー
ビ
ス
（
受

益
）
と
負
担
の

公
平
確
保
、
行
政
効
率
等
に
配
意
し
、
徹

底
し
た
整
理
合
理
化
を

進

め
る
こ

と
。

圓
　

地
方
単
独

の
施
策

に
つ
い
て
は
、
厳
し

い
財

政
事
情
と
の
関
連

に
お
い
て

十
分

に
そ

の
必
要
性

を
検
討
し
。
将

来
の
財
政

負
担
を

考
慮

し
つ
つ
適
切
な
選
択
を
行

う
と
と
も
に
、
地
域
経
済
の
活
性

化
、
生
活
環
境

の
整
備

等
住
民

ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
真

に
必
要

な
施

策

に
つ
い
て
は
。
モ

の
推
進
を
図

る
よ
う
努

め
る
こ
と
。

倒
　

広
域
的

な
処
理
が
必
要

な
事

務
事
業

に
つ
い
て
は
、
広
域
市
町

村
圏

の
一

層
の
活
用

等
事
務
事
業

の
共
同
処
理
の
推
進
に
努

め
る

こ
トと
。

㈲
　

地
方
単

独
の
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
全
体
に
つ
い
て
洗
い
直
し

を
行
い
、
補
助
目
的
、
効
果
に
問
題
が
あ
る
も
の
。

金
額
の
零

細

な
も
の
等
に
つ
い
て
廃
止
、
統
合
・
メ
ニ
ュ
ー
化
、
総
合
補
助
金
化

等
の
措
置
を
講
じ
、
又

は
サ
ン
セ
ッ
ト
方
式
を
導
入
す
る
等
に
よ

り
抜
本
的

な
整
理
合
理
化
を
図

る
と

と
も
に
、
補
助
金
の
創
設

に

つ
い
て
は
、
緊
要
性
、
補
助
効
果
、
将
来

の
財
政
運
営
に
対
す
る

影
響
等
に
配
意
し
、
慎
重

に
対

処
す

る
こ

と
。
政
策
的
な
低
利
融

資
又
は
融
資

に
伴
う
利
子
補

給
に
つ
い
て

も
補
助
金
と
同
様
の
観

点

か
ら
、
そ

の
洗
い
直
し
を
行
う
こ
と
。

ま

た
、
国

庫
補
助

金
等
に
つ
い
て

は
安
易

に
受
け
入
れ

る
こ
と

か
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
。
設
置

の
目
的
。
活
動
の
実
態
等
に
つ

い
て
見

直
し
を
行
い
、
そ
の
統
廃
合
を
進
め
る
と
と
も
に
、
委
員

等
の
構
成
の
改
善
、
委

員
等
の
数
の
削

減
そ
の
他

運
営
の
改
善
を

図

る
こ

と
。

法
令

に
基

づ
く
審
議
会
等

に
つ

い
て

も
、
法
令
の
範
囲
内

で
、

地
域

の
実
情

に
応

じ
て
弾
力

的
な
運
用

を
行
い
そ

の
合
理
化
、
効

率

化
に
努
め
る
こ
と
。

圃
　
公
社

等
の
外
郭
団
体
に
つ

い
て

は
、

そ
の
設
立
の
目
的
。
業
務

の
性
格
、
内

容
、
活
動
の
実

態
、
そ
の
果
た
し
て

い
る
機
能
等
に

つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
類
似
の
業
務
を
行
う
も
の
、

広
域
的
な

共
同
設
立
を
適
当
と
す
る
も
の
な
ど
の
統
廃
合
、
改
組

等
を
進
め

る
と
と
も
に
、
役
員
の
構
成
の
改
善
、
役
職
員
数
の
削
減
、
給
与

等

の
適
正

化
、
業
務
執
行

の
効
率
化
そ
の
他
運
営
の
改
善
を
図

る

こ

と
。

3
　
給
与
の

適
正
化

地
方
公

務
員

の
給
与

に
つ
い
て

は
。
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

適
正

化
の
た
め
の
努
力
が
払

わ
れ
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

地
方

公

共
団
体

の
う
ち
に
は
そ

の
給
与
及

び
退
職
手
当
の
あ
り
方

に
つ
い

て
な
お
厳
し
い
批
判
が
寄

せ
ら
れ
て

い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
速
や

か
な
適
正

化
は
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い

る
。

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、

次
の
諸
点

に
留
意

の
う
え
、
給
与

及

び
退
職
手
当
の
適
正
化
を
推
進
す
る
も
の
と
す

る
。

田
　

給
与
水
準
の
是
正
を
図
る
と
と
も
に
、
そ

の
水
準

を
高

め
る
要
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因
と
な
っ
て
い

る
給
与
制

度
及
び
そ

の
運
用
を
適
正
化
す
る
こ
と

が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
不
一
泄
正
々
給
行
長
、

顎
準
職
務
に
適
合
し

な
い

等
級
へ
の
格
付
け
（
い
わ
ゆ

る
［
お
た

り
］）ヽ

条
例
に
反

す

る
昇
給
期
間
の
短
縮
、
不
適
正

な
初
任
給
基

準
等
違
法
又
は
不
適
正

な
制
度

・
運
用
に
つ
い
て
は
所
要
の
是
正

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

口

国
の
支
給
基
準

を
上

回
る
期
末
・
勤
勉
手
当
等
及
び
制
度
の
趣

旨
に
合
致
し
な
い
特
殊
勤
務
手

当
等
不
適
正

な
手
当
の
支
給
は
、

こ
れ
を
是
正
す

る
こ
と
。

口

退
職
手
当
の
支
給
率
及
び
最

高
限
度
額
が
国

の
支
給
基
準
を
上

回
っ
て
い
る
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
是
正
す
る
と

と
も
に
、
勤
続
加
算
、
役
職
加
算
等
を
行

っ
て
い
る
も
の
は
、
こ

れ
を
廃
止
す

る
こ

と
。

㈲

議
会
に
お
け

る
給
与
関
係
予
算
及

び
条

例
の
審
議
に
当
た
っ
て

は
、
予
算

に
関
す

る
説
明
書
の
一
つ
で
あ
る
給
与
費
明
細
書
を
も

活
用
し
て
、
従
来
に
も
ま
し
て
十
分
か
つ
慎
重
に
行
う
よ
う
配
意

す
る
こ
トと
。

同

地
方
公
共
団
体
に

お
け

る
職
員
給
与
等
の
公
表
に
つ
い
て
は
、

そ
の
方
法
、
内

容
等

に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
職
員
給
与
の
実
態

が
よ
り
多
く

の
住
民

に
理

解
さ
れ
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
一
層

の
努
力
を
払
う
こ
と
。

4

定
員
管
理
の
適
正
化

地
方
行
革
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、

組
織
・
機
構
の
一
間
素
合
理
化

と
合

わ
せ
定
員
管
理
の
一
層
刀
適
正
化
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
定
員
増
加
を
も
た
ら
す
国
の
制

度
、
放
策
等
の
見
直
し

が
引
き
洸
き
必
要
で
あ
る
が
、
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
の
う
え
、
定
員
管
理
の
適
正

化

を
推
進
す

る
も
の
と
す
る
。

田
　

各
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
れ
ま
で
の
定
員
抑
制

の
実
績
、
今
後

の
行
政
需
要

の
動
向
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
各
団
体
ご
と
に
削
減
率

又
は
削

減
数
及
び
計
画
期
間
を
定
め
た
定
員
適
正

化
計
画
を
策
定

し
、
実
施
す

る
こ
と
。

計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
定
員

モ
デ
ル
、
類
似
団
体
別
職

員
数
の
状
況
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
国
の
第
六
次
定
員
削

減
計

画
（
昭
和
五
七
～
六
一
年

度
、
五
年
間
で
五
％
の
削
減
目
標
）
を

参
考
に
す
る
こ
と
。

朗
　
定
員
の
縮
減
を
図
る
た
め
、
事
務
事
業

の
見
直
し
、

組
織
・
機

構
の
簡
素
合
理
化
、
民
間
委
託
、
O
A

化
等
事
務
改
革
の
推
進
等

を
積
極
的
に
進
め
、
ま
た
、
真
に
必
要
と
さ
れ

る
新
た
な
行
政
需

要
、
施
設
の
新
設
等
に
つ
い
て
も
、
原
則

と
し
て
職
員
の
配
置
転

換
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
。

倒
　
研
修
の
充
実
等
職
員
の
能
力
開
発
に
努
め
、
小
集
団
活
動
、
提

案
制
度
等
を
通
じ
職
員
の
創
造
的
能
力
を
活
用
す

る
と
と
も

に
、

適
材
適
所
の
配
置

に
努
め
る
な
ど
人
事
管
理
の
適
正
化
を
図
り
、

公

務
能
率
の
向
上
と
少
数
精
鋭
主
義
の
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。

倒
　

定
年
制
度
の
施
行
時
（
昭
和
六
〇
年
三
月
三
一
日
）

に
生
じ
る

退
域
者
に
つ

い
て

は
、
そ

の
後
補
充
を
匝
力
抑
制
し
、
全
体
と
し
　
　
　

倒
　
地
方
公
共
団
体

に
お
い
て

ぱ
、
事
務
処
理
乃
能
ぶ
向
上
を
図

る

て
の
定
員

の
縮
減

を
図

る
こ

と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
め
、
職
場
に
お
い
て
職
員
参
加
に
よ
る
事
務
能
率
向
上
運
動
を

㈲

定
年
制
度
施
行
後

は
、
退
阪
者
数
の
確
実
な
予
測

が
可
能
と
な
　
　
　
　

進
め
る
こ

と
。

る
こ
と
か
ら
、
職
員
の
年
齢
構
成
を
七
勘
案
し
つ
つ
、
中
・
長
朗
　
　
6
　

会
館
等
公
共
施
設
の
設
置
及
び
管
理
運
営
の
合
理
化

的
な
観
点
か
ら
採
用
計
画
を
策
定
し
、
計
画
的
な
定
員
縮
減
に
努
　
　
　
　

会
館
等
公
共
施
設
に
つ
い
て
は
、
近
年
そ
の
整
備
が
急
速
に
進
ん

め
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
き
て
い
る
が
、
そ
の
設
置
及
び
管
理
運
営
の
あ
り
方

に
つ
い
て
見
5

民
間
委
託
化
、
O
A

等

事
務
改
革
の
推
進
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
し
を
行
い
、
そ
の
合
理
化
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
地
方
公
共

地
方
公
共
団
体

は
、
事
務
事
菜
を
処
理
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
最
　
　
　

団
体

に
お
い
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
の
う
え
公
共
施
設
の
設
置
及

小
の
鬘
費
で
最
大

の
効
果
を
あ
げ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
地
　
　
　

び
管
理
運
営
の
合
理
化
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

方
公
共
団
体
に
お
い
て

は
、

次
の
諸
点

に
留
意
の
う
え
事
務
改
革
の
　
　
　

剛
　
公
共
施
設
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
既
存
施
設
の
多
角
的
有

推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

効
利
用
を
図
る
こ
と
と
し
、
そ
の
新
設
は
必
要
最
小
限
度
に
限

る

倒
　
地
方
公
共
団
体

は
、
行

政
運

営
の
効
率
化
。
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
　
　
　
　

も
の
と
す
る
こ
と
。

向
上
等
を
図

る
た
め
、

地
方
公
共
団
体
の
事
務
事
業

の
う
ち
民
間
　
　
　

個
　
公
共
施
設
の
新
設
に
当
た
っ
て
は
、
そ

の
規
模
、
施
設
整
池
水

委
託
等
に
よ
り
実
施
す

る
こ

と
が
適
当
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
　
　
　
　

準
等
に
十
分
配
意
す
る
と
と
も
に
類
似
関
連
施
設
の
複
合
化
に
極

該
団
体
の
適
正
な
管
理
監
督

の
も
と
に
行
政
責
任
の
確
9
　
、

住
民
　
　
　
　

力
努
め
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

サ
ー
ビ
ス
の
維
持
向
上
等

に
留
意
し
つ
つ
、
積
極
的
に
民
間
委
託
　
　
　

倒
　

公
共
施
設
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
は
、
公
共
施
設
の
民
営
化
を

等
を
推
進
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

進
め
る
ほ
か
、
民
間
委
託
、

パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
の
活
用
、
地
域
庄

閲
　
最
近
に
お
け

る
O
A

化
を
始
め
と
す

る
高
度
情
報
処
理
技
術
の
　
　
　
　

民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
等

を

積
極
的

に

推
進
す

る
と
と
も

め
ざ
ま
し
い
発
達
を
踏
ま

汽`

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
十
　
　
　
　

に
、
特
に
コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
施
設
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
当
該

分
な
演
討
の
も
と

に

そ

の
積
極
的
な
導

入

と

有
効
な
活
用
を
図
　
　
　
　

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の
自
主
管
理
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

り
ヽ

事
務
処
理
の
効
率
化
、
情
報
管
理

シ
ス
テ
ム
の
構
策
等
経
営
　
　
7
　

地
方
議
会
の
合
理
化

管
理
の
近
代
化
、
効
率
化
に
努
め
る
と
と
も
に
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
　
　
　
　

地
方
議
会
の
議
員

定
数
の
減
少
に
つ

い
て

は
、
既

に
か
な
り
の
自

向
上
を
図

る
こ
と
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
的
な
努
力
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
地
方
行
革
を
推

回

い
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造
す
る
上
で
の
議
会
の
役
割
の
重
要

性
に
か
ん
が
み
、
地
方
議
会

に

お
い
て
は
そ
の
権
能
に
十
分
留
意
し
つ
つ
、

組
織
・
運
営
の
合
理
化

等
に
っ
い
て
更

に
自
主
的

に
検
討

を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

第
3
　
地
方
行
革
の
計
画
的
推
進
に
つ
い
て

地
方
行
革
が
、
真

に
そ

の
実

効
を
あ
げ

る
よ
う
、

地
方
公

共
団
体

を
統
轄
す
る
長
の
主
導

の
も

と

全
庁
的
な
取
組
み

を

図
る
と
と
も

に
ヽ

議
会
も
ま
た
積

極
的

に
そ

の
役

割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。
各

地
方
公
共
団
体
は
、
行
政
改
革
推

進
本

部
に
お
い
て
、

第
二
の
重
点

事
項
の
み
な
ら
ず
当
該
地
方
公

共
団
体

に
係

る
行
財
政
全
般
に
わ
た

り
ヽ

改
革
・
改
善
を
要
す

る
事
項

に
つ
い
て
の
行
政
改
革
大
綱
を
自

主
的
に
策
定
し
、
住
民

の
理
解

と
協

力
の
も
と
に
そ

の
計
画
的
な
推

造
を
図
る
も
の
と
す

る
。

各
地
方
公
共
団
体

が
行

政
改

革
大

綱
を
策
定
し
た
場
合
は
、
こ
れ

を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

年
度
の
確
定
し
て

い
る
も

の
に
あ

っ
て

は
、
文
末

に
括
弧

書

き
で
示
す
こ

と
。

（
例
）
　
○
○
事

務
を
廃
止
す

る
。
（
昭
和
六
〇
年
度
）

（
I
）
　
事
務
事
業
の
見

直
し

（
例
）
　
○
○

事
務
（
事
業

）
を
廃
止
（
縮
小
）
す

る
。

O
O

使
用
料
（
手
数
料
）
の
改
定

を
行
う
。

○

○
事
務
を
○
○

一
部
事
務

組
合
で
行

う
。

○

○
補
助
金

（
○
○
融

資
制

度
に
係
る
○
○

利
子
補

給
）

を
廃

止
（
○
○

に
改

定
）

す
る
。

○
○

補
助

金
を
統

合
・

メ

ー｝
ユ

ー
化
す
る
。
　
　

等

（
2
）
　
組
織
・
機
構

の
簡
素
合
理
化

（
例
）
　
○
○
郡
（
課
。
室
）

を
○
○

部
（
課

。
室
）

に
再

編

整
備
す

る
。

○
○

部
（
課
、

室
）

と
○
○

部
（
課
、
室
）
を
統
合

す

る
。

○
○

出
先
機
関
の
統
合
（
O
O

か
所
↓
O
O

か
所
）

を
行
う
。

○
○
審

議
会
を
廃
止
す

る
。

O
O

公
社

の
役
員
C
O

及

び
職
員
定

数
を
○
○

削
減

す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

等

（
3
）
　
給
与
の
適
正

化

○
○
市
行
政
改
革
大
綱
（
案
）

自

治
省
配

布
資
料
（
昭

和
6
0年
2

月
）

1
　

基

本

方

針

田
　
O
O

市
を
取
り
ま
く
．

厳
し
い
行

財
政
環
境
の
な
か
で
、
多
様

化
す
る
行
政
需
要
に
対
応
し
つ
つ
、

地
域
社
会

の
活
性
化
及

び
住

民
福
祉
の
増
進
を
進

め
る
た

め
．
引

き
続
き
行
政
改
革
を
強
力

に

推
進
す

る
．

圓
　

行
政
改
革
の
推
進
に
当
た

っ
て
は
、
「
○
○
市
行
政
改
革
推
進

委

員
会
」
の
答
申
（
提
言
）
を
尊
重
し
．

議
会

と
連
携
し
つ
つ
全

庁

が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
市
民

を
は
じ

め
関
係

方
面

の
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
．

2
　

当

面

の

措

置

事

項

（
注
）
　
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
昭
和
六
〇

年
豊
か
ら
昭
和

六
二
半

度
ま
で
の
間
に
お
い
て
．
実
施
す
る
事
項

を
記
載
し
、
実
施

（
例
）
　
○
○

か
月

の
昇

給
延
仲

を
行
う
。

○
○

等
級
ま
で
の
わ
た
h
ソ
を
廃
止
す

る
。

初
任
給

を
○
○
号
給
引
き
下

げ
る
。

特

殊
勤

務
手

当
O
O

を
廃
止
（
改
定
）
す
る
。

退
職
手

当
の
支

給
限
度

を
○
○
ま
で
引
き
下

げ
る
。

等

（
4

）
　
定
員
管
理
の
適
正
化

（
例
）
　
定
員
を
○
○
％

（
○
○

人
）
削

減
す

る
。

等

（
5

）
　
民
間
委
託
、
O
A

化

等
事

務
改
革
の
推
進

（
例
）
　
○

○
業

務
を
民
間
委
託
す

る
。

○
○
業

務
に
O
A

を
導
入
す

る
。

Q
C

サ

ー
ク
ル
活
動

を
導
入
す

る
。

事
務
改
善
を
進
め
る
た
め
書
類
削
減
運
動
を
行
う
。

等

（
6

）
　
会
館
等
公
共
施
設
の
設
置
及
び
管
理

運
営
の
合
理
化

（
例
）
　
○

○
施
設
と
○
○

施
設

は
複
合
施
設
と
し
て
整
備
す

る
。

○

○
施

設
の
管
理
運
き
に
つ
い
て
は
。
0
0

法
人

に

委
託

す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

等

（
7

）
　
そ

の
他
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想

定

質

問

自
治
省
行
政
局
行
政
課
作
成
（
昭
和
6
0年
2

月
4
日

）

―
　
総
　

論

山

地
方
行
革
大

綱
制
定

の
経
緯
及

び
趣
旨
如
何
。

答
　
中
曽
根
内
閣

が
、
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
九
日
閣
議
決
定
し

た
「
行
政
改
革
の
推
進

に
関
す

る
当
面
の
実
施
方
針
」
に
も

と
づ
い
て
、
自
治
省
が
「
地
方
行
革
大
綱
」
を
策
定
し
た
。

す
べ
て
の
地
方
公
共
団
仕
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
足
な
み
を
そ

ろ
え
て
行
革
を
や

る
た

め
の
指
針
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。

口

地
方
行
革
大
綱
に
よ
る
地
方

行
革
の
推
進
は
、

地
方
の
自
主
性
を

侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
こ
れ
に
従

わ
な
い
場
合
、

何
ら

か
の
措
置
を
と
る
の
か
。

答
　
地
方
公
共
団
体

が
、

全
国
的

に
足

な
み

を
そ

ろ
え
る
た
め
の

指
針
で
あ
り
、
内

容
は
そ
れ

ぞ
れ
の
団

ぱ
が
自
主
的
に
策
定

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
団

体
の
自
主

さ
を
侵
害
す

る
こ
と

合
に
は
、
引
の
形
で
住
民
の
意
向
が
聴
取
で
き

る
も
の
が
あ

れ
ば
そ
れ
で
も
よ
い
。

副

委
員
会

は
附
属
股
関
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
設
置
は
条
例
に

よ
る
べ
き
か
。

答
　
委
員
会
は
、

地
方

自
治
法
第
一
三

八
条
の
四

、
第
二
〇
二
条

の
三
の
規
定
に
よ
る
附
属
畿
闘
と
し
て
原
則
的
に
は
条
例
設

置
が
適
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
懇
談
会
等
と
し
て
要

綱
に
よ

る
設
置
で
も
よ
い
。
委

員
会
は
、
三
月

議
会
で
設
置
し
て

も

ら
い
た
い
。

朗

条
例
で
設
置
し
た
委
員

会
が
既

に
あ
る
が
、
そ

の
構
成
が
大
・羽

の

指
示
す
る
も
の
と
違

う
場
合
、

改
め
て
編
成
す
る
必
要

が
あ
る
か
。

答
　
民
間
有
識
者
等
が
入
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
入
れ
て
も
ら
い

た
い
。
委
員

会
に
議
会

代
表
を
入

れ
る
こ
と
に
は
こ
だ
わ
ら

な
い
。
入
れ
て
も
良
い
。

倒

委
員
会
の
委
員

の
身
分
取
扱

い
は
ど
の
よ
う
に
す

べ
ぎ
か
。
委
員

会
の
存
置
期
間

は
何
年

か
。

答
　
委
員
会

の
委
員

の
身
分

は
、

地
方
公

務
員

法
第
三

条
に
も
と

づ
き
、
非
常
勤

の
特
別
職

と
す

る
。
し

た
が
っ
て
委
員

に
報

酬
を
支
払

う
た
め
。
地
方
自
治
法
第
二
〇

三
条
に
も
と
づ
き
、

条
例
で
措
置
す

る
こ
と

と
す

る
。
「
地
方
行
革
大

綱
」
の
策

定
に
数
ヶ
月
程
度

か
か
る
と
し
て
、
そ

の
実

施
・
報
告

・
監

視
の
た
め
に
、
三
年
間

の
存
置
期
間

が
必
要

で
あ
る
。

価

昭
和
四
一
年

度
か
ら
知

事
を
座
長

と
す

る
行

政
合

理
化
推
進
会
議

en

C。八

－－r

に
は
な
ら
な
い
。
自
治
省
と
し
て
は
、
地
方
公
共
団
体

に
対

し
て
、
ね
ば
り
強
く

指
導
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
制

裁
措
置
を
行
う
考
え
は
な

い
。

③
　
行
革
指
導

の
た
め
の
具
体
的
指
標
を
作

戌
す

る
考
え
は
な
い

か
。

答
　

全
図
の
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
統
一
的
な
指
標
を
作
成

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
作

成
す

る
考
え
は
な
い
。
し
か

し
、
地
方
公
共
団
体

に

あ

っ
て
は
、
自
治
省

が

策
定
し
た

「
地
方
行
革
大
綱
」
の
中
の
重
点
事
項

七
項
目
を
含
め
て
つ

く

っ
て
も
ら
い

た
い
。

そ
の
際
別
紙
の
「
市
町
村
自
己

診
断

書
」
を
も
と
に
、
検
討

・
作

成
し
て
い

た
だ
き
た
ト
。

㈲
　
一
部
事
務
組
合

に
対
す
る
指
導
如
何
。

答
　

一
部
事
務
組
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
や

っ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
の
が
基
本
的
な
考
え
だ
が
、
一
部
事
務
組
合
プ

ロ
パ
ー

の
職
員

の
い
る
と
こ
ろ
は
や
っ
た
方

が
よ
い
。
「
行
革

推
進

本
部
」
は
、
設
置
し
て

も
ら
い
た
い
が
、
「

地
方
行
革
大
綱
」

等
は
、
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
し
か
。

2
　

地

方

行

革

の

推

進

体

制

（
民
間
有
識
者
等
か
ら
な
る
委
員
会
）

m
　
民
間
有
識
者
か
ら
な
る
委
員
会
は
必
置

か
。
小
規
模
な
町
村
等
で

も
設
置
の
必
要
が
あ
る
か
。

答
　

庄
民

の
意
向
を
聴
取
す

る
こ
と
が
目
的

な
の
で
、

原
則
的
に

は
、
必
置
し
て
も
ら
い
た
い
。
し

か
し
、
小

規
模
町
村

の
場

（
県
議
会
代
麦
八
名
、
執
行
部
代
表
九
名
、
計
一
七
名
で

構
成
）
を

設
置
し
、
毎
年
度
合
理
化
事
項

に

つ

い

て

審

議
・
検
討
し
て
い
る

が
、
こ
の
会
議
は
I
。委
員
会
」

に
該
当
し
な
い
か
。

ま
た
、
こ

ク
ヨ

議
の
概
能
は
「
委
員
会
」
と
「
推

進
本
部
」
の
両
徽
能
を
保
有
し
て

い
る
が
、
両
者
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

答
　
「
委
員
会
」
と
「
推
進
本

部
」
と
は
、
別
に

つ
く

っ
て
も
ら

い
た
い
。
民
間
有
識
者
等
が
参
加
し
て

い
な
い
委
員
会
は
目

る
。
い
ま
あ
る
組
織
の
構
成
が
、
地
方
公
共
団
体
の
庁
内

の

者
と
議
会
代
表
だ
け
で
は
、
今
回
の
趣
旨
と

ち
が

っ
て
く
る

の
で
新
た
な
委
員
会
を
設
置
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
、
推

進
本
部
に
議
会
の
代
表
が
加

わ
る
の

は

お

か

し

い
。

㈲
　
市
民
の
声
を
行
政
に
反

映
さ
せ

る
広
聴
シ
ス
テ

ム
が
整
備
さ
れ
、

十
分
な
活
動

を
し
て
い
る
場
合
も
、
委
員
会

の
設
置
が
必
要

か
。

答
　

住
民

の
意
向
聴
取
の
た
め
委
員
会
設
置

は
必
要
で
あ
る
。

閉
　
民
間
有
識
者
等

か
ら
な
る
委
員
会
の
答
申
を
得
て
、
既

に
大
綱
を

策
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
委
員
会
を
再
設
置
す

る
必
要
が

あ

る
か
。

答
　

答
申
を
受
け
て
い
れ
ば
、
「
地
方
行
革
大

綱
」
に
組
み
入
れ
る

べ
き

だ
。
答
申
の
た
め
の
審
議
以
外
に
、
進
捗
状
況
報
告
・

実

施
状
況

監
視
の
た
め
に
は
、
再
設
置
し
て
も
ら
ト
た
い
。

（

行

政

改

革
推

進

本

部
）
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ぱ つQ

⊃

萄

本
部
乃
設
置
方
式
、
溝
成

メ
ソ

。ハ
ー
の
範
四
如
河
。
「
他

の
行
政

゛
ｔ

機
関
」
と
あ
る
が
ヽ

具
体
的
範
囲
如
何
・

答
　
行
革
推
進
本
部
は
、
要

綱
設
置
と
す
る
が
、
必
置
機

関
と
す

る
。そ

の
構
成
は
、
長

は
首

長
と
し
、

部
課
長
等
で
構

成
す

る

も
の
と
す
る
。

全
庁
的
参
加

と
す

る
た
め
、

議
会

事
務
局
、
公
営

企
業
、

教
育
委
員
会
、
公
安
委
員
会

な
ど
各
種
委

員
会
を
含

む
も
の

と
す

る
。
議
会
代
表

な
ど
は
、

推
進
本
部
の
構
成
員

と
は
し

な
い
も
の
と
す
る
。

口

行
政
改
革
推
進
本

部
は
必
置

か
。
既
存

の
類

似
組
織
で
議
会

議
員

も
メ
ソ
バ
ー
に
入
っ
て

い
る
も

の
は
ど
う
考

え
る
の
か
。

答
　
行
革
推
進
本

部
は
必
置
と
す

る
。
構

成
に
議
員
の
入

っ
て

い

る
も
の
は
だ
め
だ
。

朗

本
部
長
は
「
地
方
公
共
団
体
の
長
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

か
。

答
　
行
革
推
進
の
決
意
を
示
す

た
め
、
「
長
」

で
な
け

れ
ば
な

ら

な
い
。

㈲

既
存
の
推
進
体
制

が
良
好

に
機
能
し
て

い
る
場
合
で
あ

っ
て
も
改

組
す
べ
き
な
の
か
。

答
　
自
治
省
の
示
し

た
「
地
方
行
革
大
綱
」

の
趣
旨

に
沿

っ
た
も

の
で
あ
れ
ば
よ
い
。

㈲

委
員
会
と
本
部
の
両
方
を
設
置
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

か
。
本

部

と
委
員
会
0
関
係
如
何
。

ら
六
二
年
度

の
三
ヶ
年
計
画

と
し
て
、
公
表

す
れ
ば
よ
い
。

即

大
綱
策
定
に
当

た
っ
て
、
議
会
は

ど
の

よ
う
に
対

応
す

べ
き

か
。

意
向
の
反
映
方
法
如

何
。

答
　
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
で
策
定
す

る
「
行

革
大
綱
」
は
、
議
会

の

議
決
権
の
対

象
外

と
す

る
。
し

か
し
、

「
行
革
大
綱
」

に
議

会
の
意
向
を
反

映
さ
せ

る
必
要

が
あ
る
の
で
「
行
革
大

綱
」

決
定
の
前
に
、

議
会
と

の
事
前
調

整
を
行
う
必
要
が

あ
る
。

た
と
え
ば
、

議
会

の
全
員
協

議
会

、
各
党
代

表
者
会
議

。
常

任
委
員
会
な
ど
で

説
明
し
、

意
見

を
求

め
る
な

ど
の
こ

と
を

や
っ
て
も
ら
い
た
い
。

㈲

大
綱
策
定
の
時
期
は
、
八
月
末
ま
で
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の

か
。

（
委
員
会
を
設
置
し
た
場
合
、

八
月
末

ま
で
に
策
定
す

る
こ

と
は
困

答
　
委
員
会
は
、
附
属
浅
関
で
あ
り
、

推
進
本
部

は
、
実
施
調
整

機
関
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
二
本
立
て
で
設

置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈲
　

本

部
の
名
称
は
、
必
ず
行
政
改
革
推
進
本

部
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
。

答
　

で
き
る
限
り
統
一
す
る
た
め
「
行
政
改

革
推
進
本
部
」
と
入

れ

る
こ
と
と
す

る
。

剛
　

既

に
行

革
大
綱
を
策
定
し
、
行
革
を
推
進
し
て
い

る
団
体
に
っ
い

て
、
改

め
て
本
部
を
設
置
す
る
必
要

が
あ
る
か
。

答
　

す
べ
て

の
地
方
公
共
団
体
に
設
置

す
る
こ
と
と
す
る
。

3
　

行

政

改

革

大

綱

……■
i
　行
政
改
革
大
綱

は
、
策
定
期
間
を
必
ず
三

ヶ
年
間

と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

か
。
ま

た
、
行
政
改
革
大
綱
は
、
毎
年
改

定
す

る
必
要
が

あ
る
か
。

答
　

住
民
に
公
表
し
、
わ
か
り
や
す
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
、

で
き

る
限
り
三
ヶ
年
で
実
施
す

る
こ
と
と
す
る
。
定
員
削
減

な

ど
項
目
に
よ

っ
て
は
、
五
ヶ
年

と
な

っ
て
も
よ
い
。
改
定

に
つ
い
て

は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
実
情

に
よ

る
が
、
必
要

が
あ
れ

ば

や
っ
て
も

ら
っ
て
も

よ
い
。

圓
　

既

に
類
似
又

は
同
様
の
行
革
計
画
等
が
あ

る
場
合
に
は
。
ど
の
よ

う
に
考
え

る
か
。

答
　

行
革
大
絹

と
し
て
新

た
に
組
み
直
し
て
、
昭
和
六
〇
年

屁
か

項
目
に
あ
る
も
の
を
、
実

効
を
あ
げ

る
よ
う
そ

れ
ぞ
れ
の
団

体
で
自
主
的
に
選
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

印
　

大
綱
に
盛
り
込
む
事
項
は
、
三

ヶ
年

度
で
で
き
る
も
の
で
な
け

れ

ば
な
ら
な
い
か
。
具
体
的
に
記
載
で
き
な
い
場
合
、
理
念
の
み
を
揚

げ
れ
ば
よ
い
の

か
。

答
　

大
綱
に
盛
り
込
む
事
項
は
三

ヶ
年
で
実
施

で

き

る

事
項

と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
達
成
年

度
を
明
示

す
る
。
た
だ
し
、

定
員
削

減
計
画
は
除
く
。
三
年
以

上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
実
施
年

次
を
明
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

(8)

難
で
あ
る
。）
団

体
の
規
模
等
に
よ

っ
て
弾
力
的

に

取
り
扱

う
考
え
　
　

朗

は
な
い
か
。

答
　
自
治
省
と
し
て
も
無
理
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て

い
る
が
、

八
月
策
定
が
目
標
で
あ
る
。
若
干

は
あ
り
得

る
か
も
し
れ
な

い
が
、
基
本
的
に
は
弾
力
的
運
用
は
で
き

な
い
と
考
え
て
い

る
。

㈲

行
政
改
革
大
綱
と

い
う
名
称
を
必
ず
使
う
必
要
が
あ

る
か
。

答
　
「
0
0
0
0

改

革
大
綱
」
と
い
う

よ
う
に
、

必
ず
名
称
を
入

れ
る
こ
と
と
す
る
。

J価
　
大
引
に
盛
り
込
む
べ
き
項
目

は
如
何
。

答
　
自
治
省
の
示

し
た
「
地
方
行
革
大
羽
」

の
中

の
重
点
事
項
七

三
ヶ
年
が
経
過

し
た
後
、
大
絹
を
改
定
す
る
必
要

が
あ
る
か
。

答
　

当
面

、
三

ヶ
年

目
標

で
取

り
組
む
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、
そ

の
後
の
こ

と
は
自
治
省
と
し
て

も
未

定
で

あ
る
。

大
綱
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
の
予

定
如
何

。

答
　

自
治
省
と
し
て

は
、
五
月

連
休
明
け

に
、

ヒ
ア
リ
ン

グ
を
行

う
こ
と
と
し
て

い
る
の
で
、
五
月
連
休
前

に
そ
れ
ぞ
れ
の
団

体
で
取
り
組
ん
で
も
ら
い

た
い
。

な
お
、

ヒ
ア
リ
ン

グ
の
日

程
に
つ
い
て

は
、
別

途
連
絡
す

る
こ
と
と
す
る
。

㈲
　

大
綱
の
策
定
に
際
し
て

の
委
員
会

の
意
見

を
必
ず
し
も
聴
取
し
な

く
て
も
よ
い
か
。

答
　

行
革
推
進
本
部
が
行

革
大
綱
を
策
定

を
す

る
こ
と
と
し
、
そ

の
際
、
委

員
会

の
意
見

は
必
ず
聴
取
す
る
こ
と
と
す

る
。

剛
　

大
絹
の
公
表
内

容
、
方

法
如
何
。
公
表

の
タ
イ
ム
リ
ミ

ッ
ト
は
乃

る
の

か
。
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答
　
八
月
末
ま
で

に
行
年
大
綱
を
策
定
し
、
す
み
や
か
に
公
表
す

ヽ
　
　
　
　
る
こ
と
と
す
る
。
方
法
は
、
多
く
の
住
民
に
周
知
で

き
得

る

よ
う
広
報
祇
等
に
よ
る
も
の
と
し
、

マ
ス

ヲ
"
　≫
"
P
m
体
の

自
主
的
判
断
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

珀

実
施
状
況
の
報
告
の
時
期

、
内

容
、
方
法
如
何
。

答
　
自
治
省
と
し
て

は
、
そ
れ

ぞ
れ

の
団
体
の
進
捗
状
況

を
み
て

決
め
る
こ
と
と

な
る
が
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
は
。
行

革

大
綱
策
定
後
、
す
み

や
か
に
地
方
課
に
報
告
す

る
こ
と
と
す

る
。

帥

推
進
体
制
の
整
備
、
大
綱
策
定
等
に
つ
い
て

の

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
を
示
す
考
え
は
な
い
か
。

答
　
そ
れ
ぞ
れ
の
団

体
の
進
捗
状
況

に
よ

る
も
の
で
あ
り
、

タ
イ

ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示
す
考
え
は
な
い
が
、
八
月
末
ま
で
に

策
定
す

る
こ
と

が
基
本
で

あ
る
。

4
　
個
別

事

項

山

事
務
・
事
業
の
見
直
し

①

事
務
・
事
業
の
見

直
し

に
つ
い
て
具

体
的

な
指
標

を
示
す
考
え
は

な
い
か
。

答
　
自
治
省
と
し
て

は
、

と
く

に
指
標
を
示
す
考
え
は
な
い
が
、

市
町
村

な
ど
で
「
自
己
診
断
書
」
を
も
と

に
十
分
検
討
し
て

も
ら
い
た
い
。

口

組
m
-
撫
構
の
簡
素
合
理
化

る
。
し
か
し
、

個
別
指
導
団
体
な
ど
は
、
そ
の
是
正
計
画
に

つ
い
て
行

雛
大
綱
で
触
れ
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

凶

定
員
管
理
の
適
正
化

①

定
員
適
正

化
計
画

は
、

全
地
方
公
共
団
体
で
策
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
が
、
行

政
改
革
大

綱
に
は
定
員

に
関
す

る
項
目
を
必
ず

盛
り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

答
　
定
員

適
正

化
計
画

と
行

酸
大
綱

は
別

個
の
も
の
で
あ
る
が
、

行
革
大
綱

に
も
定
員
削

減
計
画

を
盛

り
込

む
こ
と
と
す
る
。

（
と
く

に
、
都

道
府
県
、
政
令
指
定
都
市

は
、
八
月

末
ま
で

に
策
定
す

る
こ

と
と
な
っ
て

い
る
の
で
、
行
革
大
綱
に
匹
・
り

①
　

「
中
小

規
模
の
市
又
は
町
村
」

の
具
体
的
判
断
基
準

は
何
か
。

答
　
そ

れ
ぞ
れ
の
団
体
の
事
情
に
よ
る
が
、
た
と
え
ば
I
〇
万
人

未
満
の
市
な
ど
で
は
、
「
乱
」
制
が
必
要

か
ど
う
か
校
訂
し

て
も
ら
い
た
い
。

②
　
法

令
に
基
づ
く
審
議
会
等

に
つ
い
て
「
法
令
の
範
囲
内
で
地
域
の

実
情

に
応
じ
て
、

弾
力
的
な
運
用

を
行
い
」
と
あ
る
が
、

具
体
的

に

ど
う
い
う
こ
と
か
。

答
　

必
置

規
制

の
見
直
し

な
ど
に
つ
い
て
、
法
律

が
提
出
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
ト
て
弾
力
的
に
運
用
す

る
と
ト
う
こ

と
で
あ
る
。

③
　

行
革
推
進
本
部
に
お
い
て
策
定
し
た
大
綱
で
他
の
委
員
会
の
組
織

・
殷
構
に
つ
い
て
定
め
る
の
は
問
題
が
な
い
か
。

答
　
行
革
推
進
本
部
は
調
整
機
能
を
有
し
、
首
長
が
行

革
推
進
本

部
長
で
あ
り
総
括
権
が
あ
る
の
で
、
他
の
委
員
会

等
に
つ
い

て
は
、
勧
告
あ
る
い
は
協
議
が
基
本
と
な
る
が
、
別
に
問
題

は
な
い
と
考
え
る
。

① （3）

給
与
の
適
正
化

給
与
の
適
正
化

に
つ
い
て

は
、
徹
底
し
て
国
並
み
に
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
ト
の
か
。
特
に
不
適
正
な
も
の
に
つ
い
て
是
正
す
れ
ば
良
い

か
。
国

よ
り
も
水
準
の
低
ト
団
体
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

答
　

毎
年
度
、
自
治
省
と
し
て
事
務
次
官
通
知
を
出
し
て
い
る
と

お
り
で
あ
る
。
従
来
通
り
高

い
と
こ
ろ
は
、
国
並
み

に
す
る

こ
と
を
基
本
に
、
当
面

は
県

並
み
に
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ

の
策
定
状
況
の
報
告
も
求

め
た
い
考
え
で
あ
る
。

④
　
大
綱
の
策
定
期
間
（
三
ヶ
年
）

と
定
員

適
正
化
計
画
（
五
ヶ
年
仕

度
）

の
関
係
は
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
の

か
。

答
　

定
員
適
正

化
計
画
は
、
一
五
府
県
で
策
定
さ
れ
て

い
る
が
、

五
年
間
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
行
革
大
綱
の
中

に
、

五
年

間
の
目
標
で
盛
り
込
ん
で
も
よ
い
と
考
え
る
。

⑤
　

「
国
の
第
六
次
定
員
削

減
計
画

を
参
考
に
す
る
」
と
は
ど
う
い
う

意
味
か
。
削

減
目
標
数
値
を
自
治
省
と
し
て
掲
げ

る
の
か
。

答
　

国
の
「
五
年
間
で
五
％
削
減
目
限
」

を
参
考
に
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
団

体
で
目
標
数
値
を
作
成
し
て
も
ら
い
た
い
。

込
む
こ
と

と
な
ろ

う
が
、
市
町
村
は
未
定

と
な
っ
て

い
る
の
　
　

⑥
　

定
員
モ
デ
ル
に
つ
い
て
六
〇
年
度
中
に
見
直
し
を
す
る
と
の
こ
と

で
、
そ
れ

ぞ
れ

の
地
方
課

の
指
導
が
必
百

と
な
ろ
う
。
さ
ら

に
は
定
年
制
施
行
後

の
後
補
充

な
ど
に
つ
い
て
、
十
分
注

意

し
て

も
ら
い
た
い
。
）

②

定
員
適
正
化
計
画
の
う

ち
、
行
政
改
革
大
綱
へ
の
盛
り
込
み
方
如

何
。答

削
減
率
又
は
人
員
、
削
減
計
画
年

限
な
ど
基
本
的

な
部
分
を

盛
り
込
む
こ
と
と
す

る
。

②

定
員
適
正
化
計
画
は
全
団
体
が
必
ず
策
定
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

か
。答

で
き

る
限
り
す
べ
て
の
団
体
が
策
定
す
る
こ

と

と

す

る
。

（
前
述
し
た
よ
う
に
都
道
府
県
、
政

令
指
定
都
市
は
、
八
月

木

ま
で
に
策
定
ナ

る
こ
と
と
な

。
て
い
る
。
）
さ

ら

に
、
モ

で
あ
る
が
、

い
つ
ご
ろ
示
さ
れ
る
の
か
。
町
村
分
に
つ
い
て

は
ど
う

か
。答

　
現

在
見
直
し
作
業
中

で

あ

る

が
、
府
県
、
市
分

に
つ
い
て

は
、

八
月
末
に
間
に
合
わ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

⑦
　

定
員
適
正

化
計
画
の
様
式
、
策
定
時
期
（
始
期
）
は
ど
う

か
。
大

蝸
の
サ
ブ
計
画

の
位
置
付
け

な
の
か
、
大
綱
の
中
に
組
み
込
む
も
の

な
の
か
。

答
　
定
員

適
正
化
計
画

の
様
式
は
示

さ
な
い
が
、
報
告
様
式

ば
自

治
省
と
し
て
統
一
様
式
で
行
う
。
策
定
の
始
期
は
原
則
と
し

て
昭
和

六
〇
年

度
を
初
年
度
と
す
る
。
大
綱
の
中

に
組
み
込

ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
前
述

し
た
よ
う

に
定

員

適
正
化
計
画
と
行
革
大
絹
は
、
別
個
の
も
の
と
し
て
考

え

こ
ご
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て
お
く
必
要
が
1
　
る
。

:   
i
n民
間
委
託
・
O
A

等
事
務
改

革
の

推
進

で

民
間
委
託
す
る
場
合
、
そ

の
対

象
と
な
る
事
務
・
事
業

、
委

託
の

方
法
ヽ

委
託
の
管
理
等
民
間
委
託

の
基
塗
如
何
。

答
　
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
で
事
情

に
応
じ
て
、
可

能
な
も
の
を
実
包

し
て
ゆ
く
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
国

で
い
ま
の
と
こ
ろ
基
準

を
出
す
考
え

は
な

い
。
市
町
村

自
己
診
断
書
を
も
と
に
、
自

主
的
判
断
で
や

っ
て

も
ら
い
た
い
。
た
だ
し
、
自
治
省

と
し

て
は
、
今
後

は
地
方
公
共
団

体
四
経
営
・
管
理
の
全
殺

に
つ

い
て
、
そ
の
近
代

化
・

効
率
化
を
推
進
す

る
た
め
の
才
フ
ィ

ス

ー
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
（
事

務
改
革
）
を
進

め
よ

う
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

六
〇
年

度
に
は
、
そ

の
モ
デ
ル
シ
ス

テ
ム
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
あ
る
い
は
、
O
A

化
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
な

ど
も
つ
く

り
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

②

電
話
交
換
、

タ
イ
プ
浄

書
等
を
人

材
派
遣
方
式

に
よ
り
実

施
す
る

場
合
、
地
方
行
革
大

綱
で

は
「

当
該
団
体

の
適
正

な
管
理

監
督
の
も

と
に
」
と
し
て

い
る
が
、
職

安
法
第
四

四
条
及

び
同
法
施

行
規
則
第

四
条
と
の
関
係

を
ど
の
よ
う
に
考
え

る
の

か
。

答
　
派
遣
職
員

を
個
別

に
指
揮
監
督
す
れ

ば
違
反

と
な
る
が
、
職

員
を
派

遣
し

た
団
体
を
通
じ
て
や

れ
ば
違
反

で
は
な
い
、
と

い
う
の
が
基

本
的
な
考
え
方
で
あ

る
。

㈲

会
館
等
公
共

施
設
の
設
置
又
は
管
理

運
営
の
合
理
化

①

会
館
等
の
管
理
運
営
の
民
間
委
託

を
進
め
る
た
め
に

マ
ニ
ュ
ア
ル

を
作
成
す
る
考
え
は
な
い
か
。

答
　

昭
和
六
〇

年
貰
に
民
間
委

託
な
ど
の
モ
デ
ル

シ
ス
テ

ム

ー
マ

ニ
ュ
ア
ル
、
O
A

化
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
を
つ
く
る
よ
う
取

り

組
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
経
営
改
善
ア
ド
バ

イ
デ
ー
制
度
を
つ
く
り
。
市
町
村

に
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
を
派
遺

し
て
、
経
営
診
断
を
や
る
こ
と
に
し
て

い
る
と

こ

ろ

で

あ

る
。

②
　

パ
ー
ト

タ
イ
マ

ー
の
活
用

に
当

た
っ
て
留
意
す
べ
き
事
項
に
つ
い

て
取
扱

い
方

針
の
よ
う
な
も
の
を
示
す
考
え
は
な
い
か
。

答
　

従
来
ど
お
り
の
地
公

法
の
枠
内
で
や

っ
て
も
ら
い
た
い
こ
と

が
基
本
で
あ
り
、
取
扱

い
方
針

を
示
す
考
え
は
な
い
。

口
　

地
方
議
会
の
合
理
化

①
　

大
綱
に
「

地
方
議
会
の
合

理
化
」

を
必
ず

盛
り
込
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
。
盛
り
込
む
と
し
た
ら
、
そ

の
内
容
、
方
法
如
何
。

答
　

議
会
で
自
主
的
に
判
断
し
て
も
ら
う
の
が
筋
で
あ
る
。
行
革

大
綱

に
盛
り
込
む
と
す
れ
ば
、

議
会

事
務
局
の
執
行
態
勢
位

ま
で
し

か
及
ば
な
い
だ
ろ
う
、

と
考
え
て
い
る
。

当
面

の
行
政
改
革
推
進
方
策
に
関
す
る
意
見
1

国
の
行
財
政
改
革
と
地
方
行
革
の
推
進
j

目
　
次

第
1
　
総
論

1
　
国
の
行
財
政

改
革

2
　
地
方
行
革
の
推
進

3
　
改
革
の
将
来
展
望

第
2
　
昭
和
六
〇
年
度
予

算
に
お
け

る
行

財
政
改
革
の
推
進
方
策

―

基
本
方
針

n

歳
出
面
等
の
措
置

―
　
制
度
・
施
策
の
改
革
合
理
化
の
推
進

2
　
国
・
地
方

を
通

ず
る
行
財

政
の
合
理
化

3
　
給
人
件
費
の
抑
制

4
　
財
政
投
融
資
の
合
理
化

m

歳
入
面
の
措

置

丿
　
税
制

2

誹
3

税
外
収
入

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改
革
の
推

進
方

策

（
昭
和
五
九
年
七
月
二
五
日
　

臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
）

I
　

基
本
方
針

Ⅱ
　

具
体
的
措
置

1
　
定
員
の
合
理
化
、
適
正
化

234
［
ac

u

第
4

12

給
与
等
の
適
正
化

民
間
委

託
等
事
業

運
営
の
合
理

化
・
効
率
化

会
館
等
公
共
施
設
の
設
置
及

び
管
理
運
営
の
合
理
化

地
方
議
会

の
合
理
化

行

政
改
革
推
進
体
制
の
整
備

今
後

の
行

政
改
革
推

進
課
題
と
当
審
議
会
の
対
応

今
後

の
推
進
課
題

当
審
議
会
の
対
応

第
1
　

総

論

当
審
議
会
は
。
臨
時
行
政
調
査
会
答
申
（
以
下
「

臨
調
答
申
」
と
い

う
。
）
に
基

づ
く
行
政
改
革
に
関
す
る
政
府
施
策
に
つ
い
て
、

調

査

審



t
iし
意
見
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
政
府
の
要
請
に
応
じ
て
提
言
を
行

い
5
こ
と
を
任
務
と
し
て

い
る
。
政
府
は
去

る
五
月
、
当
審
議
会
に
対
し

「

「
昭
和
六
〇
年
度
予

算
に
お
け

る
行
財
政
改
革
の
推
進
方
策
」
及

ご
「
地
方
公
共
団

体
に

お
け

る
行

政
改

革
の
推
進
方
策
」
に
つ
い
て
検

討
を
要
請
し
た
。

我
か
国
経
済
社
会

は
、
現

在
、
大
き

な
転
換
期
に
直
面
し
て
お
り
、

両
ヽ
地
方
と
も
従
来
の
行
政

の
在
り
方
が
基
本
的
に
問
わ
れ
て
い
る
・

今
後
に
お
け
る
高
齢
化

の
進

展
や
国
際
的
責
任
の
増
大
等

を

前

に

し

ぺ

新
し
い
行
政
課
題

と
増
大
す

る
財

政
需
要
に
的
確

に
応
え
得

る
よ
I

国
・
地
方
を
通
じ
て
行
財

政
の
在
り
方

を
抜
本
的
に
見
直
し
、
簡

素
に
し
て
効
率
的
な
行
政
を
確
立
す

る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下

に
、
こ

れ
ま
で
臨
調
答
申
に
基
づ
く
行
政
改

革
が
国
・
地
方
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
て
き

た
。
昨
秋

の
第
一
〇
〇
回
国

会
に
お
け
る
行
政
改
革
七
法
律

の
成
立
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
行

政
改
革
の
第
一
歩
は
着
実

に
踏
み
出

さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
行
政
改
革

心
正
念
場
は
こ
れ
か
ら
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

当
審
議
会
は
、
政
府
の
要
請
が

極
め
て
時

宜
に
か
な
っ
て
い
る
と
判

断
し
、
以
下

の
考
え
方
の
下

に
具

体
的

な
検
討
を
進
め
成
案
を
得

た
。
1

国
の
行
財

政
改

革

臨
時
行
政
調
査
会
の
第

一
次
答
申
（
昭
和
五
六
年
七
月
）
を
受
け
て

祠
成
さ
れ
た
昭
和
五
七
年
度
予

算
以
後
、
今
年
度
予
算
に
至
る
ま
で
三

酋
年
に
わ
た
り
、

一
般
歳
出

は
厳
し
く
抑
制

さ
れ
て
き
た
。

心. ＠.'J^S.当 面 の 阿 放 改 革 唯 遠 方 麗 に 閏 す^T-

た
だ
し
今
後
は
、

従
来
の
制

度
の
枠
内

で
の
節
減
努
力
の
み
で
は
、

年
″
著
増
す
る
当
然
増
支

出
を
賄
う
こ
と
は
到
底
困
難
で
あ
る
。
こ
の

た
め
政
府
は
、
制

度
・
施
策
の
根
本
に
遡
る
思

い
切

っ
た
改
革
を
進
め

る
こ
と
に
よ
り
、
「

増
税

な
き

財
政
再

建
」

へ
の
展
望
を
切
り
拓
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
三

箇
年

に
わ
た
る
歳
出
抑
制

に
疲
れ
、

歳
出
増
へ
の

誘
惑
に
負
け
る
な
ら
ば
、

よ
う
や
く
始
動
し
つ
つ
あ

る
行
財
政
の
改
革

に
水
泡
に
帰
し
、
も
は
や
望
み
得
な
い
ほ
ど
の
高
度
成
長
を
前
提
と
し

々
い
限
り
、
赤
字
公

債
発

行
額

の
縮
減
さ
え
不
可
能
と
な

る

で

あ

ろ

う
。
さ
ら
に
長
期
的

に
は
、
人

口
の
高
齢
化
の
進
展
と
相

ま
っ
て
、
国

民
心
負
担
は
急
速
に
拡
大

し
、

我
が
国
行
財
政
は
、
新
た
な
課
題
へ
の

対
応
能
力
を
失
っ
た
・
V
K
-
W
J

’

肥
大
化
を
続
け
て

い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
現

在
、
我

が
国

行
財
政
の
改
革
は
そ
の
成
否
の
岐
路

に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
　
地
方
行
革
の

推
進

我
が
国
の
行
政
に

お
い
て
ヽ

地
方
公

共
団
体
の
占
め
る
地
位
・
役
割

に
非
常
に
大
き
い
・

地
方
公
共
団

体
の
公

務
員
数
は
国

の
約
三
倍
ヽ

実

質
的
な
歳
出

規
模
は
約
二

倍
と
な

゜
て

い
る
・

機
能
的
に
も
国
と
地
方

参
車
の
両
輪
の
如

く
密
接

な
関
係
が
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
地
方

行
革
が
大
き

く
進
展
し
て

は
じ
め
て
・

国
全
体
の
行
m

莱
は
そ
の
成
果
が
あ
が

る
と
言

え
る
の
で
あ
る
。

地
方
行
革
の
原
点

は
ヽ

自
ら
の
地

方
公
共
団
体
を
簡
素

゜
効
率
的
で

茸
に
地
域
の
要

請
に
応

え
得

る
も
の
に
し

た
い
と
い
う
住
民
の
意
志
に

し
か
し
、
第
二
次
石
油
危
機
後
の
世
界
経
済
の
低
迷
と
い
う
悪
条
件

の
下

で
、
我
が
国
経
済
の
成
長
も
弱
ま
り
、
昭
和
五
六
、
五
七
両
年
度

に
わ
た
り
、
総
額
九
兆
円

を
超
え
る
巨
額
の
税
収
不
足
が
生
じ
た
。
そ

の
た
め
歳
出
抑
制
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
債
整
理
基
金
へ
の
定

率
繰
入
れ
の
停

止
と
い
う
異
例
の
措
置
を
と
っ
た
上
で
も
公
債
発
行
顎

は
縮
減
さ
れ
ず
、
財
政
再
建
は
大
幅
に
遅
延
し
、
政
府
は
赤
字
公
債
依

存
体
質
か
ら
の
脱
却
目
標

を
昭
和
六
五
年

度
ま
で
延
期
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
昭
和
五
七
、
五
八
両
年
度
に
お
け

る
歳
出
抑
制
は
、
主
と
し

て
従
来
の
枠
内
で
の
合
理
化
・
効
率
化
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
制
度
・
施
策
そ
の
も
の
の
見
直
し
・
改

革
に
よ
る
歳
出
削
減
は
、

今
年
度
は
じ
め
て
本
格
的
に
着
手
さ
れ

た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

つ
ま
り
財
政
再
建
も
行
政
改
革
も
、
今
や
本
格
的
な
実
行
の
段
階
に
あ

る
の
で
あ
り
、
政
府

は
、
昭
和
六
〇
年
度
予

算
に
お
い
て
引
き
続
き
大

胆
な
改
革
姿
勢
を
堅
持
し
て
行
財
政
の
改
革
に
取
り
組
む

必

要

が

あ

る
。幸

い
最
近
の
経
済
情
勢
は
回
復
の
過
程
を
辿
っ
て
お
り
、
ま
た
、
か

つ
て
の
よ
う
な
高
度
成
長
は
期
待
で
き
な
い
と
し
て
も
、
我
が
国
経
済

は
今
日
な
お
他

の
先
進
諸
国
に
比
べ
て

よ
り
活
力
に
富
ん
で
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
今
後
と
も
適
度
の
経
済
成
長
が
維
持
さ
れ
、

か
つ
気
を
扱

め
る
こ
と
な
く
厳
し

く
歳
出
抑
制
に
努
め
る
な
ら
ば
、
昭
和

六
五
年
度

ま
で
に
我
が
国
財
政
を
赤
字
公
債
依
存
体
質
か
ら
脱
却
さ

せ

る

こ

と

は
、
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。

あ
る
。
こ
れ
に
応
え
た
地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
な
改
革
努
力
が
あ

。

て
こ
そ
、
自
立
自
助
の
精
神
に
立
脚
し
た
行
政

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の

「
選
択
と
負
担
」
に
対
す
る
住
民
の
理
解
が
一
層
深
ま
り
、
地
方
自
治

を
よ
り
実
り
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

地
方
行
革
を
阻
害
す
る
要
因
と
し
て
ま
ず
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
国
に
よ
る
過
剰
な
関
与
や
介
入
が
地
方
行
財
政
の
膨
脹
を
招
い

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
国
の
場
合
と
同
様
、
地
方
議
会
や
住
民
の

間
に
は
、
行
財
政
の
改
革
に
つ
い
て
総
論
と
し
て
は
賛
成
し
て
も
、
自

分
の
利
害
に
関
わ
る
各
論
に
つ
い
て
は
反
対
に
回
る
と
い
う
傾
向
が
少

な
く
な
い
。
更
に
職
員
団
体
の
中
に
は
、

必
ず
し
も
そ
の
対
応
が
積
極

的
と
は
言
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
が
重
な
っ
て
地
方
公

共
団
体
の
改
革
努
力
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
な
改
革
を
阻
害
し

て
い
る
制
度
・
施
策
を
改
め
る
と
と
も
に
、
地
方
行
革
を
国
全
体
の
課

題
と
し
て

と
ら
え
積
極
的
に
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
地

方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
自
ら
行
政
改
革
の
推
進
に
取
り
組
み
、
住
民

の
期
待
に
応
え
る
べ
く
最
大
限
の
努
力
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
よ
り
基
本
的

に
は
地
方
自
治
の
充
実
を
目
指
し
、
国
・
地
方
間
の

機
能
分
担
や
国

の
関
与
等
の
改
革
を
推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。3

　
改
革
の
将
来
展
望

行
政
改
革
は
、
各
省
庁
や
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
、
組
威
・
定

員
・
事
務
・
事
業
の
削

減
合
理
化
を
求
め
る
も
の
で
・
あ
り
、
目
民
に
対

つ
町



に

一

生
『

受
益
者
負
担
の
あ
る
程
度
の
増
大
や
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
若
千

二

縮
小
を
要
請
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
行

政
改
革
は
、
税

負
担
の
増
大
を
抑
制
し
、
規
制
を

｀
和
・
自
由
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民

間
活

力
を
助
長
す
る
と
と
も

盲

際
化
を
も
推
進

す
る
。

ま
た
、

地
方
公

共
団
体
の
自
主
的
・
自
律

的
能
力
を
強
化
す

る
こ

と
に
よ
っ
て

地
方

自
治
の
一

層
の
充
実

を
も
た

ら
す
。

さ
ら
に
行
政
改
革

と
は
、
本

来
、

変
化
す
る
内
外
情
勢
に
機
動
的
に

″
応
し
得
る
行
政
体
制

の
整
備

を
目

指
す
も
の
で
あ
り
、
行
政
の
惰
性

的
運
用
を
払
拭
し
簡

素
効
率
化

を
図

ら
ね

ば
な
ら
な
い
理
由
も
、
ま
さ

に
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ

る
。

行
政
改
革
の
遂
行

に
よ

り
、
国

と
地
方

を
通

じ
て
行
財
政
の
対
応
能

奈

回
復
し
た
鹿
に
は
、
我

々
は
高
齢

化
の
進
展
に
も
対
応
し
得
る
活
J

あ
る
福
祉
社
会
と
、
地
域
の
特
性

を
生

か
し

た
地
方

自
治
体
制
、
そ

≒

増
大
す
る
国
際
的
責
任
を
担
い
得

る
国

際
国

家
を
建
設
す
る
こ
と
f

ｔ
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
将
来

の
展
望
を
考
え

れ
ば

こ
そ
、
現

在
、
国

と
地
方
が

を

合
わ
せ
て
、
行
政
改
革
に
不
退
転

の
決
意
で
取

り
組
む
こ
と
が
求

官

れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

第
2
　

昭

和

六

〇

年

度

予

算

に

お

け

る

行

財

政

改

革

の

推

進

方

策

I
　

基
本
方

針

田
　

昭
和

六
〇
年
度
予
算

の
編
成
に
当
た

っ
て
は
。
現
国
会
に
提
出
さ

れ
て
い

る
行
政
改
革
関
連
法
案

の
成
立
を
前
提
と
し
、
臨
調
答
申
が

掲
げ

た
「
増
税
な
き
財

政
再
建
」

の
基
本
方
針
を
堅
持
し
、
既

存
の

制
度
・
施
策

の
抜
本
的
見

直
し

を
行
い
、
歳
出
削
減

を
強
力
に
進
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
際
、

ま
ず
昭

和
六
五
年

度
ま
で

の
赤
字
公
債
依
存
体
質
脱

却

目
標
へ
向
け
て
、
昭

和
六
〇
年
度

に
お
い
て
大
幅
な
赤
字
公

債
発
行

額

の
縮

減
を
行
う
べ
き
で
あ

る
。
予
想
を
上
回

る
税
収
増
が
生
じ
た

場

合
、
そ
れ
は
赤
字
公
債
発
行
額
の
縮
減
に
優
先
的
に
充

て
る
べ
き

で

あ
る
。

ま
た
建
設
公

債
に
つ
い
て
も
。
赤
字
公

債
と
そ
の
性
格
を
異
に
す

る
と
は
い
え
、
経
常
部
門
に
巨
額
の
収
支
不
足
が
続
き
、
更

に
利
払

い
の
増
が
財
政
危
曳
を
一
層
深
刻
化
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ

の
増
発

は
戴

に
慎
む
べ
き
で
あ
り
、
今

後
建

設
公
債
を
含
む
全
体
と

し
て

の
公

債
依
存
度
の
引
下

げ
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

.匹 九r 七.巾 ぶ乙 四

我
々
は
、
行
政
の
新
し

い
目
漂

を
目

指
し
て
、

政
府
と
目
会
並

び
に
　
　

傾
　

歳
出
面

の
見

直
し
に
当

た
っ
て
は
、
次
の
諸
点

に
基

づ
き
行
う
べ

努

公
共
団
体
が
、
従
来

の
経
緯
や

個
別

的
利
害

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
　
　
　

き

で
あ
る
。

で

行
政
改
革
を
断
行
さ
れ
、
ま

た
国
民

が
、

長
期
的

こ

応
合
的
観
点
　
　
　

①
　

す

べ
て

の
行

政
分
野
に
つ
い
て
、

聖
域
な
く
、
制
度

こ

笠

っ
て
行
政
改
革

の
努
力

を
分
担

さ
れ
る
こ
と
を
強
く
要
望
す

る
。
　
　
　
　

根
本

に
邁

っ
た
見
直
し
を
行
い
、
歳
出
削

減
を
大
胆
に
進
め
る
。

j り ぷiij〃 タe^J

こ
の
場
合
、

臨
調
答
申
の
指
摘
の
う

ち
、
ま
だ
実

施
さ
れ
て

い
　
　
　
　

と

を
促
す
。

な
い
事
項
及
び
一
部
実
施
に
と

ど
ま

っ
て

い
る
事
項

の
実

施
を
図
　
　

倒
　

当
面

の
財
政
再
建

に
当
た
っ
て

は
、
何

よ
り
も
ま
ず
歳
出

の
徹
底

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
答
申
が
個
別
具
体
的

に
は
指
摘
し

て
い
な
　
　
　

的
削
減
に

よ
っ
て
、
こ

れ
を
行

う
べ
き
で
あ

る
が
。
歳
入
面
に
つ
い

い
事
項
に
つ
い
て
も
、
答
申
の
趣
旨

に
沿

っ
て
制

度
・
施

策
の
見
　
　
　

て
も
、
税

の
公
平
・

適
正

確
保
や
税
外
収
入

の
確
保
に
で
き

る
限
り

直
し
を
行
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

努

め
る
必
要
が
あ
る
。

②

制
度
・
施
策
の
見
直
し
は
、
臨
調

答
申
に
示

さ
れ
た
次
の
よ
う
　
　
　
1
1
　
歳
出
面
等
の
措
置

な
視
点
に
基
づ
き
行
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　

制
度
・
施
策
の
改
革
合
理
化
の
推
進

第
一
に
行

政
の
責
任
領
域
に
つ
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
財
政

の
改
革

を
進

め
る
に
当

た
っ
て
は
、
個
別
の
制

度
・
施
策
の

ア
　
民
間

の
自
立
・
自
助
の
活
動
に
待

つ
べ
き

も
の
に
対

し
、
過
　
　

改
革
合
理

化
を
図

る
こ
と
か
何
よ
り
も
ま
ず
重
要
で
あ
る
。
現
在
ま
で

度
に
関
与
し
て
い

る
行
政
の
廃

止
・
縮
小
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

臨
調

答
申
指
摘
事
項

の
実
現

に
向
け

て
努
力
が
な
さ
れ
て
き

た
こ
と
は

イ
　
受
益
と
負
担
の
。バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
の
　
　

事
実
で

あ
る
が
、
今
後
更

に
踏
み

込
ん
だ
改
革
努
力
が
必
要
で
あ

る
。

負
担
の
適
正
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の

た
め
臨
調

答
申

の
趣
旨

に
沿

っ
て
制
度
・
施
策
の
根
本
に
遡
る

ウ
　
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
意
義

の
薄

れ
た
も
の
の
廃
止
等
の
視
　
　

見

直
し

を
更

に
推

し
進
め
る
必
要

が
あ

る
が
。
こ
う
し
た
見
直
し
を
通

点

か
ら
検
討

を
行
い
、
行
政

の
役

割
を
真
に
必
要

な
分
野
に
限
　
　

じ
て
、
特

に
補
助

金
等

に
つ
い
て

は
総
額
の
抑
制
に
努
め

る

と

と

も

定
し
て
い
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
特
別
会
計

へ
の
繰
入
れ
等
そ

の
他

の
保
昌
助

成
策

全
般
に
つ
い
て

第
二
に
。
本
来
的
に
行
政

の
責
任
領

域
に
属

す
る
分

野
に
あ
　
　

も
厳
し

い
チ

エ

″
ク
が

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
て
も
、
そ
れ
が
総
合
的
・
効
率
的

に
行
わ
れ
て
最
大
の
効
果
　
　
　

以
下

。
主
要

な
制

度
・

施
策
の
改
革
合
理
化
の
推
進
方
策
を
指
摘
す

を
挙
げ
う

る
よ
う
、
常
に
制

度
及

び
運
用

の
改
善
を
図

っ
て
い
　
　

る
が
、
こ
こ

に
指
摘

さ
れ
た
以
外

の
事
項
に
つ
い
て
も
、
臨
調
答
申
の

く
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

趣
旨
に
沿

っ
て
引
き
続
き
所
要

の
改
革
を
行
う
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で

③
　
一

般
歳
出
を
鼓
し
く
抑
制
す

る
た
め
。
来
年

度
も
引

き
続
き
概
　
　

も

な
い
。

算
要
求
の
段
階

か
ら
、
経
常
・
投
資
両

部
門
を
通
じ
て
鼓

し
い
概
　
　

田
　

社

会
保
障

算
要
求
基
準

を
設
定
し
、
そ

の
中

で
、
各
省
庁

が
制
度
・
施
策

の
　
　
　
　

社
会
保
障
制

度
に
つ
い
て
は
、
急
速
に
進
む
高
齢
化
社
会
に
対
応

見
直
し
及

び
政
策

の
優
先
順
位

の
選

択
に
最
善
の
努
力
を
払
う
こ
　
　
　

し
て
、
自
助
努
力

と
社
会
巡
帯
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
こ
の
制
度
が
安
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定
的
に
磯
能
し
得
る
よ
う
、
運
用

を
含
め
制

度
の
合
理

化
、
効
率
化

及
び
体
系
化
を
図

る
必
要
が
あ

る
。

医
療
保
険
制

度
、
年

金
制

度
、
児
童
扶
養
手
当
制
度
等
に
つ
い
て

眠

昭
和
五
九
年

度
に
お
い
て
制

度
に
踏
み
込
ん
だ
改
革
を
実
施
す

る
こ
と
と
な
っ
て

お
り
、

ま
ず
そ
の
改
正
法
の
早
期
成
立
を
図
る
こ

と
が
緊
要
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
以
下

の
諸
点

を
含
め
制
度
・
施
策
の
改
革
合
理

化
を
今
後
と
も
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
　
医
療
費
の
増
大

を
抑
制
す

る
た
め
、
乱
診
乱
療
防
止
対
策
の
強

化
等
医
療
費
適
正
化
対
策

を
引
き
続
き
推
進
す
る
と
と
も
に
、
疾

病
の
予
防
対
策
の
推
進
、
地
域
保
健
医
療
体
制
の
確

立

等

を

図

る
。

②

恩
給
等
の
給
付

改
定
の
検
討

に
当
た
っ
て
は
厳
し
い
財
政
事
情

等
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、

新
規
の
個
別
改
善
は
行
わ
な
い
。

ま
た
、
共
済
年
金
制
度
に
つ
い
て
公

的
年

金
制
度
の
一
元
化
を

目
指
し
た
改
革
案
を
早
急
に
作
成
す
る
と
と
も
に
、
恩
給
制
度
に

っ
い
て
公
的
年
金
制
度
改
正

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
必
要
な
見

直
し
を
行
う
。

③

児
童
手
当

に
つ
い
て

は
、

臨
調

答
申

の
趣
旨
に
沿

っ
て
、
速
か

に
制
度
の
抜
本
的
見

直
し
を
行
い
早

急
に
措
置
す
る
。

ま
た
、
社
会
福
祉
施
設
の
費
用

徴
収

基
準

の
負
担
能
力
に
応
じ

た
適
正

化
、
公

平
化
を
引
き
続
き
推
進
す

る
。

④
　
生
活

保
護
に
お
け

る
不
正

受
給
防
止
対
策
の
徹
底
等
、
国
立
病

改
善
計
画
」
及

び
「
第
四

次
公
立
高
等
学
校
教
難
員
定
数
改
善
計

画
」
の
実
施
に
つ
い
て
は
、

第
三
－
H
I
I
I

圓
に
述
べ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

③
　
公
立
文
教
施
設

の
整
備

に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
重
点
的
に
実

施
し
事
業
量

を
厳

し
く
抑
制
す
る
。

ま
た
社
会
教
育
・
社
会
体
育
施
設
に
つ
い
て
は
、
そ
の
整
備
が

相
当
進
ん
で

い
る
こ

と
等
か
ら
引
き
続
き
新
設
は
厳
に
抑
制
し
、

真
に
必
要
な
場
合
に
は
類
似
間
遠
施
設

と
の
複
合
化
に
努
め
る
。

院
・
療
養
所

の
経
営
合
理
化
な
ど
臨
調
答
申
に
指
摘
さ
れ
た
事
項

の
推
進
を
図
る
。

圓
　
文
教

文
教
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
幅
広
い
要
請
を
踏
ま
え
、
制
度
・
施

策
の
総
合
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
所
得
水
準
の
上
昇
、

高
い
大
学
進
学
率
、

生
涯
教
育
機
会
の
拡
大
等
近
年
の
我
が
国

の
教

育
環
境
の
大
き

な
変
化
を
踏
ま
え
、
学
校
、
家
庭
、
社
会
が
連
携
を

保

ち
つ
つ
、
個
人

の
生
涯

の
各
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力

と
自
主
的
努
力
に
応
じ
て
適
切
な
教
育
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す

る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
高
等
教
育
に
つ
い
て
は
、
量
的
拡
大
よ

り
は
質
的
充
実
を
進
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
費
用
負
担
に
つ
い
て

は

教
育
を
受
け

る
詞
人

の
役
割
も
重
視
し
、
目
は
必
要
に
応
じ
て
そ
の

よ
う
な
個
人

の
努
力
を
助
長
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

以
上
の
観
点

か
ら
、
以
下

の
諸
点
を
含
め
引
き

続
き
制
度
・
施
策

の
改
革
合
理
化
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

①
　
長
期
的

な
大
学
・
短
大
の
規
模

に
つ
い
て
は
全
体
と
し
て
抑
制

基
調
と
す

る
と
と
も
に
、
国
立
大

学
に
つ
い
て
、
昭
和

六
〇
年

度

に
お
い
て

は
、
学
部
・
学
科

の
転
換
再
編
成
を
進
め
、
大
学
の
新

設
、
学
部
・
学
科
の
新
増
設
、
入
学
定
員
の
増
員

は
厳
し
く
抑
制

す

る
。

ま
た
授
業
料
等
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
引
き
続
き
適
正
化
を
進

め
る
と
と
も
に
、
附
属
病
院
収
入

等
自
己
収
入

の
拡
大
を
図

る
。

②
　
「
第
五
次
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
学
級
編
・脱
及

び
教
職
員
定
数

②
　
農
業
基
盤
整
備
等
に
つ
い
て
は
、
補
助
対
象
を
生

産
性
向
上
へ

の
寄
与
度
が
高
く
経
済
効
果
の
大
き

い
も
の
等
に
重
点
化
す

る
と

と
も
に
、

新
規
の
事
業
は
で
き
る
限
り
抑
制
す

る
。

集
会
施
設
等
の
農
村
生
活
環
境
施
設
の
新
設
は
引
き
続
き
鼓

に

抑
制
す
る
。

③
　
農
業
用
機
械
施
設
補
助
の
整
理
合
理
化
な
ど
農
業
助
成
の
重
点

化
・
効
率
化
、
米
以
外
の
農
産
物
の
価
格
支
持
に
要
す
る
歳
出
の

合
理
化
な
ど
臨
詞
答
申
に
指
摘
さ
れ
た
事
項
の
推
進
を
図
る
。

④
　
私
学
助
成
の
総
額
抑
制
・
配
分
方
法
の
合
理
化
等
、
学
校
給
食
　
　

㈲

に
係
る
助

成
の
合
理

化
な
ど
臨
調
答
申
に
指
摘

さ
れ
た
事
項

の
推

進
を
図
る
。

朗

農
業

農
業
に
つ
い
て
は
、
農
業
者
の
自
主
的
努
力
、
活
力
を
十
分
尊
重

し
な
が
ら
需
要

に
即
し

た
農
業

の
再
編
成
と
生
産
性
向
上
を
図
り
、

国
際
化
の
進
展
の
下
で

産
業

と
し
て
自
立
し
得
る
農
業
を
確
立
す
べ

き
で
あ
る
・

こ
れ
ま
で
も
食
糧
管
理
行
政
等
の
改
革
が
進
め
ら
れ
て

き
て
い
る
が
、
引

き
続
き
以
下

の
諸
点
を
含
め
制
度
・
施
策
の
全
般

に
わ
た
る
合
理
化
、

効
率
化
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

①
　
米
の
需
給
は
、
当
面
ゆ
と
り
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、

構
造
的
に
は
過
剰

傾
向
に
あ
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
昭
和
五
九
年

産
の
生
産
者
米
価

は
抑
制

的
に
定

め
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
自

主
流
通
助
成
等
食
糧
管
理
に
係
る
財
政
負
担
の
縮
減
・
合
理
化
に

努
め
る
。

公
共
事
業

公

共
事
業
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
的
観
点
か
ら
社
会
資
本
の
整
洵

水
準
を
高
め
る
こ

と
は
重
要
で
あ
る
が
、
現
在
の
厳
し

い
財
政
事
情

を
考
慮
し
、
限
ら
れ
た
事
業

費
の
重
点
的
・
効
率
的
配
分

を
行
う
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
我

が
国
経
済
情
勢
は
目
下
回
復
の

過

程

に

あ

り
、
地
域
間
、
業
種
間
に
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
当
面
、
公
共

事
業

の
拡
大
に
よ
る
景
気
刺
激
を
特
に
必
要

と
す
る
状
況

と
は
考
え

ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
、
公

共
事
業
に
つ
い
て

は
、
引

き
続
き
以

下
の
諸
点

を
含

め
制
度
・
施
策
の
改
革
合
理
化
を
推
進
す

る
必
要
が

あ
る
。

①
　
公
共
事
業
関
係
費
の
総
額

は
、
前
年
度
に
引
き
続
き
厳
し
く
抑

制
す

る
。
た
だ
し
、
全
体
と
し
て
の
総
事
業
費
の
確
保
に
努
め
る

よ
う
に
配
慮
す
る
。

②
　
事
業
費
配
分

の
重
点
化
・
効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
新
規
事

こ
ご
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業
を
で
き

る
限
り
抑
制
す
る
。

③

地
方
の
自
主
性
に
委

ね
る
こ
と
が
適
当

な
社
会
資
本

に
対
す

る

国
の
補
助
の
見

直
し
等
公
共
事
業
関
係
補
助
金

等
の
整
理

合
理
化

な
ど
臨
調
答
申
で
指
摘
さ
れ
た
事
項

の
推
進

を
図

る
。

④

以
上
の
ほ
か
、
国
・
公

有
地
の
活
用
。
規
制
緩
和

等

を

通

じ

て
、
都
市
整
備
そ
の
他
の
分
野
に
、
民
間
活
力
、
民

間
資
金
を
積

極
的
に
活
用
し
て
い
く
べ
き
で
あ

る
。

四

科
学

技
術

、

科
学
技

術

、

于
不
ル

ギ
ー
、
経
済
協
力
、
防
衛

エ
ネ
ル

ギ
ー
、

経
済
協
力
、
防
衛

に
つ

い
て

も
、
今
　
　

㈲

後
に
お
け

る
我
が
国
経
済
社
会
の
発
展
及

び
国

際
社
会
に
対
す

る
積

極
的
貢
献
の
た

め
の
必
要
並

び
に
総
合
安
全

保
障

の
観
点
を
考
慮
し

っ
っ
も
、
現
下

の
厳
し
い
財
政
事
情

の
下

に
あ
っ
て
は
、
こ
れ

を
聖

域
と
す
る
こ
と
な
く
、
引

き
続
き
以
下

の
諸
点

を
含
め
行
政

の
合

理

化
・
効
率
化
を
強
力
に
進

め
、
歳
出
を

極
力

抑
制
す
る

必

要

が

あ

る
。

①

科
学
技
術
に
つ
い
て
は
、
国

の
研

究
開
発
は
民
間

に
期
待
す

る

こ
と
が
で
き

な
い
先

端
技
術
及

び
そ

れ
を
支
え

る
基
礎
研

究
分

野

に
思
い
切

っ
て

重
点

化
す
る
と
と
も
に
、
各
省
庁
、

各
機

関
の

セ

ク
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
見
直
し
、
民
間

能
力

の
活
用
、
受

益
者
負
担

の
適
正
化

等
に
よ
り
総
合

的
・

効
率
的
な
行
政

の
推
進

を
図
る
。

②
　
于
不
ル

ギ
ー
に
つ
い
て
は
、

民
間
活
力
を
活
用
し
国

の
助
成
は

必
要
最
小

限
の
範
囲
に
限
定
し
、
引

き
続
き
合
理

化
・
効
率
化
を

進
め
る
。

2
　
国
・
地
方
を
通
ず
る
行
財
政
の
合
理
化

現
在
、
国
と
地
方

は
、

と
も
に
極
め
て
厳
し
い
財
政
状
況

に
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
行
財

政
改
革
を
強

力
に
推
進
し
、

行
政
の
責
任
領

域
を
見
直

す
と
と
も
に
、
国

・
地
方
を
通
じ
て
行
財
政
の
減
量
化

・
効

率
化
を
図

っ
て
い
く
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
際
、
国

と
地
方

は
い
わ

。に
車
の
両
輪
で

あ
り
、

共
通
の
行
政
目
的
の
実
現
を
分
担
し

責
任

を
分

｛

ち
合
う
関
係
に
あ
る
と
の
考
え
方
に
立

っ
て
、
国

と
地
方

公
共
団
体

心
間
の
殷
能
分
担
及
び
費
用
負
担
の
在
り
方
に
つ

い
て

も
、

幅
広

い
見

地
か
ら
徹
底
し
た
見

直
し
を
行
う
こ
と
が
是
非
と

も
必
要
で

あ
る
。

な
お
、
国
と
地
方
の
財
政
事
情
は
、
国
、
地
方

と
も
に
収

支
不
均
衡

状
態
に
あ
る
も
の

の
、
国

に
お
い
て
は
今
後

と
も
危

機
的
状
態
が

続
く

状
況
に
あ
る
。

’
　
以
上
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
な
合
理
化
措
置
を

推
進

す
る
。

山

地
方
歳
出

の
厳
し

い
抑

制

一
　
　
国
・
地
方
を
通
ず

る
行
政

の
減
量

化
を
図

り
、
併

せ
て
地
方

歳
出

］
　
の
効
率
化
を
進

め
る
た
め
、
地
方
財
政
計
画

に
お
け
る
歳
出
に

つ
い

一
　
て
は
、
国

に
準

じ
厳

し
く
抑
制

す
る
。

一
　
　
な
お
、
「
第
3
　

地
方
公
共
団
体

に
お
け

る
行
政
改
革
の
推
進
方

.四/- 心
”J

③
　

経
済
協
力
に
つ
い
て
は
、

効
果

的
な
援
助

と
す

る
た
め
に
開
発

途
上
国

の
発
展
に
真
に
役
立
つ
も
の
を
重
点
的
に
実
窪
す
る
。
現

行
中
期
目
標
に
つ
い
て
は
、
引
き

続
き
財
政
事
情

を
勘
案
し
つ
つ

推
進
す

る
。

④
　
防
衛

に
つ

い
て
は
、
正
面

、
後
方
に
わ
た
り
バ
ラ
ソ
ス
の
と
れ

た
効
率
的

な
経
費

の
使
用
に
努

め
、
極
力
抑
制
を
図

る
。
ま

た
、

民

生
安
定
助

成
及

び
調

整
交
付
金
に
つ
い
て
よ
り
一
層

効
率
的
な

実

施
に
努
め
、
総
額

を
抑
制
す

る
。

そ
の
他

・
1
　
国
鉄

国
鉄
に
つ
い
て
は
、

当
面

の
合
理
化
措
置
を
強
力
に
実
施
す

る

と
と
も
に
、
国
鉄
再

建
監
理
委
員

会
の
来

た
る
べ
き
答
申
を
踏

ま

え
、
経
営
形

態
に
関
す
る
抜
本
的
改
革
を
推
進
す

る
。

‥
1
1
　
中
小
企
業

中
小
企
業

に
つ
い
て
は
、
経
済
社
会
の
変
化
に
適
応
で
き

る
活
力

あ

る
中
小

企
業

の
育
成

を
図

り
つ
つ
、
引

き
続
き
中
小
企
業
関
係
の

事
業
団

等
に
係

る
政
府
出
資

の
抑
制
等
施
策

の
重
点
化
・

効
率
化
を

推
進
し
、
中
小

企
業
対

策
費

は
厳

に
抑
制
す

る
。

函
　

研
究
開
発
助

成

民
間

に
対
す

る
研

究
開
発
助

成
は
、
真

に
国
民
の

ニ
ー
ズ
に
合

致
す

る
も
の
に
重
点

化
し
つ
つ
、
引
き

続
き
そ

の
合
理
化
・
効
率

化
に
努
め
、
歳
出
総
額
の
抑
制
を
図

る
。

策
」
に
述

べ
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
地
方
行

革
を
強
力
に
推
進
し
、
徹
　
　

圓

底
し
た
行

政
の
減
量

化
・

効
率

化
を
進

め
る
こ
と
が
緊
要
で
あ

る
。

c？

補
助
事
業
（
補
助
金
等
）
の
合
理
化
等

捕
助
金
等
の
大
宗
を
占

め
る
地
方

公
共
団
体
に
対
す

る
補
助

金
等

・
自
律
性
の
尊
重

等
の
観
点

か
ら
。
次
の
基
準
に
よ
り
見

直
し
を
行

い
、
節
減
合
理
化

を
図

る
。

①
　

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
、
官
民
の
機
能
分
担
の
見

直
し
等
に
基

づ
き
、
事
務
・
事
業

の
廃

止
・
縮
小

を
図

る
。

②
　

国
・
地
方
の
脱
能
分
担

の
見
直
し
に
基
づ
き
、
本
来
地
方

の
自

主
性

に
委
ね

る
べ
き
も

の
は
、
一
般
財
源
措
置
に
移
行
す
る
。

③
　

奨
励
目
的
が
失
わ
れ

た
も
の
な
ど
存
続
す
る
意
義
の
薄

れ
た
補

助

金
等
は
廃
止
す
る
。

④
　

全
額
補
助
や
著
し
く
高
率
の
補
助
の
引
下

げ
、
特
例
的
補
助
率

か
さ
上
げ

の
見
直
し

を
含

め
、
補
助
率
の
総
合
的
見

直

し

を

行

⑤
　

人
件
費
補
助

等
に
つ

い
て
も
、
一
般
財
源
化
へ
の
移
行

等
を
図

る
と

と
も
に
、
臨
調
答
申
の
趣
旨
に
沿

っ
て
、
更

に
節
減
・
合
理

化
の
方
向

で
検
討

を
進
め
る
。

⑥
　

類

似
な
い
し
同
一
目
的
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
事

務

の

簡

素

化
、
補
助
事
業

者
の
自
主
性
の
尊
重
等
の
観
点

か
ら
統
合
・

メ
ニ

ュ

ー
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
補
助
金
等

の
交
付
手
続
の
簡
素

合
理

化
を
図

る
。

地
方
財
政

計
画

に
お
け

る
総
体
的
検
討

補
助

金
等

の
見
直
し
に
当
た
っ
て
の
、
地
方
財
源
の
問
題
こ
つ
い

て

は
、

地
方
財
政

全
体

の
過
不
足
を
計
る
土

俵
と
な
る
地
方
財
政
計

画

の
上

で
総
体
的

に
検
討
す

る
。

に
つ
い
て
は
、
行
財
政
の
簡
素
合
理
化
、
地
方
公
共
団
体

の
自

主
性
　
　

㈲
　

団
体
間

の
留
保
財
源

等
の
均
て

ん
化
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現
在
、
地
方

公
共
団
体
の
税
源

が
偏
在
し
て
い
る
た
め
、
財
政
の

豊
か
な
団
体
も
あ
れ
ば
、
僅
か
な
留
保
財
源
の
み
の
財
政
の
苦
し
い

口
体
も
あ
り
、
団
体
間
の
格
差
が
著
し
い
。

こ
う
し
た
団
体
間
の
格
差
の
均
て
ん
化
を
図

る
観
点

か
ら
も
、
ま

た
全
体
と
し
て
地
方
行

革
を
積
極
的
に
推
進
す
る
観
点
か
ら
も
、
臨

調
答
申
の
趣
旨
に
沿

っ
て
、
今
後
、
行
政
需
要

の
見
直

し

と

併

せ

て
ヽ

地
方
公
共
団

体
の
自

主
性
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
留
保
財
源
、
公

営
競
技
収
益
金
等

の
既

存
財
源

の
一
層

の
均
て
ん
化
を
進
め
る
方
向

で
検
討
す
る
。

3
　
総
人
件
費
の

抑
制

給
与
改
定
に
関
す

る
人

事
院
勧
告
制
度
を
維
持
・
尊
重

す

る

こ

と

に
ヽ
公
務
員
の
士
気
の
保
持
、

公
務
に
お
け
る
労
使
関
係
の
安
定
の
だ

心
に
も
極
め
て
重
要

な
問
題
で
あ
’る
。

し
か
し
、
国
民
に
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
縮
小
等
も
要
請
せ
ざ
る
を
得
な

い
財
政
の
危
機
的
状
況
の
下

で
は
、
公
務
員
に
係

る
総
人
件
費
の
膨
脹

心
抑
制
を
図
る
こ
と

は
、
行
財

政
の
改
革
推
進
に
対
す
る
国
民
的
支
援

を
得
る
意
味
か
ら
も
、
政

府
自
ら
が
最
大
限
の
努
力

を
要
す
る
重
要

な

課
題
で
あ
る
。

叫

定
員
の
縮
減

定
員
に
つ
い
て
は
、
現
行
第
六
次
定
員
削
減
計
画
を
引
き
続
き
着

実
に
実
施
す
る
と
と
も

に
、
定
年
制
度
の
施
行

に
伴
い
一
時
に
大
量

に
発
生
す
る
退
職
者

の
後
補
充

を
厳
し
く
抑
制
す

る
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
以
上

に
定
員

の
大

幅
な
純
減

を
図

る
。

推
進
す
る
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て

い
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
税

の
公
平

・
適
正
確
保
を
図

る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
で

あ
る
。

印

税
の
公
平
・
適
正

確
保
の
観
点

か
ら
、
制
度
面
、
執
行
面

の
改
善

に
一
層
の
努
力
を
傾
注
す
る
。

朗

租
税
特
別
措
置

に
つ
い
て
は
、
政

策
目
的
や
効
果
に
照
ら
し
、
引

き
続
き
厳
し
い
見
直
し
を
行
う
。

淘
　
給
与
改
定

近
く
予
想
さ
れ

る
人
事
院
勧
告
に
対
応
す
る
国
家
公
務
員
の
給
与

改
定
に
当

た
っ
て
は
、
労
働
基
本
権
制
約
の
代
償
者
置
と
し
て
の
人

事
院
勧
告
制
度
の
維
持
・
尊
重
の
必
要
性
、
給
与
改
定
に
関
す
る
従

来
の
経
緯
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
現
下

の
極
め
て
厳
し
い
財
政
事
情
そ

の
他
社
会
経
済
情
勢
等
国
政
全
般
と
の
関
連
も
十
分
勘
案
し
、
前
年

度
に
引
き
続
き
、
政
府
及
び
国
会
が
責
任
を
も
っ
て
適
切
に
決
定
す

べ
き
で
あ
る
。

4
　
財
政
投
融
資
の
合
理
化

厳
し
い
財
政
事
情
の
下

に
お
い
て
、
「
第
二
の
予

算
」
と
し
て
一

般

会
計
予
算
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
財
政
投
融
資
に
つ
い
て
は
、

資
金
運
用
部
に
よ
る
統
合
運
用

の
現
状
を
維
持
す

る
と
と
も
に
、
そ
の

運
用
に
つ
い
て
厳
し
い
見

直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

①
　
財
投
機
関
の
事
業
内
容
等
の
徹
底
的
な
見
直
し
を
行
い
、

資
金

の
重
点
的
・
効
率
的
な
配
分
に
努
め
る
。
特
に
長
期
的

に
収
支
の

改
善
が
困
難
な
機
関
に
対
す
る
融
資
に
つ
い
て
は
、
抜
本
的
な
再

建
計
画

・
制
度
改
善
を
前
提
と
す
る
な
ど
厳
し
く
運
用
す
る
。

②
　
資
金
運
用
部
の
原
資
事
情
、
財
投
計
画

と
の
。ご
フ
ソ
ス
、
市
中

の
金
融
情
勢
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
つ
つ
、
資
金
運
用

部
資
金
に

よ
る
国
債
引
受
け
に
つ
い
て
引
き
続
き
で
き
る
限
り
配
慮
す
る
。
m

歳
入
面
の
措
置

1
　
税
制

国
民
の
間
に
税
の
不
公
平
感
が
根
強
く

あ
る
一
方
、
適
正

な
納
税
を

の
推
進
の
た
め
格
段
の
努
力

を
払
う
必
要
が
あ
る
。

朗
　
政
府
と
し
て
は
、
ま
ず
地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
な
改
革
を
阻
害

し
、
地
方
行
財
政
の
膨
脹

を
も
た
ら
し
て
い
る
制
度
施
策
に
つ
い
て

速
か
に
見
直
し
を
行

う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
地
方
公
共
団
体
の

責
任
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
事
務

事
業
に
つ
い
て

は
、
で
き

る
限
り

地
方
の
自
主
性
に
委

ね
て
実
施
す
る
こ
と
を
基
本

と
し
て
見
直
し
を

圓

利
子
課
税
制

度
に
つ
い
て

は
、
各

般
の
論
議
を
踏
ま
え
、

マ
ル
優
　
　
　

行
う
べ
き
で
あ
る
。

・
郵
便
貯
金
等
の
非

課
税
貯
蓄

制
度
を
含

め
、
早

急
に
そ
の
基
本
的
　
　

朗
　

地
方
公
共
団
体
と
し
て
も
、
自
ら
住
民
参
加
の
下
に
地
方
行
革
推

な
在
り
方
を
見

直
す
。

倒

公
益
法
人
等
の
収

益
事
業
の
範
囲

等
に
つ
い
て
は
、
実
態
に
即
し

た
見
直
し

を
行
う
。

2
　
税
外
収
入

遊
休
資
産
等
の
処
分
、
特
別
会
計
等

か
ら
の
益
金
納
付
等
税
外
収
入

心
確
保
に
引
き
続
き
努
力
す

る
。

第
3
　

地

方

公

共

団

体

に

お

け

る

行

政

改

革

の

推

進

方

策
I

基
本
方
針

倒

地
方
公
共
団
体
の
中
に

は
、
既
に
従
来
か
ら
積
極
的
に
行
政
改
革

に
取
り
組
み
、

か
な
り
の
成
果

を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

改
善
努
力
の
十
分
で

な
い

地
方
公
共
団
体
も
少

な
く
な
い
。
各
地
方

公
共
団
体
は
ヽ

自

ら
行
政
改

革
の
推
進
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と

も
に
、
政
府
に
お
い
て
も
、

地
方
行

革
を
国
全
体
と
し
て
と
ら
え
そ

進
の
た
め
の
体
制
を
整
備
し
、
地
方
行
革
推
進
に
つ
い
て
の
世
論
を

形

成
し
つ
つ
、
定
員
削
減
や
給
与
適
正

化
等
行
政
の
減
量
化
、
民
間

活
力

の
活
用
等
に
よ
る
事
務
事
業
の
合
理
化
を
図
り
、
更

に
は
o
A

化
等
新
た
な
時
代
に
対
応
し
た
地
方
公
共
団
体
の
行
政
運
営
の
確
立

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
促
進
の
た
め
政
府
と
し

て
地
方
自
治
の
本
旨

に
留
意
し
つ
つ
適
時
適
切
な
指
導
を
強

化
す
る

必
要
が
あ
る
。

n
　
具
体
的
措
置

1
　
定
員
の
合
理
化
・
適
正
化

地
方
公
務
員

の
定
員
は
昭
和
五
八
年
四
月
一
日
現
在
で
約
三
二
三
万

人
で
あ
る
が
、
昭
和
四
二
年
以
降
約
九
一
万
人
、
昭
和
五
〇
年
以
降
に

お
い
て
も
約
二

九
万
人
増
加
し
て
お
り
、
地
方
行
政
の
簡
素
化
、
効
率

化
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く

た
め
に
は
、
今
後
定
員
の
縮
減
合
理
化
に

相
当
の
努
力

を
行
う
必
要
が
あ
る
。

従
来
の
地
方
公

共
団
体
に
お
け
る
定
員
増
大
の
か
な
り
の
部
分
が
国

en

C;'`

こ 。；
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を
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つ
て
定
員
の
縮
減

を
図

る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

化
の
障
害
と
な
っ
て
い

る
国
の
関
与
等

の
廃

止
、

あ
る
。

ま
た
、
定
員
の
合
理

緩

和
を
図
る

べ
き
で

特
に
、
特
別
行
政

部
門
職
員
（
公

立
小
・
中

学
校
及
び
公

立
高
等

学

校
の
教
職
員
、
地
方
警
察
職
員
、
消

防
職
員
）

は
、
国
の
施
策

と
し
て

増
員
さ
れ
て
き
た
も
の
で
地
方
公

共
団
体
独
自
に
は
定
員
管
理

が
困

難

な
職
員
部
門
で
あ
り
。
昭

和
四
二
年
以

降
の
地
方
公
務
員

の
増
員

数
の

り
ち
約
四
八
万
人
、
同

じ
く
昭

和
五
〇
年
以

降
の
増
員
数

の
う

ち
約
二

〇
万
人
を
占

め
て
い
る
状
況

に
あ
る
の
で
、
政
府

は
厳
し

い
定
員
抑
制

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、
極
力
定
員
の

抑
制

に
努

め
る
と
と
も

に
ヽ

事
務
の
O
A

化
、
事
務
事
業
の
民

営
化
、
民
間
委

託
、

パ
ー
ト

タ

イ
’
I

の
活
用
等
を
積
極
的
に
進

め
、
定
員

の
合
理

化
・
適
正

化
を
図

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
の
活
用

を
積

極
的

に

進
め
る
べ
き
で

あ
る
。

田
　
一
般
行
政
部
門
職
員

を
中

心
と
す
る
定
員
の
計
画
削

減
の
実
施

政
府
は
、

地
方
公
共
団

体
に
対

し
て

。
そ
れ
ぞ
れ
地
方
公

共
団
体

ご
と
に
率
と
年
限

の
目
標

を
定
め
た
定
員
の
削
減
計
画

を

策

定

し

て
、
定
員
削
減
を
実
施
す
る
よ
う
指
導
す

る
。

①
　
地
方
公
共
体
団
は
、
削

減
計
画
の
策
定

に
当

た

っ
て
は
、
特

に

次
の
諸
点
に
留
意
し
、
あ

ら
ゆ

る
部
門

の
職
員

に
つ
い
て
見
直

し

①
　
「
第
五
次
公

立
義
務
教
育
諸
学
校
学
級
編
成
及

び
教
職
員

定
数

改
善
計
画
」
及
び
「

第
四

次
公

立
高
等
学
校
教
職
員
定

数
改
善
計

画
」
の
実
施
は
、
引

き
続
き
、

厳
し
い
財
政
事
情

を
考

慮
し
て
極

力
抑
制
す

る
。

②
　
公
立
高
等
学
校
の
生
徒
数
の
増
加
に
伴
う
増
員

に
つ
い
て

は
、

弾
力
的
に
対
処
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
縮
減
す

る
。

③
　
地
方
警
察
職
員

に
つ
い
て

は
、
人

事
管
理
の
適
正
化

・
資

機
材

の
近
代
化
等
に
よ
り
。
原

則
と
し
て
増
員
を
当
分
の
間

凍
結
す
る

よ
う
措
置
す
る
。

④

消
防
職
員

に
つ
い
て
は
、
広
域
消
防

の
進
推
・
消
防
用
吸

器
の

近
代
化
等
に
よ
り
、
原
則

と
し
て

増
員

を
当
分
の
間
凍
結
す

る
よ

う
措
置
す
る
。

同

地
方
公
務
員
に
係

る
職
員
配
置

基
準

の
廃

止
又

は
緩

和

行
政
＝
ス
ト
の
節
減

を
図
り
、
地
方
公
共
団

体
の
定

員
管
理

の
合

理
化
・
適
正

化
に
資
す

る
よ

う
、
政
府

は
そ

の
定

め
た
職
員
配
置
基

準
に
つ
い
て
廃
止
又
は
緩
和
の
方
向
で

全
般
的

な
見
直

し
を
行

う
。

そ
の
際
、
一

般
管
理
事
務
に
係

る
も
の

に
つ
い
て

は
廃

止
し
、
専
門

的
本
務
等
に
係

る
も
の
に
つ

い
て
は
真
に
必
要
な
も
の

に

限

定

す

る
。
ま
た
。
基
準
を
定

め
る
場
合
で
も
、
兼
務
を
認

め
る
等

基
準
の

弾
力
的
運
用

に
努

め
る
。

圃

定
年
制
度

施
行
時
の
大
幅
削
減

国
に
お
い
て
は
ヽ

定
年

制
度
施
行

＾
昭
和
六
〇

年
三

月
三
一
日
）

に
よ
り
一
時
に
大

量
に
発
生

す
る
退
職

者
の
後
補
充
に
つ
い
て
は
ヽ

を
行
う

べ
き
で
あ

る
。

ア
、
内

部
管
理

を
含
む
一
般
管
理

部
門

に
つ
い
て
は
、
事
務
の
O
A

化
、
民
間
委

託
等
に
よ
る
定
員
の
縮
減

を
図

る
。

イ
、
社
会

福
祉
部
門
職
員

に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
施
設
の
社
会

福
祉

法
人

等
へ
の
民
間
委
託
、
民

営
化
等
に
よ
る
定
員
の
縮
減

を
図

る
。

ウ
、
公

営
企
業

部
門
職
員
に
つ
い
て

は
、
職
員
配
置
の
適
正
化
、

業
務

の
機
械
化
、
民
間
委
託
等
に
よ
る
定
員

の
縮
減
を
図

る
。

②
　

地
方
公
共
団
体

は
、
削
減
計
画

の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
定
員

モ
デ
ル
又

は
類

似
団

体
別
標
準
表
を
活
用
す
べ

き

で

あ

る
。
な

お
、
政

府
に
お
い
て
は
最
新
の
資
料
に
基

づ
き
、
対
象
範
囲

の
拡

充

等
を
含
め
定
員
モ
デ
ル
の
見

直
し
を
随
時
行
う
。

（
注
）
　・
1
　
定
員

モ
デ
ル

‥
道
府
県
。
指
定
都
市
及

び
市
に
つ
い

て
、

全
団
体

に
共
通
し
て
所
要
人
員
の
設
定

に
使
用
可

能

な
指
標

と
し
て
開
発
さ
れ

た
人
口
段
階
加
標
準
団
体

定
員

モ
デ
ル
及

び
団
体
別
定
員
試
算
式
を
い
う
。

‥
1
1
　
類

似
団
体
別
標
準
表

‥
市
区
町
村
に
つ
い
て
類

似
団

体
区

分
別
に
普
通
会
計
に
か
か
る
部
門

ご
と
の
人

口
I

万

人
当
た
り
の
職

員
数
を
平

均
し
て
算
出
し

た
も
の
を

い
う
。

②
　

特
別
行
政
部
門
職
員

の
増
員
の
厳
し
い
抑
制
等

特
別
行
政
部
門
職
員

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
抑
制
措

置
を
講
ず

る
。

真

に
必
要

な
場
合

を
除
き
行

わ
な
い
こ

と
と
し
て

い
る
が
、

地
方

公

共
団
体
に
お
い
て
も
、
同
時

に
行
わ
れ

る
地
方
公
務
員
の
定
年
制

度

の
実

施
に
伴

う
退
職
者

の
後
補
充

を
抑
制
し
、
大
幅
な
定
員
削

減
を

実

施
す
べ
き
で
あ

る
。

2
　

給
与
等
の
適
正
化

地
方
公

務
員

の
給
与
は
、
法
律
上
「

生
計
費
並
び
に
国
及

び
他

の
地

方
公

共
団

体
の
職
員

、
民
間
事
業
の
従
事
者
の
給
与

そ
の
他
の
事
情

を

考
慮
し
て

定
め
る
」

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
国
家
公

務
員

の
給
与

水
準

を
か
な
り
上

回
っ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
が
多
く
み

ら
れ

る
。
そ
の
結
果
現

在
、

地
方
公

務
員

全
体

の
平
均
給
与
水
準
は
国

家
公

務
員
の
給
与
水
準

を
約
六
％
程
度
上
回

っ
て
い
る
が
（
昭

和
五
七

年
四

月
一
日
現

在
）
、
早

急
に
地
方

公
務
員

全
体
の
平
均
給
与
水

準

が

国
家
公

務
員
並
み
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き

で
あ
る
。

ま

た
、

地
方
公

務
員
の
退
職
手
当
や
期

末
・

勤
勉
手
当

に

つ

い

て

は
、

そ
の
支

給
率
が
高
い
地
方
公

共
団
体
が
み

ら
れ

る
が
、
国
家
公
務

員
の
支
給
率
を
上
回

ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
り
、
更
に
特
殊
勤
務

手
当

に
つ

い
て

も
、

制
度
の
趣
旨
に
沿

っ
て
、
著
し
く
危
険
、
不

快
等

の
勤
務
に
限

っ
て
支

給
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
支

給
額
も
適
正

な

も
の

と
な
る
よ
う
是
正

す
る
必
要

が
あ
る
。

倒
　

給
与

の
適
正

化

地
方
公
務
員
の
給
与
の
適
正

化
を
強
力

に
推
進
す

る
た
め
、

政
府

は
次
の
よ
う
な
措
置
を
講
ず

る
。

①
　

国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
を
上

回
る
地
方

公
共
団
体
が
そ
の

給
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与
水
箆

を
同

家
へ
一
務

員

の
給

与

水
準

に
近

づ

け

る
よ

う

指
一
4．
す

る
。ま

た
、

国

家

公

務

員

の
給

与

水
準

を
著

し

く
上

回

る
地

方
公

共

団
体
に
対

す

る

個

別

指

導

に

つ

い
て

は
、

今

後

一
層

強

化
す

る
こ

と
と
し
、

そ

の
対

象
団

体

の

範

囲

の
拡

大

を
図

る

。

②

地
方
公

務

員

の

給
与

の

適
正

化

に
当

た

っ
て

は
、

人

事
委

員

会

の
機
能

の
充

実

及

び
活

性

化

を
図

る

こ

と
が

重
要

で

あ

り
、

次

の

点
に
つ

い
て

人

事

委

員

会

に
対

し

指
導

を
行

う

。

・・
　

民
間

事

業

の
従

事

者

の

給
与

に
関

す

る
調

査

に
つ

い
て

は
、

対
象

と

な

る

企

業

・

事

業

所

規

模

を
職

種

に
よ

っ
て

小

規
模

企

業
ま
で

拡

大

す

る

こ

と

に

つ

い

て

検
討

す

る
こ

と
。

‥
n
　人

事
委
員
会

は
、

当
該
地
方
公
共
団

体
の
職
員
の
給
与
水
準

と
国
家
公

務
員

及
び
民
間
事
業
の
従
事
者
の
給
与
水
準
を
的
確
　
　

圓

に
把
握
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
給
与
勧
告

を
行
う
べ
き
で
あ
る

こ
と
。
そ
の
際
、
い
わ
ゆ

る
国
公
較
差
、
公
民
較
差
を
住
民

に

明
ら
か
に
す

る
こ
と
。

典
団

体
に
対
し
て
は
、
政
府
は
そ
の
是
正
に
つ
い
て
強
力

に
指
導

す
る
。

②
　
公
民
館
勤
務
手
当
、
自
動
車
運
転
手
当
、
窓
口
手
当
、
雨
中
作

業
手
当
等
制
度
の
趣
旨
に
反

す
る
特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
は
、

早
急
に
整
理
合
理
化
又
は
是
正
の
た
め
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
政
府
は
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
指
導

を

強

化

す

る
。
そ
の
際
、
単
に
特
殊
勤
務
手
当
の
種
類
を
整
理
す
る
だ
け
で

な
く
、
名
称
を
変
え
て
実
質
的
に
他
の
特
殊
勤
務
手
当
に
振
り
替

え
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。

③
　
期
末
・
勤
勉
手
当
の
支
給
率
が
国
の
支
給
率
を
上
回
っ
て
い
る

地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
、
政
府
は
そ
の
是
正
に
つ
い
て
強
力

に
指
導
す

る
。

財
政
措
置
等

政
府
は
、
そ
の
職
員
の
給
与
水
準
が
国
の
職
員
の
給
与
水
準
を
著

し
く
上
回
る
等
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
財
政
措
置
を
強
化
す
る

ほ
か
必
要
と
認

め
る
措
置
を
講
ず
る
。

③

給
与
制
度
及
び
そ
の
運
用
の
是
正
・
改
善
に
つ

い
て
は
、
不
適
　
　

㈲
　
そ
の
他

正
な
給
料
表
の
是
正
、
標
準
職
務
表

に
適
合
し
な
い
等
級
へ
の
格

付
（
い
わ
ゆ

る
「

わ
た
り
」
）
の
是
正
、
等
級
別
定
数
の

設

定
、

違
法
だ
昇
給
期
間

の
短
縮
の
是
正

、
不

適
正
な
初
任
給

基
準
の
是

正
等
を
図

る
べ
き
で

あ
り
、

指
導

を
徹

底
す

る
。

ツ

退
弓

子
当
、

特
殊
勤
務
手
当
等
の
適
正

化

①
　
退
職
手
当
の
支

給
率
が
国
の
支
給
率
を
上

回
っ
て
い
る
地
方
公

体
に
芹
寸
Q

指
導
だ
け
で

な
く
、
5
　
道
府
県
か
ら
市
町
村
に
対
す

る
指
導
を
強
化
す
べ
き
で

あ
る
。

3
　
民
間
委
託
等

事
業

運
営
の
合
理
化

・
効
率
化

地
方
公
共
団
体
は
、
事
務
事
業

の
運
営
に
当

た
っ
て
は
行
政
サ
ー
ピ

ふ
水
準
を
維
持
し

つ
つ
そ

の
合

理
化
・
効
率
化
を
よ
り
一
層
推
進
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
が
、

最
近
に

お
け

る
民
間
の
技
術
水
準
や
経
営
能
力
2

者
し
い
向
上
に
か

ん
が
み
、
こ
う
し

た
民
間

の
活
力
を
事
業
運
営
に

積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
こ

と
が
肝
要
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
観
点

に
立

っ
て
、
地
方

に
お
け

る
事
務
事
業
に
つ
い
て

に
、
単
に
付
帯
的
役

務
だ
け

で
な
く
、
そ
の
効
率
性
、
行
政

サ
ー
ビ
ス

水
準
等
を
勘
案
し

た
上
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域

の
実
情
に
応
じ
、
事
務

事
業
の
管
理
運
営
そ
の
も
の
の
民
間
委
託
、
民

営
移
管
、
業
務
の
実
態

に
応
じ
た
パ
ー
ト

タ
イ

マ
ー
の
活
用
等
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。

山

民
間
委
託
等
事
業
運
営
の
合
理
化
・
効
率
化
の

た
め
の
条
件
整
備

①

政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
が
民
間
委
託
等
事
業
運
営
の
合
理
化

・
効
率
化
を
推
進
し
て
い
く
上
で
そ
の
制
約
と
な

っ

て

い

る

法

令
、
通
達
、
補
助
要
綱
等
を
廃

止
し
、
も
し
く
は
緩
和
し
、
又
は

こ
れ
ら
の
弾
力
的
運
用

も
し

く
は
解
釈
の
明
確
化
を
図
る
。

②
　
一
方
、
地
方
公

共
団

体
は
、
こ

の
よ
う
な
民
間
委
託
等
の
推
進

に
当
た
っ
て

は
ヽ

委
託

契
約
に
お
い
て
そ
の
責
任
関
係
を
明
確
に

規
定
し
て
お
く
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
行

政
の
責
任
体
制
の
明
確
化

を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
低
下

等

を
招
か
な
い

よ
う
、

必
要

な
場
合

に
は
、
直
営
と
の
併
用
、
競
争

①
　
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
給
与
等
の
住
民
へ
の
公
表

に
つ
い
て

は
、
何
よ
り
も
地
域
住
民
に
理

解
さ
れ
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
趣
旨
に
沿

っ
て
公
表
の
方

法
・
内
容
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
ほ
か
、
そ
の
励
行
を
確
保

す
べ
き
で
あ
り
、
政
府
は
そ
の
旨
指
導
を
行

う
。

②
　
給
与
等
の
適
正

化
に
当

た
っ
て
は
、
政
府
か
ら
の
地
方
公
共
団

入
札

に
ょ
る
委
託
元
の
決

定
、
委
託
元
の
複
1
2　化
、
契
約
更
新
制

度
の
厳
格
な
運
用
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
民
間
活
力

が
十
分
発
揮
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す

べ
き
で
あ
る
。

朗
　

個
別
事
務
事
業
の
民
間
委
託
等
の
推
進

①
　
学
校
給
食
業
務

学
校
給
食
業
務
に
つ
い
て

は
、
給
食
業
務
管
理
の
的
確
を
期
し

つ
つ
、
調
理
を
含
め
た
民
間
委
託
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
直
営

方
式
に
よ
る
場
合
も
、
共
同

調
理
場
方
式
と
し
、
又
は
調
理
員

を

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
す
る
方

向
で
推
進
す
る
。
こ
れ

に

関

連

し

て
、
学
校
給
食
に
係
る
過
去
の
文
部
省
通
達
の
見
直
し
を
行
い
、

上
記

の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
新
し
い
指
導
通
達
を
制
定
す
る
。

②
　
公

立
病
院
の
業
務

公

立
病
院
の
業

務
に
つ
い
て
は
、
病
棟
の
清
掃
、
警
備
等
付
帯

的
役
務
だ
け
で
な
く
、
給
食
等
に
つ
い
て
も
、
治
療
上
の
必
要
等

か
ら
や
む
を
得

な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
除
き
、
民
間
委
託
又

は
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
の
活
用

を
推
進
す

る

こ

と

と

し
、
こ
の
場

合
、
特
に
給
食
に
つ
い
て
、
政
府
は
直

営
を
原
則
と
す
る
考
え
方

に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
。

③
　
清
掃
業
務

ご
み
及
び
し
尿
の
収
集
、
運
搬
業
務
に
つ
い
て
は
、
民
間
委
託

を
よ
り
一
層
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
ま

た
、

ご
み
処
理
場
及
び
し

尿
処
理
場
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
も
、
市
町
村
の
責
任
体
制
の
明

確
化
に
配

慮
し
つ
つ
、
民
間
委
託
を
推
進
す
る
。

C つc
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④

下
水
道
の
維
持

管
理
実

務

一
　
　
　
下
水
道
の
維
持
管
理
業

務
に
つ
い
て

は
、
下

水
道
管
理
者
の
責

任
体
制
の
明
確
化

に
配
慮

し
つ
つ
、
民
間
1　
託
を
推
進
す
る
。

4

会
館
等
公
共
施
設
の
設

置
及

び
管
理

運
営
の
合
理
化

会
館
等
公
共
施
設

に
つ
い
て

は
、
既

に
か
な
り
の
整
備
水
準
に
あ

る

こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
今
後

は
、
文

化
ニ
ー
ズ
の
高

ま
り
等
価

値
観
の

厄

の
省
庁

と
密
接

な
連
携
を
図

る
と
と
も
に
、
関
係
省
庁
、
都
道

府
県
、
市
町
村
間

の
連
絡
の
強

化
等
を
図

る
べ
き
で
あ
る
。

関
　

竺

設
の
管
理
運
営

公
共

施
設

の
民

営
化
、
管
理
運

営
の
民
間
委
託
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ

ー
の
活
用
、

地
域
住
民

の
ぶ
ラ
ソ
テ
ィ
ア
の
活
用
等
を
積
極
的
に
推

進

す
る
。

多
様
化
を
も
勘
案
し
つ
つ
、
既
存
施
設
の
多
角
的
有

効
利

用
を
促
進
す
　
　

倒
　

法
令
、
通

達
等
の
廃
止
、
緩
和
等

’`
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
管
理
運

営
に

つ
い
て

は
、
前
記
3

の
事
業

皿
営
に
準
じ
て
民
間
委
託
等
民
間
活
力

の
活
用

を
図
る
べ
き
で
あ

る
。

山

施
設
の
利
用
及

び
設
置

①

社
会
福
祉
施
設
、
社
会

教
育

施
設
、
コ
ミ

ご
I
テ

ィ
施
設
等
各

種
公
共
施
設
に
つ
い
て
は
、
重

度
心
身
障

害
者
施
設
等
特
別
の
収

容
施
設
を
除
き
、
既
存
施

設
の
多
角

的
有
効
利
用
を
図
り
、
そ
れ

ら
の
新
設

は
厳

に
抑
制
す

る
。

②

施
設
の
新
設

に
当

た
っ
て

は
、
類

似
関

連
施
設
の
複
合
化

を
基

本
と
す
る
。

そ
の
際
、
政

府
は
、
関
係
省
庁
間
で
連

絡
調
整
の
た
め
の
会
議

を
設
け
、
複
合
的

な
施
設

の
設

置
及

び
利

用
の
基
準
（
類
似
関
連

施
設
の
複
合
化
の

モ
デ
ル
、
共
用

部
分

の
規
模
、
費
用
の
按
分
方

法
等
を
内
容
と
す

る
も

の
）

を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
、
特
定

の
省
庁
（
た
と
え
ば
総
理

府
）

が
そ
の
連
絡
調
整
の
中

心
と
な

っ

て
推
進
す

る
。
個

々
の
複

合
的
な
施
設
の
新
設
に
当
た

っ
て
も
、

当
該
施
設
に
係

る
省
庁

の
う
ち
特
定
の
省
庁
が
中

心
と
な

っ
て
、

す る.SC  厄嬰a当 画 力fiz

化
し
、
定
数
削
減
、
給
与
等

の
遜
正

化
、
民

間
活
力
の
活
用
、
地
方

議

会
の
合
理
化
等
に
つ
い
て
審

議
す

る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
審
議
結
果

を

地
方
行
革
に
反

映
さ
せ

る
と
と
も
に
。

住
民

の
意
識

の
高
揚
を
図

る
べ

き
で
あ
る
。

第
4
　

今

後

の

行

政

改

革

推

進

課

題

と

当

審

議

会

の

対

応

当
審
議
会
は
こ
の
意
見
書
に

お
い
て
、
昭
和

六
〇
年

度
予

算
編
成
に

際
し
て
「
増
税
な
き
財

政
再
建
」
の
基
本
方
針

の
下

に
厳
し

い
歳
出
削

溥
を
求
め
る
と
と
も
に
、
我
が
国
行
政
の
車

の
両

輪
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
地
方
公
共
団

体
の
行

政
改
革
の
進
展
を
要
請
し
、

全
体
と
し
て
の

行
政
改
革
推
進
の
た
め
具
体
的
実
行
方

策
を
提
起
し

た
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
早

急
に
対
応
を
要

す
る
も
の

に
限

ら
れ
て

お
り
。

今
回
取
り
上
げ
た
も
の
以
外

に
も
臨
調
答
申
に
示

さ
れ

た
多

く
の
課
題

が
残
さ
れ
て
い
る
。
今
後
引
き

続
き
よ
り
踏
み
込
ん
だ
行
政
改
革
方

策

心
追
求
が
な
さ
れ

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

1
　
今
後
の
推

進
課
題

百
数
十
兆
円
に

の
ぽ

る
膨
大

な
国

債
残
高
が
存
在
す

る
こ
と

を
考
慮

す
れ
ば
、
赤
字
公
債
依
存

体
質

か
ら
の
脱
却
は
、
真

の
財
政
再
建

の
第

一
段
階
に
過

ぎ
な

い
。
赤
字
公

債
の
新

規
発

行
を
止

め
る
こ
と
に
成
功

し
、
臨
調
答
申
を
全
て
実
現

し
た
後

で
も
、
財
政
再
建

と
行
政
改

革
の

必
要
性
が
な
く
な

る
訳
で

は
な
い
。

し
か
し
赤
字
公

債
依

存
体
質

か
ら
の
脱
却
さ
え
、
制
度
・
施
策

の
改

政

府
は
、

上
記
田

及
び
剛
を
推
進
し
て
い
く
上
で
そ
の
制
約
と
な

っ
て

い
る
法
令
、
通
達
、
補
助
要
綱
等
を
廃
止
し
、
も
し
く
は
緩
和

し
、

又
は
こ
れ
ら
の
弾
力
的
運
用
も
し
く
は
解
釈

の
明

確

化

を

図

る
。

5
　
地

方
議
会
の
合
理
化

地
方
議

会
の
議
員
定
数
の
削
減
、
議
員
報
酬
の
適
正
化
等
地
方
議
会

の
合
理

化
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
少

な
か
ら

ぬ
努
力

が
み

ら
れ
る
と
こ

ろ
で

あ
る
が
、

臨
調
答
申
の
趣
旨
に
沿

っ
て
・

引

き
続
き

な
お
一
層
の

合
理

化
が
図
ら
れ

る
よ
う
期
待
す

る
。

ま

た
、
国

に
お
い
て
は
、
地
方
議
会
の
議
員
の
法
定
定
数
に
つ
い
て

地
方
自
治

の
本

旨
と
議
会
の
機
能
に
留
意
し
つ
つ
、
今
後
そ
の
見
直
し

を
検
討
す

る
。

6
　

行
政
改
革
推

進
体
制
の

整
備

各

地
方

公
共
団
体

に
お
い
て

は
、

地
方
行
革

の
推
進
に
努
力

し
て

い

る
と
こ

ろ
も
み
ら
れ

る
が
、
更

に
そ

の
推
進
を
図
る
た
め
、
民
間
有
識

者
か
ら
成

る
行
政
改

革
推

進
の
た
め
の
委
員
会

を
設
け
、
又
は
充
実
強

革

を
怠
り
歳
出
増

の
圧
力

に
屈
す

る
な
ら
ば
実
現
困
難
に
な
る
の
で

あ

り
、
全

て
の
行
政
分
野

に
つ

い
て
行
政

の
責
任
領
域
等
の
見

直
し

を
行

う
こ
と

は
、

今
後
引
き
続
き
推
進

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ

る
。ま

た
。
地
域
社

会
を
よ
り
活
力
あ

る
も
の
と
し
て
い
く
た
め
に
、
全

て
の
地
方
公

共
団
体
に
と

っ
て
地
方
行
革
は
今
後
持
続
的
な
対
応
を
要

す

る
課
題
で

あ
る
。
三

三
〇
〇

に
及

ぶ
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
地

方
自
治
を
基
礎

と
し
て

真
に
地
域
住
民

の
要

請
に
応

え
得

る
行
政
を
確

立
す
る

た
め
に
は
、
国

と
地
方
が
相
協
力
し
て
。
引
き

続
き
粘
り
強

い

努
力
を
続
け

る
必
要

が
あ
る
。

こ
れ
ら
今
回
の
意
見
で
取

り
上
げ

た
課
題

の
ほ

か
、
臨
調
答
申
に
沿

っ
て

早
急
に
推
進
す

べ
き
課
題
と
し
て
国
鉄
の
問
題
が
あ
る
。
国

鉄
は

毎
年

二
兆
円
余
の
赤
字
、
約
二
二
兆
円

の
累
積
債
務
を
抱

え
て

お
り
、

早

急
に
経
営
形

態

の
抜
本
的
改
革
に
よ

る
事
業
の
再
建

を
図

ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
目
下

こ
の
問
題
を
審
議
し
て
い
る
国

鉄
再
建

監
理
委
員

会

の
検
討

に
期

待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ

の
ほ

か
、
内

閣
の
総
合
調
整
の
問
題
を
始

め
、
行
政
機
構
・
公

務

員
、
特
殊
法
人

等
。
許
認
可

等
の
行
政
事
務
、
行
政
情
報
・
行
政
手
続

等
の
問
題

が
あ
り
。
今
後
引
き

続
き

そ
の
改
革
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2
　
当

審
議
会
の
対

応

当
審
議
会
と
し
て

は
、
臨
調
答
申
に
沿

っ
た
行
政
改
革
の
推
進
を
図

る
観
点
か
ら
、
政
府

に
お
け

る
今
後

の
対
応
を
見
守
り
つ
つ
。
上
記

の
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課
題
を
含
め
臨
調
答
由・
未
実

施
事
項
等

の
実
現

の
た
め
、

必
要

に
応
じ

』

政
府
に
意
見
を
提
出
し
て
い
く
考
え
で
あ

る
。

ま
た
。
審
議
の
途
上
に
あ
る
機
関
委
任
事
務
・
国
の
関
与
等
の
在
り

方
に
っ
い
て
は
、
地
方
行
革
を
更
に
進
展

さ
せ

る
べ
く
引

き
続
き
全
面

的
な
見
直
し
を
進
め
、
来
年
早

々
に
は
政
府
に
答
申
を
行
う
こ
と
と
し

て
い
る
。

更
に
内
閣
の
総
合
調
整
機
能
の
強
化
、
先
導
的
科
学
技
術
の
研
究
開

発
推
進
体
制
、
緊
急
処
理
を
要

す

る
突
発
的
事
件
等
へ
の
対
応
体
制
等

に
っ
い
て
は
、
臨
調
答
申
の
一
層
の
具
体
化
を
図

る
必
要

が
あ
る
課
題

と
し
て
。
今
後
検
討

を
進

め
る
こ
と
と
し

た
い
。

こ
の
よ
う
な
過

程

に
お
い
て
、
当
審
議
会
は
、
行
政
改
革
は
国
民

全

体
で
こ
れ
を
推
進
し
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
に

基
づ
き
、
引
き
続
き
行
政
改
本
の
現
状
と
課
題
を
国
民
の
前
に
提
示

す

る
と
と
も
に
、
国
民
各
界
各
層
と
の
連
携

の
強
化
を
図
り
、
行
政
改
革

の
推
進
に
関
す

る
国
民
的
気
運
の
高
揚
を
図

っ
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

臨
時
行
政
改
革
推

進
審
議
会
会
長

・
委
員
名
簿

会
長

委
員

土
光
　

敏
夫
　

経
済
団
体
連
合
会
名
誉
会
長

大

槻
　
文
平
　

日
本

経
営
者
団

体
連
盟
会
長

凛
島
　

龍
三
　

東
京
商
工
会
議
所
副
会
頭

伊
藤
忠
商
事
㈱
相
談

役

谷
村
　
　

裕
　

前
東
京
証
券
取
引
所
理
事
長

柴
田
　
　

眠
　

自
治
総
合

セ
ン

タ
ー
会
長

暇
枝
　
元
文

宇
佐
美
忠
信

日
本

労
働
組
合
総
評
議
会
顧
問

全
日

本
労
働
総
同
盟
会
長

民
間
活
力
の
発
揮
推
進
の
た
め
の
行
政
改
革
の
在
り
方
（
生
）

目
　

次

は
じ
め

に

第
l

民
間
活
力

の
理
念

（
昭
和

六
〇
年
二
月

二
一
日
　

臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
　
民
間
活
力
推
進
方
策
研

究
会
）

―
　
公
的
部
門
と
民
間
部
門
の
役
割
分
担
の
変
化
2

民
間
活
力

の
原
理
と
課
題

第
2

I

民
間
活
力

の
推
進
方
策

民
間
事
業

部
門

の
活

性
化

2
　
公
的
事
業

部
門

の
民

営
化
等
3

個
人
生
活

部
門

の
活

性
化
4
　

社
会
集
団
部
門

の
活
性
化

ふ
わ
り
こＩ

は
じ
め

こf

い
ま
行
わ
れ
て

い
る
行
政
改
革

は
、
過
去

の
後
始
末
の
面
と
未
来
へ
s

・
挑
戦
の
面
が

あ
る
・

前
者
の
眼
目

は
ヽ

と
も
す
れ
ば
肥
大
し
硬
直
し

が

ち
な
行
政
の
機
構
や
政
策
を
見
直
し
て
、
そ

の
簡
素
化
、
効
率
化
を

図

る
点
に
あ
る
。
後
者
の
眼
目
は
、
時
代
の
変
化
に
素
早
く
対
応
し
な

が
ら
、
新

た
な
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
け

る
よ
う
に
、
政
策
、
機
構
、

制
度
の
変
更

や
再
構
築
を
図
る
点
に
あ
る
。

今
日
の
日
本
は
、
明
治
以
来
の
悲
願
で
あ
っ
た
欧
米
先
進
国
に
追
い

つ
く

た
め
の
近
代

化
の
目
標
を
、

ほ
ぽ
達
成
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

だ

が
、
こ
れ
か
ら
二
I

世
紀
に
か
け
て
の
世
界

は
。
第
三
次
産
業
革
命

と

か
情
報
革
命

と
か
呼
ば
れ
る
新
し
い
技
術
革
新
と
社
会
変
化
の
時
代
を

迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
日
本
と
し
て
も
、
高
度
成
長
期
以
来

の
惰
性

を
清
算
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
流
れ
に
遅
れ

る
こ
と
な
く
、
新
し
い
社

会
経
済

シ
ス
テ

ム
の
構

築
に
努

め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

今
回
の
行
政
改

革
が
未
来
へ
の
挑
戦

を
も
ね
ら
い
と
し
て
い
る
意
味

は
、
そ
こ
に
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
変
革

を
主

導

す

る

の

は
、
い
ま
や
公

的
部
門
よ
り
も
民
間

部
門
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
図

民

の
生
活
水
準

は
向
上
し
、

企
業

の
経
営
・
技
術
等
の
力
も
大
き
く

な

つ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
自
立
・
自
助

の
能
力
を
高
め
る
一
方
、
国
内
外
の
問

C')
er？

心 ”
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四
全
総
長
期
展
望
作
業
中
間
と
り
ま
と
め

日

本
2
1

世

紀

へ

の

展

望
l

国
土
空
間
の
新
し
い
未
来
像
を
も
と
め
て
（
要
旨
）
j

抜
す
い

国

土
庁

計
画
・
調
整
局
　

昭
和
5
9年
H
月

昭
和
六
一
年
～
七
五
年
を
計
画
期
間
と
す
る
四
全
総
の
策
定
作
業
が
す
す
ん
で
い
る
。

以
下
は
、
表
記
資
料
の
い
わ
ば
と
ば
し
続
み
で
あ
る
。
な
お
文
中
の
大
見
出
L
は
編
集
部
で
つ
け
た
（
編
集
部
）
。

原

資

料
／

目
　

次

は
じ

め
に

第
1

章
　
歴
史

的
蓄
積

と
し
て
の
我

が
国
土

第
1

節
　
日
本
の
国
土
と
そ
の
自
然

第
2

節
　

人
口
の
長
期
的
推
移
と
国
土

へ
の
営
為

第
江
章
　
一
二

世
紀
の
衝
撃

第
1

節
　

変
わ
る
地
球
社
会

第
2

節
　
変

わ
る
日

本
人

第
3

節
　
変

わ
る
技
術

第
4

節
　
二
I

世
紀

の
地
球
社
会

と
日
本

一
喝
Ⅲ
章
　

二
I

世
紀

の
文
化
・
生
活

と
産
業
・
経
済

第
1

節
　
ラ
イ
フ
ス

タ
イ

ル
の
変
容

第
2

節
　
文
化
志
肉
の
潮
流

2
1世

紀

の

人

口
（
n
章
三
票

ら
）

合
計
特
殊
出
生
率
（
T
F
R

）
を
ど
の
よ
う

白
　

に
仮
定
す

る
か
に
よ
り
異
な
る
も
の
の
、
我

が
国
の
人
口
は
、
二
〇
一
〇
年
前
後

に
ピ

ー
ク
に
達
し
た
後
、
緩
や

か

な
減
少
に
転
ず
る
か
、
も
し
く

は
か
な
り
の
減
少
局
面
を
迎
え

る
可

能

性
が
あ
る
（
図
1

略
）
。

こ
の
場
合

、
人

口
の
減
少
は
、
人

口
構
成
の
急

速
な
高
齢

化
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
人

口
増
加

を
前
提

と
し

た
こ
れ

ま
で
の
社
会
制
度
等
に
大

き
な
影
響
が
あ

る
と
考
え
ら
れ

る

こ

と

か

ら
、
新
し
い
社
会

シ
ス
テ

ム
の
創
造
に
向
け
て

の
努
力
が
求

め
ら
れ

る

こ
と
と
な
ろ
う
。

本
格
的
な
高
齢
化
社

会
へ
の
移
行

前
記

の
試

算
に
よ
る
と
、
老
年

人

口
比

率
は
一
九

八
三
年

の
九

・
八
％

か
ら
二
〇
二
五
年

に
は
一
九
～
二
二
％

程
度

と
な
り
、
世
界

に

類
を
み
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
高
齢
化
が
進
展
す
る
こ
と
と
な
る
。

高
齢
化

の
進
展
は
経
済
・
社
会
の
活
力
や
諸
制
度
に
大

き
な
影
響
を
与

え
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
二
I

世
紀
に
至

る
こ
の
I
〇

数
年
間

は

本
格
的
な
高
齢
化
社
会

へ
の
貴
重
な
準
倚
期
間

で
あ
る
と
い
え
る
。

l

‐

I

I

－

高
齢
化
進
展
の
地
域
的
ひ
ず
み

高
齢
化
は
大
き
な
地
域
的
ひ
ず
み

を
伴

い
な
が
ら
進
晨
す
る
こ
と
が

懸
念
さ
れ

る
。
今
後
、

市
町
村

ご
と
の
転
出
入

バ
タ
ー
ン
が
変
う
ら
な

い
と
仮
定
す
れ
ば
、
二
〇

二
五
年
に
は
老
年
人

口
比

率
が
八
七
％
の
市

第
3

節
　

産
業

構
造
の
変
貌

第
4
節
　

経
済
発
展
の
可

能
性

第
5

節
　

国
際
化
の
進
展

第
Ⅳ
章
　

新

し
い
国
土

空
間
の
構

築
に
向
け
て

第
1

節
　

二
〇
世
紀

か
ら
二

一
世

紀
へ

第
2

節
　

交
通
・
通
信
・
情
報
ネ

プ
ト
ワ

ー
ク
化
へ
の
要

請

第
3

節
　

都
市

と
農
村

第
4

節
　

居
住
環
境
整

備
へ
の
要

請

第
5

節
　

国
土
の
利
用

と
空
間
の
新
し
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

第
6

節
　

安
全

な
国
土

へ
の
要

請

第
7

節
　

美
し
い
国
土
づ

く
り

へ
の
展
望

第
8

節
　

国
土
基
盤
形
成

の
新

た
な
展
開

第
9

節
　

人
口
・
詩
椀
能

の
集
中

と
分
散

お
わ
り
に

町
村
が
現

れ
る
可

能
性
が
あ
る
（
図
1

略
）
。
こ
う
し
た
地
域

で

ベ

コ
ミ
ュ
ニ
テ

イ
の
崩

壊
が
生
じ
た
り
、
国
土
資
源

の
利
用
・
管
理
水
牟

が
著
し

く
低
下

す
る
可

能
性
が
あ

る
等
、
深
刻
な
問
題

が
生
じ
る
お
七

れ
が
あ
る
。

世
帯
数
の
推
移
と
長
男
・

長
女
型

社
会

核

家

族

世
帯

及

び
単
独
世

帯

の
伸

び
が
鈍

化
し
て
き

て

い
る
と
い
う
近
年
の
動
き

を
も

と
に
、
将
来
の
動
向
を

試

算

す
る

と
、
普
通
世
帯
数

は
二
〇
二
五
年

に
は
四
〇
二
二
万
世
帯
と
現
在
よ
り

も
約
一
八
％

増
加
し
、

普
通

世
帯
の
世

帯
当

た
り
人
員
は
現
在
よ
り
も

や
や
減
少
す

る
も

の
の
か
つ
て
の
よ
う

な
縮
小

は
生
じ
な
い
（
図
8
）。

こ
う
し

た
な
か
で
、
長
男

・
長
女
型
社
会
が
さ
ら

に
広
が
り
を
み
苓

い
こ
う
・

な

お
、
高
学
歴

者
の
増

加
等
は
相
対
的

に
活
発
な
地
域
同
人

口
移
動

を
も

た
ら
す
可

能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
単
独
世
帯
を
中
心
に

さ
ら
に
世
帯

数
が
増
加

す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

子

釧
1

」

昌

諮

パ

ン

ト

雛

八

経
済

の
安
定

成
長
へ
の
移
行
と
と
も
に
鎮
静
化
し

て
お
り
、
地
方
既
と

大

都
市
圏

と
の
間

の
人

口
移
動
も
鎮
静
化
し
て
い
る
。

技

術

革

新
（
H
章
ぷ

）

⑤
慟

ぽ
常一
　
討
割

バ
ド
リ
パ
ぐ
回

C ）-v,I

こ ’・

産
業

革
命
以
来
ヽ

技
術
革
新
は
ヽ

屁
済
雙
一
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表2　 将来人口分布の展望

�実　績 � す う 勢 延 長"'' �� 封　　 鎖　　 型

�19S0 �2000 �2025 �2000 �2025

北　　 海　　 道 �558 �604 �583 �618 �610

東　　　　　 北 �1,202 �1,235 �1,145 �1,333 �1,383

関東(f> く東 京1!) �700 �805 �852 �780 �810

東　　 京　　 圏 �2.St57 �J,J35 �3,744 �3.2)0 �3,212

中　　　　　　 部 �1,S12 �2,036 �2,103 �2,070 �2,143

近　　　　　 玖 �1,951 �2,192 �2,250 �2.182 �2,201

中　 国・四　 国 �1.175 �1,211 �1,143 �1,270 �1,283

九　　　　　 州 �1.407 �1,516 �1,498 �1,379 �1,672

全　　　　　 国 �n,ro2 �13,073 �13,3:8 �13.073 �13.31S

ぶ
（注）1.  実績は総君脊「区勢調査」、i99o乍以降はロジャーズウィルキンスモデルをもとに

国土庁計画・祠整局が試if．

図8　 世帯の推移とm 望

世 帯 ）

后
の
向
上

や
、
国
土
基
盤

の
整
備
な
ど
に
多
大

な
貢
献
を
し
て
き
た
。

盲

誉
霧

引

い
旦

に

ド
ド

バ

ド

バ

ド

に
i
K

’
l
l
・‐
l
l
　

ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
新
素
材
、
新
于
不
ル
ギ
ー

な
ど
の
発
展
が
大
き

な
注
目
を
集
め
て
お
り
、
先
進
諸
国
が
技
術
開
発

を
こ
れ
ま
で
以

上
に
積
極
的
に
推
進
し
て

い
く
こ

と
に
よ
り
、
過

去
の

数
次
に
わ
た
る
技
術

革
新

の
大
き
な
波

に
匹
敵
す

る
「
新

た
な
技
術
革

新
の
波
」
を
引

き
起
こ
す
こ
と
が
可

能
な
状
況

に
な
っ
て

い
る
（
図
1
0．
1

本
書
二
四
頁
）
。

尚
子
㈲

品
に
喋
討
い
銘
U
潔
球

で
以
上
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
革
新
的
な
技
術
の
開
発

を
通
じ
、
世

界

経
済

の
発
展
に
貢

献
す
る
こ

と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

第
3

節
閃
2
1世
紀
に
か
け
て
の
技
術

革
新
と
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト

技
術
革
新
は
、
経
済
や
産
業

の
発
展
に
大
き
く
貢

献
す

る

と

と

も

に
、
家
庭
生
活
、
医
療
・
福
祉

な
ど
の
分
野
で
利

便
性
を
向
上

さ
せ
る

ほ
か
、
国
土
の

フ
ロ
ソ
テ

ィ
ア
開
発
な
ど
様

々
な
分
野
に
多
大

な
イ
ン

パ

ク
ト
を
与
え
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
表
3

）
。

第
3

節
閣
2
1世
紀
の
技
術
と
社
会

先
端
技
術
分
野
を
中
心
に
多
く
の
新
技
術
が
創
出
さ
れ
、

各
方
｝圖
に

様

々
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
く
こ
と
と
な

る
が
、

来
る
べ
き
二
I

世

紀
に
は
、
こ
う
し

た
技
術
革
新
を
経
て
、
今

日
の
も
の

と

は

異

な
4

－a

↓

2

3

(注) 1.  実航は総ミ 脊「国勢同穴」,  2000年以降は国土庁計画・調墜局試算による。2.
ケースA は世帯形成の動向か現状で推移すると仮定した場合

ケースB は世劃B 成の動向か単独世帯を中心に現在よりも大きく上昇十る
と仮定した場合である。

る
、

い
わ
ば
二
I

世
紀
型

の
技
術

シ
ス
テ

ム
と
、
そ
れ
を
受
け
た
三

世
紀
型
社
会

の
構
築

が
期
待

さ
れ
よ
う
。

可
万
で
一入

且
縫
U
L
彩

言

ネ
ル
ギ
ー
の
大

量
消
費

を
伴
う

シ
ス
テ

ム
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
こ
八

に
対

し
、
二
一
世
紀
型
技
術

シ
ス
テ

ム
の
基
本
的
方
向
と
し
て
は
、
近

年

の
シ
ス
テ

ム
工
学
。

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
、
バ

イ
オ
テ

ク
ノ
乙
で

な
ど
の
進
展
を
技
術
的

な
背
景

と
し
て
、
極

め
て
少

な
い
I
ネ
ル
ギ
’

に
よ
り
、

高
度
な
機
能

を
、
効

率
的

に
実
現
す

る
と
と
も
に
、
そ
急

度
な
機
能
を
安
定
的

に
維
持
し
て

い
る
生
物
体

の
原
理
や
吸
構
を
応
m

し
た
「

バ
イ
オ
シ
ス
テ

ム
」

と
な
る
可
能

性
を
秘

め
て
い
る
。

例
え
ば
、
情
報
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
は
、
情

報
化
の
進
展
に
伴
い
、

社
会
の
様
々
な
分
野
で
情

報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
進
展
す
る
こ
乞

な
ろ
う
が
、
ネ

″
ト
ワ
ー
ク
化

が
進

め
ば
進

む
ほ
ど
。
そ
の
通
信
と
｀

御
は
複
雑
化
し
て
い
く
。
そ

の
際
、

シ
ス
テ

ム
を
末

端
に
至
る
ま
温

中
的
に
管
理
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
情

報
量

の
大
き

さ
か
ら
い
っ
て
も
、

制
御
は
極
め
て
困
難

と
な
る
ほ
か
、
制
御

に
要

す
る
機
構
や
ツ
て

ウ

ェ
ア
な
ど
に
関
す
る
コ
ス
ト
も
大
幅

に
増
加
す

る
た
め
ヽ

極
め
て
非
心

率
で
非
現

実
的

な
も
の
と
な
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
・

こ
の
た
め
、
大

規
模
な
情
報

シ
ス
テ

ム
は
、
各

部
分

で
自
立
調
和
的

な
分
散
制
御
蔦

い
。
中
央
部
で
各
部
を
包
括
的
に
制
御
す

る
効

率
的

な
。バ
イ
オ
ヴ
今

ム
と
な
っ
て
い
こ
う
。

こ
の
よ
う
に
ご

一
一
世

紀
に
お
い
て
は
ヽ

各
種

シ
ス
テ

允
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分野 � 項　　　　　 目 � 予 想されるインパクト �
普及過程における

摩擦現象

国

民

生

活 �

教 育 ・ 学 習

文 化 ・ 余 暇

地　 域　 社　 仝 �

り在宅医'M, 在 宅福祉がより容易に

な る。

・C  A I,   C M 1な どにi') 教育の効

果の向上が図られる。

・教育情報システムによりへ き地教育，

社会教育が充 実さ れる。
・ニュ'―メディアに より文化・余暇 情

報が豊富に提供さ れる。

・ CATV,    LAN など5)地域メディ

アにより地域の情 報交汽が活発化し

地岐コミュ ―ティのfif'&が進む。 �

・教育の規恪化．lii-

化のおそれ。

国

土

利

用 �

安 全 ・ 防 災

環　　　　　 境

資源・エ ネルギー

交 通 ・ 運 輸

通 信 ・ 情 報

都　市　 機　 能

土　 地　 利　 用

フロ ンティア開発 �

・気象・地震等自t.現象の予知・予報

精 度の向 上により災害に対する事前

の対応が可能となる。
・廃 棄物等の処理技術， モニタリング

技術等の進 展が公害防止に寄与する。

・下廃水再生利用，海水淡水化の実用

化 ・普及の進展に より，通常T)水資

源 開発が困錐な地岐等での水資源制
・約

が緩和される。
・STOL ，VTOL の問発等新型式

交 通機関の実現により，従未高速交

通機関の整備が十分でなかった地方

の交流が活性化する。

・ISDN 等の基盤整備が進展する。

・デ ータベ ース等の情報ソ ースの充実

や ソフトウェアの多様化高度化が進

展する。

・情 報交流の活 発化によI)都市間，地

域 間の相互 関係が一層緊 密化する。

・水 資iW.関運技術や廃棄物処理の無 公

害化技術の実用化・普及に より 都市

としての新たな発展接台が もたらさ

れる。

・バイオテクノロジーによる品種改良

で 農作物の生産性の向上，am 性の

付与が可能となり農地利用の自由度

が増大する。
・極限作業ロボットの開発等により海

洋等国土のフq ンテ ィアの開発が進

展し，新空間利用の可能性が拡大す

る。 �

・システムダウン

など新 たな社会

的 ぜい弱性が増

大するおそ れ。

(注) 国土庁計画・調盤局作成。

表3　21 世 紀に かけ ての 技術革 新のイ ンパ クト

222

分野 � 項　　　　　 目 � 予想されるインパクト �
普及過程 におけ

る摩擦現象

産

業

経

済 �

マ ク ロ 経 済

産　　　　　　 業(

農　　　　 業)(

加 工 組 立)(

素 材 産 菜)(

サービス産業)

企　 業　 活　 動

労　　　　　 働

企　 業　 立　 地 �

・生産性の向上や新分野の開拓に より

マクロ経済の新たな発展がもたらさ

れる。

・ バイオテクノP  ジーを応用した品種

改良により高効率生産が実現する。
・水耕戦培などに よる工場型農業が進

展する。

・ 0  A ft.   FA イヒの進展を背if.に屯気

機械 等を中心に 宛8.する。

・バイオテクノロジー，新素材などの

実用化に伴いハイテク型素吋産業と
しての発展が可iil となる。

・情報ネットワークの整備に伴い，情

報関連サービス業が発展する。

・自Mi 庫,   P 0 S .   取引情報のオン

ライン化などの普及に よりniJSシス

テムの 合理化が進s する。

・業際分野における技術開 延の重要性

が高ま>)， 異業'tS.問の連携・交 流，

異業種への参入が活発化する。

・FA の導入により，中小企業におい

て，熟練工 不足問 腔が解消し，新 た

な発展機会が もたらさ れる。

・情報関連産業な どにおいて新たな雇

用複会が 創出される。

・FA の導入により．直接生産工程従

事 者が減少し，間接生産工 程従事者

が増加する。
・ FA の導入により，重労働，危険な

作業などから解 放される。

・情報ネットワ ークの整備の進 展に伴

い生産閔連部門 やそれに関連する研

究開発部門 の立地はフットルーズ化

し，地方分散が迂 む。 �

・生;1 設備等の遠

急な陳腐化。

・高 齢労働者等一

部には作業への

不 適応が発生。

・雇用者に対寸る

再訓練再 教育の

必 要性の増大。

国

民

生

活 �

家　 庭　 生　 活

医 療 ・ 福 祉 �

・ホームショッピング，ホームバンキ

ングの普及により省力化、利便化が

図られる。

・ HA の普及により利便性，安全性 が

高まる。

・メ ディカルエレ クトロニ クスの進展

により医療水準が高度化す る。
・医療の情報ネットワーク化などによ �

・プ ライバシー俊

害のおそれ。

・医療におけるヒ
ューマンな対応
の希薄化のおそ
れ。
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ミ

こ

ノ

オ

シ
7
　
テ

ム
化

す

る

こ
と

が

予

想

さ
れ

る
が
、

こ
う

し

た

変

比

は
単

に
技

術

の
領

域

に

と

ど

ま

ら
ず

、

都

市

シ
ス
テ

ム
な

ど

の
社

会

シ

ス
テ

ム

に

も
及

ぶ
V
-？
の
と

予

想

さ
れ

る
。

ト
　

、
”

土
－
、。’

股

械

の
世

紀
と

い

わ

れ

る
二
〇

世

紀

に

対

し

、
二

一

ぶ
1

⑤

一
世

紀

は
生
命

の
世

紀

と

も

い

わ
れ

、

社

会

の

様

々

な
分

野

で

バ

イ

オ
テ

ク

ノ

ロ
ジ

ー

が
応

用

さ

れ

る
と

と

も

に

、

生

命

個

体

に

お
け

る
調

和

と
秩

序

を
維

持

す

る

シ
ス

テ

ム

に
類

似

し

た

バ

イ

オ

シ
ス
テ

ム

が
構

築

さ

れ

よ

う
。

こ

れ

に

よ

っ
て

実

現

さ

れ

る
生

命

に

学

ぶ
二

一

世

紀

型

社

会

、

そ

れ

は
「

バ

イ

オ
ソ

サ

エ
テ

ィ
」

と
呼

ぶ

に

ふ
さ

わ

し

い

「
自

立
調

和

型

の

社
会

」

と

な
ろ

う
。

な
お

、

人

間

社
会

の
明

日

を

開

く
こ

の

よ

う

な
バ

イ

オ
ソ

サ

エ
テ

ィ

は
、

人

類

に

よ

り

次
元

の
高

い
繁

栄

と
調

和

を

も

た

ら
す

可

能

性

を

持

っ
て

い

る
。

し

か

し
、

原

理

や

技

術

の
面

で

、

解
明

す

べ
き

未

知

の
要

素

が
多

く

残

さ

れ

て

お

り
、

予

期

せ

ざ

る
新

し

い

問
題

を
発

生

さ
せ

る

お

そ

れ

が
あ

る
こ

と

に

も
留

意

し
て

お

く

必
要

が
あ

ろ

う

。

家

庭
・
職

場
・
コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ
（
Ⅲ
章
―
節
や
ら
）

第
1

節
剛
社
会
集
団
と
し
て
の
家
庭
、
職
場
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ

尚

人

の
生
活
の
基
礎
を
な
す
家
庭
を
は
じ
め

■
f
＋
^
　集
団
の
変
4
　

職
場
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
な
ど
の
社
会
集
団
の
あ

り
方
は
、
戦

後
、
大
き

な
変
貌
を
遂
げ

た
。
二
I

世
紀

に
お
い
て
も
、

ソ
フ
ト
化
・

サ
ー
ビ
ス
化
は
、
単
に
生
産
・
就
業
面
に

お
け
る
第
三

次
産
業
の
増
加

に
と
ど
ま
ら
ず
、

例
え
ば
第
二
次
産
業
内

部
に

お
け

る

研
究
開
発
、
企
画
、
販

売
と
い

っ
た
直
接
生
産
に
携
わ
ら
な
い
部
門

の

拡
大
、
さ
ら
に
は
情
報
、
デ

ザ
イ
ン
等
の
商
品

の
非

物
的
価
値

の
高
ま

り
等
様

々
な
形
で
進
展
す
る
も
の
と
予
想

さ
れ
る
。

一

生

産
構

造

一

―

を

展

望

す

る
と

、

仮
に
経
済
成
長
率
を
四
％

と
仮
定
し
、
将
来

の
生
産

構
造
（
一
九
八
〇
年
価
格
表
示
の
生
産
額
ペ
ー
ス
）

一
九
八
〇
年

か
ら
二
〇
〇
〇

年
の
間
に
、
第

一
次

産

業

は
二
％
弱

ま
で

シ
ェ
ア
を
ほ
下

さ
せ
、
第
二
次
産
業
も
、

エ
レ
ク
ト

ロ
ニ
ク
ス
、
バ
イ

オ
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
、

新
素
材
等
の
今
後
発

晏
か
期
待

さ
れ
る
先
端
技
術
を
有
す
る
分
野
等
で
は
高

い
伸
び
が
見

込
ま
れ
る
も

の
の
、

全
体
と
し
て
は
I

ボ
イ
ソ
ト
程
窒

シ

”
ア
を
低
下

さ
せ
ろ
。
こ

れ
に
対

し
、
第
三
次
産
業
は
、
家
計
や
企
業

の
活
動
の
外
部
化
等
に
伴

い
、
総
じ
て

高
い
成
長
が
期
待
さ
れ
、
ニ

ポ
イ
ソ
ト
程

度
の

シ
ェ
ア
拡

大
が
見

込
ま
れ
る
．

ぼ

匿

噸

い

れ

れ

い
口

い
尺

八

雅

万

．

！
　
　

え
．
産
業
別
就
業
者
数
を
試
算
す

る
と
、
一
九
八
〇

年

か
ら
二
〇
〇
〇
年
に

か
け
て
、
第
一
次
産
業
で
は
一

六
〇
万
人
程
度

の
減
少
が
見

込
ま
れ
る
。
第
二
次
産
業
は
、

総
じ
て
高

い
生
産
性
の
伸

び
に
ょ
り
七
〇
万
人
程
度
の
増
加

に
と
ど
ま
る
と
み

ら
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
第
三

次
産
業
で

は
九
九
〇
万
人
程
度
の
増
加
が
見
込
ま
れ
、
第

三
次
産
業
が
今
後
雇
用
面
で
極
め
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
て

い
く
も
の

と
期
待
さ
れ
る
（
図
1

略
）
。

家
族
が
最

も
基
礎
的
た
臭
団
で
あ
り
、
職
場

が
稼
得
の
場
の
ほ
か
自
己

実
現
の
場
で
も
あ
る
と
い
う
機
能
が
失
わ
れ
る
こ

と
は
な

い

で

あ
ろ

う
・

し

か
し
、
そ
う
し

た
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
よ
乞

①③ ②

社
会
集
団
の
多
様
化
が
一
層
進
屡
す

る
こ
と

様

々
な
集
団
に
選
択
的
に
見
属
す

る
傾
向
が
強
ま
る
こ
と

自
己
実
現

の
場
と
し
て
の
機
能
が
強
ま
る
こ

と

引
］世
紀
の
家
庭
、
職
場
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

③ ② ①

こ

の

よ

う

な
潮

流
の
な
心

で

、

家
庭
に
お
け
る
家

族
構

成
員

の
自
立
化
の
進
展

勤
労
観
や
就
業
形

態
の
変
化

に
伴
う
職
場
社
会
の
変
容

地
域

の
連
帯
感
に
根
ざ
し
た
新
し

い
コ
ミ
ユ
ニ
テ

イ
づ
く
り
心

進
展

と
い

っ
た
方

向
の
変
化
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

産
業

構
造

の

変
貌
（
m
章
晶

）

第
3

節
倒
2
1世
紀
初
頭

の
産
業
構
造

目

川

川

副
旧
】

様
化
、

文
化
志
向

の
高

ま
り
、

二
I

世
紀
初
頭

の
産
業
構
造
を
展
望
す

る
と
、
国
際
化
、
国
民

の
価
値
観
心
多

技
術
革
新
の
進
展
等
を
背
景
に
、
ぶ

ト
化
・
サ
ー
ビ
ス
化
の
方
向
で
大
き
く
変
貌
し
て

い
く

も
の
と
考
え
ら

れ

る
。

こ

れ

を
職

業

別

に

み

る

と

。
一

九
八

〇

年

代

初

め

に
三

割

を
占
や
・

こ

と

と

な

っ
た

い

わ

ゆ

る

ホ
ワ

イ

ト

カ

ラ

ー
的

職

種

で

あ

る
「
情
報
心

種

」

が

、

二
I

世

紀

初

頭

に

は
四

割

を
超

え

る
ま

で

に

増

加
し
て
ｙ

も

の
と

み

ら

れ
、

業

種

を
越

え
て

ソ

フ

ト
化

・

サ

ー
ビ

ス
化

が
進
展
1
　　

て

い
く

こ

と

が
う

か

が
え

る
（

図
1
2
）
。

異
な
る
シ
ナ
リ
オ
の
可

能
性

な
お
、
第
二
次

産
業

に
お
い
て
、
ｔ
I

ビ
ス
を
体
化
し
た
新
商
品
の
開
発

等

に

よ

り
、

想

定

以

上

に
生

産

額

、
就

業

者
数

が
増

加

す

る
可
能
性
も

あ

る
。

一

方

、

第

三

次

産

業

に

お

い

て

も

、

生

産

性

の
向

上
等
に
ょ

り
、

想

定

ほ

ど
雇

用

吸

収

力

が

高

ま

ら

な

い
可

能

性
も

考

え

ら

れ
る

等

、

将

来

動

向

に
つ

い

て

は
今

後

さ

ら

に
検

討

を
要

し

よ
う
。

「

ミ
ス

’
マ

゛
チ
y

が
対

応
一
　
こ

う
し

た
就

業

構

造

の

変

化

が
進
む
な

か

に
あ

っ
て

、

労

働
力

需

給

は
全
体
と

し

て

は

均

衡

を

保

っ
て

い

く

と
み

ら
れ

る

が

。

人

口
の
高

齢

化
、
女
性

の

職

場

進

出

、

技

術

革
新

の
進

展

と

い

っ
た

急

激

な

変

化

の
下

で
、
形

態

別

、

年

齢

階
層

別

等

の

部
分

的

な
不

適

合

が

広

が

る
可

能

性
も
考
之

ら

れ

る

。

こ

う

し

た

不

適

合

を

解
消

し
て

い
く

こ

と

が

今
後

の
大
き
七

課

題

と
な

ろ

う

。

（

本

書

二

六
二

頁
『

二
〇

〇

〇

年

に

向

け
て

激

動

す

る
労

働
市

場
』
参
照
）

第
3

節
閲
主
要
産
業
の
地
域
展
開
の
方
向

I
　

地
域

の
条
件
整
備
に
応

じ
て
ヽ

製
造
部
門
の
地
方
分
心

て
万
目
こ
　

が
進
展
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
・

な
お
ヽ
大
企
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弐
I
高
次

う
本
臣
汝

能
乃
大
部
市
四

、
な

か
ん
ず
く
東
一只
□

へ

の
集
中
傾
向
は
、
今
後
大
き
く

変
化
し
な
い
可

能

性

も

あ

ろ

‐

‘

－

‘

ピ

雪
恚

―－
1
1
1
1
　
　
－
　
－－
　
　
f
I
4
1
1

展
開
か
見
込
ま
れ
る
。
一

方
、

事
業
所
関
連
の

サ
ー
ビ
ス
産
業

は
、
将
来
的
に
も
大

都
市
集
中
が
そ
れ

ほ
ど
弱
ま
ら
な
い
可
能

性
も
あ
る
も

の
の
、
少

な
く

と
も
地
方

中
枢
都
市

あ
る
い
は
県

庁
所
在
都
市

レ
ベ
ル
の
立
地
は
進
ん
で
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

第
3

節
圓
旦
林

漁
業
の
新
し

い
可

能
性

信
人
間
逐

の
サ
ー
ビ
ス
産
業

よ
、
長
刻

的

に
は
ほ
ぽ
人
口
比
詞
に
近

い
形

で
の

9
　子

犬
爪
圓
参
万
万

と

我

が
国

の
農

業
は
、
農
地

の
か
い
廃
、

食
料

自
給

率
の
低
下

、
農
業
就
業
人

口
の
減
少
と

高
齢

化
等
の
団
難
な
問
題
に
直
面

し
て

い

る
（
図
1

硲
）
。
し

か
し
、

ご
く
最
近

の
動
向

に
は
、

農
地
の
か
い
廃
面

積
の
著
し

い
減
少
、
農
地
の
流
動
化
の
進
展
、
就
業
人

口
の
他

産
業

か
ら

農
業

へ
の
流
入
超
過
等
の
新
し

い
動

き
も
み
ら
れ
る
。

I〃1

しL

現

在
そ
の
萌
芽

を
み
せ
つ

つ
あ

る
ぷ

第nif.:|

情鵬 昭勁犯ノ)け 代

叢技別就業視.造の 毘望

第I釘

イ
オ
テ

ク
ノ

フ
シ
ー
や
、
発

晨
・
普
1
2

「日本21 世 紀への展望」（国上庁 ）一 抜すい227

及

が
期
待
さ
れ
て
い
る

’一
レ

ク
ト

フ
ニ
ク
ス
技
術
な
ど
は
、
5
　

業
生
産
の
効
率
を
飛
躍
的

に
向
上

さ
せ
、
あ

る
も

の
は
土
地
資

源

の
有
ほ
性
を
緩
和
さ
せ
る
方
向

じ

情^ユ;以召〔百門

的・技術的に帽、
．／ 菅ミ 釣柘菜、事

／
／　　frU

ヽ
通 信〕

サ ービ ス吸 程

〔取売 、ili臨.

単に 作刻払 保

安職業 、サービ

ス汲業〕

．／
／

／

工謡 回fi 位の吃代
；　　　　　1l　　

l

1　　　　　　11
1

l　　l

！　　　1

農林泡狐狸浸仁乃時代

゛
＼

、
ゝゝ4-

一輛
二へW

「
恥

業
ｔ

変
倒
叫
軋

流
」

二
I
世
紀
に
か
け
て
、
農
業
労
働
力
の
1
1
1
1

‘‐
　
　
　
　
　
層
の
高
齢
化
に
よ
る
世
代
交
替
、
利
用
権

設
定

等
に
よ
る
農
地
流
動
化
。
技
術
革
新

の
進

展
な
ど
に
伴

い
、
農
業

構
造
は
、
先
進
的
な
経
営
体
と
生
き

が
い
的

営
農
を
志

向
す
る
も
の
と

へ
の
分
化
が
徐

々
に
進
む
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
流
れ

を
定
着

さ
せ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
容

易
で

は
な
い
。
農
業

の
新

た
な
発

展
ビ
ジ

ョ
ン
を
構
想
す

る

と

と

も

に
、
農
業
に
対
す

る
国
民

の
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
農
業
構
造

の
変

化
を
踏
ま
え
、

先
進
的
経
営
体

に
焦
点
を
合

わ
せ
た
政
策
の
展
開

が
、

長
期

的
に
は
、

重
要

性
を
増
そ
う
。

―
l
l
　
近
年
、

我
が
国
の
林
業
経
営
は
困
難
な
状
況

に
あ

る
。
他

［
t
J
］
　
　方

、
長
期
的

に
み
れ
ば
、
二
I

世
紀
に

か
け
、
木
材

の
世

界
的
な
供
給
見
通
し
は
楽
観
を
許
さ
な
い
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
我

が
国

の
森
林
資
源
に
つ

い
て
み

る
と
、
人
工

林

に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
宗
が
I
〇
？

三
〇

年
生

と
い
う
生
育

途
上

の

森
林
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
今
後
、
木
材

の
自
給

率
は
高

ま
っ
て
い

く
可
能
性
は
あ
る
も

の
の
、
い

か
に
適
正

な
管
理

水
準
を
維
持
す
る
か

が
最
大
の
問
題
と
な
ろ
う
。
な

お
、
近
年
分
収
育
林

や
水
源

の
森
基
金

等
の
よ
う
に
国
民

が
森
林

経
営
の
一
端
を
担
お
う
と
す
る
動
き

が
み
ら

れ

る
。
こ
の
よ
う
な
動
き

に
注
目
す

る
と
、
二
I

世
紀
の
林
業

に
は
、

新

た
な
展
開
の
可

能
性
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

゛- ヽ 工業職腿〔採 鉉・

採 石、技能工、生

産工程作業 拓

- －WW

1
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1
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50

40

30

「

が

二
　

今
後
、
沿

岸
・
沖
合
漁
菓
の
ウ

ニ
イ
ト
が
高
ま
る
も
？
」

ベ
～

。
　

み
ら
れ
る
が
。
長
期
的
に
は
、
技
術
革
新
の
進
展
等
に
よ

り
、
増

養
殖
・
栽

培
漁
業
や
海
洋
牧
場
等
の
「
つ
く
り
育
て
る
漁
業
」

が
大
き
く
成
長
し
て
い
こ
う
。

経

済

発
展

の

シ
ナ

リ

オ
（
里
で
・
S
節
雲

）

第
4

節
剛
日
本
経

済
の
潜

在
成
長

力

ロ

ロ

ふ

皿

と
　

引

き

続

き

于

不

ル

ギ

土

;
f”。
i
-
＾
M
i
B
3
≫
　
　

進

ヽ

省

于

不

ル

ギ

ー

化

の

推

進

等

に

よ

り

于
゛
岑
I

供

給

構

造

の

ぜ

い

弱

性

を

緩

和

す

る

努

力

を

積

み

重

ね

て

い

く
言

に

よ

り

ヽ

資

源

制

約

が

経

済

成

長

の

す

う

勢

的

低

下

要

因

に

な

る
延

性

を

小

さ

く

し

得

る

も

の

と

い

え

よ

う

。

二
I

世

紀

に

向

け
ヽ

増

加

テ

ン

ポ

が

鈍

化

す
海

〔

皇

居

こ
　

ド

辨

戸

戸

‥
い

バ

い

づ
V

以

上

と

い

う

労

働

力

人

口

の

高

齢

化

が

進

む

と

み

ら

れ

孔

こ
竃

め
ヽ

経

済

社

会

の

変

化

に

対

応

し

労

働

力

の

円

滑

な

転
1
9　
が

行

わ
仏

る

柔

軟

な

労

働

市

場

構

造

を

保

ち

得

る

か

否

か

が

成

長

力

を

左
右

と

‐
　
　

－

「

貯

蓄

率

一
I

－
－
　

－

一
j
　
　
l
j
　
　
j
I
I

｀
j
－

―
l
j
咽
―
　
i

す

る

と

み

ら

れ

る

。

一

方

、

投

資

面

で

も

先

端

技

術

産

業

で

限
界
諌

ご
√

高

齢
化
に
伴

い
貯

蓄
率
は
緩

や
か
に
低
下
す
る
と
装

れ
る
が
、
先
進
国
の
な
か
で
は
な
お
高
い
水
準
麗
装
Iχ



トり
ふCX5

8
　

の
高
い
投
資
澄
会
の
拡
大
が
見

込
ま
れ

る
等
、
貯
蓄
・
投
資
面

か
ら
屁
2
2

済

成
長

が
制

約
さ
れ
る
可

能
性
は
小

さ
い
で
あ
ろ
う
。

圈
ぼ
」
ド
ド

パヽ
ヰ

貼
且
難

詣

る
ば

か
り
で
な
く
、
労
働
生
産
性
の
向
上
を
通
じ
て
の
労
㈲
時
間

の
短

縮

を
可
能
に
す
る
等
、

経
済
成
長
で
は
測

り
得
な
い
「
ゆ
と
り
」

を
も

た
ら
す
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
。

―
　

｀
　
　
ア

メ

リ

カ
経

済

の

相
対

的

地

位

の
低
下

を
背

景

［
9
1
1
J九
大
1
1
J］
　
　

に
、

多

極

的

安

定

を

模
索

す

る

時

代

に

入

っ

て

い
る
な

か
で
、
新
興
工
業
国
の
追
い
上
げ
、
先
端
技
術
分
野
に
お
け

る

先

進
国
間
の
競
争
の
激
化
な

ど
国
際
分
業
関
係
再
据
の
圧
力

が
強
ま

る

可
能
性
も
あ

る
。
ま
た
南
北
問
題
も
深

刻
化
し
て
い
く
と

す

る

な

ら

ば
。
我
が
国
の
経
済
発
展
に
と

っ
て
懸
念
材
料
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

で
あ
ろ
う
。

第
4
節

②
経
済
発
展
の
代
替
的
シ
ナ
リ
オ

二
I

世
紀
の
発
展
す
う
勢
イ
メ
ー
ジ

二
I

世
紀
に
か
け
て

の
我

が

国

の
経
済
発
展

に

つ

い

て

は
、
次
の
よ
う
な
見
方

が
考
え
ら
れ
よ
う
。

①
　

調
整
的
安
定
成
長
期
を
経
て
、
均
衡
の
と
れ
た
成
熟
的
安
定
成

長
へ

③ ②

調
整
的
安
定
成
長
か
ら
経
済
的
停
滞
へ

成
熟
の
あ
と
新
た
な
発
展
段
階
へ

の

と

な

ろ

う
。
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i
j

新
し
い
時
代
の
萌
芽

か
ら
成

長

を
経
て
成
熟

に
至

る
一
つ

の
循
環
を
特
徴

づ
け

る
基
本
的
な
要
素

は
技
術
で
あ
る
が
、
技
術
革
新

を
テ
コ
と
し
て
、
世
界
経
済
が
再

び
コ
ソ
ド
ラ
チ
ェ

フ
の
波

の
よ
う

な

長
期
波
動
の
上
昇
局
面

に
入

る
と
す
れ
ば
、
二
一
世
紀
初

頭

に
お
い
て

は
、
二
〇

世
紀
の
残
さ
れ

た
期
間
の
平
均
四
％

程
度
を
超
え
て
、
成
長

が
若
干

加
速
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
5

節
閲
全
面
的
国

際
化
の
時
代
へ

ｙ

刮

蜃

洛

邑

今
後
。
国
際
交
流
が
飛

躍
的

に
進
腿
す
る

□
り
0　
り
　
　
　
　
　
　

な
か
で
、
従
来
の
ま
ま
東
京
一
点
集
中
構

造
が
続
い
て
い
く
こ
と
に
は
。
様

々
な
問
題
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
大

阪
圈
は
も
と
よ
り
そ

の
他
の
地
域
に
お
い
て
も
、
国
際
機

能

を
拡
充
し

て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
国
際
化
は
地
域
振
興
の
ひ
と
つ
の
契
機

と
も
な
り
う
る
も
の

で
あ
り
、
各
地
域
が
そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
と
特
性

を
生
か
し
つ
つ
様

々
な

側
面
で
国

際
社
会

と
直
接
的
に
結
び
つ
き
、
我

が
国

全
体
と
し
て
も
世

界

と
の
間

に
多
様
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
確
保
し

て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ

ソ
フ

ト
、
ハ

ー
ド
両
面
か
ら
の
対

応

あ
ら
ゆ
る
地
域
を
通
じ
て
、

ま
た
あ
ら
ゆ

る
領
域
に
わ
た

つ
て

進
ん
で

い
く
可
能
性
の
あ
る
国
際
化
に
柔
軟
に
対
応
し
得

る
国
内

成
熟
的
安

定
成
長
へ
の
二
つ
の

シ
ナ
リ
オ

上

記

①

の
「

調
整

的
成
長

か
ら

成

熟

的

安

定

成
長

へ
」

と
い
う
姿
に
数
的
イ

メ
ー
ジ
を
与
え
る
た

め
、
簡
単
な
超
長
期
’

ク
ロ
モ
デ
ル
を
用
い
て
す
う
勢
延
長
的
な
試
算
を
行
う
と
、
経
済
成
長

率
は
緩
や
か
な
低
下

傾
向
を
示
し
、
一
九
八
〇

～
二
〇
〇
〇
年
で
平
均

年

率
四
％
台
半
ば
、
二
〇
〇
〇

～
二
〇

二
〇

年
で
二
％

台
半
ば
と
い
っ

た
成
長
テ

ン
ポ
に
な

る
。

し

か
し
な
が
ら
、
成
熟
的
安
定
成
長
と
い

っ
て
も
そ
の
成
長
の
内
容

に
よ
り
国
土
形
成

に
対
す

る
意
味
あ
い
は
異
な
る
。

第
一
は
、
純
資
本
輸
出
の
拡
大
を
通
じ
、
成
熟

債
権
国
へ
至
る
ニヽ

リ

オ
で
あ
る
。
そ
の
到
達
点
で
の
我
が
国
の
経
済
・
産
業
構
造
は
、
現

在

の
加
工
貿
易
立
国
と
は
異
質
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う

か
ら
、
国
内

経
済
の
活

力
を
失
わ
せ
な
い
方
途
を
一
方
で
追
求
し
続
け

る
必
要
が
あ
る
。

第
二
は
。
貯
蓄
が
よ
り
多
く
国
内
投
資
に
向
か
う
と
い
う
ツ
ナ
リ
ｔ

で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
国
内

の
投
資
需
要
規
模
が
問

題

と
な
ふ

が
、
民
間
設
備
投
資
に
関
し
て
は
、
新
し
い
技
術
の
波

に
伴
う
新
設
貸

資
、
研
究
開
発
投
資
に
加
え
、
更

新
投
資
も
大
き
な
も
の
と
な
る
可
能

性
が
あ
る
。

ま
た
、
社
会
資
本
等
市
場
で
の
評
価

が
困
難
な
も
の
に
っ

い
て
は
、

こ
れ
ら
の
社
会
資
本
ス
ト

″
ク
に
対

す
る
社
会
的
評
価
が
長

期
的
に
ど
う
形

成
さ
れ
て
い
く
か
に
よ
っ
て

。
将

来
の
国
内
投
資
需
要

は
大
き

く
左
右

さ
れ
よ
う
。
社
会

資
本

ス
ト

″
ク
の
充
実

が
真
に
人
万

の
求
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
に
対

す
る
需
要

は
大
き
な
も

体
制
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
、
二
I
せ

紀
に
向
け
て
の
課
題
と
ぴ
っ

う
。
そ

の
た
め
、

ソ
フ
ト
面

に
お
い
て

は
、

①
　

異
な

る
地
域
、
文
化

を
持

つ
人

々
に
対
し
し
な
や
か
に
対
応
ご

き
る
開
か
れ
た
態
度
を
培
う
こ
と

②
　
国
際
社
会

で
活
躍
し
得

る
人
材

の
育

成
を
図

る
こ
と

③
　

異
質
の
文
化
と

の
交
流
を
深

め
る
な
か
で
、
地
域
文
化
の
ア
イ

デ
ッ
テ

ィ
テ

ィ
を
確
立
し
て
い
く
こ
と

な
ど
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、

ハ
ー
ド
面

に
お
い
て
も
、

①
　
活
発
で
多

様
な
人
的
、
物
的
国
際
交
流
に
対
応
し
得
る
交
通
、

通
信
体
系
を
整
備
す

る
こ
と

②
　

自
然
環

境
の
保
全
を
図

る
と
と
も
に
、
下

水
道
を

整

備
し
九

り
ヽ

街

並
み
を
整
備

す
る
な
ど
総
合

的
な
居

住
環
境

の
整
備
を
進

め
る
こ

と

③
　

会
議
場
、
見
本
市
会
場
、
交
流

セ
ン
タ
ー
等
国
際
的
施
設
心
整

備
を
図
る
こ
と

④
　

イ
ソ
フ

ォ

メ
ー
シ
ョ
ソ
セ
ソ
タ
り

諸
案
内
板
な
ど
情
報
提
胱

シ
ス
テ

ム
の
確
立
を
図

る
こ
と

な
ど
が
必
要
と
な
ろ
う
。

情

報

化

（
W
章
S
節
曹

）

第
2

節
肉

新
た
な
展
開

を
み
せ

る
情
報
通
信
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割
引

亘

産
業

・
経
済
、
国
民
生
活
の

各
面

に
お
い
て
、

清
報
通
信

サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
高
度
化
し
、
多

様
化

し
て
い
こ
う
。
こ
れ
に
対

し
、

我
が
固
の
総
情

報
供

給
量
は
、
二
〇
〇
〇

年
に
は
一
九
八
二
年

の
約
三
・

旧
居
v
l増
大
す
る
も
の
と
予

想
さ
れ
る
。
特
に
、

デ

ー
タ
通
信
、

フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
、
C
A
T
V

等

ニ
ュ

ー

メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
も
の

は
約
一
五

倍
と
飛
躍
的
に
増

加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
（
図
1
6）
。

司
倒
万
言

高
度

情
報

化

の

動

き

は
、
産
業

・
経
済
分

野

を

中
心
に
今
後
急
激
に
進
展
し
、
二
I

世
紀
初
頭

に

は
成
熟

期
を
迎
え

る
も
の
と
予

想
さ
れ
る
。
高
度
情

報
社
会
に
向
け
て
、

ハ
ー
ド
面
で
も
基
盤
整
備
は
も

と
よ
り
、
デ

ー
タ
ペ
ー
ス
等
の
ソ
フ
ト

面

の

整

備

や
、
社
会
の
ぜ
い
弱
化
の
防

止
等
に
対
し
て
適
切

な

対
応
が
必
要

と
な
ろ
う
。

情
報
通
信
の
基
盤
整
備
の
展
望

I
N
S

構
想
の

進
展
や
新
た

な

電
気
通
信
事
業
者

の
参
入
に
よ
り
、
高
度
な
全
国

ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
が
構
築
さ
れ
る
こ

と
と
な
ろ
う
。
同

時

ミ

高
宣
叱
、
多
様
叱
す
る
情
報
ニ
ー
ズ
に
的
確
に

対
応
し
た
情
報
シ
ス
テ

ム
の
構
築
が
求

め

ら

れ

よ

情報供給s の試算(1982竿==100)図16

(I3il)

う
。
ま
た
、
国
原
情
報
交
流
の
増
大

と
高
度
化
に
対
応
し

た
基
盤

整
備

も
重
要

に
な
っ
て
こ
よ
う
。

一
方
、
地
域
に
お
け
る
情
報
通
信
基
盤
整
備
の
動
き

に
は
、

ニ
ュ
ー

メ
デ
ィ
ア
を
中

心
に
活
発
な
も
の
が
あ

る
。
地
域

に
お
け

る
情
報
化
を

推
進
し
て
い
く
観
点

か
ら
今
後

の
進
展

が
期
待

さ
れ
る
。

固

詞

圖

八

八

蒜

に

特

に
お
い
て
は
、
様
々
の
情
報
通
信
機
能
は

大
都
市

に
集
中
す
る
傾

向
を
示
す
可
能

性
が
強

く
、

産
業
等
の
地
方
分

散
を
促

進
す
る
た
め
に
は
、

地
方

都
市

等
に
高

度
の
情

報
通
信
基
盤
を

先
行
的
に
整
備
し
、
良
好
な
情
報
環

境
を
創
出
す
る
こ
と
も
課
題
と
な

ろ
う
。
こ
う
し
て
高
度
情
報
化
が
進
展
す
る
こ
と
に
よ
り
、

①
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
都
市
ネ

″
ト
ワ
ー

ク
の
形

成
の
進
展

②
　

情
報
通
信

シ
ス
テ

ム
の
活
用

に
よ
る
新
た
な
地
域
産
業
の
発
展

③
　
都
市
的
利
便
性

の
地
方
へ
の
拡
大

④
　
人
口
や
産
業

の
集
積
の
高

い
地
域
に
お
け

る
防
災
情
報

シ
ス
テ

ム
等
に
よ
る
安
全
性
の
向
上
、

サ
テ
ラ
イ
ト

オ
フ

ィ
ス
の
進
展

等
が
期
待

さ
れ
よ
う
。

地
域
に

お
け
る
情
報
化
の
課
題

地
域
に

お
い
て
高
度
情
報
化

を
効

果
的
に
達
成
す

る
た
め
に
は
、

①
　
地
域
特
性
に
基

づ
い
た
情
報
通
信

シ
ス
テ

ム
の
整
備

②
　

住
民
が
参
加
で

き
る
体
制

の
確
立
な

ど
、
情
報

通
信

シ
ス
テ

ム

を
と
り
ま
く
環
境
の
整
備

③
　

地
方
自
治
体
等
の
積
極
的

な
対
応

俳以 ）400

300

VりIZ 吊
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④
　

基
本
的

な
課
題

と
し
て

の
、

地
域

に
お
け

る
情
報
発
信
能
力
心

向
上

な
ど
の
課
題
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
ろ
う
。

都

市

と

農

村
（
W
章
S
節
公

）

第
3

節
剛

進
展
す

る
都
市
化

百

陪

遠

琵

に

い

に

特

に
一

に

い
ジ
J

’‘―の

展
豊
　
　
　

一

次
産

業

就

業

者

の
減

少

、

産
業

構
造

の
t
l

ビ

ス
化

・

ソ

フ

ト

化

等

を
背

景

に
、

都

市

化

は

な

お

進
展

し
よ
う
。
一

九

八
〇

年

に

約

六
割

で

あ

っ

た
人

口

集
中

地
区

人

口

比
率

は
、
二
〇
〇

〇

年

ご
ろ

に

は

約

七

割

程

度
、

二

〇

二

五

年

ご
ろ

に

は

七
割
強

な
い
し

約

八

割

に
達

す

る

と
試

算

さ

れ

る
。

こ

れ

に
伴

い
市

街

地

も
拡
大
を
匹

け

。

二

〇

二

五

年

ご
ろ

に

は
現

在

の
I

・

五

～

二

倍

程

度

に
達

し
よ
、

（
図
－

略

）
。

都
市
化
の
主
役

‥
地
方
都
市

今
後
の
都
市
化
は
．

地
方
圏
で
宝

し
い
進
展
が
見
込
ま
れ

る

な
か
七

も
、

産
業

構
造
の
変
化
、
情
報
受
発
信
機
能
の
充
実
等
を

背

景
と
」

て
、
地
方
中
枢

・
中
核

都
市
、

県
内

第
二

都
市

等
が
そ
の
中
心
を
担
っ

て

い
く
も
の
と
み
ら
れ

る
（
表
5

）
。

回

胤

ぽ

］
G
V
o

大
都
市
圈
に

お
い
て
は
、
イ
ソ
ナ
ー
シ
テ
蔵

題

を
克
服
し
、
再
活
性
化
し
た
中
心
都
市
と
、
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郊
外
の
核
都
市
が
適
切

に
連

携
す

る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
都
市
圈
と
し
て

信

全
な
成
長

を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

地
方
圈
に
お
い
て

は
、
中

心
都
市
と
周
辺
市
町
村
が
そ
の
つ
な
が
り
を

強

め
。
都
市
回

と
し
て
成
長
し
て
い
く
傾
向
が
一
層
強
ま
っ
て
い
こ
う
。

第
3

節
圓
都
市
と

農
村

鳳

奥

京

ぼ

】

に

れ

門

几

‰

言

い
く

も
の

と
し
て
と
ら
え
、

各
地
域

の
特
性
に
応
じ
て
そ

の
道
を
探

る

こ
と
が
一
層
必
要
と
な
ろ
う
。
例
え
ば
、

①
　

都
市
と
農
村

と
い
う
二
分
法
的
発

想
で

は
と
ら
え
ら
れ
な
い
地

域
。
す
な
わ
ち
、
ゆ

と
り
あ

る
居
住
と
生
産
の
場
が
調
和
し
た
地

域
が
田
園
の
な

か
に
展
開
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と

②
　

新
た
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
ど
を
求

め
て
、
都
市
か
ら
農
村
へ

移
り
住
む
人

々
が
出
現
す

る
可
能
性
が
あ
る
こ

と

③
　
農
村
の
居
住
者
は
高
度
化
・
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
を
都
市
の
澄

能
を
利
用
す

る
こ

と
に
ょ
っ
て
満

た
す
一
方
、
都
市
の
居

住
者

は

都
市
で
は
満

た
さ
れ
な
い
ニ
ー
ズ
を
農
村

で
満

た
す
な
ど
、
都
市

と
農
村
の
相
互
交
流
は
ま
す

ま
す
強
ま
る
と
み
ら
れ

る
こ
と

な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

都
市
と
農
村

の
結
合

が
強

ま
る
こ
と
は
。
都
市
化
社
会

の
な
か
で
、
都

市

と
農
村
の
そ
れ
ぞ
れ
を
活
性
化
し
、
人

々
の
生
活
を
豊
か
な
も
の
と

し
て
い
く
道
で
あ

ろ
う

。混

住
化
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
こ
の
観
点

か
ら

積
極
的
な
側
面

を
評
価

し
つ
つ
、
そ

の
対
応
を
図

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

増
大
す
る
維
持
管
理
費
（
W
で

・
ぷ

）

第
4

節
㈲
教
育
・
文
化

・
福
祉
施
設
の
整
備

－一
胆

振
n
の
剽

に
和
訓

和

訓

」

高
等
教
育
に
対
す
る
国
民
や

ま
っ
て
い
こ
う
。
同

時
に
高
等
教
育
機
関
は
、
人
材

の
確
保
・
育
成
、

さ

ら
に
は
地
域
と
の
交
流

を
通
じ
て
。
地
域
振
興
の
核
と
も
な
る
施
設

で
あ

る
。
ま
た
、
大

都
市
圏
・
地
方
図

の
進
学
率
格
差
の
縮
小
、

進
学

に
伴
う
大
都
市
圏
へ

の
人

口
流
入
の
減
少

が
今
後
も
続
く
か
ど
う
か
は

大
学
・
短
大
の
地
域
的
立
地
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
に
負
う

と
こ
ろ
が
大
き

い
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
点

に
留
意
し
地
域
格
差
の
是
正

に
努
め
つ
つ
高

等
教
育
機
関
の
整
備

に
努
め
て

い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
ラ

イ
フ
ス
テ

ー
ジ
の
各
段
階
に

お
い
て
、
教
育
へ
の
多

様
な

ニ
ー
ズ
が
拡
大
し
て
い
く
も
の
と
み

ら
れ
る
。
多
様
な
教
育
機
関

の
連
携
に
よ
っ
て
、
生
涯
学
習

の
た
め
の
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
り
あ
げ
て

い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
よ
う
。

考

訂

乱

に
対
S
す
委

化
蛮

一

－
‐
－

・
‐‐
i
J・
j

文
化
的
豊

か
さ
を
求

め
る
煩

向
は
ま
す
ま
す
強

ま
り
、
文

化
活
動
を
軸

と
し
た
新
た
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の
形

成
が
求
め
ら
れ
て

い

こ
う
。
こ

れ
に
対
応
し
、
様
々
な
文
化
施
設
の
整
備
を
図
り
、
そ

の
利

表5　 都 市 規 模 別 人 口 の 展a
表6　 大学，短大進学率格差, 進学に伴う三大都市圏への移動量の推移と展望

一 現状推移型一

二
��

市　町　村　数 ���人口隋 成比(％) ���1
市あたりの平均

人口( 万人）

��1980�2000 �2025 �1980 �2000 �2023 �1980 �2000 �2025

��14

83

96

20T

247 �1897117178237�21102130157237�22.622.811.112.17.7�22.023.912.410.26.5�20.32S.114.09.63.7�18932146.83.6�15734147.43.3�12335147.73.0

市

部 �

心0万 人 以 上20

万～60万人10

万～20万人5

万～10万人5

万 人 未 満

郡　　　　 部 ��2,609�2,609�2,609�23.8 �22.9 �22.3 �1.1 �1.1 �1.1

�1975 �1978 �1980 �1983 �1990 ��2000
�����ケース

1 �

ケ ース2 �ケース1 �ケース2

皐
大 都 市圏　 地 方圈

湊 進 学率/ 進 学 率

左 �1.45 �1.37 �1.32 �1.26 �1.4S �1.05 �1.46 �1.09

大 都市圏 へ の純 流 入(

千 人) �144 �136 �118 �105 �66 �22 �86 �43

1973から80年の三大ai市̂【1・地方圏別，人口規匝別の人口増減率;こ基づき

国土庁計画・調整局で試箪。

将来の基礎人口は，??生省人口問題研究所r 日本の将来搭計人口一昭和s

年II月推計J   (中仁愚計）にa-   る。
都市政はi9so年の数て固定した。

( 注 ）123

（i£)    1. 国土庁r高等教育拉関のlets配置に関する調査jdQsa 孚s 月）をもとに国土庁計画・調整局推計.2.

ケース設定は次のとおり．

ケースI　1990 年,  2000年といこ1980年の地峨収容力を堆持，

ヶ－ス2　1990 年,  1980年の対高卒者収容比率を推持するが，収容力の増分を地方－の

みに分配．三大都市fflは1980年の収容力を疆持.

2000乍において地方圏，三大都市－いずれijl990年の収容力を維持．
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図19　公共投資に占める新規投資、更新投資、

維持管理費の推移と晨望

用

を
促
し
て
い
く
し
く
み
が
求

め
ら
れ

よ
う
。
ま

た
、

情
報
通
信

に
関

す
る
技
術
革
新
の
進
展
は
、

新
た
な
文

化
施
設
の
形
態
を
産
み
出
し
て

い
く
こ

と
と
な
ろ
う
。

司

割

引

固
l
l

：

―

・
　

―

寝
た
き

り
老
人
数
は
、
二
〇
〇
〇
年

に

は
一
九

八
一

の
約
二
倍
、
二
〇
二

五
年

に
は
三
倍
以
上
に
な
る
と
試

算
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、

特
別

養

護
老
人

ホ
ー
ム
を
は
じ
め
と
す

る
長
期
滞

在
型
の
各
種
福
祉
施
設

の
充

実
が
求

め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
家
庭
に

お
け

る
高
齢
者
の
扶

養
を
助
け

る
デ
イ
ケ
ア
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
の
た
め
の
施
設
整
備
も
重
要

と
な

ろ
う
。

ま

た
、
健
康

な
高
齢
者
に
対
し
て

は
、
役
割

や
生
き
が
い
の
場

を
提

供
し
、
あ
ら
ゆ

る
世
代
と
の
交
流
が
可
能

と
な
る
よ
う
な
し
く
み

が
求

め
ら
れ
よ
う
。

第
8

節
　
国
土
基
盤
の
形
成
の
新
た
な
展
開

宵

↑
1

士

ず

二

難

四

回

凱

≒

ま
た
老
朽
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
ス
ト

″
ク
の
機
能
維
持
の
た
め
の
維

持
管
理
費
が
急
速
に
増
加
し
て
い
く
こ
と
と
な
ろ

う
。

さ
ら
に
、
特
に
高
度
成
長
期
以
降
に
整
備
さ
れ
た
社
会
資
本
ス
ト

″

ク
が
、
二
一
世
紀
初
頭
に
向
け
て
順
次
更
新
期
を
迎
え
る
こ
と

か
ら
、

今
後
莫
大

な
更
新
投
資
の
必
要

性
が
高
ま

る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
今

後
、
公
的
固
定
資
本
形

成
が
実
質
三
％

程
度
で
伸

び
る
と
仮
定
し
て
試

Kit-試 算
lりdo年度m

績
1%0 年 瓦

実衣

注)1 ．国土庁計画・調E 局試if.
2. 上水遭、下水Si, rum 物. 釘市公・. 住宅、保健ぼ原、社会福祉、教育、道路．国鉄、

港河．治山．治水. 海岸、農業、林業、漁業の総計であり、用地費は除く
．

3. ケースA は今腿ソ)Igの仲び人質年0 ％、ケースB は実IX年z ％の場合の試算j である．

算
す

る
と
、
公

共
投
資
総
額

に
占

め
る
維
持
管
理
的

経
費
（
維
持
管
理

賢
及

び
更

新
投

資
）

の
比

率
は
、
現
在
の
一
六
％

程
度

か
ら
二
〇
〇
〇

年

に
は
約
三
割
、
二
〇
二
五
年
に
は
約
四
割
と
急
速
に
増
加
す
る
と
見

込
ま
れ
る
。

さ
ら
に
、
実
質
横
ば
い
で
推
移
す
る
と
仮
定
す
る
と
、
二

〇
〇
〇
年

に
は
公
共
投
資
総
額

の
約
半
分
、

二
〇
二
五
年
に
は
約
九
割

を
占

め
る
こ

と
と
な
り
、
新

た
な
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
新
規
投
資
を
行
い

国
民
生
活

の
質
的
向
上
を
図

る
こ
と
が
困
難
と
な
る
（
図
1
9）
。

共

生

・
ネ
ッ
ト

ワ

ー
ク
型

社

会
（
W
章
乱

言
）

第
9

節

剛

集

中

と
分

散

の

新

た

な
展

開

士

人

話

機
能

地

域

的

展

開

基
調
I

集
中

か

ら
分

散

へ
と

転

換

す

る
兆
し

奮
で

始

め

て

い

る
。

こ

う

し

た

な

か

で
、

次

の
二

点

が

注
目

さ
れ

る
。

①
　

東

京
圏

へ

の

一
極

集

中
　

東

京

圏

の

相

対

的
地

位

の
向
上
に
ょ

り
ヽ

国

土

全

体

と

し

て
、

東

京

一
点

集
中

の
様

相

が

よ

り
鮮
明
に
な
っ

て

き
て

い

る
。

「
三

大

都

市

圏

対

地

方

圏

」

と

い

う
図

式

で
と
ら
。≫
<
!
>
<
?

よ

り

も
ヽ

「

東

京
圏

対
そ

の

他
」

と

い
う
形

で

と

ら
え

る
方
が
ヽ

問
冠

の

本
質

を

よ

り
端

的

に
表

わ
す

場

合

が
少

な

く

な

い
。

②
　

域
内

過

密

・

過

疎

の
進

行
　

人

口

の
地

方

定
住

が

進

む

な
ふ

で
ヽ

緩

や
か

な

が

ら

も

地

方
中

枢

・

中

核

都

市

へ

の
人

口
・
諸
機
能
ら

集

積

が

進

ん

で

い

る

。

e つ

心

ご 、、
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第
9

節
関
新
し
い
国

土
形
成
に
向
け
て

・゙こ

二心c_

・

■・
r
-
s

 
J
＞
<
r
?
土

。
。
―。
　

国

土

空

間

に

邑
開

す

る

社

会

の
姿

を

集

中

型

と
T
j

嘩

卜

こ
　

分

散

型

と

に

分
け

る
と

、
明

治

以

来

の

約

一

世

紀
は
集
中
型

を
志

向
す

る
社
会
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
過

笑
中
の
結
果
と
し
て
集
積
の
弊
害
も
増
大
し
、

集
中
と
集
積
の
な
か
か

ら
分
散
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
育
ま
れ
つ
つ
あ

る
よ
う
に
も
見

受

け

ら

れ

る
。
社
会
思

潮
に
お
い
て
も
、

成
長

か
ら
安
定
へ
、
量
と
規
模
か
ら
質

と
多
様
性
へ
、
あ

る
い
は
迅
速
・
効
率

か
ら
確
実
・
安
全
へ
と
い
う
よ

う
に
大
き
く
流
れ
が
変
わ
り
つ
つ
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
分

散
型

の
社

会
を
志
向
し
て
い
る
と
い
え

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

I
’‐
’

‘‐に

’
―
―

－
・
－
　
　

二
I

世

紀

に

向
け

て

、

望

ま

し

い
人

と
国

［
I
J

廬

。
？

旦

土

の

か
か

お

り
あ

い
を

展

望

す

る
と

、

大

都
市
、
地
方
中
枢
・
中
核

都
市
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
特
性

を
生
か

し

た
特
色
あ
る
諸
都
市
相
互
が
自
立
し
、
競
争
し
な
が
ら
も
。
国
土
全

体
と
し
て
は
調
和
し

、
そ
れ
ら
都
市
を
核

と
し
て
周
辺
地
域
相
互
が
安

定
し
て
活
力
あ
る
連
携
を
保
つ
と
ト
う
、

い
わ
ば
共
生
し

た
ネ

″
ト
ワ

ー
ク
型
国
土
の
形

成
が
課
題
で
あ
る
。
地
域
が
自
立
し

な
が
ら
も
よ
り

高
次

の
次
元
で
再

読
合
さ
れ
た
分
散
型
社
会
が
志
向
さ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
こ
の
た
め
、
基
本
的
に
は
今
日
現
れ
て
い
る
分
散

メ
カ

ニ
ズ

ム
の
萌
芽
を
生
か
し

て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

口

生
・
ネ

ヴ
ト
ワ
ー
釧

町
制

則

釧

副

旦

東
京
圏
と

。
対
比
i

 
i
Jシ
ェ
ア
の
低
下

2
1世

紀

へ
の

キ
イ

ー
ワ

ー

ド
（
お
わ
り
に
曹

）

m
2
1
世

紀

へ

の

潮

流

ピ
　
　

二

一
世

紀

初
頭

に
お

い
て

、

我

が

国

が
迎

え
よ

う
と

す

「
J
J

七
」
　
　

る
来

る

べ
き

高

齢

叱

社
会

は

、

西
欧

先

進

諸

国

の

今

日

の

高

齢

化

水

準

を
上

回

る
、

我

が

国
史

上

初

め

て

の
、

い
わ

ば

長

寿

社

会

で

あ

る

。

し

か
し

、

そ

れ

は

人

口

の
伸

び
の

鈍

化

か
ら

停

滞

へ
、

停

滞

か
ら

減
少

へ

と
向

か

う
可

能

性

の
あ

る
社

会

で

あ

る
と

と

も

に

、

生

産

年

齢

人

口
比

率

が
低
下

を

続
け

る
社

会

で

も

あ

る
。

さ

ら

に

い

え

ば

、
我

が
国

経
済

社

会

は
、

安
定

戈
長

経

済

社

会

か

ら
成

熟

戌

長
経

済

社

会

に
入

っ
て

い

く
可

能

性

が
あ

る
と

も

考

え

ら
れ

る
。

こ

の

た

め
、

来

る

べ
き

高

齢

化

社

会

の
到

来

と

い

う

新

し

い
局

面

の

な

か
で

、

経

済

社

会

の
活

力

を

い

か

に

こ

れ

ま
で

の

よ

う

に
維

持

し

て

い

く

か

が
、

二
I

世

紀

型

の
国

土

づ

く

り

の

た

め
に

大

き

な
課

題

と

な

ろ

う
。

あ

わ

せ

て

、

高

齢

叱

進

展

の

地
域

的

ひ

ず

み

に

い

か

に
対

処

す

る

か
と

い

う

こ

と

も

、

国

土

政

策

に
と

っ
て

重
要

な
課

題

と

な

っ
て

こ
よ

う
。

ま

た

、

人

生

八
〇

年

の
時

代

に
対

応

す

る
社

会

の

シ
ス

テ

ム
の
設

計

と

定
着

が

今

日

緊

急

に

求

め
ら

れ

て

い

る

。

゛
　
　

国

際

化

は

、
二
I

世

紀

に

向

か

う
我

が
国

の
経

済

社
会

〔

ふ
ふ
‐
大
〕
　
　

を
貫

く

も

う

ひ
と

つ

の
大

き

な
潮

流

で

あ

る
。

我

が
目

は
、

物

と
人

と

サ

ー
ビ

ス

に
体

現

さ

れ
る

我

が

国

の
国

際

化

に

、

今

ま

が
懸

念
さ
れ
る
大
阪
圏

、
名
古

屋
圏

に
つ
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

も
゜

大
き

な
潜

在
能
力
を
新
た
に
顕

在
化
し
て
い
く
工
夫

と
努
力
が
必
要

と

さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
今
日

集
積

を
強

め
つ
つ
あ

る
地
方
中
枢

゛
中

核
都
市
に

お
い
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
性

に
応
じ

た
諸
峻
能
の
矣
夢
゛

図

っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
加
え
て
。
地
方
面
に

心

い
て
は
、
風
土
と
文

化
に
根
ざ
し
た
地
域
個
性

の
強
化
や
U
夕
～
孚

る
人
材
等
地
域
経
営
資
源

の
発

掘
と
活
用

を
進

め
る
こ
と

は

も
と
゛

り
、
地
域
外
の
人
材

等
を
積
極

的
に
受
け
入
れ
て
い
く
こ

と
も
、
地
心

の
活
性
化
を
図

る
上

で
重
要

と
な
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
分
散

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
萌
芽
を
生
か
し
て
い
く
上
で
、
国

が
果
た
す
べ
き

役
割
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
司

七

域
に
密
着
し
、
多
様

な
地
域

の
実
情
に
応
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
心
創

意
工

夫
と
地
域
住
民
・
自
治
体
が
一
体
と
な
っ
た
自
助

努
力
が
何
よ
り

も
重
要
で
あ

る
。
ま

た
、
地
方
都
市
と
周
辺
の
農
山
漁
村
と
が
協
力
し

な
が

ら
有
効
な

企
画
力
と
行
動
力
を
生
み
出
し
、

地
域

全
体
と
し
て
心

力

を
養
っ
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
よ
う
。

こ
う
し

た
地
域
の
努
力

を
生

か
し
な
が
ら
、
社
会

全
体
を
統
合
す
ら

条
件

が
、
循
環
器
系
と
し
て
の
交
通
ネ

″
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
神
経
系

と
し
て

の
情
報
通
信
-
K
-^ト
ワ

ー
ク
で
あ
る
。

二
I

せ
紀
に
向
け

て
、
国
が
行
う
国
土
の
基

礎
づ
く
り
と
地
域
心
創

意
・
工
夫
に
根

ざ
す
自
立
へ
の
自
助
努
力

と
が
あ
い
ま
つ
こ
と
に
ょ
っ

て
、
望
ま
し
い
人
と
国
土
の
か

か
お
り
あ
い
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
ぶ

重
要

で
あ

る
。

で
以
上
に
集
中
的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ

と
は
当
然
と
」

て
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
世
界
経
済

の
再
活
性
化
に
そ
心
持

て
る
力

を
十
二
分

に
発
揮

し
、
国

際
社
会
へ

の
貢
献

を
果
し
て
い
く
自

覚
と
努
力

が
求
め
ら
れ

よ
う

。
ま
た
。
国
際
的

な
文
化
交
流
の
促
進
と

新
た
な
地
球
文
明

の
創

造
に
向
け
て
、
我
が
国
が
一
層
積
極
的
な
役
割

と
貢

献
を
果

す
こ

と
が
求

め
ら
れ
る
こ

と
と

な
り
、
我
が
国
の
歴
史
と

文

化
を
育
ん
で
き

た
こ

の
国

土
を
国
際
交
流

の
舞
台
に
ふ
さ
わ
し
く
整

え

て
い
く
こ

と
も
課
題

と
な
ろ
う
。
こ
の
た

め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域

が
自
ら
の
多
彩
で
豊

か
な
歴
史
、
伝
統
、
文
化
を
あ
ら
た
め
て
と
ら

え
直
し
、
自

ら
の
地
域

の
存

在
価
値
を
世
界

に
対
し
て
確
立
す
る
と
と

も

に
、
国
際
的
な
交
流
を
通
じ
て
、
そ
の
生
成
発

展
を
図

る
努
力
が
大

切
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、

多
く
の
面

で
必
要
と
さ
か
・
基

盤
整
備
を
進

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

世
界

に
開

か
れ

た
国
土
づ
く
り

を
目
指
し
て
の
こ

う
し

た
努
力

は
、
我

が
国
及

び
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の

経
済
社

会
に
と
っ
て

は
、

ひ
と
つ
の
刺
激
剤
と
も
な
ろ
う
。

「
t
1
　
司

副

副

こ

高
齢
化
が
進
行
し
、
国
際
化
が
進
展
寸
乞
j
l

．
j
l‐
i
　
か
で
、
経
済
社
会
に
活
力

を
与
え
続
け
る
原

動
力

と
し
て
、
技
術
革
新
と
情
報
化
の
進
展
に
期
待

が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
長
期
的
展
望
の
下

に
、
国
土
を
め
ぐ
る
多
く
の
課
題
を
克
服
し
、

来

る
べ
き
二
I

世
紀
型
社
会
建

設
の
た
め
に
、
こ
の
成
果
を
生
か
し
ｔ

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
お
い
て
技

術
革
新
や
情
報
化
を
地
域

振
興

の
契
原
と
し
て
と
ら
え
、

地
域
の
特
性

を
生
か
し

な
が
ら
積
極
的

な
対
応
を
図

っ
て
い
く
こ

と
が
望
ま
れ
る
。



゛
　
・ア

ミ
>

　
I　
Qこ
と
に
月
遥

し
て
技
百

莽
新
？
情
慨
化
が
比
会

シ
ス
テ

ム
2
3

に
い

か
な
る
イ

ン
パ
ク
ト
を
与

え
る
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
ヽ

さ
ら

に
多
面
的
な
考
察
が
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
潮
流
を
踏
ま
え
。
目
土

空
間
の
新
し
い
未
来
浪
を
求
め
つ

つ
、
二
I

世
紀
へ
の
目
土
づ
く
り
の
指
針
と
な
る
四

全
総

の
策
定
を
進

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

圈
四
全
総
の
策
定
に
向
け
て

新
し
い
国

土
イ
メ
ー

ジ
の
構

築

二
I
せ

紀
型
社
会
が
、
個
と
個
が

独
立
し
な
が
ら
、
互
い
に
補
完
し

あ
い
、

全
体
と
し
て
ひ
と
つ
の
調
和
の
と
れ
た
総
体

を
形
成
す
る
と
い

う
「

バ
イ
オ
ソ
サ
エ
テ
ィ
」
、
す
な
わ
ち
「
自
立
調
和
型

の

社

会
」
で

あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
国
土
空
間

の
未
来
像
に
も
深
く
影
響
を
及
ぼ

し
、
国
土
構
造
の
転
換
を
促
し
て
い
く
も
の
と
な
ろ
う
。

す
で
に
広
が
り
を
み
せ
つ
つ
あ
る
地
域

の
自
立
へ

の
動
き
と
地
方
へ

の
分
散
の
芽
生
え
は
、
二
I

世

紀
に
向
け
て
大
き

な
潮
流

と
な

る
可
能

性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
潮

流
の
下

で

培
わ
れ

る
各
地
域
の
多

様
性

と
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク
の
高
質

化
帰

に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
統
合
の

シ
ス
テ

ム
と
が
調
和
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
東
京
圈
へ
の
一
極
集
中
と

域
内
過
密
・
過
疎
に
対
処
し

つ
つ
、

地
域

の
自

立
性

を
前
提

と
す

る
分

散
型

の
新
し
い
共
生
関
係

を
こ

の
国

土
空
間

に
形
成
し
て

い
く
こ
と
が

可

能
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
試
み

に
、

こ
の
報
告

に
お
い
て
は
、
そ
れ

を

共
生
7

不

プ
ト
ワ

ー
ク
刊一
詣

土

乃
剖
生
と
乎
ん
だ
次
第
で
あ
る
。

来
る
べ
き
二
I

世
紀
型
国
土
づ
く

り
の
イ
メ
ー
ジ
を
仮
に
こ
の
よ

う

に
構
想
す
る
と
し
て

も
、

そ
こ
へ
至

る
道
は
決
し
て
平
坦
な
も
の
で

ょ

な
く
、
多
く
の
困
難
が
予

想
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
困
難
な
課
題
へ
刀

応
を
図
り
つ
つ
、
我

々
は
今

ま
で
以
上
に
我
が
国
経
済
社
会
の
柔
一
犀

と
安
全
性
の
維
持
・
応
保
に
注
意

を
払

い
、
良
質
で
安
定
性
の
帝

座

土
空
間
を
形

成
し
、

ゆ
と
り
と
活
力
に
満

ち
た
定
住
社
会
の
実
現
に
舅

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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　　（

第

Ⅳ
E
　

揖

造

変

化

と

財

政
－
3

）

財

政

支

出

の

構

造

的

変

化

（

い

わ

ゆ

る

「

隠

れ

た

補

助

金

」

論

）

は
じ

め

に

公
共
部
門

は
、
元
来
そ
の

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
中

心
に
経

済
的
役
割

を
は
た
し
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
の

サ
ー
ビ

ス
の
内

容
を
見

る
と
、
財

政
支
出
の
構
造
に
変
化
が
み
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
伝

統
的
な
軍
事
支

出
や
一

般
行
政

サ
’‐‐
ビ
ス
な
ど
の
よ
う
な
純
粋
公
共
財
的

な

も

の

か

ら
、
受

益
が
明
確
な
私
的
財

や
受

益
の
範
囲
が
確
定
し
う
る
準
公

共
財

へ
と

シ
フ
ト
し
て
い
る
。

経
済
社
会
が
ソ
フ
ト
化
、

あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
化
し

つ
つ
あ

る
こ
と

は
、
す
で
に
数
多

く
の
機
会
に
誰
論
さ
れ
、

ま
た
指
摘

さ
れ
て
き

た
こ

と
で
あ
る
が
、
財

政
支
出
の
構
造
の
変
化
を
、
こ

の
よ
う
な
経
済

の
ソ

フ
ト
化
・
サ
ー
ビ
ス
化
に
結

び
つ
け
て
考
え
て
み
る
と
以
下

の
よ
う
に

解
釈
し
う
る
。

公
共
部
門

は
、

経
済
社
会

の
存
続

の
た
め
、
ま

た
経
済
取
引

が
円

滑

に
行
わ
れ

る
制
度
的
な
基
礎
を
9
　
障
す

る
た
め
に
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て
き
た
。
ア
ダ

ム

ー
ス
ミ
ス
が
言
う
と
こ
ろ
の
政
府
の
な
す
べ

貝
塚
啓
明
チ

ー
ム
　
昭
和
6
0年
2
月

き
「
第
一
の
義

務
」

と
し
て

の
国
防
、
「
第
二
の
義
務
」
と
し
て
心
司

法
な
ど
の
行
政

サ
ー
ビ
ス
が
こ

れ
に
当

た
る
。
こ
の
よ
う
な
サ
ー
。支

は
、
公
共
財

の
理
論
に
お
い
て
定
義
さ
れ
た
公

共
財
（
こ
こ
で
は
純
粋

公

共
財
と
よ
ば
れ
て
い
る
）
に
対
応
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
公
共
で

ビ
ス
は
経
済
が
ソ
フ
ト
化
し
な
く
と
も
当
然
政
府
が

提
供
す
べ
き
で

ピ
ス
で
あ
る
。
経
済
社
会
が
ソ

フ
ト
化
・

サ
ー
ビ
ス
化
す

る
と
い
う｛

合
、
通
常
、
民
間
部
門
に

お
い
て
進
行
す

る
も
の
と
考
え

ら

れ
ｔ
い

る
・

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
済
社
会
の
変
化
は
、
公

共
部
門
の
在
り

方
に
も
影
響
を
あ

た
え

る
。
す

な
わ

ち
、

ニ
ー
ズ
の
多
様
化
・
個
性
化

の
な

か
で
、
公

共
部
門

に
対
し
て

も
、
純
粋
公
共
財
と
は
異
な
る
て

ビ
ス
ヘ
の

一゙
I
ズ
が
高

ま
り
ヽ

特
定

の
地
域
に
受
益
が
帰
属
す
る
と
予

想
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
、

あ
る
い
は
特
定
の
個
人
に
受
益
が
生
ず
る
て

ビ
ス
ヽ

あ

る
い
は
特
定
の
個
人

に
受

益
が
生
ず

る
サ

ー
ビ

゛
へ
の
需
皿

が
高
ま

っ
て
く

る
の
で
あ

る
。

し
か
し
な
が
ら
ヽ
　ソ
フ
ト
化

゛
サ

ー
ビ
ス
化
に
伴
う
社
会
の
・て

ズ

の
変
化
が
ヽ

公

共

サ
ー
ビ

ス
の
内
容
を
変
化
さ
せ
て

い
く
に
快

立

回

心
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1　 間 接民主 制と住民 の直接参加制度

1
　
間
接
民
主
制
と
住
民
の
直
接
参
加
制
度

印
　
「

住
民
が
直
接
参
加
す
る
制

度
」
の
概
要

我
が
国

の
地
方

自
治
制

度
で

は
、
首
長
と
議
員

は
と
も

に
住
民

に
よ
っ
て
選

出
さ
れ
（
い
わ
ゆ

る
「
首
長
制
」
　「

大
統
領
制

」
）
、
住

民

の
意
思

は
議
会
で
決
定
し
、

首
長

が
そ
れ

を
執
行
す

る
建
前

に
な
っ
て
い
る
。
住
民

の
側

か
ら
見

る
と
、
住
民

は
、
選
出
さ
れ
た
代
表

を
通
じ
て
行
政
に
参
加
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
代
表
民

主
制
」
　「
間

接
民
主
制
」
が
と

ら
れ
て

い
る
。

し

か
し
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
住
民
が
「
直
接
参
加
す

る
制
度
」

も
い
く
つ
か
採
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、

①
　
首
長

の
公
選
制
（
憲
法
九
三
）

②
　

直
接
請
求

肺
　
「

条
例
の
制

定
・
改
廃
請
求
権
」
（
自
治
法
一
二
①
、
七
四
①
）

印
　

い
わ
ゆ

る

’
リ
コ

ー
ル
‘
と
い
わ
れ
る
「

議
会

の
解
散
請
求
」（
自
治
法
一
三
①
、
七
六
①
）
、
「

首
長
、
議
員
等

の
解
職
請
求
」（
自

治
法
一
三
②
、
八
〇
①
、
八
一
①
）

③
　
［
住
民
監
査
請
求
］
「

住
民
訴
訟
」
（
自
治
法
二
回
T

二
四
二
の
二
）

④
　

い
わ
ゆ

る
地
方
自
治
特
別
法
に
対
す

る
「
住
民
投
票
」
（
憲
法
九
五
、
国
会
法
六
七
、
自
治
法
二
六
一
）

en

CO

J 、

27  S
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ｙ一
回

な
ど
が
あ
り
、

そ
の
ほ
か
、
「

請
願
」
［
公

聴
会
］
「
委
員

全
二
　
「
審

議
会

」
な
ど
へ

の
参
加
が
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国

の
地
方
自
治
制
度

が
、

一
間
接
民
主
制

】
を
建
前

と
し
な
が
ら
も
並
行
し
て
「

直
接
参
政
」
の
制

度
が
と
ら
れ
　
J

て
い
る
の
は
、
住
民
か
ら
選
出
さ
れ
た
長
や
議
会
が
常
に
必
ず
し
も
住
民
の
意
思
を
正

し
く
代
表

す
る
と
は
限

ら
な
い
。
そ
こ
で
、
住
民

の
側

か
ら
直
接
的
に
こ
れ
を
J

ソ
ト
ロ
ー
ル
‘
　
。
是
正
‘
で
き

る
道
を
制
度
と
し
て
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
直
接
民
主
制
的

な
制
度

は
、
国

の
場
合
に
比
べ
て
極
め
て

広
範
に
採
り
入
れ
ら
れ
て

お
り
、
戦
後
我
が
国
地
方

自
治
制
度

の
大
き

な
特
色
と
な
っ
て
い

る
。

㈲
　
一
直
接

参
加
行
政
」
と
I
、い
わ
ゆ
る
市
民

参
加
行
政
」
と
の
相
違
、
比

較

周
知
の
よ
う
に
、
昭
和
四
〇

年
代
に
入

る
前
後
こ
ろ

か
ら
、
我

が
国

に
お

い
て
も
、

い
わ
ゆ
る
市
民

参
加
行
政
が
広
汎
に
広
が
り
は
じ

め
た
。
市
民
が
議
会
を
通
じ
て
行
政
に
モ
ノ
を
言

う
と
い
う
、

い
わ
ゆ

る
間

接
民
主
制
、
間

接
参
加
の
ル
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
長
に
直
接

モ
ノ
を
言

う
と
い
う
直
接
参
加
の
道
を
取
り

は
じ

め
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
当
初
の
こ
ろ
は
当
時
の
高
度
経
済
成
長
を
背

景
に
全
国
的
に

広
が
り
は
じ

め
た
公

害
や
自
然
破
壊
に
対
し
、
そ
れ
を
防
止
し
よ
う
と

い
う
住
民
運

動

か
ら
始

ま
り
、
そ

の
後
、
空
港
、
新
幹
線
、
高
速
道
路
、
火
力

発
電
所
、
ご
み
焼

却
所
等

の
大
規
模
公

共
施
設
や
迷
惑
施
設
の
建
設
反
対
運
動
、
つ
づ
い
て
人

口
急
増

等
の
市
町
村
を
中
心
に
遅
れ
た
生
活
環
境
施
設
の
整
備
要
求
へ
と
進
ん
だ
が
、
そ
の

後
は
単

な
る
反
対
運
動
、
単
な

る
モ
ノ
取

り
運
効
的
な
も
の
だ
け

で
な
く
、
ま
ち
づ

く
り
や
地
域

お
こ
し
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
づ
く
り
に
積
極
的

に
参
加
す

る
と
い

う
市
民
1
　
加
行
政
も
、
行
政
側
の
努
力

と
も
相

侯
っ
て
各
地
で
み
ら
れ

る
よ

う
に
な

1　間接民主制と住民の直接参加制度

住 民 参 加 に 関 係 あ る 制 度 等

寧
欧
米

諸
国
の
直
接
請
求
制
度

①
　

広
く
行

わ
れ
て

い
る
の
は
、
ア

メ

リ

カ
の

都

市
、
州
（

ア
メ
リ

カ
系
）
、
そ
れ
か
ら
ス
イ
ス（

ス

イ

ス
系
）

②
　

英

国
と

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
地
方
公
共
団

体
関
係

で
は
直
接
請
求
の
制
度
は
な

い
。

③
　

ド
イ

ツ
で

は
、
一
部

バ
’‐
デ
ソ
・
ヴ
ェ
ル
テ
ン

ベ
ル

グ
州

の

市
町

村

だ
け

っ

て

い

る

（

ス
イ
｛
ハ
系

｝
。

種　　　　 別 � 事　　　　　 項（ 例　示） � 根　 拠　 法　 等

1　 選　　　 挙�地方 議会議員の選挙

地方 公共団 体の長 の選挙 �
憲法93条，自 治法17条//

2　 直 接 請 求�条例の制定・改mm 求

事務監査請求
議会解散請求
議員の解職請求
長 の解職 請求
主 要公務員 の解職 請求
教育委員等 の解職請求 �

自治法74条
〃　75 条

々　76条"

’80 条
々　81 条*　86

条
地 教行法8 条等

3　 そ の他住民
投票 �

地方自治特別法の 住民投票 �憲法93条，国会法6-条

自治法261条

4　
住民監査 請

求， 住民訴訟�
住民 監査請求
住民 訴訟 �

自治法242条//　242
粂の2

5　 請　　　 願�請　　 願 �憲法s 条

請願法
自治法124条

6　 公　　　 表 �直接請求に 係る要旨 の公表， 結果 の公表

財政状況の 公表
地方公営企業の業務状況の公表
選挙運動 に関す る収入 及び支出 の報告書

の公表
防災計画 の公表 �

自 治 法74 条，75 条,   76
条，80 条，81 条,   86条
自 治法243 条の3
地方公営企業mo 条の2
公職選挙法l92条

災害対策基本mi 条

7　 会議 の公開 �地方 議会の公開 �自治法!15条

8　 説明会, 縦
覧， 意見り 申
出， 聴聞 �

特定公共事業の認定におけ る事業 の説明

選挙人名 簿の登録者 の氏名等の縦覧

都市計 画案の縦覧
土地収用に 係る事業認定申請書の縦覧
都市計画案に対する意見 の申出
町. 宇区域の新設等の案に対する意見の
申出

建築協定に関す る聴聞 �

公共 用地 の取 得に 関す る
特別 措置法3 条

公職 選挙法23条
都市計画法l7条
土地収用法24条
都市計画法17条
住居表示 に関する法律5
条 の2
建築 基準法72条

9　 公　聴　会 �予算そ の他重要な議案， 陳情 等の公聴会
都市計画 の案の作成のため必要 があると
き の公聴会，狩 猟鳥 獣の捕獲 の禁止， 制
限に 係る公聴会 �

自 治法lO9 条,   110条

都市計画法i6条
鳥獣保護及狩猟 二関スル

法律1 条の4

(事実上 の住民ma)�陳　　　　　 情
世　論　調　査
住　民　 集　会
投　　　　　 書



直 接 請 求 制 度 一 覧

種　　　 類 厄 要署名数 ��内　　 容 �請求の受
理 機 関 �請求

後の措 置 �請 求 制 限 期 間

①条例の制定

・改 兇請求(

自治法74 条)�

地方 公共団

体の選挙 権

を有する者

の50 分の1

以上 �

条>>J （ 地方

税.分担金，

使用料，手

数 料に関す

るものを除

く）の制定，

改正, 廃止

に関する請

求 �

地方公共

団体の長�

長は請求受 理後20

日以内に議会

を 招集し意見を

付して議会に付

議す る。

議会において一

定 数以上 の表決

があれば 成立。

②監査 の請求(

自治法Ts条) �

同50

 分の1 以

上 �

地方公共団

体の事務，

各種行政委

員会の事務

の執行に関

する監査の

請求 �

監査委員�監査委員は請求

事項につ いて監

査し， 請求 機関

に 係る代表 者に

通知し， 公表す

る。

③m 会の解散

請求(

自治法76条) �

同3

分の1 以

上 �

議会の解散

乃請求 �

選 挙管理

委員会 �

選 挙人 の投 票に

付し，過 半数の

同意があれば解

散 �

一般 選挙及び直接請

求に 基づく投票のあ

った日から1 年は請

求で きない。

④議員の解職

請求(

自治法so条) �

所属選挙区

の選挙権を

有する者の3

分の1 以

上 �

譲員 の解職

の請求 �

選挙管理

委員会 �

所属 選挙区 の選

挙人 の投 票に 付

し，過半数 の同

意があれば失職 �

当選して（無投票当

選を除 く。）就職した

日及び直接請求に基

づく投票のあった日

から1 年は請求でき

ない。

⑤長の解職請

求(

自治法8l条) �

地方 公共団 地方 公共団

体の選挙権 体の長 の解

を有する者 職の請求

の3 分のli

以上　　　
｜ ��

選挙管理

委員会 �

選 挙人の投 票に

付し，過 半数の

同 意があれば失

職 － �

同　上

⑥主 要公務員

の解職の請

求 �

同3

分の1 以

上 �i

知事，助 地方公共臨 会K 付議する 副知事， 助役, 出納丿

役,出納長,

宍

体の長
丿
議会で3 分 の2j 長，収入役は 就職の

収入役. ●
戸

上の出席でそ 日及び請求に基づ

宍

’－
I
l
i

・

≪
　

昌

ご

器

加
　
　

監

公

の

職

参
　

管
　
”

会
解

皿

」
に

に
r

ほ
1
　に
匯
ト

1　 間 接民主 制と住民の

(自治法s6条) ��挙 管 理 委

員， 監査委

員， 公安委

員会 の委員

の解職 の請

求 ��

の4 分の3 以上

の同意があれば

失職 �

議会の議決があった

日から1 年は請求し

え ない。

選挙管 理委M.. 監査

委員， 公安 委員会の

委員は同じ く6 か月

間は 請求で きない，

⑦教育委員 会

の委員 の解

職 の請求

地方教育行
政の組織及|
び運営に関jP

”8 �

地方 公共団

体の長の選

挙権を 有す

る者 の3 分

の1 以上 �

教育委員会

の委員 の解

職の請求 �

地方公共

団体の長�

同　上 �就職 の日及び 請求に

基づく議 会の議 決が

あり た日から6 か月

間は請求できない。

⑧農業委員会

の委員の解

任の請求

農業委員会(
等に 関す るJ
法律14条 �

農業委員会

の委員の選

挙権を有す

る者の2 分

の1 以上 �

選挙に よる

農業委員会

の委員 全員

の解任 の請

求 �

市町村の

選挙管理

委員会 �

請求のあ った 旨

を告示し，そ の

日に失職する。 �

委員の一 般選挙の日

から6 か 月以内 は請

求で き な い。 た だ

し， 選 挙に よる委員

の全員が無投票当選

であ るときは請求で

きる。

⑨m 区 漁業 調

整委員会 の

委員の解職

の請求(rt

業法99条) �

海区 漁業調

整委員会の

委員 の選挙

権を有す る

者の3 分 の1

以上 �

委員（MS:

による委員

を 含む。）の

解職の請求 �

都道 府県

の選 挙管

理委員会 �

選挙人 の投票に

付し，過半数 の

同意があれば失

職 �

委員 の就任の日及び

解職 の投 票の日から6

か月間は請求で き

ない。 ただし，無投

票当 選であると きは

請求 できる。

CT ）COl-(.

・j

27S

つ
て
き

た
。

こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
市
民

参
加
行
政
」

は
、

地
方
自
治
法
等

に
何

等
の
規
定

が
あ
る
も
の
で
は

な
く
、

事
実
上

の

。
参
加
‘
と
し

て
広
汎

な
広
が

り
を
み
せ
て
き
た

も
の
で
あ

る
。

こ
れ
に
対
し
、
こ

こ

で

み

る

「
直
接
参
加
制
度
」

は
、
地
方
自

治
法
に
法
的
根
拠
を
持
ち
、
制
度

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

前

者
の
市
民

参
加
行
政
は
、
市

民
が

日
常

い
つ
で
も
参
加
で
き
、

ま
た
市
民
で
あ

る
以
上
、
常
に
参

加
意
識
を
持
っ
て
参
加
し
て
も
ら

う
こ
と
が
望
ま
れ

る
も
の
だ
が
、
2
7

こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
「
直
接
参



2　 条 例の制定・改廃請求潅

LrこCOCO

加
制
度
」
は
、
日
常
い
つ
で
も
誰
で
も
手
軽

る
に
使

え
る
と
い
う
も

の
で

は
な
く
、

そ
こ
に
は
一
定

の
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ

が
使
わ

れ
る

ケ
ー
ス
は
そ
れ
程
多
く
は
な
い
。

な
お
、
市
民

参
加
行
政
に

つ
い
て

は
、
本

シ
リ
ー
ズ
第
六
巻
「

ま
ち
づ
く

り
に
市
民
の
力
」

に
詳
説
さ
れ
て

い
る
の
で
参

照

さ

れ

た

い
。

1
　
条
例
の
制
定
・
改
廃
請
求
制
度
の
概
要

①
　

根
拠
法
―

地
方
自
治
法
七
四
条

②
　

必
要
署
名
数
1

地
方
公
共
団

体
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
〇
分
の
一
以
上

③
　
内
容
1

条
例
（

地
方
税
、
分
担
金
、
使
用

料
、
手
数
料
に
関
す

る
も
の
を
除
く
）

の
制
定
、
改
正
、
廃
止
に
関
す

る
請
求

④
　

請
求

の
受
理
機
関
l

地
方

公
共
団
体

の
長

⑤
　
請
求
後
の
措
置
l

長

は
請
求
受

理
後
二
〇

日
以

内
に
議
会

を
招

集
し
、
意
見
を
付
し
て
議
会
に
付
議
す

る
。
議
会

に
お
い
て
I

定
数
以
上

の
表
決
が
あ
れ
ば
成
立
。

2
　
条
例
の
制
定
・
改
廃
の
請
求
、
最
近
の
状
況

最
近

の
状
況
（
昭
和
五
九
年
四
月
～
六
二
年
三
月
）
を
み
て
み
る
と

23 θ
28  1



神奈川県における組織活性化の課題と方策

一 組織活性化に関する研究報告書(抄録)－

昭 和54 年8 月

神奈川 県公 務研修 所

G8o
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概 要

L    な ぜ 組 織 活 性化 が 必 要 か

今日ほど組織活性化ということばが，企業をはじめあらゆる組織体の中で大きくクp  －ズア7 プ

されている時代はないであろう。石油・> ，ツク以来，日本は低成長鰹済への道を進んでいる。これ

からは高度成長時代に見られたようなかたちでの生産性向上は困難となD,    もっと別の道の突破口

が求められている。そこで新しい道として考えられる分野が，組織の活性化ではないだろうぷ。

組織活性化とは，組織に活力を与え，組織を生き生きとしたものにし，組織の効串を図るととも

に, 組織を発展させていくことである。

私たちに与えられたテーマ「組織活性化に関する研究」)i.   ±さにこうした時代的要請にほかな

らない と思われる。神奈川県とい う組織体にとって，その活性化が求められている理由は何かを考

えてみよう。

①　 本県の前途には組織をあげて早急に取組まなけれ-£ならない行政課題. 例えば，救急医療対

策，大地震対策.  雇用不安の解消. 高校建設等の難問が山積している。

②　 新しい行政課題，即ち文化行政の展開. 婦人の地位の向上，民際外交の推進をはじめ，これ

からの行政を含めた「地方の時代」を切り開くための方策を提示し. 具現化するなど，従来の

行政に加え，その守備範囲は益々広がりつつある。

③　公務貫に対する厳しい世評の増大に対し，内部努力を強力に進め，そのような世評を払拭し，

主権者たる県民の信頼を得なければならない。

④　財政圧迫に対応し，最少の経費で最大の効果をあげるという公務能串の向上の必要性が増大

している。

以上のように,・現行m 織の中における具体的問題に対し. & 織活t生化をどのように理論的に裏付

けつつ，解明していくかが私たちの便命である。

ところでm 織活性化に関しては，これまで，モチペーシ・ ンやり- ダー・> t プの考察が中心とな

っている。だが，このようなは握では，上記の神奈川県という組織にとっての活性化の問題に答 え

るには，あまりにも狭すぎると思われる。モチベーシ，ソやII ーダーシップは組織の一面しかとら

えていないのではないかb 私たちは, 組織をもつと体系的にとらえる必要があることを痛感した。

そこで，組織とは何かを改めて問うことから出発した。

「現行の県組織の活性化を阻んでいるものは何力ゝ 」「どうしたら組織改善を図れるカ・。」とい

うテーマを設定し，KJ 法のカードを便って，考えられる可能な限りの範囲で問題点を出しあって

－1 －
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みた。これらの問題点を「凧織機膚」「職場環境」「人事管理」という項目の中に分類・整理しよ

うと試みた。だが，その枠組では，十分に整理しきれないものが残り，十分な体系化ができなかっ

た。そこで，現代組織論における最高の達成であるとされる，バーナード理論を援用することにし

た。 即ち バ―ナード'は「組織を2 人以上の人々の意識的に調整せられた協動や諸力の体系である」

と定義し，組織の3 要素として，目的，伝達, 意欲をあげ，理論を展開している。私たちは，さき

の. 紐織機構，戦場鳳境，人事管理の諸項目を口的，伝達，,e 欲の3 要素に再分類する作業を行っ

た。 その作業を行う過程を通じて，問題点をにつめ，目的，伝達，意欲のそれぞれを中心にして，

研究分担を決めた。 目的，伝達, 意欲に3  分類したものは次に示す第1 表(1)～く3)のとおりである。

－2   
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第1  表 一(1)

目　　 的

項 ．　　　 目 � 現　 状　 の　 問　 題　 点 � 改　　　　　 普　　　　　 点

行政 目 標のm 確 化 �o

行政の社 会的責 任はは っき りしてい る か。o

行政 目似 は正 しく設定 さ れてい る 力ゝ o

規定至 上主義に 終始 してい ない か。 �o

県 政の 全体 目原 と個別行 政の融 合を。o

前例i踊 襲 から脱 皮し，行政 革 新の 意識の 強化

を。o

条文の 末梢 的 解 釈をやめ ，大 局的 見地か ら考

えよう。o

条 例， 規則等の改 正を恐 れる な。

主 体性あ る行 政 を �o

国は や たらに県 に仕 事を 押しつけ てい ない か。o

政治家 や圧力団 体の 横ヤ リで節 をまげ てい な

い カ-o �o

自 治体は 国の出先 機関で はない 。 政策に自主

性をもと う。o

地 域の 特 性に応 じた政 策の推進 をo

外郭団 体の 整理 を

現行岨 織の見 直し �

°組織が 複稚すぎ ない か。o

見せ かけ の 事業 を執 行してい ない か。o

頭で っかち の組織 をどうす るか。

°時 代お く れ， 環境に対 応し なく な った 仕事を

し てい ない か。o

事業 廃止に 伴う-t  クト的 プ ライドの損 傷を ど

う岫 うべき か。o

人^ 課的 発想 だけ で組織が 構成されてい ないカt�o

す べての 事業に つい て．行 政効果 の測定 を行

い ，合理 化を図 るべきだ。o

行政目的 ・対 象を十分に考 えて組 織をつ くれ。o

所 属に よる優劣 観念 を排除 しよ う。o

牽 制と均 衡の組 織づ くり を。a

 ス クラフプ・アンド゙・ t' /u ド主 義 の徹底 を図札O

 ゼa ベ ー スから組 織を見直 せ。o

 管 理部門 の組織 を縮 小し よう。

弾力あるmi づくり �o

組織 を放置 しておけば 埃が たま る。o

組織は常 に消 滅し. 再生す ること を考 えよ う。o

組 織力硬 直化 してい ない か。o

常に社 会的な変 化に対応 で きる 準備が なされ

てい るか。 �Ofj

人に 冒険 をさせ る組織づ く りを。O

今こそ先取 り行政 を。o

動 賑的 組 織への 侈行を。O

待ちの 行政から 能動的 行政 へ。o

体我だけ を考 えた 磁織づ く9 はよ そう。

こ れか らの県組織 �o

事 藁の 決定にあ た9,  マーケ7 ティ- グ̂が 行わ れ

てい るか。o

その 仕事が社 会的に 意義があ る か。o

仕 事が県民に理 解 され， 有効と考 えら れてい

る力ゝ �O

県l|(l(員の 都合 より県 民の 都合にあ った組 成を、o

 コ ンビ ，－タ ー時 代にふ さわ しい皿 城づ くり

を。o

所 与でな く， 自 分でつく った組織 を。

°試験 研究 峻関 の 再編成 を。

現 行 課 の 見 直 し �O

班 制度は 本来的 意 義をはた してい るか。o

プ"  ジ ，クトチ ームの 本K が生か さ れてい る

か。o

特 定の課に 権限が 集中さ れてい ない 力ゝ �o

所 属内組 織の簡 素化.  Si.it)化を。o

係制の 復活 を検討 すべき だ。o

総tli室の 機能の 再映討を すべき だ。o

人 事課の 役割の 見直 しを。

出 先 機 関 の 強 化 �o

本庁・出 先相互の 交随が 不十 分では ない か。

゜出先に出 ることが 左遷と なってい ない か。 �

°山 先の 皿吏性は 観念綸で なく. 実態論 で 検討

を。o

出先に こ そ饅秀な 人材の・ 厦を。o

出先にlt 画・予 算策定権限 を与 えよ。

原 価 意 識 の 導 入 �o

予算 消化だけに追 わ れてい ない ヵs.

°予算は 栞拐達成の 切 り札 だけにな ってい ない

か。o

非 経 済的な 仕事のや り方を してい ない か。o

公務 貫の仕 事におけ る コスト とは どん なもの

カゝ。 �o

予 算依 存型 の弊 害を間 う前に， その 本貿 を追

求すべ きだ。OR

少経費 で最 大効果 をあげ る組 織を。o

チ ーフ ・ガ ー・りV トた れ。o

仕恥の民間委 託を促進し. 事a の 効串 化 を図 れ、o

 原 価憲識の 導 人を促進 しよう。

3 －

一
り、

j
p
h
U



第1 表 一(2)

伝　　達

項　　　　　 目 � 現　 状　 の　 問　 題　 点 � 改　　　　　 善　　　　　 点

機 能 的 な 肌 織 を �o

指印 命令系続 が 複雑ず ぎない か。o

 政ff:と際 限が 不明 確では ない か。o

分課 分掌 上のx 拐分担 と組m 内 部の 業KI 実態

との調 整が ヤ分 されてい るか。 �oft

任 と権限 を明確 化し，そ れに 知 識. 能力を

加味 し た かたちで 権限 を配 分す べき だ。

部局間の 連m 強化 �o

部局 相互の有 機的 な 協調・ 調整 体制 がと られ

てい るか。o

部 局間 の連携 が 十分図 ら れてい るか。 �o

肌 織 をこ えた 事業に対す る責任 体制 を明確に

すべき だ。o

横の連 絡 調整に 実効t生をもた せよ う。

職 場内 の連帯 強化 �O

薇劣内の 連携 が 十分図 ら れてい る か。o

 囁 口r.nに 一体 感が あ る力＼o

和の 本質とは ど うい うこと か。o

協調t生と合理 性は 両 立す るか。O

職場内の コミ ，ニケ ー ■> ，y が 十分 図ら れて

い る か。 �O

管理 者は 権力主 義を すて, 信頼関 係の樹 立に

心がけ る べきだ。o

ライ>'を でき る限 り 短縮し. 哨報 伝a.  s. 思

決 定の:;<. t'ード化 を図 れ。oW

場 会議に よる 職n 相 互の意 思疏a を図れ。

管 理 者 問 題 �o

部 下を 単な る手 足と 考 える管理 者は い ない 似o

 命令．服 従型 の 人if 管即は時 代州 れだ。o

管躍 奢は 将来 的展=?!をも って 仕・＼yを進 め てい

る か。o

竹理.≪は霖喝 肌 践のtitr を川解 してい る か。ofi

い頃 有能 であ った から とい って， 現(t.も 有

能 である とは 限 らない。

゜定 貫を噌や すは 無能 な管理 者。 �o

町 理者の 資質 の向上 を。o

竹理 者は リ ー ダーとしてのsi 場 をa 剣に 考 え

よ。o

竹 即.おは 肌 践ri 的 を 部 下 に 叫 硫 に 提示 せ

よ。o

 町理r, の 穴化 を明確に し. 口 覚をも たせよ。o

曹罪 名に 実m 報 告の 機 会を与 え. 厳 しくその

優劣 を判Wiす べ きだ。o

腰 かけ 人事 を排除 し，同 一職場に3 年 はと ど

め よ。o

有 能な管 理 者は抜て き し. 無能 な管理 者は ど

し どし降tsせ よ。

°逆 勤評に よる管理 者の 決定 を

仕 巾 の 能 串 促 進 �o

会 涙が形式的 に 終始 してい ない か。o

決 敗制度 のm 雑さに 伴い,   責任 が不 明曙 に な

ぅてい ない か。o

合訊制度 に よる不 便さ と非 効 率14は 見 えない

資源の浪n に つ ながら ない か。o

こ れは必 要悪 だ と弁解 してい ない か。o

既 存のf.fritを肖 目的 に 踏 襲 してい ない か。 �o

形 式主 義 を排し ，実 質主義に 徹し よう。o

決 裁が 早急に なる よう ライ ソを陥略 に。o

 マy  ネリ化 を 打破し,  85極的に現 状 を認識 し

よ う。o

 文 の゙簡 素 化を図 り， 文Ti 管理の 整備を促進

し よ う。o

出 先 機関 に 大輔な 陳限 委譲 を行い ，主 体的 行

政 を 促進 さ せよ う。o

非 能率 な仕 事のや り方 を排除 しよ う。

スタフフ機 能の充 実 �o

川 大する スタ 。フ職 の実熊 は ，は図 されてい

る か。O

 スタ フフ戦の機 能は 十分 に生 か され てい る か。O

   スタ プフ数の 位毀づ け が明 確に さ れてい るかo

処遇職の 実態は,I は謀 さ れてい る力ゝ �o.

ス9   ヅフ職の 職勧 内容の 充央 を。o

 ライ ブと スタ
，フの職 務分 担を 明 確iz.し，一両

者 の 協調関 係を 強化す べ きだ。

時 報 の 公 開 �

°I?!綴の 交換 が十 分行わ れ てい るか。o

秘密主 義は 咀 織のが ん だ。 �o

哨 報の 公開 を 促進 す べきだ。o

情報 の共 布化を 図ろ う。

゜吸 構改 苓は ガ ラ ス張9 の中 で行 う べき た二
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第1 表 一(3)

意　　欲

項　　　　　 目 � 現　 状　 の　 問　 題　 点 � 改　　　　　 醤　　　　　
点

瞰^ の主 体 性' 創

造 性の 尊重 �o

ヤ ル気と イヤ気は 紙一璽では ない か。o

中間 管理 者の 過剰は 動機づ け を 損ね る。o

職員は自己 の 仕事の 目的 を理 解し.   誇 りをも

ってい る か。o

各人の適ii.と業a が 適合 してい る恥，o

瞰 員の生 き方, 考 え方を大・糾こする環境 があ

る か。o

意向申 告書の有 効活 用が なされ てい るか。o

経ISiと 力y だけ で 仕ぷが なさ れてい ない ヵゝ o

瞰員の主 体性， 自発 性， 創造&. が十分生 かさ

れ てい るか。 �o

 モヂ 一゙■> ・ v と 仕事の バ ラy 入を考 えよう。o

職務に 対ず る自己 研究の 鳳境 を考 えるべき だ。

° 自由 な発s が 許され る職場 をつ くろ う。o

組織を プ" 集団 と するために， 一人 ひとりの

能力向 上に 努めるべ きftioO

各人の職務 の意ii を明Siにす べきだ。o

組 織内で瞰 制をはず した 勉強 会を 設け るぺ き

だ。o

独創的な アイデ ィア ・意見 を耳重す るふんい

き をつ くろ う。

職 員 参 加の 推 進 �o

どうす れば 提案 制度が 活発に な るか。o

 a 常 の職 秘の中 での開 発は どう進め ら れてい

る か。 �o

職 員参 卸は 日常 葉 拐の中 で実 推してい こう。o

無まの 多数者の 発 言権を 茸直しよう。o

多く の参加者 の能力の 活 用を。

職 員数 の 盾正配 匠 �o

遇切な人 事異動 が行わ れてい るか。o

職員が 多すぎ ない か。o

業 秘監の ピ ーク時を 想定した 人 員配盾が され

てい ない か。O

専門家 の 育成と活 用が 真剣に 考 えられてい る

か。 �o

 適 材適所の 人事配置に 徹 せよ。o

職員の定数の 見直し を積極的に 行 え。O

増や すより 減らせ。

仕 事 の 適 正 配 分 �o

仕 事がよ く分析 され. 適 卯 こ配 分さ れてい るSo

 H: Itの■mo 当てが 公‘ド か。 �o

個人の 能力と 仕串の 遇正 配 分を倹討す べ きだ。o

時には(ViS な仕 事を 与え'ること も必 要だ。

人 事評 価の 公 正化 �o

人 事評 価は 公f ， 洒w に 行わ れ てい るか。oW,

力主 義 が導入 さ れてい るヵs,o

悪 平等の形 式主義 が強 調さ れす ぎてい ない か。o

見 かけ 上の 昇進と 実n 的 昇進と の差に問 題 は

ない か。o

特定 部課の 者のみ が 高く評 価されす ぎてい な

い か。O

派閥， 人 脈人事が 強す ぎない か。 �o

£しいKT-e 識は 公に される べきだ。o

試験 制度の導 人を 前向 きに 検討 せよ。o

上下からのill Bit  価の実 施を。o

勤樋評 価の 複m 化を。o

働く者 と働か ない 者の評 価に 差 を厳し く。o

客観的評 価基 準の設定 を。o

全人的はs に よる人・μ評 価を。o

年 功序 列の打 破を。

人 材登 用の活発 化 �o

形 式的 年 功序 列 人tμは 人材 を殺さない か。o

無能 な人間 は排除 ま たは 降 恪すべき では ない

か。o

有能な人材 の活 用策 を輿 剣に 考 える ぺきでは

ない か。 �o

人 恥管理 の個 別化を推進 すべ きだ。o

潜 在的 能力の発 槻方法 を考え よう。o

職 員に 発表の機 会を 夢え,   正 しく評 価し よう。o

内 部の人材の 登用，抜て きを 活発にすべ きだ。o

人 嘔・財 筋担'当に 枝術 者及び 女子 を配政す べ

きだ。

民悶 との 人事交 流 �

゜民 間との 人材の 交疏 が図ら れてい る か6

°民 間への出 向， 外部 からの登 用が図 ら れてい

る か。 �o

人 事の官 民交 流の 促進を。o

移人人* 反 対（ 天TO 人'10

研 修 ・ 再 数 育 �O

真のOJT 研侈が 進め られてい るか。o

中堅 職 員の 増大 と 今後 の ポスI-不足 を どうす

る か。o

生涯 教育が 孤剣に 考 えられ てい る恥，0

研 昨態 度は どう す れば 積 極的に な るか。 �o

体系だ った研* 制度を確 立すべ きだ。ojlf

修に, 実 秘に 即した実 効性 をもたせよ。o

職 八の 再教育に よる幟M 転換 を。o

貿絡が 糾ら れるよ うな研 修が必 姿だ。o

職'tt研 侈を制 度化すべ きだ。

°行政上の問 題 解決型研修の 導 入を。

－5  －
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2。 研究のねらいと組織の3 要素

(1) 目　的

級織は，目的速成のためにある。したがって，目的は同であるかが明確でなければならない。

庁組織の目的は何であるか，そして，目的逓成のために目的は細分化されていく。部・課・係等i

目的の細分化の単位にほかならない。わが神奈川県において, a 的はどれほど明確化されており,

各部・課 一係において，目的意識や目的遂行意識がどれほ どはっきりしているであろ うか。これ|

常に問い直さなければならない問題である。El的の明確でないところに組織の活性はなく，誤ま，

る目的のもとに活性化された組織は有害である。 さて，県庁組織は，国家行政の一環としての仕1

と地方自治体として本来の仕事と合体しているが，この問題は極めて重要ではあるが, 他チーム・

直接研究課題でもあるので詳細にはふれなかった。

目的m 成のため. 職ほが過不足なく配置されているだろうか。 その具体的分析を行った。 勿論，

企業のように，生産高，売上高. 利潤のような明確な指標はないので，人口，所得その他の指棟l

とり，ftfiの同様な地位にある府県との比較標準などにより分析してみた。この結果碍られた数㈲，

は絶対性はないが，これを手掛りとして論議を呼ぶことを期待したい。

(2)   伝　達

目的が定めら札　目的の細分化がなされ。目的達成の行為がなされる。多数の人々でそれがなj

れる限D, そこには伝達が不可欠である。もろもろの情報が集められ。新しい晴雄が作り出され

（,e思決定）, それは伝達されていく。 本県庁組織においては. 情報はいかに集められ，意思決j

され，いかなる伝達経路が制厦化されているであろうか。

そして，そこにいかなる不合理的要因をはらんでいるであろうか。なお. 日本におけるm 織の喘

略的単位である課をとりあげ，課における情報伝達のセンターとしての課畏の役割についての変丿

的な分析を試みた。 この実証分析は，同一項目について，課長・係長・係員にそれぞれ意識調在をし

たものである。 読者は，あるいは同一の回答，あるいは極めて異った回笞に興味をおこされるに.fl

いないO

(3) 意　欲

組織は，人々によって挺われる。従って，人がヤル気をおこすか，おこさないか，これが組織括

性化のキA 手となる。そのため，組織活t生化とい えばすく悟 欲，動機づけがまずとりあげられるの

は当然でもあろう。 本橋では. 職員を組織的に動機づける諸方策と併せて口本の組織における品年

勧化,    高学歴化の現象が本県庁組織の中において，どのように現われているかを銭体的にとらえ，

つづいてその対応策を探ってみた。 それは職員一人ひとりが今後. 県庁組織内部において，いかに

配置され， 位置づけられ,  iT-flSされ，昇進昇格していくかの問題であり,   職員一人ひとりのやる気

の問題に最も大きくかかわってぐる問題であるからである。すなわち，意欲，動機づけの問題とし

て，私たちは, 高年IfeA，  pT学歴Eへの対応を共体的にとりあげた。

研究の意図は大きく，意欲もさかんであったが，I ケ年足らずの月日はその成果を私たち自身にと

って十分満足せしめるに足るものではない。だが，理論面からみるとき，バーナーりQ 論の研究は，

内外にも非常にたくさんあるが，この理論を利川して現状分析を試みたものがほかにあるであろう削

また.  職員の現員分析を他府県の資料を直接とりよせ比較険討したこと，課長のリーダー■y ■■/プにつ

いての意識調査を試みたこと. 高年齢. 高学歴化への対応策を具体的に提言したこと，これらの点に

ついて，いささかの意義が与えられないであろうか。

読者諸賢の忌憚なき御叱正，御教示を待つものである。

－6 －
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第3 章　意 欲

目的が設定され。細分化され，部課別編成ができあがる。知事を頂点とし，課員を末端とするピラ

ミr    ド型の情報伝達・> ステムが構築される。そして各mm に人員が配置されて組織は畷能をはじめる。

この組織を構成する職員が組織に対する貢献意欲をどれほど高めるかが組織活性化の決め手である。

貢献意欲を職員からどれほど引き出す かは. 組織が提供する物的・精神的誘因である。誘因が乏し

くなると意欲は低下し，果ては組織から人は去9.   組織はつぶれる。

県の組m.は，職員に対して，いかなる誘因をもっているだろうか。専門化，階層化して行く官僚制

的岨織の中で，職員をib機づける方策はいかなるものがある力^

さて，県の組織は民間企業以上に終身雇傭，年功序列制である。そして低成長経済下で企業は，高

年齢，高学歴化問題に逢着したが，本県においてもこの問題は見過すことは許されない。民間の減量

経営，増税化傾向の状況下で，ひとり県の組織の役職咆大化が許されるはずがない。いかにこれに対

する方策をたてるか。その方策いかんは，県職員の勤務意欲に決定的な彫響を及ぼ十。この問題をこ

こではとりあげてみたい。

第1 節　 モ チ ベ ー シ ョ ン を 高 め る 諸 方 策

1. 職 務 拡大 に よ る 意 欲向 上 策

最近の行政に対する住民二－ズの高まりや住民の参加意識の向上, また，時代の変貌に伴う新しい

行政分野の出現は，そこで働＜職員にも行政の役割や施策を考えるにあたり.   前例踏襲ではもう済ま

ないという認識を与えるに至ってい るのである。したがって,  'S理者や職員はこのことを十分意識し，

いま行政が必要としているものは何か，目標とするものは何かということを十分は握し，その方向づ

けや情報を十分職員に徹底しなけれa ならないし，職員は上司の意向（目標）を的確にとらえて創意し。

計画を立て目標達成のため努力をするとともに，その効果や^  リフト，デA リタトについても考えて

おかなくてはならないということである。ということは断片的仕事ではなく,   トータル的 仕事を知識

として持つ必要性を十分認識するということなのである。

このように考 えていけば仕事の与え方は，あまりに単純。　機械的なものではなく，その仕事の企画

立案から執行に至るまで一連の仕事を与え，職員の創造性やアイディアを引き出すようにしむけなけ

れi-£ならない。そうすることによって職員に参加意識と自負心を起こさせ,職員をして仕事にヤル気を

もたせていくことにすることである。

また，権限の内容や程度に応じ下部に権限を委譲し，責任のある仕事をもたせ，実施した結果につ

い’て，その成果を適正に評価すべきである。そうした意味ではト'ラプカーの「目標と自己統制による

管理」の理論は，職場で十分に検討されなければならない。

2 職 務 転 換（ ジョブローテー ション ）によ る意 欲 向 上 策

ここでいう職務転換とは，いわゆる人事異動とは違った意味で，一つの課内の職務異動ということ

である。職場において，人事異動によりある職員が転任してきて，一つの係に配属されると，次期に
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異動のある2 ～3 年間（長い人はそれ以上）同じ係で同じ仕事をするとい うのが通常である。 しかし，

これでは管理者がどんなに課の目標を示t ても課の目標ということを理解させるのは難しい し. 職員

自身もマV ネリ化して意欲の低下をまねいてしまう。したがって，管理者は，課内におけるジ ，ブp

－テーシ・ソを遇切に行うことにより，意欲の向上を考えねばならない。

これには. 適材適所の発見，能力発揮の可能性. 係セクト主義の打破，係内の人間関係の改善，時

期的繁忙業務に対する課内のー致協力等ノ- リクトが多い。反面，適所にいたものを不適の係においた

り，知識は広くもったが浅かったりというデメリブトがないわけではない。しかし，職員の特性. 時

期，期間等を十分考慮し，管理者が心がけねばならない問題であるぶなぜなら. 職員自身の意欲にも

かかわる問題であ9. ひいては，もっと大きな人事異i/iを考えるにあたって職員がどういう評価を受

けていたかにつながっている問題だからである。

a　 職 場 研 修 を 通 じ て の 意 欲 向 上 策　　　　　　　　　　　 犬 づ

職 場 は,  職 員 が 知 識 ， 技 能 を 修 得 す る 場 で も あ る 。 そ う し た 意 味 で 上 司 や 先 輩 は 仕 事 を 熟 知 し ， 新

し いm 員 に 対 し 計 画 的.  継 続 的 に 知 識 ， 技 能 を 教 え る 必 要 が あ り, そ れは 単 に 狭 い 意 味 で の 仕 事 の 修

得 に 止 ま ら ず ， 公 務 員 の あ り 方 や 同 僚 と の 関 係 と い っ た 全 人 格 的 な 教 育 の 面 に ま で 及 べ ば そ れ が 理 想

で あ る 。

,従 来 や や も す る と 仕 事 を 教 わ る と い う の は,  隣 の 先 斐 か ら ， あ る い は 係 長 か ら 単 発 的 に 聞 く こ と に

よ り 断 片 的 知 識 と し て 修 得 し て い く こ と が 通 常 で あ っ た が, こ うい うや り 方 で は ， 仕 事 の 体 系 を理 解 す

る こ と が で き ず ， そ の こ と は 自 分 が 分 担 し て い る 仕 事 が そ の 体 系 の ど の 位s を 占 め て い る か とい う こ

と を 不 明 確 に し た。 ま し て や 他 の 同 瞭 が ど こ を 分 担 し ， 何 を や っ て い る か も わ か ら な い 。 そ の こ と は

組 織 が 目 標 と し て い る 目 的 達 成 に つ な が っ て こ な い と い っ て も 過 言 で な い 。

こ れ か ら の 公 務 員 に 求 め ら れ て い る こ と は ， 幅 広 い 知 識 に 裏 付 け ら れ た 創 造 性 豊 か な 発 想 に 基 づ く

企 画 性 や 実 行 力 で あ り ， そ う し た 意 味 で は そ れ が 培 わ れ る よ う な 職 場 研 修 とい う こ と が 考 え 出 さ れ な

く て は な ら な い 。

・研 究 の 過 程 で ， 松 下 通 信 工 業 ㈱ の 調 査 を 行 っ た 際 ， 松 下 電 器 系 列 各 杜 に お け る 「 職 場 開 発 」 を

学 ん だ が ， 非 常 に 得 る と こ ろ が 多 か っ・た 。 若 干 紹 介 す れ ば ， 第13 表 で は ， 管 理 者 教 育 を 充 実 さ せ る こ

と に よ る 管 理 者 の 管 理 能 力 の 向 上 を め ざ す も の で あ り ， 第14 表 で は,  活 力 あ る 職 場 づ く り の た め の9

二－ダ ー 養 成 を 目 差 す た め の も の で あ る 。 こ れ ら の こ と は 衆 知 を 生 か し て 解 決 策 を 生 み だ そ う と す る も

の で ， 新 し い 体 験 学 習 方 式 と し て 非 常 に 好 評 で あD, 活 力 あ る 職 場 づ く り に つ な が っ た とい う こ と で

あ る
○　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・1

本 県 に お い て は,  ま だ ま だ 体 系 的 な 職 場 研 修 を 行 って い な い が.  参 考 に 値 い す る 事 例 で あ ろ う 。 し

か し な が ら ， 当 面 す る 瞰 場 研 修 を 考 え る に あ た っ て は,  職 場 の 全 員 が 参 画 で き る 討 議 方 式 に よ る 職 場m

修 を 行 う必 要 が あ る 。 こ れ は 前 章 の アV ケ ー ト 調 査 に よ って も 明 ら か なよ う に.  職 員 の 情 報 不 足 の

不 満 とい う か, 課 の 仕 事 に 対 す る 参 加 意 識 の 欠 如 を 示 す 結 果 が 表 わ れ てい る か ら で あ る。　　　　jj　　

『|；
全 員 参 画 の 研 修 の 場 で は ， 課 の 目 標 ， 当 面 す る 課 題 等 に つ い て 討 議 し ， 各 人 の 目 標 に 対 す る 共 通 の

理 解 を 得 る こ と や 課 題 等 に 対 す る 改 善 策 や 対 応 の 仕 方 を 学 ぶ こ と が で き る 。 そ の た め,   職 員 は 日 頃 か

ら 問 題 意 識 を もつ た こ と に な ろ う し， 組 織 の 目 標 や そ の 中 で の 自 分 の 担 当 分 野 の 位 置づ け とい う こ と

も 理 解 し て く る 。 こ うい う 研 修 の あ り方 がい づ れ, 職 員 の 参 加 意 識 の 目 覚め と なり, そ の こ と が 組 織 へ の

貫 献 意 欲 へ と結 び つ い て い く の で あ り ， そ の 意 欲 と い う も の が 自 分 の 仕 事 の 理 解 か ら 同 僚 の 仕 事 の 理

解 へ と 進 み ， そ の 拡 が り が 係 か ら 課 へ の 仕 事 の 侈 司 を5ffig に し て い く の で あ る 。 ま た.  職 場 全 体 で 討
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議したこれらの問題をとりまとめ記録することによD, 所属にと,。て大きな蓄積となる。従来ややも

すれば知識や経験が属人的になりやすく. 新しく所属の一員となったものは，引継書，過去の原議や

事業の概要等で自分なりに学んでいくことが多かった。しかし，所属にとっての重要な情報，問題点

が蓄積され。 更に発展的に蓄積量が増せI£. 職員の配置換えにより問題意識が途切れることなく, & 織

として知識や経験が豊富になD. 組織の一一体感は増幅するとともに，組織構成員の問題設定能力も向

上すると思われる。

第i3 表 廠場開発コースのねらい・内容

�ね　　　ら　　　い � 内　　　　　　　 容 � 俑　　　　　　　 考

職

場開

発

リl

ダ
｜
コ

｜
λ �

靫場に要請される課題を主体的 に

っ かみ，職場集団のどこ を変えた

らいいか を発見し，解 決するステ

。プを侈得し， 戦場開発を推進し

ていくリーダーを養成する。 �o

戦場開発の考え方o

マ クo 診断のしかたo

闘発診断のしかたo

チ ームづ くり診断と働きかけo

対人能力o

自 叙 場 診断 と開尭計画案作

成 �

管理監督者 自らが， 職場の実熊 を

つかみ， 全員 をマネジメントに参

画させつつ， 問題解&iをする方法

を侈得。

管

理

者

姐

織
力

開

発

コ

｜
ス �

刻々と変化する組m の問暦状況の

中で， 組rnを動かす 要にある管理

者が主体的 に課題をつかみ，方策

を打ちだしていく7'o セスを体得

することにより総合管理能力の向

上をはかる。 �o

 ダ ースにより事業部 レベルで

の問題状況のは握o

方策案出 力の学習o

職場状況における選択力， 実

行計画力の学習o

対面状況において， 集団や個

人 を勤かす力o

各M) 総合管理力の開発計画

作成 �

職場開発を皮 功させるためには，

管理者の総合管理力の向上が必a

また. 組織を勤かす力を隻うこ と

により, 事業場全体の問題解決 を

はかっていくこ とをねらっている。

職場

ぐ
る
み

の
問
題
解

決
村
萬 �

活力ある職場-fくりのために　同

一職場のメ ンバーがこぞ・ て研侈

に 参加し、 職鴇の問題 を掘り起こ

し，解決策 を立案していく過思で

メソバーの主体性と意欲を高め，

全員参画のマ ネジメント を実践す

る。 �O

ア ソヶ-  ト結果のフ, －ド バ

才クO

 メV バー全員による職場の問

題 の掘!)起こしo

最重要問題点の決定 とm 因の

追 求o

解決策の立案o

実行tt画の作成 �

職場開発のリ- ダーがメ./パーと

ともに,  瞰場闘発を実践す るため

の機会と場 を提供。
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第u 表 戦場ぐるみ研修のねらい・内容

コ ー ス � ね　　　 ら　　　 い � 内　　　　　　　　 容 �備考

ミ ソカウ

ニ ブ(

溺) �

「 対人能力 」の学習のうち， とくに 感受性・

共 感性の開 発を促進する。 胸襟を開い た話し

合いによ9, 相互理解 を深め.  個人 の人間的

成瓦　自由にものがい える風 土づ くり をはか

る。 �

少人数（12名程度）で，講義はい 。 さい 行

わず，自由な雰囲気の中で参加者同士力鴉 供

する自由な話題で， 率直かつ徹腹した話し 合

いに よって人間 としてのあ り方を共に考えて

いくことにより心 と心の結びつ きを実践的に

体傅する。 �1

泊2

日

コ ミュ ―

ケ ーシ ョ

ン ■コー

ス �3

   ミ,   ニケー■y 3ソ， チームワー ク,   リ- ダ-

 シ:,プ, ,s 欲づけ 等について教育 ゲームを

通じて心を開き身体で 体得する過程からチ ー

ムづ くり を体 得する。 �

・ 心構えの畷要性( 自 律訓練法）

・人間理解（ 自己表現・印 象ゲーム）

・コミュニケー■y ・ ソ（一方通行・両面通行

・f ーム等）

・チームワー ク（7  ．-fe ンブリー・ ゲーム等）

・') ーダーシ:。プ（情 轍・組合せ ゲーム） �1

泊2

 日

創造性開

発コース �

創造性開発の基本を理 解し， 諸技法を侈得す

ることにより, 柔歓な思考力， 独創力を養成

するとともに, 職場の') - ダーとして活現す

る。 �

・ブレーV ス1- -  ミソ グ→KI 法

・NM 法

・そ の他創造性開発諸技法

・簡 単なPERT 手法 �2

泊3

日

対人能力

開発「交

流分析」

コ ―ス �

人間が本来持ってい る能力の 可能性を見つけ

出してその成長を援助する一手法であり， 人

がこ れまでや ってきたやり方の 要因に気づい

て, 改善を決意することを援助し， 人院性啓

発をはかる。 �

・自我状態の分析

・対話分析

・ ゲーム分析

・人生 の脚本分析 �2

泊3

 H

I) - ダ ー

■> 。プ啓

発 コー ス

「 人間 関

係 瑠」 �

職場開発に とって震要な側面である「 対人能

力」 の向上 をはかる。 とくに， 相手 の言わん

とす ることを相手の 立場に立って聴く「m 極

的 傾聴」の熊 度を養い相互理解をは かるため

のコ ミ3.
    
―ケ ー・y 。ソ能力の向上をめざす。 �

・意思疎通の問題点と相互理解の体得j

・人間理解の基 本の認識

・素直な気持 を表現し合うことの認識

・自己 認識 と相互理解 �1

泊2

 日

（注） 対象はすべて戦場開発リーダー

第2 節　人員管理システムの改革

L 高 齢 化 し た 職 員 構成 の 現 状

本県知事部局の職員の平均年齢は，昭和53年4 月1 日現在で37.7歳である。（県人事委員会「人事

統計資料」による。) これは，他の都道府県と同様かなり高年齢であ る。 ちなみに,・全国都道府県

の一般行政職職員の平均年齢は昭和52年4 月1 日現在37.8歳である。（自治省『地方公務員給与の実

態』による。）また。本県におけるIS 員年齢別推移をみると，第5  図のとおD ，昭和45年の38～39歳

の山が昭和53年には46～47歳にそっくり移動している。20歳代の若い職員は第7 図を見ても分るとお

り，年々減少している。

この様な職員の高齢化は，組織内部に様々の問題を与える。一つは,管理職層の肥大化である。高度
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経 済成 長の 時 は，新しい行 政需 要 のため多くの職員 を採用し,組織の拡大によってポ ストは 増 え， 日 本独特 の

年 功序 列 シ ステ ムに よ り。一 定 の年 齢 に 蓮 した 職 員に ポ スト を 与 えるこ とが で き た。 し かし， 低 成 長

期に入 った 現 在， そ の よ う なこ とは 事 実上 不可 能に なっ て きた。 組 織 規 模の 固定 化 は， 新採 用職 員の

大幅 誠 に始 ま り， 中 間 管理 層 を増 大 させ 最 後 には 昇 格人 事の 停滞 を 招く こと に な る。

も う一 つ の 問題 は， 全予 算に 占 める 人 件費 の 増大 であ る。 ポ スト 不足 で地 位の上 昇は 制限 され て く

るが, 終 身 履 用 制， 年 功 序 列 ■:/ ステ ムを採 ってい る関 係上， 職 員の年 齢 が 高く な れa 給料 も 高くな り,

その結 果 が 人 件費 の増 嵩 と な って 現 わ れ る。 ち な みに， 財 政 課 資 料に よ って みて も， 昭 和40 年 代の 人

件費 の割 合 はほぼ45* 程 度で あ った が， 昭 和50 年 代に 入 って50* を超 え るに 至 って い る。 も っとも こ

れ4こは ， 学 校の 増 設 に伴 う教 員の 増 加 や 警察 官 の定 数増 が主 な原因 で はあ る が， こ れだ けの 要因に よ

るも ので は ない。 そ してr
      
こ れ ら の問 題は ， 近い 将来 退 職金 や 年金 の問 題 として 宣くの し か かって く

るこ と に なろ う。

第s 図
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資料: 県人 事委員会「人 事に関する統lt報告」による
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第6  El 一般会計歳出（性質別) 予算の推移
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資料： 「各年 度の予算の概要」（神奈川県財政課）による

53

第7 図 知事部局職員年鵬階層別比鮫

資料：県人事委員会「人事に関する統計報告」による

昭和0 年度は41 年1 月1 日現在. 45年度～43 年度は各年度の4 月1 日現在
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2。 職 制 の 再 検 討

公務員の給与体系は，職務給をとウて■おり等級号給に応じて給与が上るようになっている。しかも，

年功序列制をとっている関 係上，ともすれば経験年数を積めば，上位等級への格付けと昇格がなされ

るよう運用されるおそれがある。しかし，前述のごとく職員の高齢化が進んでいく中で経験年数を経

た対象職員を全員上位の職に付けることが困難になってきた。その解決策の一方法として中間管理職

等の職種を増やすという方法がとられてきた。次表に示すように，昭和50年以後に職の増加がみられ

特に2 等級において著しい。更に上位等級の職員をみれa. その増加ぶりは一目瞭然である。

第i5 表　　　 行政戦給料表a 〉適用職員の推移

ズ
�1 ��，　　　2 ����3 ��4 ��5 ��

・6 ��It
���A ��B

�職員数�ma串 �職員数 �
増 加

串 �
瞰員数 �

増 加

串 �
職員 数 �

増 加

率 �
職 員斂 �

増 加

寧 �
収 員斂 �

増 加

串 �
職員数 �

増加

串 �
職員数 �

増 加

串

4 0 �
人52�100.0� 人227

�J
� 人275

�J
� 人1,431

�J
� 人2.323

�J
� 人2^10�、00,0� 人1,587

�J
� 人8,206�100.0

4 5 �92 �176.9�330 �145.4�523 �189.5�1.787�124.9�2.938�126.5�2.237�96.8�1.602�100.9�9,509�a 15.9

5 0 �139 �267.3�643 �283.3�1.009�B65.6�2,732�l'90.9�2,809�120.9�2,425�105.0�1,121�70.6�10,878�132.6

5 3 �157 �301.9�878 �386.8�1.347�488.0�2.895�202.3�3.385�145.7�1,736�75.2�417 �26.3�10,815�O1.8

資料 ：人事委員会「人事に関するmm 告」による

昭和40 年度は41 年1 月1 日現在,45 ～53年は各年度の4 月1 日現在

第8  図 行 政 臓 給 料 表(l) 適 用 職 員 等 級 別 構 成 比 の 推 移4
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これらの職の多くは, 参事，技監，主幹，技幹，副主幹，主査と称され通常スタクフ職と呼ばれてio

り, ライン職とされる部長，次畏, 課長, 課゙長代理，課長補佐, 係長と区別される。しかし，本県

の場合，本来言われているライy とスタプフの違いは厳密には区別されていないのが現状である。そ

して, 職員の間でもスタブフ職の位置づけが極めて不明確であるとの意見が強く，前述のアンケート

調S の結果をみても，全体の35価の職員が現在のスタフフ職を根本的に検討する必要があるとしてい

る。

この様に，上位等級の職層が増えたということは，それらの職員に対するモラール向上等の措匹と

してそれなりの意味を持ったことは否めない。しかし，こ れら性格のあい走いなスタフフ職を含む中

間管理職の増加は，徒らに指揮命令経路や情報伝達経路を複雑にし, 部下に対しては内部的に不嬰の

負担をかけることに なる。また，計画立案から意見決定にいたる責任権限が不明瞭になり，n 任所在

の不明確からお互いにもたれ合う結果を招く。管理階m の中で中間職層を多くすることは,  SI織機能

を脆弱にするこそすれ，プラスの効果を期待することはできない。

さらに.  職員に対する処遇措置として，年功序列制によるバランス昇進を進めていくとmm の長た

るにふさわしいfin と能力が不十分な管理者を生むおそれもあ り. また, If 理者等の選別を不充分に

行うと昇進等期待感によるあたりまえ意識を持たせ，長期的には組m にとって大きなマイナス要因を

与えることになる。

従って，今後の職のあり方については.  給与制厦と併せて抜本的に見直して行く必要があろう。そ

の一つの方向として, 次の専門職制度についての検討を提示しておきたい。

a　 専門 職 制度 の 導 入

上記のような職制上の問題点の解決方法として，新しい知識と能力をもった権威ある専門職制度の

導入が必要である。これは，住民 ニーズの多様化. 複雑化による行政の科学化とも対応する問題であ

る。それには，従来のゼネラリスト尊重型のmm 風土から，特定の専門分野に深い知識や創造性を持

つスー゙・>-ャリストを平等に処遇する風土作りへ変革していく必要がある。liには.   管理者も管理能力

にすぐれた専門職の一分野と考えることにより，管理者も専門職も名実ともに同等の扱いを受けるよ

うになる。それにより, 伝統的な管理者志向型の風土が崩れ，特定の分野に自己の能力と適性を見つ

け仕事に生きがいを感じ，真に組織目標を自覚し信念を持って仕事に励む職員を育てることになる。

この様な傾向は，すでに民間企業においては，最近は顕著になってきておD, 具体的実施に踏み切

っている事例も多い。これらの背景には，中高年齢層の増大や管理職層の肥大化が大きな要因になっ

ていることは否めない。しかし，この二つの対応策としてだけでなく専門職制BE の意義を積極的に，

かつ，前向きに認めて実施している企業もある。一つは，製造業に多いが，レベルの高い多くの専門

戦を育てることにより, 経済環境の変化や企業の,二－ズの多様化に対応しようとする方向である。二

つには，社員全員の専門的知識・技能を飛m 的に高め，経営体制や人事制度の抜本的改正とともに，

組織の活力を高めようとする方向である。

一番目については，単に特定の分野だけに詳しいだけでなく，幅広い視野を持った専門職を育てる

よう方向づけられてい る。そのためには，採用後一定期間は，多くの職場を経験させ,   3)代に入る頃，

自己の能力・適性にあった分野を決めさせている。更には，―つり分野だけでなく. 榎数の分野に精

‾`‘‾／　` ‾　　　`-" い　 ～　＼　へ
通する専門職が生まれるよう期待されてい る。これは, 既存の分野の専門性だけ を活用するのでなく，

¶J/'■-　
。

変化し新しく作られる分野においても十分な対応ができるような配慮である。

二番目の方向については，ある百貨店で行われてい るものであるi)'＼，-一定年数を経た係員は試験を-71
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受けて専門職となる。更に・ 知識・経験を積み，より上位の専門職に昇進する。これを社員全員に適

用することにより，全員が高度の専門知識，能力を身につけ，顧客の多様化するニーX に対応し,
 ま

た，組織の活力を高めようとするものである。このためには，従来のタテ型組織から商品部門別の事

業部制をとり，組織内の分権化と主体性も図ってい る。

この様な観点からみると，組織目的の違いはあるにしても，自治体組織も大いにこの制度の持つ利

点をとり入れ，活用していく余地は大いにあると思われる。そこで，本県において導入を考えると，

次の方向も検討に値すると思う。

まず，従来のスタプフ職を必要最小限に抑えるとともに，まず，専門職に進むべき候補生の育成を

積極的に行う。候補生は，とりあえず ラインの中にいる専門的知識・技能を持った職員とし，その能

力を更に活せるよう配慮される。そして，特定の日には専門的知識が必要とされる部課へ出向いたD,

関連の専門職同志がプ・=・ジータトチL ムを作り個別問題を検討するなど，これらの職員を有機的に育

成・活用する道を探すことが必要となる。そして，これらの制度が根付いた後本格的な専門職制度の

定着が図られなくてはならない。 現在，専門職としては，次の様なものが考えられる。

①　広報・広聴の専門家及び政策実施の際，実施時期・実施方法について社会心理学的立場を踏ま

えた専門家

②　今後，政策決定の際必要となるであろう代替案の各分野別比較調査・科学的評価方法を身に・"J

けた者

③　研修機関において. & 制課目. 経済学, 財政学などを実際の行政課題と結びつけて講義を行う者

④　組織管理，監査事筋等組織内部を客観的・科学的に診断する者

⑤　中小企業の経営診断・指導を行う者

⑥　社会調査・統計解析の専門家など

更に，行政の多様化・科学化に伴い，上記以外にも多くの専門職が必要とされる日は近いと思われ

る。

しかし，専門職制度の導入にあたって特に注意すべきことは，この制度が単なる管理職のポスト不

足を補完するものとして考えてはならないことである。そのためには，各専門分野の指導者を招き辱

門職と共に研修や研究を継続的に行うことや，一定期間あるいは特定の日に大学院等で学ばせたD,

場合によっては学位取得の便宜を与える必要もあると思われる。この意味から，現在行っている大学

院派遣研修や海外派遣研Giも専門職育成の観点から一体性を持せて行えば，より効果的になると思わ

れる。

更に重要なことは，専門職だけが専門性を発揮していくのでなく，その職場の職員全体の専門性を

商めるよう牽引的役割も果さなくてはならない。そこで，耶門職は各所属で行われる職場研侈の重要

な位置をしめることになる。

また，専門職は一つの分野に精通した専門家ゆえに固定概念に囚われることのないよう，関連する

他分野についても常に研究を怠らず新しい行政課題に立向う姿勢と熱意を持たなければならない。そ

うして，はじめて他の自治体の範たる専門職制度が神奈川に生まれることになると思う。

4 人 事 評 価 制度 の 確立

(1）試験都l度

既に述べたように，組織の拡大が望めないため，当然，管理者層を中心とする上位職層は限られ

てくる。専門職の充実が図られても，管理者への登用は職員にとって大きな関心事であD,  適正を
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欠く管理者の登用は職員のモラル低下につながる。又，組織自体にとっても，有能で洒性のある管

理者をいかに選別するかは，組織の衰退に かかわる大問題である。

そこで，登用の客観性の観点から，試験制度が論じられることになる。地方公務員法においては

第l7条で採用だけでなく昇進も原則として試験による旨定めている。しかし，都道府県で管理監督

者の昇任を競争試験で行っているところは全部で5 団体である。内訳は，大阪府・埼玉県・福島県

広島県の4 府県で係長昇任試験を，東京都で課長昇任試験を実施している。その他に，昇任の際，

特別研修制度を設けている県がi 県，面接と論文提出を求めてい る県が1 県ある。残りの府県では

入庁年次，試験区分を考慮し一定の必要年数を満しでいる者のうち，勤務実績及び職務遂行能力等

を判断して昇任者が決められているようである。

これは，試験制度の持つA リフト（例えば，客観性. 公正さ，知的学習風土の促進2〉よD, 試験

実施のm 雑さや次の様なデメリプトの方が大きいと考えられているからだと思われる。

デメリ。トとしては，次のようなことが言われている。

①　いかに客観的で公正な試験制度，評価方法であっても職務遂行能力と一致しない場合がある。

現在，実施されている都府県の出題は.   事務系の場合，一般教養，経営学，行政法, 経済学，財

政学が中心となっている様である。しかし，知識を中 心とした試験では，真に必要とされる行動

力・判断力・指3J 生（当然，上記知識に裏打ちされた。）がは握できない。

②　手段が目的化してしまうおそれが強い。試験制度においても，本来の業務がおざなりになり試

験にバスすることのみに全精力を傾ける傾向が生ずる。更に. 職場内においても，受験資格者に

対する事務景の配慮等が事実上行われるなどm.織自体に与える悪影響も大きい。

③　 競予には. 失敗がつきものである。特に合格串が厳しい 試験にあっては，大量の不合格者を生

む。特に, ロ本の様に他Sl織への水平移動が社会的に少ない場合，これらの職員は, mm 全体の

モラルの低下を招く。

しかし. 試験制度がこの様な大きなデメ') ットを持つからと言って現状のままでよいという訳で

はない。既に述べた様に職員の年齢構成がひょうたん型から，いずれ中ぶくれ型に椎移する中で，.+:

スト不足による昇進の遅れ（従前の昇進年数と比較して）が深刻化してくる。その際の選考基準

の不明確さについて職員が不満を増幅させ，それが粗織の沈滞につながっていく可能性は極めて高v^

今回実施したアソヶ－ト調査によっても，試験制度の導入について前向きに検討する余地がある

とする意見を含めると，各層とも積極的意見が全体の40嗚を占めている。否定的意見は，時間をか

けて検討すべきだとする中立意見を除いても約20知こ過ぎない。又，既に管理者となっている課長

の約5〕'JS以上が，試験制度に積極的だということも注目に値する。これは，自分にとって直接の影

響を受けないため，自己の利害から離れた意見であるし，また，職務経験の長さや管理者経験から

言って，他の職n の意見より客観性が高いからである。

従って, 試験制度のノ リフトを十分いかしデメ<}  フトを最小に抑える方法を検討し, 職員の大多

数の合意が得られるよう客観的な制度作りが必要である。また，将来的には前述の専門職の昇任試

験と平行して行うことが望ましい。一定の経験を経た後，管理者として進むか，自己の特t生を生か

し専門職に進むか選択させるためである。

とりあえず，管理職の試験制度のみ考えてみると，次の様なものも検討に値すると思われる。

① 試験の対象はできるだけ上位の職層とする。 （例えば，行ii）給料表2 等給A に昇格する層）こ

れは，かなり年齢の高い層で実施することに より，大量の失敗者を作らないことと，受験資格の
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ある階層までは現在の昇格基準でいくため.   勤務実績や執務遂行能力が重視される結果となるた

めである。

②　試験の際は・ 過去の勤務実績や仕事に対する意欲等も十分考慮すること。これには後述の客観

的で公正な勤務評価の存在が前提となる。

③　記述テストは，単なる暗記によるものでなく，過去の経験や蓄積を生かせるよう配慮すること。

④　公正を期するため，例えば県の部長級職員複数による評価委員会を設け，面接，集団討議. ロ

ー“’・プ゛イ ンク（例えば，県民や関係機関の職員との折衝場面）, その他管理能力の判定技法

を用いること。そして，リーダーシフプ，決断力，交渉力等も可能な限り評価すること。

この様なものは一試案であるが，より具体的に検討し，実施可能な制度案を早急に作成すること

が望まれる。その際，幅広い知識に襄打ちされた行動力，決断力,     リーダーシフプを持つ管理者を

いかに選別するかが問題となる。又，受験者には，充分な研修の機会を与える必要がある。そして，

学んだ知識を活かすよう（例えば，行政管理. &. 営学，行動科学，管理者論等), 職場研修を含め・

た風土作りを行えば，試験制度の波及効果も少なくないだろう。

（2） 勣務評定

自己の努力や能力発揮に対し他人から公正な評価を受けることは, IS しも望むものである。たと

え，給与や処遇と結びつかなくとも. こ れが自己啓発や仕事上の創意・工夫を生む刺激となる。

地方公務員法においても第^o条で「任命権者は. 職員の執秘について定期的に勤務成績の評定を

行い，その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。」としている。

本県では，従来からの上司の一方的な勤務評定 を改め，昭和50年に「職務記録- 職務観察記録」

といういわゆる自己申告制度を取入れた。これは. 職員の能力向上，指導育成. 適材適所を目的と

しており，内容も活用しやすいように考慮されている。

しかし，これらの制度が央際にいかされるには，日頃の職晨の指導・育成が必要であり. その一

年の総決算がこの自己申告制度でなければならない。この意味で，現行の制度が本来の趣旨にそっ

て充分運用されているか若干の疑問が残る。

更に，昇任，昇格の際の評定基準の大きなウェイトを占めるものであれば，数量化・客観化は必

要であると思う。特に最近の様にポスト不足からくる昇任，昇格基準の戴しさを考えれi-£，職員を

納得させる客観的評価が是非必要である。前述の試験制度も一つの方法であるが，客観的評価もそ

れに劣らず重要である。

従って，人材育成という観点から自己申告制度のメ’リフトをいかしながら，以前に行われていた

様な数量的評価も復活すべきであると思う。その際，評m のばらつきや上司の恣意的評価を防ぐた

め評価方法のマニ，アル作り（数人のモデルを描き，具体的評価方法を例示する等）や，評価方法

の研修等が必要となろう。

また，ある人を誰がどの様に評価したか，一期間の特定の人の評価だけでなく，過去何年かにわ

た9. 整理し記録される必要もある。上司は，部下の指導育成や能力開発にも責任があD. 管理・

監督者としての指導能力も問われなけれijfならないからである。この意味から，上司の指導性，リ

ーダーシ, プについて，一定の制約の下で部下からの評価方法も検討に値いするであろう。更に本

県の場合，自己申告制度により上司と部下が能力・適性等について話し合うmm があるので，評価

結果から見て改善すべき点の多い者や，自己に対する評価に疑問を持ってい る者等に，一部公開す

ることも必要である。すべての幟員に内容全部を公開することは弊害が大きいと思うが，本県の実

情に合うよう部分的公開とするとともに，単なる職員間の格差評価でなく職員を指導・育成するた
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めにも利用できるよう検討すべきである。それが，本来勤務評価の原点であ り, 職場をより明るく

民主的にする要因になると思う。

5. 職種 転 換に よ る 能 力 再開 発

県の靫n は,   ゙ Iv肪系を除くと各種の分野別の試験 に より採 用さ れてい る。 従って，行政需要が

減少していく分野ではどうしても. 人n 配置が洒iHを欠くことになる。これも行政が目慄を先収りし，

スクラフプ・アノト’・ビルドしていきにくい大きな要囚である。

そこで，これら縮少部門の専門職員（特に技術系）に，-I-分な時間と援助を与え他の部門への職i

転換を図らせる必要がある。それには，畏朋的，実践的研修制度が必要である。実施方法としては，

司I  ～2 川職挿転換び）ための研柊( 竹用いff.川・予筧等の火筋型研侈）を長閲にわたり実施しながら，

他の各職場を回り火防を陥験する出張研侈を併川するなどきめ細かい研修が考えられる。また，一般

小拐でなく. 他の技術系岐liになることを"ilむ場合，自然科学の蛾礎的知識は既にもっており，大学

の専門課程を聴講生として学ばせればよいと思う。既に，特定分野の専門家として十分な知識と経験

を持っている職fiであり，十分な措置を講ずることにより他分野でも必ず能力を発揮できると思われ

る。

このことにより. 従来からの事務職員や技術職員にはないユニークで新鮮な感覚を持った優秀な職

員が生まれると考える。
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が
、
自
ら
の
地
域
を

ど
う
す

べ
き
か
其
剣
に
討
議
す
る
と

き
、
市
は
今

ま
で
の

タ
テ
割
行
政｛

業

務
分
担
制
度
｝
で
は
充
分
に
市
民
の

要
望
・
意
見
に
対
応
す
る
こ
と
は
困

雅
で
す
。

そ
こ
で
、
本
市
で
は
従
釆
の

タ
テ

割
行
政
の
欠
点
を
克
服
し
、
よ
り
市

民
の
意
向
を
市
政
に
反

映
す
る
た
め
、

市
職
員
の
一
人
ひ
と
り
が
各
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
担
当
者
と
な
り
、
担
当
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
問
a

を
把
幄
し
、
地

域

の

問
題

解

決
に

は
ど

う
し

た
ら

良

い
の

か

を
市

民
と

と
も

に
考

え
て

い

こ

う
と

す

る
の

が
、
地

域

担
当

制
と

い
う
習

志
野

市

の
ユ

ニ

ー
ク
な

機
構

で

す
。

地

域

担
当

職
員

は
、
地
区

長
｛

部

長

・

次
長
相

当
職

｝
、
班

長
（

課
長

相
当

職

）
、

班
員

に

よ
っ

て
構

成

さ

れ
て

い
ま

す
。
そ

し
て

各

担
当

職
員

は

、
地
域

会

議
、
地
域

予
一
葬
会

議
の

出

席

を
は

じ
め

、
浦

掃
活

助
、
緑

化

推

進

事
業

、
敬

老
会

な

ど
の

各
地

域

の

活
動

に
直

接

参
川

し
、
地

域

の

人

々
と
じ
か
に
接
し
な
が
ら
、
地
域

に

恨
づ
い
た
発
展
の
方
向
を
模
索
し
、

行
動
に
う
つ
し
な
が
ら
、
行
政
の
実

効
性
を
高
め
て

い
ま
す
。

◇
地

域
会

議

、
地

域
予

算
会

議

地
域

会

議

は
、
地
元

町

会

、
自
治
会

老

人

ク
ラ

ブ
や
婦

人
団

体
、

公
共

施

設
の

長

な
ど
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各
極

団
体
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代

表
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な

ど
で

構

成

さ
れ

、
月

一
回

を
原

則

に
開

催

さ
。れ

ま

す
。
ニ

こ
で

は
、
地

域

庄
民

と
地
域

担

当
職

員
で

、
毎

日

の

生

活

に
か
か

お

る
こ
み

、
道
路

、下
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、
防
犯
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と

か
ら

教
育
環

境

に
つ

い
て
ま
で
広
一
粒
な
問
S
I
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つ
い
て

。
卒

直

な
意
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し
あ
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、

そ
の
解

決

の

手
法

を

協

議
、
険
討

す

る
場
で

す

。

地

域

予
耳
会

議

は
毎

年
9

月
_
_
o

企画調整？

・ 間題によっては財政. 長期

号

点からチェックを

うけるため合議。

圃尚 尚t

地域担当制の処理ルート海 域会議｝

n：
i
;
Eか
れ
、
地
域
担
当
Q
n

が
市

の
財
政
状
況
や
し
く
み
を
説
明
し
．

地
域
住
民
と
の
共
通
理
解
の
も
と
に

地
域
の
問
題
に
つ

い
て
の
意
見
、
要

を
f

ね
、
そ
の
結
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を
市
の
I
直
や

予
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反

映
さ
せ
よ
う
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す
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も
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で
す
。

望
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そ
し
て
解
決
の
手
法
な
ど
討
巌
　
　
◇
コ
ミ
ュ
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ィ
セ
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－

－

－

‐

－

－
皿

担当 部局の

管理課

詞

タテ罰り組織への

オン ーライン苦惜 ・要望
当坦域.地砲

口

担当課

W 四 画 ㎜ 心

事単杖

または
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‐
1

－

－

‐

」
｀

㎜ ・ ㎜

地
　

域
　

会
　

撮

域
　

呟
　

民

③ 回答 を受けた地a 担当職目は、

苦情・要望を地元に 回 答する。

② 担当 部局の回答 を要ずる問 題は

各部局の管理課 へ。

管理課は担当課の回答 を地域担

当職 員へ。

J・ 言情・ 要望 などのうちgn

答 できるものli、そ

の場 で回答 する。

回答は。 迅速に回笞す

べ き問 題. 次回の地域

会JSに 回答す るものな

ど. 緩急順 序 をつけて

処 理する。

ま
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づ
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・
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居
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居
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に
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所

・
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同

・
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・
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れ
る

な
ど

、
習
志

野
の

理
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2 －1　 習志野市の地域担当制と地域会議

1. はじめに

極めてユニークな自治体によるまちづくり事例として全国に知られることとなった習志野市

の地域担当制は，昭和42年4 月に初当選した革新市長，吉野市長の提案によるものとされてい

る．急激な都市化により大璽に流入する新住民の多様な要求と. 新しい都市問題の中で，これ

に全く対処できない行政組織と職員白身の体質の両者を改革しようとしたのが. 地域担当制の

当初の目的である．官原的タテ割り組織から抜け出て，職員白身が，まちの中に入り込み，ま

ちで今何が起こっているか，住民が何を考え何を要望あるいは提案しているのかを直接理解し，

それを市行政の中で具体化してゆくことを目的とする地域担当制は, 職員と行政機構そのもの

に課せられた課題であった．

（1  旨地域担当制と.は
｀　’ご

匹 岸m.-SK昇皿Sim-h 止堂捷E:ま でntz='  i 丿三し ーこ

芭匹比 些M^- とiiJSlμこ地域担当瞰員として所属し. まちづくりを総合的ぶ;m 野ヱ 考えー＿実-IX.x

‘'
する制度ぼ，この制度 ）.発足後5 年以上経過した昭和48年から50年にかけて，住民側の参加-．

組 織 で あ る 地 域 会 議. 地 域 予 算 会 議 が 各 地 域 に 誕 生 す る こ と で ， 行 政 と 住 民 が 両 綸 と な っ て

腎.J.a　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・‾‘'I'－~¨---,-,〃 ミ〃・‘　-.　　　　　　　　 －I

 T -ヽ ，
地 域 単 位 の コL. 一=-にー(ごづ_乙.りヱ 柵 想 し 発 行こむろA 本.制 然 暗 立4 ・る,
二

か ら10 年 を 経 過 し た 現 在

弧

る 地 域 の な か で 大 き な 成 果 を あ げ て い る 地 域

がある一方，それぞれに異なる様々な問題が各地域で指摘され. 新たなる展開のための模索

が行われている。

本論では，地域担当制発足から現在までの経廸を整理し ，その時々に生じた問題と成果を

指摘し ，この制度全体の評価をしたのち今後の課題について考察する。

｀ヽ 2./地域担当制の発足から今日まで
心 ・・ ミ ～ ．

ミ ー.a ミ ．L-- 〃-- ．．－- －－ ミ
へ ー

ここでは ，これまでの経itを. 以下の3 期に時期区分して ，こ れまでのおおまかな流れと ，

その時々の問題点を 整理する。

（メ 〉第1 期|（ 昭和42 年から昭和45 年まで-)―・地域担当|制s）発且と定M-
4 f　　　-W ・’″゚  -■ふー-・-　■・

（ ロ ）。第2 期( 昭和46 年から昭和50 年まで ）: 地域会議による住民組織づくり

（ ハ

∩

第3 期( 昭和51年以降）

地域廻当制発足と定着

：地域担当制と地域会議の結合

－4 －
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（玉 口 きmM 劃Q え 足

照 巫 鍵-8JJ 日し 爽讐市政発足|後 。半年をまた＼ずエ_r,  地域担半柳色越丘旦 移/在夕 か

行政の民主化をまず第一に掲げ「ガ ラス張りの市政」をモットーに新しい自治体を打ち出す

なかで ，「官僚制の排除と閉鎖的で厚 直的な行政組織の改善が急務」とされ"■各部課から渠

まった職員が一定の地域を分担することによって, 各地岐の実状te圀と問題点を集約してタ

テ割り行政の欠点を 哺い ，住民の意向を市政に反映さ,せること」( 昭和43年10月広報習志in

匹 ・

このような目的を持つこの制度は市内を5 地区. 25 班に分け495 名の職員で発足した。そ

して屑U多|には二j?］志|野市地域担当制実施規則」か制定して昭和43キJ  進上旦 ) され，行i&まll-

－

度として正式に発足す_支。

（ ロ ）市内行政査察

地域担当制とともに発足した広聴活勣は ，市長への手紙，市長面接日など数多くあるが中

でも重要なのは ，後巡する各託管理課体制と市内行政査察の2 つである。市内行政査察は当

初2 月に―度，その後地域担当制とリンクされるようになってからは年に―度，市艮はじめ

各部課艮と地域担当幟員が地域を回り現地を査票し地元住民と意見交換を行うものである。

後にこの制度は「 市艮行政査察」と呼ばれるようになり ，地域担当により位置づけられた

地域の諸問題がいかに改善されているかを 査察するという機能となり ，様々な問題点につき

市長の改善命令か出されることになる。

（ ハ）各部管理課体制の確立

昭和43 年7 月の組織改正で新設された各部管理課は「 筋内各課に関連する，市民からの苦

清を処理する窓口となると同時に，その問題点を ，他郎との連携をはかりながら行政の中に

反映させる施策』（ 昭和43 年10月15 日広報習志野より 〉として考えられていた。 現実には当

時の企画室が
’
この亙引 隠 影j 娯 丈

5
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検討した。

●地域の町会組織に債極的に加入し各種事業のパイブ役となる。

●この制度によりめざめた職員により4つの職員学習サークルが誕生した。

（昭和44年6月1日　広報より〉

（2 ）　地域会議による住民参加の組織づくり

地域担当制による行政組織の地域別ョコ割り組織が定着し，さらに白冶体の長期構想に位

置づけられる「文教住宅都市憲章」が制定されると，まちづくり，都市づくりを積極的に陛

進するための住民側の組織が必要となってくる。
士

市と定め ，こ れを実現するために重 つとめ」と「

～`

市
へ

長及び関係機関のつとめ」が明記

され。市行政と市民が車の両輪となって都市づくりを推進する姿勢が明確にされている。そ

してその憲章を推進する手段として「准進ia議会の組織化」が次のように掲げられている。

「文教住宅都市憲章の注進と各地域における活動をとおして，まちづくりに積極的に参画

する会員によって組織します。これは各町会，自治会，サークルなどを単位に匪せんざれた

会員による住民組織で会員より評議員を選びます。( 担当は企画課〉）（昭和45年7 月15日，

広報習志野より）

そしてこれは「憲章推進の会」という各称で・へ「9 つの小学校区ごとに地区協議会が設立X

され，その代表者と行政機関の代表者で全削な議会が設立される。地区i嘉議会は住民代表で
’　〆゙ 　　　　1

ある幹事および，行政機関（ 地域登ぶ制班長, 施設関係者等）で構成し，地区内の事業活動

。／　　。
血 」( 昭和46 年1 月15日 ，広 報習志野）するものとされている。の計a ，策定，実践方法をta議」（ 昭和46年1 月15日 ，広報習志I?) するものとされている

すなわち行政の地
臨 言

に対応する地

こ

ことの住民の協議会を住民各層. 各団体で組織し

これと行政が一体となってまちづくり都市づくりを進めること夕{目論まれたのである。Iこれ

乙 。　　　　　ノ　　　　　ソ
‘i  

・

　

公報には「→ 市民が会員と なって 市民都市・

昭和46年6 月の

野を築きましょうJ という呼びか

けが一面見出しをかざり ，いかに当時の市行政がこの組織化に力を入れていたかそうかがわ

せる。そして推進の会の清掃の日（ 毎月20 日 ）や緑化運動への全 市民の参加を呼びかけてい

る。

―"X^ ^^_^ 
■ ''"^^ ~^^  ■   J　　 － ‾　　／ ・` ／　　’

は な く ，行 政 あ る い は 市 長 に よ る 市 民 の 組 織 化 が ，半 強 制 的 に 行 わ れ る こ と に 対 す ろ 反 発 が7n



ぐ
対 世 ゛ ，I

’ヤ フ 雨 ・ゲ

｀ 川 ペゾ り 佃 丿 浅

強くなっていった。「 推進の会」設置の防犯灯だけに市から設置捕助か出ることに及んで町

｛ エ こ^0.  ^m.  ^t ヾ 皿

<D工じ 之 ジ 差 歩足 組織iUCJ2Jil: ユ心リし こ 少く。

（口）コミュニティプランの作成

昭和47年になると. 地域担当制と住民組織との対応でif られた様々な課題を長期的視野で

解決すべく，小学校区単位で設定された各地域ごとに広報の1 ページがざかれ，市民に紹介

されてゆく。これらのプランでは，小学校がコミュニティスクーリレとしてm 確に位g づけら

れ，これを中心に公園緑地や. 施IS計画か作成されている。このようなカルテとプランづく

りは他の都市でも例はあるが，これか地域担当職員と, 後に生まれる地域予算会議。’地域会

等を通して住民が参加のものとで作成され実行される体制は，習志野市の極めてユニークfi.

点であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　・

（ハ）地域会議の設置と地岐予算会議　　　　　　　　　　　　　　　　卜

このような経哨を径て. 地域担当制とのパイプとなる住民組織として，地域予算会議が昭

和48年から設置され, 昭和50年から各地域でこれが恒常的なものとなり地域会議が設置され

る。この地峨会地!廼 畔 火 戸
＼仏

岫緩 和^ ≒ 知 憚 芦^ 卵 如 ・

（I　　　　。／　　／　　　　　　　　”‾‾‘‾
加で「市内各地でそれぞれの地区こ万どに。「地域会議」とか「地域集会」という名称で地域住

民の話しあいの場」が持たれなのに始まり地域ごとに活動のしかたは様々である。しかし，
ど

,9 月.  10月の地域予算会議の時期には，地域の問題と要求を汲み上げる機能は最低限果たし

ている。

資料③に示すように，地域会議で議論されたこと等が。地域予算会議をとおして　の予算　ノ声　　　 。I

 編成に反映ふ れS ことになり。地域会議及び地域予算会議は地域廻当制とともにコミ・ユニテ
。
‾̈　　　　　　　　　　　　　　y/‘/　　　　　　　　　　　　　　　　。

イづくりの重要な柱とな。よてぃる。 ミ

( 3 ） 地域会議と地域
ム

制によるまちづくり

せ る こ と を 義 務 づ け ，広 報 で も 地 域 会 議 の 内 容 を さ か ん にP  R す る よ う に な る 。 そ し て.  毎~
一‾~' 心 ・一心 ＼ ，_ 。 ・一一一，‘-　 ・` － ぺ 。一'ヘ　 ヘ ー－。 ヽ

，　・,-
‘心　1

年 秋 に 開 か れ る 地 域 予 算 会 議 を 含 め, 地 域 単 位 を 基 盤 と し 地 域 担 当 制 に よ る ま ちづ く り の 方

法 は4 召和50 年 か ら52^ か け て 各 地 域で 住 民 組 織 の 側 か ら も 一 応 の 形 が 整 え ら れ た 。
，　　　　　　　　Z

し か し 現 在 で は ，こ の 地 域 会 議 の 内 容 や 運 営 は 地 域 に よ り ま ち ま ち で あ り ，月‘に ¬ 度 定 例

－7 －

7 ＼l



の会合を持ち理想的に機能している地t或がある一方，予算時に一部の団体役員のみで運営さ

れ，一般の住民から全く遊離してしまっている地域もあるなど多くの問題をかかえている。

3。 地域担当制の評価と今後の課題

さて. 地域担当制の現状は, 地域予算会議とともに市行政の中に定着した一方, 当初の熱気

が薄れ一部にマ
エ

ネリ化を憂う声もある。しかし ，これまでの成果は大きく ，それらをまとめ
一　二。・レ ゝ　しゝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

ると以下の点に集約できよう。

（ イ)  職員が担当地域の問題を通してまちづくりの真の方法を自ら開拓し ，それを日常行政の中

に定着させ, 自ら担い手となるなど,  職員の研修として大きな成果をあげた。

（ ロ)  住民はコミュニティプ ランの作成と予算会議を 通して ，自力的に行うまちづくりと行政の

役割をmm するようになり ，住民の側にまちづくりの担い手が多く育った。

一方. Jil下のような問題も指摘されている。

（ ノヽ ）地域会議 ，地域予算会議が一部町内会役員など固定的なメンバーだけで運営され. 真の参
し ．

j

加とはほど遠い 姿になっている。（ このことは資料－R に示す地方自治研究資料センターの

調査でも地域会議の周知度が極めて低いことから も裏付けられる。 ）
七 ・ ～ ‾ 心卜 －

（ ニ ）地域会議が有効に機能していない地域，あるいはこれとつながりを もたない住民にとって，

地域会議が行政の「 かくれみの」的な存在になり かねない。

（ ホ）本来，地域と行政をつなぐ役割を果たすべき議員がこのシステムからは疎外され，さらにy
。

／議会においても地域会議の存在が足カセになることがあるなど ，正当な手続きにより選ばれ

た議会との関侃が整理されていない。
ヘ ・ゝ ～　゙ 　　k、.I`。一一’-ヽ-Z　`-　・-へ

（ へ）文教住宅都市憲章や地域ごとのコミュニティプ ランの推進など ，積極的なまちづくり都市

づくりの主体に発展した地 域担当制が，単なる広 報公聴活動という受け身のものに逆もどり

つつある。（ 現に昭和60年の機構改革で担当が企画調整課から広報課に移されている。）

( I-）本質的にタテ割り機構である行政組織の中に地域担当制というヨコ割り組織を 整合させる

ことか極めて困難であ る。（ 各部局に地域担当から上ってきた問題の窓口になるなどの目的

で設置された管理課体制も機檎改革で消滅してい る。

現在習志野市では新しい長期計画が作定され地域担当制についても，さらに有効なものと

するための検討か内部で行われてい るという。このシステムをさらに飛躍させるためには上

己 こ^t を ヾ （ ご 　

が最重要の課題であろう。m 述した「憲章唯進の会」の評価と反省から ，真に住民を代表す

－8 －
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る地域会滋をいかに組織するかが，行政. 市民の両者に課せられた課題である。

（ 参考文献）

(1)  鷲北祐孝( 昭和49年2 月）「魅力ある都市づくりの試み」. 地域開発

(2) 加藤一明(BS 和53年6 月）「現代行政と市民参加」，学場書房

(3） 沖　　浩（昭和58年12月）「千葉・習志野一地域担当制と住s.参加」, 事m ・地方自治第

一巻・行財政改革

(4)     地方自治研究資料センター（昭和59年3 月）

（行政の効果と限界 □V) 一 地域社会の') - ダー－  I

なお ，本稿をまとめるにあたり ，習志野市広報課長三鴎陸雄氏にお話をう

資料の提供をい ただいた。
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コスト分折V　 行 政 の生 よi生向 上 ，

に
、

横

か
ら
の
調
整
権
が

は
っ
き
り
と
与
え
ら
れ
て

い

な
い
た
め
、
人
間
関
係

に
頼
っ
て
い

る
だ
け
で
あ

る
こ

と
。
こ
れ
と
の
関

連
で
予
算
上
訓
整
費
の
よ
う
な
も
の

が
欲
し
い
と
し
て

い
る
。
最
後
の
点
は
、
五
十
七
年
度

予
算
に
お
い
て
、

マ
ト
リ

″
ク
ス
関
係

の
予
算
を
包
括

的
に
査
定
し
、
執

行
協

議
で
几

体
化
す

る
こ
と
に
よ
っ

て
室
長
の
権
限
強
化

を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
相
当

の
改
善
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
行
政
へ
の
マ
ト
リ

″

ク

ス

導

入

は
、

ま
っ
た
く
実
験
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
さ
さ
や
か
な

実
験
で
も
相
当
の
メ
リ

ッ
ト
が
確
認
で
き
る
。
岡

山
県

も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
多
く
の
地
方
団

体
で
、
両
断
を
　
3
5

も
っ
て

新
し

い
実
験
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す

る
も

の
で
あ
る
。

71u

二

総
合
窓
口
制
に
つ
い
て

府
中
市
の
試
み

須
　
藤

萬

五

郎

府
中
市
市
民
部
長

は

じ

め

に

府
中
市

は
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
に
一
町

二
村

が
合
併
し
て
府
中
市
制
を
施
行
し

た
。

首
都
東
京

の
副
都
心
新
宿
の
西
方
約
二
二

キ

り
に
位

置
す

る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
区
部
の
人

口
膨
張
に
よ
る

ベ
ッ
ド

タ
ウ
ソ
と
し
て
急
激

な
人

口
川

に
悩
み
、
特

に

昭
和
三
十
五
年
か
ら
昭
和
四
十
七
年
頃
ま
で
に
は
急
激

な
増
加
を
み
た
が
、
以
後

は
徐
々
に
落

ち
着
き

を
み
せ

て

い
る
。

こ
の
状
況

か
ら
事
務
量
の
増
大
に
伴

い
旧
来
の
方
法

で

は
対
処
で
き
な
く

な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
昭

佃
三
十
四
年
十
月
に
行
政
混
″ｓ

近

代
化
委

員
会
を
設
逞

し
、
研

究
部
会
と
し
て
、
窓

口
事
務
、

計

算
事
務
、

物
品
管
理
事
務
、

文
古

管
理
事
務
の
四
部
会

が
併
設
さ
れ
、
事
務
改
善
の
研

究
が
進
め
ら
れ
、

窓
口

事
務
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
六
年
四
月

一
日

よ
り
実

施
し
、

こ
の
改
善

を
第
一
次
事
勧
改
善
と

呼

ん

で

い

る
。

①
　
最
少
の
経
費
で
集
中
管
理
の
移
行

の
た
め
の
抵

抗

を
少
な
く
し
、
最

大
の
効
果

を
あ
げ
る
よ
う
に

す

る
。

②
　

事
務
処
理
方
式
を
標
準
化
し
、

事
務
処
理
手
統

を
簡
素
に
す

る
。

③
　

帳
票
、
台
帳

の
統
合
に
ょ
り
集
中

的
事
務
処
理

を
可
能
と
す
る
。

1
　
第
一
次
事
務
改
善
の
主
眼
点

サ
ー
ビ
ス
機
関

と
し
て
の
本
質

に
基
づ
き
、
あ
く
ま

で
も
市
民
の
立
場
に
立
っ
て
占
民
の
福
祉

の
増
進
を
図

る
と
共
に
、

そ
の
事
務
処
川
を
組
織
の
中
で

い
か
に
合

理
的
に
運
g

す
る
か
と

い
う
こ
と
に
E
以
を

お
い
た
。

2
　
窓
口
事
務
統
合
化
の
基
本
的
考

え
方

改
1　
の
目
標

は
、
行
政
官
務
能
率
の
向
上

と
市
民

に
4

す
る
サ
ー
ビ
ス
の
増
進
と
い
う
・
T
こ
で
あ

る
が
、
モ



ト')    ッ クス 組 織 の.;偉人 一 岡山 県 の試 みマ

策
室
に
集
ま
り
、
図
2

の
よ
う
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
所
属

の
命
令
を
受
け
な
が
ら
所
属

の
事
務
を
行

う

と

同

時

に
、

青
少
年
対
策
室
長
の
施
策
間

調
整
に
関
す
る
命
令

を
も
受
け

る
こ
と
に
な
る
。

身
分
は
原

所
属
の
ま
ま
。
二
元
的
命
令
組
織

大
き
な
対

立
が
生
ず
る
こ

と
は
な
い

青
少
年
対
策
室
の
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
者
の
身
分

は
原

所
属
の
ま
ま
で
、
事
務
も
原
則
と
し
て
原
所
属

の
小
務

を
タ
テ
系
列

の
命
令
に
よ
っ
て
行

っ
て
い
る
の
で
あ

る

が
、
業

務
の
調
整
を
行
う
う
え
で
室
長
か
ら
枇
系
列
の

命
令
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
二
元
的
命
令
組

祓

で
あ

る
。
こ
の
た
め
、

た
と
え
ば
、
社
会
教
育
課
の

担
当
者

は
、
業

務
を
進

め
る
う
え
で
社
会

教

育

課

長

（
教
育
長
）

の
命
令
を
受
け
る
と
同
時
に
岩

少
年
対
策
9

　長
の
命
令

に
も
従
わ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に

な

る
。
こ

の
両
者
の
命
令
が
相
違
し
た
場
合
に
は
ど
う
な

る
の
か
。
調
整
が
不
能

の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
所

属

長

の
命
に
従
う
こ
と
に
な
る
が
、
平

素
か
ら
常
に
対
策

室
内
で
。
青
少
年
を
取
り
ま
く
環
境

や
青
少
年
行
政
に

つ
い
て
情
報
交
換

を
行
い
、
共
通
認
識
を
醸
成
し
な
が

ら
施
策
を
実
施
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
き
な
対
立
が

生
ず
る
こ
と
は
な

い
と
考
え
て
よ
い
。

地
域
の
ニ
ー
ズ
が
多
面
的
に
吸
収
で
き
る

各
担
当
者
の
発
想
、
情
報
を
相
互
に
交
換
で

き

る
。
単
な
る
寄
せ
集
め
を
超
え
た
相
乗
的
効
果

こ
の
組
織

の
メ
リ

＾
ト
を
石
井
氏
の
盤
川
す

る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
。

印
　

地
城
の
ニ
ー
ズ
や
青
少
年
の
意
識
が
多
而
的

に

把
握
で
き
、
社
会

繩
済
の
変
化
に
伴

う
新
し
い
事

態

に
も
迅
速
か
つ
柔
軟
に
対
応
で
き

る
。

帥
　

担
当
者
は
、
従
来
の

タ
テ
割

組
織
で
養
っ
た
専

門
的
知
識

や
発
想
・
情
報
な
ど
を
、
一
緒
に
机

を

並
べ
る
こ
と
に
よ
り
相
互
に
交

換
・
吸
収
し
、

行

政
を
す
す

め
る
う
え
で
自
分

の
所
属
す
る
部
局
の

狭
い
範
囲

か
ら
の
み
、

も
の
を
見

る
と
い
う
弊
害

が
な
く
な
る
。

㈲
　
所
属

や
担
当
す
る
事
務
事
業

は
異
な
っ
て
い
て

も
、
行
政
を
推
進
す
る
う
え
で
、
単
な
る
寄
せ
集

め
を
超
え

た
相
乗
的

な
効
果
や
協
力
体
制
が
期
待

で
き

る
。
わ
が
国

独
特
の

。
同
じ
釜
の

メ
シ
を
食

う
″
と
い
う
イ
ン
フ

ォ
ー
マ
ル
な
意

識

が

生

ま

れ
。
行
政
推
進
上
の
潤
滑
油
と
も
な

る
。

4
　
岡
山
県
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
成
果
と

反
省

の
迎

営
状
況
と
反
竹
」
　（
昭
和
五
十
七
年
三
月
）
で
み

る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

先

ず
成
果
と
し
て
は
、
第
一
に
、
類
似
事
業
を
統
合

し
た
、
従
来
の
「
青
春
バ
ス
」
と
「

青
年

リ
ー
ダ
ー
・

パ
イ
オ
エ
ア
」
の
川
事
業
を
統
合
し
た
。
第
二
に
。
啓

発
資
料
を
一
元
化
し
、
一
般
家
庭
向
、
非
行
少
年

の
家

庭
向
、
量
販
店
等
向
、
喫
芥
店
、

ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
向

等
に
再
編
整
理
し
た
。
第
三

に
、
青
少
年
対
策
の
統
一

調
査

を
実
施
し
た
。
第
四
に
、
「
非
行
問
題
を
考
え
る

つ
ど
い
」

を
間
催
し
た
。
第
五
に
、
地
方
振
興
局
（
岡

山
県
の
地
方
総
合
出
先
機
関
）
単

位
に
地
域
別

の
マ
ト

リ
ッ

ク
ス
組
織
を
つ
く
り
、
関
係
民
間
団

体
と
の
辿
係

を
強
化
し
た
。
第
W
］に
、
情

報
が
広
司

囲
と
な
り
活
用

が
し
や
す
く
な
っ
た
。
第
六
に
、
職
員
の
共
同
意
識
が

発
展
し
た
。

反

省
点

①
原
所
属
の
ラ

イ
ン
業
務
に
追
わ
れ

る
者
が
い

る
、

②
青
少
年
課
の

体
制
を
ス
タ

ッ
フ
制
に
改

め
る
必
要
、
③
調
整
権
が
明

確
で
な
く
、
人
間

関
係
に

頼
る
↓

予
算
上
調

整
費
が
欲
し
い

こ
の
よ
う
な
成
果
の
反
面

。
次
の
よ
う
な
点

に
つ

い

て
反

省
を
行
っ
て
い

る
。

第
一
に
。
そ
れ
ぞ
れ
の
原
所
属

の
ラ

イ
ン
業
務

に
追

わ
れ
て
、
同

じ
部
屋
で
仕
事
を
す

る
と

い
う
常
駐

の
建

前
に
そ
え
な
い
軒
が
で
て
き

た
。
第
二

に

青

少

年
。課

の
体
制
を
7
　
タ

″
フ
制
に
改

め
る
必
要

が
あ

る
。
第
三

357

Ill

成
果
は
、
類
似

事
業
を
統
合
、’
啓
発
資
料

を
一
元

化

青
少
年
対
策
の
統
一
調
査
を
実
施

岡
山
県
に
お
け

る
マ
ト
リ
J

を
、
同
県
青
少
年
対
策
室

の
「

青
少
年
マ
ト
リ

ッ
ク
ス
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以
下
、
青

少
年
行
政
を
例
に
と
り
、
そ
の
実
情
及

び

マ
ト
リ
ッ
ク
ス
の
採
用
の
状
況
を
み
て
み
る
こ
と

に
し

青
少
年
行
政
の
実
際

国
で
は
一
一

省
庁
、
県
で
は
一
七
課
で
バ
ラ
バ

ラ
、
重
複
、
青
少
年
は
同

じ
よ
う
な
行
事
に
何

度
も
か
リ
出

さ
れ
る

青
少
年

の
健

全
育
戊

の
た
め
に
は
、
家
庭
、

学
佼
、

地
域
社

会
の
密
接

な
連
携
が
不
可

欠
で
あ

る
。
ま
た
同

時
に
、

行
政

と
し
て

も
、
こ
れ
ら
の
連
携
が
円

滑
に
な

さ
れ
る
よ
う
、

施
策
の
総
合
化
、
一

体
化

に
努
め
る
こ

と
が
重
要
で

あ
る
。
し

か
し
、
青
少
年

を
対
象
と
す

る

行
政
は
著
し

く
複
雑
で

か
つ
バ
ラ
。ハ
ラ
と

な

っ

て

い

る
。
国

に
お
い
て

は
総
理
府
、
文
部
省
、
警
察
庁

を
は

じ
め
一
一
省
庁

で
所

管
し
、
ま
た
、
岡

山
県
の
場
合
も

関
係
す
る
部
門
は
知
事
部
局
だ
け
で

二
一
課
、
教
育
庁

及
び
警
察
本
部
を
加
え
る
と
一
七
課
に
も
分

か
れ
て
い

た
。
そ
の

た
め
、
単
に
バ
ラ
バ
ラ

に
行
政
が
行
わ
れ
る

と
い
う
ば

か
り
で
な
く
、
重
複
す

る
例
も
で
て
き
た
。

例
え
ば
当
時
の
類
似
業
務
を
あ
げ

る
と
、
①
青
年
団
協

議
会

の
育

成（

社
会

教
育
課
）
、
と
青
年
グ
ル
ー
プ
協
議

会
の
育
成
（
青
少
年
課
）
、
②
こ
ど
も
会
の
育
成
（
児
童

家
庭
課
）
と
少
年
団
体
の
育
成
（
社
会
教
育
課
）
、
③
青

年
社
会
聞

発
会
議
（
児
童
家
庭
課
）
、
青
春

バ

ス

事

業

（
青
少
年

課
）

と
青
年
奉
仕
リ
ー
ダ
ー
パ
イ
オ
ユ
ア
事

業
（
社
会

教
育
課
）
、
④
青
年
交
流
事
業
（
青
少
年
課
）

と
青
年

祭
（
社
会

放
育
課
）
な
ど
か
あ
っ
た
。
そ
の
他

啓
発
用

パ
ソ
フ
レ

＾
ト

や
資
料
の
作

成
な

ど
も
バ
ラ
バ

ラ
に
行
わ
れ
て

い
た
。
そ
こ
で
、
当

の
青

少
年

だ
ち

か

ら
も
、
「
同

じ
よ
う
な
行
嘔
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
青
少

年
課
が

や
る
行
事
に
も
、
社
会
教
育
課
が
や
る
行

事
に

も

か
り
出
さ
れ
る
。

な
ん
と

か
小
前
に
訓
整
し
て
、
共

同

し
て
や
れ
な
い
も
の
か
」
と
い
う
苦
情
が
出

さ
れ
て

い
た
。知

事
を
本
部
長
と
す
る
「
青
少
年
総
合
対

策
本

部
」
を
設
置
し
た
が
十
分
に
機
能
せ
ず

そ
こ
で
、

知
事
を
本

部
長
、
馴
知
事
、

教
育
長
、
警

察
本
部
長
を
副
本

部
長
、
外
部
長
を
木
部
員
と
し
、
関

係
各
課
（
知
事
部
励
一

二
課
、
教
育
庁
四

課
、

警
察
本

部
一
課
、
計
一
七
課
）
で
構

成
す

る
「

青
少
年

総
合
対

策
本
部
」
を
設
殴

し
、

青
少
年
行
政
の
総
合
調

盤
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
本
部
会
議
は
ほ
と

ん

ど
開
催
で
き
ず
、

そ
の
下

の
幹
事
会
で
は
各
課
の
縄
張

り
意
識

や
思
惑
を
打
ち
破
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と

か

ら
、
こ
の
方

法
は
形
式
的
に
流
れ
、
形
骸

化
し
て
し
ま

っ
て
い

た
。

3
　

岡
山
県

の

マ
ト
リ
ッ
ク
ス
組
織

356

7i ら

青
少
年
行
政
を
担
当
す
る
課
、
係
、

担
当
者
を
一

室
に

集
め
る

原

所
属
長
の
命
令
と
と
も
に

青
少
年
対
策
室
長
の
施

策
間
調

整
の
命

令
も
受

け
る

そ
こ
で
洲
ぶ

を
一
挙
に
解
決
し
よ
う
と
し
て
導
入
し

た
の
が
岡
山
方
式

の
マ
ト
リ
ッ

ク
ス
組
織
で
あ

る
。
青

少
年
行
政
で
そ

の
内
容
を
み
よ
う
。

ま
ず
、

青
少
年
行
政
を
担
当
す

る
課
・
係
ま
た
は
担

当
者
を
一

室
に
集
め
、
机

を
並
べ
て
執
務
す

る
こ
と
に

し
た
。
知
小
部
励

か
ら
は
青
少
年
課
長
以
下

一
一
人
、

教
育
庁

か
ら
は
社
会
教
育
課
総
括
社
会
教
育
主
事
以
下

三
人
、

指
4
課

の
生
活
指
導
担
当
の
指
導
主
事
二
人
、

そ
れ
に
警
察
本
部

か
ら
少
年
補
導
官
代
理
が
青
少
年
対

図2　 青少年マトリックス図

七‐
少

年
対
策

室
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の
一
貝
に
も
な
る
（
図
1

参
照
）
。
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ア
メ
リ

カ
の
宇
宙
産
業
で
初

め
て

採
用

わ
が
国
で

も
、
す
で
に
い

く
つ
か
の
企
業
で
…

新
し
い

時
代
の

組
織
形
態

こ
の
組
織
は
、

ア
メ
リ

カ
の
宇
宙
産
業
で
初
め
て
採

用

さ
れ
、
そ
の
後
．

ゼ
ネ
ラ
ル

ー
エ
レ
ク
ト
リ

″
ク
社

な
ど
の
多
く

の
企
業
で
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
も
の
で
、

わ
が
国
で
も
す
で
に
、

い
く
っ
か
の
企
業

で
導
入
さ
れ
て
い

る
．

こ
の

マ
ト
リ

″
ク
ス
組
織
に
つ

い
て
は
、

ア
ル
ビ
ソ

ー
ト
フ
ラ
ー
は
、
そ
の
著
「

第
三

の
波
」
で
、
「
人

び
と
に
同

時
に
い
く
つ
か
の
業
務
に

注
意
を
向
け

さ
せ
、
情
報
の
流
れ
を
速
く
す
る
と
と
も

に
．
企
業

の
問
題
を
自
分
の
夙
す

る
部
局
の
狭
い
範
囲

か
ら
だ
け
見

る
こ
と
を
。
ふ
せ
ぐ
働
き
を
す
る
。
ま
た

企
業
が
、
急
速
に
変
化
す

る
さ

ま
ざ
ま
な
状
況

に
対
応

し
て

い
く
場
合
に
も
役
立
つ
」
と
述
べ
、

こ
れ
が
新
し

い
時
代

の
紅
織
形

態
の
一
つ
で
あ
る
と
主

張

し

て

い

る
。

行
政
）

の
弊
稗
を
排
除
し
、
行
政
目
的

遂
行

に
当
だ
っ

て

の
施
策
の
総
合
性
・
一
休
性
を
確
保
す

る

た

め

に

は
、
総
合
調
整
力
を
強
力

に
働
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
マ
ト
リ

″
ク
ス
組
織

を
導
入
す

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
」
と
提
言
し

た
。

今
ま
で
の
命
令
一
元
化
に
反

す
る
た
め
不

安

関
係
部
課
か
ら
抵
抗
も
あ
っ
た
が
、
思
い
切
っ

て

導
入

当

時
を
回
顧

し
て
、
岡
山
県
総
務
部
参
与
石
井

敏
雄

氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
県
組
織
へ
の
導

入
（
マ
ト
リ
ッ

ク
ス
組
織
の
4

入
。
筆

者
注
）
に
つ
い

て
も
、
今

ま
で
慣
れ
親
し
ん
で
き

た
命
令
一
元
化

の
原

則
に
反
す

る
こ
と
か
ら
組
織
迅
営
上
不
安
も
あ
り
、
関

係

部
課
か
ら
は
か
な
り
抵
抗
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平

素
か
ら
タ
テ
割
行
政

の
調
整
に
苦
慮
し
、
何

ら
か
の
打

開

策
を
求

め
て
い
た
こ
と
で
も
あ
り
、
ま
た
、

組
織
は

仕

事
を
効
果
的
に
実

施
す

る
た
め
に
存
在
す
る
の
で

あ

り
、
社
会

経
済
状
況

の
変
化
に
応
じ
、
仕
事
の
や
り
方

を
変
え
る
必
要
性
が
生

ず
れ
ば
。
そ
れ
に
伴
っ
て
変
え

て

い
く
べ
き
だ
と
い
う
基
本
的

な
考
え
方
な
ど

か
ら
思

い
切

っ
て
導
入
に
蹄
み
切

っ
た
。
こ
の
方
式

を
と
り
あ

え
ず
施
策

の
実
施
段
階
で
相
互
に
重
複
し
、
横
か
ら
調

整
が
最
も
必
要
と
さ
れ
て

い
る
青
少
年
行
政
と
交
通
安

全
行
政

に
試
行
的

に
取
り
入
れ
た
。
」
（
石
井

敏
雄
「

行

政
の

マ
ト
リ

″
ク
ス
組
織
」
自
治
研
修
五

六
年

八
月

号

所
収

）

355

≒
j

71

2
　
岡
山
県
に
お
け
る
導
入
の
経
緯

行

政
に
と
リ
入
れ
て

う
ま
く
機
能
す
る
保
障
は

な

い
し
か
し
、
施
策
の

総
合
性
、
一
体
性
を
確
保
す

る
た
め
に

企
業
で
採
用
し
て
い
る
組
織
や
そ
の
運
営
方

法
を
行

政

の
分
野
に
と
り
入
れ
て
、
う
ま
く
機
能
す
る
と
い
う

保
障
は
な
い
。
ま
し
て
や
、

マ
ト
リ

ヅ
ク
ス
紅
織
は
、

そ
の
教
科

書
的

な
7
1物
で
あ
る
「

マ
ト
リ

ッ

ク

ス

組

織
」
　（
カ
ソ
フ
ア
レ
ソ
ス

ー
ボ
ー
ド
編
日
木
能
率
協
会

訳
）

に
お
い
て

も
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
。
「
い
ま

だ
共
通
に
納
得
で
き
る
明

確
な
定

義
が

な
い
」
状
況
で

あ
る
。

そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

住
民

の
意
向

か
ら

か
け
離

れ
た
タ
テ
割
施
策
を
打
破
し
、
地
域
的
に
、
人
的

に
ト

ー
タ
ル
な
施
策
の
展
開
を
行
う
と
い
う
考
え
方

か
ら
、

岡
山
県
行
財
政
対
策
懇
談
会

は
、
「
こ
れ
ら
（

タ
テ
割
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3

組
織
の
総
合
化
・

」
体
化

タ
テ
割
の
解
消

354

た り

マ
ト
リ
ッ
ク
ス
組
織
の
導
入

は

じ

め

に

－

二
元
的
命
令
組
織

青
少
年
対
策
や
交
通
対
策

な
ど
総
合

的
対

策
は

従
来
の
タ
テ
割
り
組
織
で
は
対
応
で

き
な
い

現

行
の
行
政
庁

の
組
繊
に
お
け

る
妓
大
の
欠
点

は
、

業
務
別
の
タ
テ
割

り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
民

生
、
衛
生
、
労
働
、
教
育
、
警
察
な
ど
、

県
庁

の
組
繊

を
み
れ
ば
、
そ
れ
が
一
日

で
わ
か
る
。
世

の
中
が
割
と

単
純
な
時
代
は
、
行
政
も
単
純
で
、
し
た
が
っ
て
こ

の

よ
う
な
組
織
で
十
分
に
対
応
で
き

た
。
し
か
し
、
世

の

中
の
動
き
が
活
発
か
つ
複
雑
に
な
り
、
相
互
の
分
野
が

輔
緬
す

る
よ
う
に
な
る
と
、
行
政

の
対
応
も
、
そ
れ

ぞ

れ
の
業

務
の
相
互
関
連
が
や
や
こ
し
く
な
っ
て
く
る
。

岡
山
県
の
試
み

丸
　

山

高
　

満

自
治
省
税
務
局
企
画
課
長

し
か
も
、

青
少
年
対

策
と
か
、
交
通
対
策
と
い
っ
た
よ

う
に
、
一
か
た
ま
り
の
社
会
的
実
態
を
対

象
と
し
て
総

合
的
な
対

策
を
必
要

と
し
て
く
る
よ
う
な
行
政
分
野
に

お
い
て
は
、
特
に
従
来
の
タ
テ
割
行
政
組
織
の
欠
点
が

如
尖
に
あ
ら
わ
れ
て
く

る
よ
う

に
な
る
。

連
絡
会
議

な

ど
で
対
応
し
て

い
る
の
が
現
実
で
あ
る
が
、
便

宜
的

な

対
応
は
、

し
ょ
せ
ん
佃
縫
的
な
も
の
に
す

ぎ
ず
、
根
本

的
な
組
織
的
対
応

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

岡
山
県
で

は
、
そ

の
行
政
改
革
に
あ
た
っ
て
、
民
間

で
採

用
さ
れ
て

い
る
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
組
織

を
、
青
少
年

行
政
と
交
通
対
策
行
政
の
分
野

に
4
入
す
る
こ
と
に
し

た
。
そ
の
間
の
事
情
と
工
夫

の
あ
と
を
さ
ぐ
り
、
成
果

の
ほ
ど
を
以
下

検
討
す

る
こ
と
と
す
る
。

I
　

マ
ト
リ
ッ

ク
ス
組
織
と
は

指
揮

命
令
が
「

上
か
ら
下

へ
」
の
み
で

な
く

「

ヨ
コ

」
か
ら
も
行
わ
れ

る
二
元
的

命
令
組
織

（
ツ

ウ

ー
ボ
ス

ー
シ
ス
テ

ム
）

マ
ト
リ

ッ
ク
ス
組
織
と
は
、
指
揮
命
令
が
上

か
ら
下

ヘ

ー
元
的
に
下

ろ
さ

れ
て

い
た
従
来
の
組
繊
（

ワ
ソ

ー

ボ
ス

ー
シ
ス
テ

ム
）

に
対
し
、
上
か
ら
の
み
で

な
く
横

か
ら
も
行
わ
れ
る
二
元
的
命
令
組
織
（

ツ
ウ

ー
ボ
ス

ー

シ
ス
テ
ム
）
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
職
員

は
タ
テ
系

列

の
組
織
の
一
員

で
あ
る
と
同
時
に

ヨ
コ
系
列

の
組
繊



各課ごとの定員の決め方の甘さ

待
た
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。

各
課
相
互
間
で
応

援
体
制
を
I

豊
橋
市
、
太
田

市

な
ど

さ
て
、
各
課
ご
と
の
定
貝
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な

努
力
を
今
後
進
め
る
と
と
も
に
、
当
面
、
各
課
ご
と
の

定
員
を
、
一
年
中
固
定
し
て
は
り
つ
い
た

ま

ま

で

な

く
、
年
間
の
繁
閑

の
波
に
応
じ
て

も
っ
と
流
動
的

に
相

互
に
動
か
せ
な
い
か
I

流
動
体
詞
、
応

援
体
制
が
役

所

に
も
と
り
入
れ
ら
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

部
長
に
、
各
課
相
互
間
の
人
員
の
流
動
異
勁
の
権

限
を
与
え
る

こ

の
ほ
か
、
市

に
ょ
っ
て

は
、
流
動
体
制

へ
の
試
み

と
し
て
、

人
事
課
が
市
長
名
で
人
事
発
令

を

す

る

場

合
、
所
属

の
課
ま
で
定
め
な
い
で
、
「
O
O

部
勤
務
を

命
ず

る
」
と
部

ま
で
の
発
令
と
し
、
「
○
○

課
勤
務
を

命
ず

る
」
と
い
う
発
令
は
各
部
長
に
ま
か
せ
る
（
各
部

長
に
橡
限
を
与
え
る
）
。
そ
れ

に
よ
っ
て
各
部
長
は
。
自

分
の
部
内

の
各
課
人
員
を
、
年
間

の
仕
事
の
多
寡
、
そ

全
国
的
に
み
て
も
、
こ

の
よ
う
な
試
み
を
行
っ
て
い
　
　
の
波

に
応
じ
て
適
時
に
流
動
的
に
勁
か
す
と
い
う

や
り

る
と
こ

ろ
は
極
め
て
少

な
い
が
、

こ
の
中
で
も
、
本

書
　

方

を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

る
（
愛

知

県
、

飯

田

で
も
紹
介
さ
れ
て

い
る
豊
橋
市
（
三
四
六
頁
）
、
太
田
市
　

市
。
津
山
市
、
西
条
市
、
旭
川
市
、
観
音
市

寺
等
）
。

（
三
四
九
頁
）
そ
れ

か
ら
北
海
道
池
田
町
等
は
注
目
さ
　
　
　
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て

も
、
実
際

に
予

れ
よ
う
。

た
と
え
ば
豊
橋
市
で

は
市
長
が
陣
頭

指
揮

を
　
　
期
し

た
よ
う
に
動
い
て

い
る
と
こ
ろ
は
殆
ん
ど
な
い
よ

と
っ
て
見
事
な
応
援
体
制
を
と
っ
て
い
る
。
増
員
の
要
　
　
う
で
あ

る
。
た
と
え
ば
旭
川
市
が
こ
の
よ
う
な
試
み
を

求
が
あ
っ
て
も
ま
ず
認

め
な
い
。
増
貝
よ
り
先
に
。
応

。：

し
て

い
る
が
、
央

際
に
は
、
結
局
、
人

事
課
で
各
課

の

援
で
補
う
こ
と
を
ま
ず
実
行
す

る
。
た
と
え
ば
十
月
か
　
　
所
属
ま
で
を
決
め
て
い
る
。
ま
た
、

観
音
寺
市

も
、
市

ら
翌
年
三
月

ま
で
半
年
間
が
忙
し
く
、
と
て
も
定
員
だ
　

長
が
こ
の
よ
う
な
柿
限
を
部
長
に
与

え
て
み
た
も

の
の

け
で
仕
事
は
で
き

な
い
と
い
う
時
に
は
、
そ
の
期
間
比

較
的
余
裕
の
あ
る
課

か
ら
二
人

と
か
三
人
と
か
必
要

な

人
数
を
忙

し
い
課

に
市
長
命
↑

通
常
は
辞
令
（
兼

務
発
令
）
－

を
出
し
て
配
屈

替
え
を
す
る
。
そ
し
て

そ
の
期
間

が
終

る
と
ま
た
元
の
課
に
帰

る
と
い
う
シ
ス

テ

ム
が
と

ら
れ
て
い
る
。

「
ど
の
部
長
も
よ
う
や

ら
な
い
、
使
わ
な
い
」
と

い
う

実
時
に
な
っ
て
い
る
と
い
り
。

臨
時
的
、
一
時
的
な
応
援

な
お
。
こ

の
よ
う
な
本
格
的

な
流
動

体

制

で

な

い

が
、
選

挙
と
か
災
害
の
時
な
ど
、

臨
時
的
、
一
時
的
に

各
課
相
互
間

で
応
扱
す

る
と
い
う
形

は
、
多
く
の
自
治

体
で
か
な
り
活
発

に
行
わ
れ
て
き
て

い
る
。

主
な
も
の

と
し
て

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

▽
選
挙
事
務
（
投
・
開
票
事
務
）

▽
災
害
時
の
土
木
災
害
復
旧
事
業
（
技
術
職
貝
の
応

援
）

▽
税

滞
納
者
に
対
す

る
徴
収

の
応
援

▽

国
勢
調
衣
等
大
規
模
調
査

▽

不
法
看
板
撤
去

▽
防
災
対
策
…
…
各
部
課
と
も
担
当
を
決

め
て
対
応

▽
市
報
の
棚
包
、
地
域
配
布
員
へ
送
達

353

フム
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見
た
場
合

。
繁
‘

″
閑

″

の
波
が
当
然
あ
る

が
、
役

所

で

は
定
員
を
こ
の
最
も
忙

し
い

’
繁
‘
の
時
期

に
あ
わ

せ
て
決

め
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人

事
当
局
が
そ
の
よ
う
な

方
針
で
行

っ
て

い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、

各
課

か
ら
人

小
課
へ
の
定
員
要

求
が
皆
こ
の
線
で
強
く
出
さ
れ
て
く

る
。
と
こ
ろ
が
民
悶

は
逆

に
一
年
中
で
一
番
暇
な
。
閑
‘

の
時
期
に
あ
わ
せ
て

定
員

を
決

め
る
。
そ
し
て
忙
し
く

な
っ
た
ら
そ
の
時
期
は
ア
ル
。バ
イ

ト
と
か
他
の
課
か
ら

の
応
援
で
ま
か
な
う
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い

る
。
つ

ま
り
、
こ
の
よ
う
な
季
節
的
な
調
節
に
よ

っ
て

ム
ダ
な

人
員
が
生
じ
な
い
よ
う
ギ
リ
ギ
リ
の
定
員
で
う
ま
く
回

す
工
夫
が
真
剣
に
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
役
所

の
方

は
前
述
の
よ
う
に
最

も
忙
し
い
ピ
ー
ク
時
に
あ
わ

せ
て
定
員
が
決
め
ら
れ
、
後

は
、
暇
に
な
っ
て
も
そ
の

ま
ま
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
テ
割
り
の
壁
の
中
に
入

っ
た
ま
ま
、
お
互
い
に
融
通
し
合
う
と
い
う
こ
と
も
な

い
（
別
図
参
照
）
。

今

日
、
行
政
の
減
量
、

ム
ダ
の
排
除
、
小
さ
な
政
府

へ
と
い
う
こ
と
が
強

く
要

請
さ
れ
て
い
る

中

に

あ

っ

て
、
突

は
こ

ん
な
大
き
な

ム
ダ
が
平
然
と
し
て
残
っ
て

い
る
。
だ

か
ら
外
部

か
ら
見

る
と
役
所

は
人
が
余
っ
て

い
る
、

の
ん
び
り
し
て
い
る
と

い
う
印
象
を
市
民
が
持

つ
わ
け
で

あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
れ
を
民
問
な
み
の

’
閑

‘
に
あ
わ
せ
て
引

き
下
げ

れ
ば
、
公

務

員

の

数

は
、
お
そ

ら
く
今
よ
り
相
当
数
少
な
く
て
す
む
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

別図　各課ごとの定員の 決め方一 民間 との 相違

（
仕
事
‥川
）

「

民
間

な
み

」
と
い
っ
て

も

そ
の

″
物
指
し
‘
が
難
し
い

課　 課　 課　 課　 課月月

し
た
が
っ
て
、
今
後

の
方
向
と
し
て

は
、
こ

の
「

民

間
な
み
の
き

び
し

さ
」
で
、
各
課
ご
と

の
定
数
を
見
心

す
こ
と
が
必
要
で

あ
る
が
、

そ
の
際
、
問
迦
な
の
は
、

民
間
で
あ
れ
ば
は
っ
き
り
放
字
で
「
何
人
」
と
出
て

く

る
が
、
役
所

で
は
そ

の

。
物
指
し

‘
が
大
変
難
し
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
民
間
で
あ
れ
ば
、

た
　
2

と
え
ば
I
〇
〇
万
円

の
利
益

を
上
げ
る
た
め
に
は
、
三
　
3
5

人

も
職
員
を
お
い
た
の
で

は
ダ
メ
、
二
人
に
し

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
等
、

”
利

益
″

と
い
う

’
物
指
し
″

か
ら

人
数
が
出
て
く
る
。
こ

の
点
、
役
所
の
場
合
は
、
公
共

性

と
か
住
民
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
面

か
ら
と
ら
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
た
め
、

た
と
え
ば
I
〇

人
で

は
多
過

ぎ

る
、
七
人
で
十
分

だ
等
の
決

め
手
と
な
る
物
指
し

が
非

常

に
難
し
い
。

今
後
、
各
自
治
体
に
お
い
て
行
政
改

革
、

効
率
的

経

営
を
進
め
る
に
は
、
そ
れ
を
測
る

″
物

指
し
″
が
開
発

さ
れ
る
こ
と
が
ま
ず
も
っ
て
非
常
に
急
が
れ
る
重
要
な

こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
、
近
時
、

自

治

省

の

「

定
員
モ
デ
ル
」
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
新
し

い
方
式

が
作
ら
れ
始

め
て

い
る
が
、

そ
の
場
合
、

①
　

清
掃
、
保
育
所
、

各
種
施
設
の
管
理
な
ど
、
民

間
委
託
へ
の
切
り
替
え
が
多
く
と
り
入
れ
ら
れ
て

き
て
い

る
部
門
が
除
外

さ
れ
、
こ
の
た
め
、
民
間

委
託
に
よ
る
人
件
費
（
定
員
）
の
縮
減
、

効
率
化

と

い
う
各
団

体
の
努
力
が
測
定
さ
れ
な
い
。

②
　
結
果
的
に
本
庁
を
中
心
と
し
た
部
門
だ
け

の
定

員
で
あ
り

③
　

さ
ら
に
、

各
課
ご
と
の
定
員

ま
で
測
れ

る

″
物

指
し
″
に
は
な
ら
な
い

等
、
今
後
へ
の
課
題
、
研

究
の
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
だ
け
に
今
後
各
自
治
体
で
実
際
の
経
枇

診

断

に
直
接
役
立
つ
も
う
一
歩
進
め
た
も
の

の

開

発

が

瓦U
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狸
体
育
大
会
行
事
等
各
般
に
わ
た
っ
て

い
る
。

夏
休
み
中
は
、
給
食
調
理
員
七
〇
人
、

さ
ら
に
学

校
教
職
員
を
体
育
施
設
整
備
の
応
援
に

ま
た
、
最
近
で
は
教
膏
委
n
会
で
行
っ
て

い
る
学
校

給
食
八
の
流
動
が

あ
る
。
小
巾
養
護
学
校
が
夏
休
み
に

な
る
と
、
学
校
の
給
食
も
休
み

に
な
る
の
で
、
い
つ
も

な
ら
ば
給
食
室
（
太
田
巾
は
単
独
校
調
理
）

は
夏

休
み

川
間
中
機
械
、
食
器
の
手
入
れ
が
主
な
仕
事
で
、
比

較

的
手
が
す

い
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
働
く
給
食
調

理
員
七
〇
人
を
交
替
で
、
教
育
委
員
会
所
管
の
体
育
施

設
整
備

の
応
援
に
出
か
け
て
お
り
、
今
年
叩
催

さ
れ

る

「

あ
か
ぎ
国

体
」
で
ネ

コ
の
于

も
借
り
た
い
ほ
ど
の
教

町
委
八

会
は
、
大
助
か
り
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
昨
年
か

ら

は
学
校
水
務
職
貝
、

校
務
ほ
も
こ
れ
に
加

わ
り
流
動

体
制

は
、
大
き
な
輪

を
ひ

ろ
げ
て
い
る
。

流
動
体
制

に
よ
る
効
果

繁
忙
時
を
基
準
と
し
た
増
員
要
求
が
少

な
く
な

る
、
人
件
費
の
抑
制

臨
時
職
員
も
日
数
で
四
〇
％
か
ら
五
〇
％
滅

流
動
体
制
に
よ
る
効
果

と
し
て
は
、
田
繁
忙
時
に
他

課
。
他
係

の
状
況
を
見
極

め
た
う
え
で
流
動
（
応
援
）

体
制

を
求

め
る
こ
と
が
容
易
と
な
っ
た
。
㈲
流
動
体
制

の
精
神
に
の
っ
と
り
部
下

の
流
動
説
得
が
1
　や
す
く
な

り
、

部
下
も
心
よ
く
受
入
れ
て
く
れ
る
例
が
多

い
。
㈲

従
来
職
員
配
匠

に
つ
い
て

は
、

繁
忙

時
を
基
準
と
し
て

管
理

者
が
職
員
不
足
を
訴
え
、

増
員
要
求
が
な
さ
れ
た

キ
ラ
イ
が
あ
っ
た
が
、
本

制
度
の
発
足
以
来
そ
の
傾
向

が
少
な
く
な
っ
て
い

る
。
㈲
職
員

の
自
覚

意

識

が

向

上
し
、
職
員
相
互
の
連
帯
感
、
責
任
感

等
に
つ
い
て
成

果
が
見
ら
れ
る
。
㈲
流
動
体
制
の
積
極
的
な
導
入
及
び

そ

の
活
用
に
よ
り
瞰
n
川
を
抑
え
、
人
件
費

の
抑
制
が

は
か
れ
、
臨
時
職
八

に
つ
い
て
は
、
本
制
度
発
足
前
に

く
ら

ベ
ロ
数
で
四
○
％

か
ら
五
〇
％

位

減

少

し

て

い

る
。
㈲
こ
の
ほ
か
糾
織
の
活
性
化
、
経
営
感
覚

の
導
入

に
よ
る
瞰
八

意
識

の
改
革
、

経
賢
節
減
意
欲
の
増
進
等

数
字

に
表
れ
な
い
、
継
全
な
組
織
体
と
し
て

の
波
及
効

果
は
、
大
き
い
も
の
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、
今
後
に
お
い
て
も
地
方

行
政

の
改
革
が
大
き

な
課

題
と
な
っ
て
い
る
時
で
あ
り
、
職
員

の
定
数
増

は
望
め

ず
、
欠
員
補
充
も
困
雌
で
あ
る
情
勢
に
あ
る
の
で
。
本

制
度
を
継
統
し
て
活
川
し
て
い
く

た
め
。
管
理
監
督
者

を
は
じ
め
一
般
職
員

の
流
動
に
対

す
る
認
識

と
理
解
を

深

め
、
協
訓
体
制

を
強
化
し
、
さ
ら
に
、

こ
の
制
度

の

充
実
を
図

り
、
巾
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
目
指
し
た
い

と
考
え
て

い
る
次
第
で

あ
る
。

351

723

各
課
ご
と
の
定
員
の
決
め
方
の
甘
さ

役
所
と
民
間
の
相
違
、
各
課
間
の
応
援
体
制

役
所
と
民
間

と
比

べ
て
、
一
番

大
き

な
相
違

は
、
各

課
ご
と
の
定
員

の
決

め
方
の
甘
さ
だ
、

と
民
間
出
身

の

坂
　

田
　

期
　

雄
S

市
診
対
数
器

市
長

の
多
く
が
口
を
揃
え
て
強
調
す
る
。

す

な
わ
ち
、
仕
小
と

い
う
も
の
は
一

年
間

を
通
じ
て

役
所
は

”
繁
”
に
あ
わ
せ
て

民
間
は

″
閑
”
に

あ
わ
せ
て
定
員
を
決
め
る
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③
　

課
内
流
動
　
　

課
内
係
間
の
流
動
で
、
課
長
の
樋

限
で
流
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
　

流
動
期
間
は
三
月
を
限
度
と
し
、
期
闘
中

は
、

流

動
先

の
業

務
に
専
念
す

る

と

い
う
も
の
で
あ
る
。

流
動
の
実
績

実
人
員
で
I

、
八
五
三
人
の
職
員

臨
時
職
員
で
対
応
す
れ
ば
I
、
六
六
〇
万
円

の

費
用

つ
ぎ
に
流
勁

の
実
績

に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
制

度
が

発
足
し

た
五
十
四
年
八
月
か
ら
～一
十
七
年
十
二
月
末
‐

ま
で
の
実
績
を
み

る
と
、
実
人
い
で
I

、
八
五
三
人

の

職
員
が
流
動
、

日
数
も
延
べ
五
、
三

八
四
日
に
の
ぼ
っ

て
い
る
。
こ
れ
を
流
動
体
割
に
よ
ら
ず
臨
時
職
貝
で
対

応
し
た
と
仮
定
し

た
場
合
に

は
I
、

六
六
〇
万
円

の
費

用
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

流
動
業
務
は
、
市
税
徴
収
、
用
地
交
渉
、

体
育
大

会
、
記

念
講
演
等

流
動
業
務

の
内
容
と
し
て

は
消
費
生
活
展
、
模
写
電

送
、
記

念
講

演
事
業
、
ま
つ
り
個
条
、
土
木
建
築
設
計

測
量
、

水
剛
再
編
現
地
確
認
、
ア

メ
ヒ
ト
防
除
指
4

、

市
税
徴
収
、
国
民
年
金
保
険
料
徴
収
、
用

地
交
渉
、

各

参考資料

職艮の流動実績表
1

昭57.12.155l 在

⊃二
�

部　　　 外 ��部　　　 内 ��課　　　 内 �� 計 ��流 動対 象課数

�人、員�延人 員 �人員 �延人 員 �人 八 �延 人員 �人口 �延人 員 �受け た課 �させた課
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昭57.     4～57.   12 �
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3　 臨時 職員の減少 傾向2　 費 用効果

/
�
臨時 任用
収 員 数 �任

用延日 数

昭 和5-1年 度

〃55   '///
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〃57    〃 �

人

・12:io3435�

日5,

 4342,7953,8223,421

二
�
流動延人員(A)�日mil 金

（B ） �
費 川 効 果(A)

×(B)

昭5-＼.    8～55.    3

昭55.     4～56.     3

昭56.     4～57.    3

昭57.     4～57.   12 �
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流助体制を一 太田巾の試み課 相互間 で応援 休制，

で
つ
っ
こ
ま
な
く
て

は
誠
の
相
互
応
援
に

な

り

ま

せ

ん
。
説
在
、
こ

の
部
門
は
一

部
し
か
機
能
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
今
年

よ
り
来
年
、
来
年
よ
り
再
来
年
と
理
解
を
　
　
す
。

深

め
な
が
ら
実
効
を
あ
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

349

’
J
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八
｀
7

課
相
互
間
で
応
援
体
制
、
流
動
体
制
を

昭
和
五
十
四

年
に
職
員
の
流
動
体
制
に
関
す
る
要

綱
太
田
市
に
お
い
て

は
、
ふ
え
続
け

る
人
件
費
、
財
政

危
機
に
対
応

し
て
昭
和
五
十
年
以

降
職
貝
定
数
の
見
直

し
や
欠
員
不
袖
充
な
ど
の
対

策
を
と
っ
て
き
た
が
、
ご

他
聞
に
も
れ
ず
昨
今
の
財
政
硬
直
化
に
よ
る
き

び
し

い

財
政
状
況
に
見
舞
わ
れ
、
そ

の
打
開
策
と
し
て
組
織
体

質

を
見
直
す
こ
と
が
強
く
さ
け
ぼ
れ
て
き

た
。
な
か
で

も
高
度
成
長
時
代

に
す

っ
か
り
肥
大
化
し

た
「

行
政
の

減

債
」
、
「

ぜ
い
肉
落
し
」

を
は
か
る
こ
と
が

緊

急
な

課
題
と
し
て
取

り
あ
げ

ら
れ
た
‥
こ

の
よ
う
な
背
景

を

蹄
ま
え
て
、
昭
和
五
十
四
年
八
月

に
実
施
し
た
行
政
機

携
改
革
の
一
環
と
し
て
、
「
職
貝

の
流
動
体
制

に
関
す

る
要

綱
」
を
制
定
し
、
増
加
す

る
行
政
需
要
に
対
応
す

る
人
的
流
動
の
体
制
づ
く
り
に
踏
み
切
り
、
以
来
職
員

の
理
解
と
積
極
的
な
活
用

に
よ
り
予
期
以
上

の
実
績
を

示
し
、
そ
の
波
及
効
果
も
す
こ
ぶ
る
大
き

い
も

の
が
あ

る
と
い
え
る
。

制
度
の
概
要

太
田
市
の
試
み

渡
　
辺

耕
　

造

太
田
市
企
画
部
長

と
れ
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
要

綱
の
主
な
内
容
に
つ

い
て
述
べ

る
と
。

①
　

部
内
流
動
　
　

印
業
務
の
繁
忙
が
予
想
さ
れ

る
課

の
長

は
、
所
属
部
長
に
対
し
職
員

の
流
動
を
申
し
で

る
。
㈲
部
長
は
、
課
長
か
ら
申
し
出

を
受
け

た
と
き

は
、
内
容
事
情
等
を
考
慮
し
、

当
該
部
内

の
課
長
に

諮

っ
て
部
内

に
お
い
て
職
員
を
臨
時
的
に
申
請

課
へ

流
動
す

る
。

②
　

部
外
流
動
　
　

印
全
庁
的
規
模
で
行
わ
れ
る
事
業

及

び
所
管
部
内
で

調
整
対
処
で
き
な

い
と
き
は
、
他

部
か
ら
臨
時
流
動

を
受
け

る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の

場
合
企
画
部
畏
は
当
該
協

議
に
参
加
す

る
、
ま
た
、

庁

議
等
に
諮
っ
て
他
部
か
ら
職
員

の
臨
時
流
動
を
受

け

る
こ
と
が
で
き

る
。
㈲
前
項
の
依
頼
協
議
を
受
け

た
部

は
、
そ

の
内
容
を
十
分
理
解
し
、
部
内
の
課
長

に
諮
っ
て
部
内
職
員
を
臨
時
的
に
他
部
の
課
へ
流
動

す

る
こ

と
が
で
き

る
。

多
忙
で
人
手
の
足

り
な
い
課
に
、
余
裕
の
あ
る
諜

の
職
員
が
応
援
に

以
下
、
こ
の
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
名

称
を
聞
い
た
だ
け
で

は
何
の
こ
と
や
ら
さ
っ
ぱ
り
わ
か

ら
な

い
と
思

わ
れ
る
が
、
役
所

組
織

の

非

効

率
、

ア

ン
バ
ラ
ン
ス
を
な
く
す
こ
と
、
要
す

る
に
多
忙
で
人
手

の
足

り
な
い
課
に
余
裕
の
あ
る
課
の
職
員

が
応
援

に
行

く
こ
と
を
制
度
化
し
た
も
の
で

あ
る
。
当
り
前
の
こ
と

と
言
う
人
が
多

い
か
も
し
れ
な

い
が
、
た
て
割
h
ソ
、

セ

ク
ト
主
義
が
根
強
い
役
所
で

は
な
か
な
か
応

援
体
制

が
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昭 和53年12
月1 日～昭
和54年3 月31
日(

管理職) �

直民 税　4
名課

計 ゛d

保険年
金課　　3

名�14

名

�昭和55年12月15□～昭

和55年12月26
日(

管理職) �

税制課　2 名

巾民税
課　　　3 名

資産税
課　　　3 名�8

名

�昭和56年5月11日～昭

和56年5 月22
日(

管理職) �

脱測課　3 名

専民税　4 名
課

覧産税4 名
課

保険年　　。
金課　　3 名�14

名

�昭和57年5
)117[i～昭
和r,7H- 5 )i
■m日(

管理瞰) �mm　3

名,h

・民脱　　z

課　　　4r,

資産税
課　　　4 名

似険 年
金課　　3 名�1

・If,

3
　
流
動
体
制

一
時
的
応
援
の
た
め
総
務
部
づ
き
職
艮
を
確
保

年

度
途
中
の
退

職
者
の
補
充
要
員
や
臨
時
的
業

務
の
応

援
の
た
め

各
部
局
相
互
応
援
の
ほ
か
本
市
は
、
年
度
途
中
の
退

職
者

の
補
充
要
員
と
臨
時
的
業
務
の
応
援
の
た
め
、
総

務
部
づ
き
職
員

を
確
保
し
て

お
り
ま

す
。
年

度

初

め

は
、

事
務
量
が
多
い
の
で
退
職
者
の
補
充
要
員
で
一
時

的
な
応
援
を
行
っ
て

お
り
、
暫
時
応
援
を
解
く
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

例
え
ば
、
本
市
は
第
一
・
四
半
期
に
年
間
工
事
量
の

五
〇

八
I

セ
ソ
ト
を
早
期
発
注
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ

の
期
間
の
契
約
担
当
課
と

か
、
市
民
交
通
傷
害
保
険
の

四
月
、
五
月

の
受
付
期
間

の
主
管
課
、
或
い
は
教
育
委

員
会
の
年
度
初
め
の
学
校
教
育
統
計
事
務
と
か
の
応
援

で
す
。
又
、
長
期
休
職
者
の
袖
充
或

い
は
一
時
的
な
業

務
量
の
増

に
よ

る
増
ほ
要
塾
に
つ
い
て
は
、

流
動
的
な

応
援
を
行
う
こ
と
と
し
て

お
り
、
要
因
が
な
く
な
れ
ば

引
き
と
る
こ
と
と
し
、
ど
う
し
て
も
、
一
時
的
た
応
援

で

は
処
理
が
で
き
な
い
拗
合
の
み
増
員
す
る
こ
と
と
し

て

い
ま
す

。

ま

と

め

庁
内
職
員
の
認
織
が
変
る

増
員
し
な
く
と
も
、
必
要
な
時
は
人
員
が
確
保

で

き
る
と

こ
れ
ら
の
方
針

は
各
部
局
に
増
員
の
困
雌
さ
と
業
務

量
の
多
い
と
き

は
何
ら
か
の
形
で
人
員
が
確
保
で
き
る

と
い
う
認
識
が
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
昭
和
五
十
六
年
度
で
は
、

都
市
計
両
街
路

工

事
の
市
施
行
部
分
が
大
方
完
了
し
た
た
め
計
画
課
の

工
事
係
の
仕
事
が
著
1
く
減
少
し
ま
し

た
。
そ
の
た
め

課
内
で
他
の
係
に
一
人
移
り
、
一
人

は
事
務
址

の
増
大

し
て
き
た
区
両
整
理
課

に
定
数
替
を
し
ま
し
た
が
、
こ

れ

は
最
近
の
応
援
体
制
等
か
ら
。
又
忙
し
く
な
れ
ば
必

要

な
人

を
く
れ
る
と
い
う
人

事
体
制

か
ら
生
ま
れ
た
結

果

と
思
い
ま
す
。

上
下

水
道
工

事
も
直
営
か
ら
請

負
で

応

急

修

理

へ
、
退
職
不

補
充
へ

又
、
上
下

水
道
な
ど
は
、

か
つ
て
直
営
エ

ボ
が
主
で

し
た
が
、
最
近
は
ほ
と
ん
ど
請
負
工
事
で
応
急
修
理
も

行
え
る
の
で
退
職
不
補
充
で
現
業
職
員
を
減
ら
し
、

か

わ
り
に
地
域
が
拡

大
し
増
加
す

る
設
計
監
督
業
務
に
職

種
変
更
し
て
現
員

の
中
で
事
務
配
分
の
工
夫

を
し
て
い

ま
す
。

現
在
も
引
き
続
き
職
員

の
よ
り
一
層

の
適
正
配
匠

に

努
力
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
各
部
局

の
深

い
理
解

に
た
っ
た
協
力
が
な
い
と
人
事
当
局
の
み
で

は
到
底
で

き

な
い
仕
事
で
す
。

小
・
中

学
校
の
夏
休
期
間
中
の
給
食
調
理
員
、
用

務
員
を
ど
の
よ
う
に

流
動
活
用
す

る
か

学
校
プ
ー
ル
の
見
張
り
、
公
園
の
整
備
、

清
掃

な
ど
へ

今
後
の
問
迦
と
し
て
小
・
中
学
校
、
夏

休
期
間
中
の

給
食
訓
理
員
、
用
務
員
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

学
枚
プ

ー
ル
の
見
張

り
、
公

園
の
整
備
、
清
掃
な
ど
へ
の
応
援

体
割
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
運
用
に
ま

348
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一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
昭
和
三
十
年
代
を
中
心
と
し

て
、

当
地
方
、
五
市
八
町
に
及
ぶ
、
大
農
業
用
水
事
業

が
実
施
さ
れ
、
昭
和
四
十
三
年
に
完
工
し
ま
し

た
が
、

こ
の
用
水
を
受
け
入
れ
る
た
め
、
市
内
各
地
で
一
斉
に

土
地
改
良
事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
処
す
る

た
め
農
業
土
木
課

の
職
員
を
、
昭
和
三
十
一
年
頃
か
ら

徐
々
に
増
員
し
て
事
業
に
当
た
っ
て
き
■
wし

た
。
用

水

事
業
の
完
了

に
よ
っ
て
、
土
地
改
良
事
業
も
峠
を
越
え

た
の
で
減
貝
を
呼
び
か
け
ま
し
た
が
な
か
な
か
実
現
し

ま
せ
ん
。
主
竹
課
で
は
別

に
職
員
を
遊

ば
せ
て
お
く

の

で
は
な
い
の
で
す
が
。
今
ま
で
土
地
改
良
団
体
が
行

っ

て

い
た
設
計
業
筋
の
一
部
応
援
サ
ー
ビ
ス

な

ど

を

し

て
、
実
質
上
、
補
助
金

の
上

積
み

に
な
っ
て
い
る
よ
う

な
仕
事
を
し
て

い
ま
し

た
。
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
説
得
し

た
結
果
、
新
し
く
始
ま
っ
た
洪
水
防
除
事
業
の
増
加
な

ど
を
勘
案
し
て
。
最

朧
期
に
三
四
人
い
た
職
員

を
現
在

二
八
人
と
し
て
い
ま
す

。

こ
れ
ら
の
教
訓
を
通
じ
て
、
年

度
に
よ

っ
て
事
業
量

に
む

ら

の

あ

る
場

合

は
、

組織の相互応援体制と流動体制

表2　 応援体 制

○収納率の向上を図 るため

昭和53年度

昭 和54年度 �G

つ のn ＼か
ら各1 名// �6 

名6

名

増
八
で

な
く
一
時
応
援
で
流

○ 市営墓地 の改 侈のた め

昭町】53年度

昭 和54年度 �n

生 部内 心
援 �1 名1

名

動
的
な
体
制

を
と
る
こ
と
を
思

い
つ
い
た
の
で
す
。

2
　
相
互
応
援
体
制

令
期
間
は
、
応
援
の
し

っ
ぼ
な
し
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
結
果

は
五
部
局

は
事
業
の
増
に
よ
る
増
貝
希
望

も
強
く
、
客
観
的
に
見
て
も
懸
案

事
項

の
処
理
に
追
わ

れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
所

を
応
援
す

る
と

い
う
形
式
を
と
り
、
七
部
局

に
つ

い
て

は
他
課

の
応
援

を
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

係
長
候
補
、
課
畏

補
佐
候
補
等
の

ベ
テ
ラ
ン
を
選

出
し
て
も
ら
う

特
に
応
援
職
員
は
、
そ
の
仕
事
の
内
容
に
応
じ
て
各

部
局
の
係
長
候
補
、
課
長
補
佐
候
補
等
の
。ベ
テ
ラ

ン
職

負
を
選
抜
し
て
も
ら
い
、
人
数
だ
け
出

せ
ぱ
よ

い
と
い

う
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
り
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

ら
の

状
況
は
表
2

の
と
お
り
で
す
。

こ
の
こ
と
の
狙

い
は
、
小

務
量

の
増

に
つ
い
て
簡
単

に
増
員
が
む
ず

か
し
い
こ
と
と
、
減
員
で
は
な
く
、
相

互
応
援
と
い
う
方
法
で
各
部
局
が
流
動
的
な
事
業
執
行

に
協
力
で
き
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
認
識
し

た

こ

と

で

す
。

○理 財部収納課への応援ほ 制

昭 和53年2

月20口～昭
和53年3 月31

日(

管 理職・
一般職) �

悦制課　7 名

市民税　　ヵ

課　　　　18S

資産税　　，
課　　　48名

保険乍　z
金課　　8 名 �Sl

名

�税制課　3名
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ら
こ

？

各
部
局
に
、
「

減
員

」
で

な
く
「
応

援
職
員
」
を

選
出
し
て
貰
う

兼
務
辞
令
を
出
し
、
発
令
期
間
中
は
応
援
の
し

っ
ぱ
な
し

昭

和
五
十
年
頃

か
ら
、
人
員
削
減
が
合
言
葉

の
よ
う

に
叫

ぱ
れ
、
本
市
も
各
部
課
に
呼
び
か
け

ま
し

た
が
、

事
業
冊一
の
増
を
理
由
に
増
貝
要
求
こ
そ
あ
れ
、

減
量

は

と
て

も
望

め
な

い
状
況
で
し
た
の
で
、

逆
療
法
で
、
昭

和
五
十
三
年
に
一
七
部
局

あ
る
う
ち
、
監
査
事
務
局

な

ど
小
人
数

の
部
局
を
除
い
て

二

一
部
局
に
、

各
部
局
一

人

ず
つ
減
員
で
な
く
、
他

部
局

の
応
援
要

員
と
し
て
職

員

を
選
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
働
き

か
け
ま
し
た
。
形

式

は
応
援
で
も
兼
務
辞

令
を
出
し
て
、
事
実
上

そ
の
発

c 国道23号線バイパス用地買

収促進のため

昭 和54年 度

昭 和55乍度

昭 和e 乍度

昭 和57年度 �

建設 部内応
援 �1 名1

名1

名1

名

○国営万場 調整ダ ム建設及 び

関 連事業 促進のため

昭 和56年2
月～昭 和57
乍3 月 �

総務部　2 名

建設部　1 名�3
名
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2

課
相
互
間
で
応
援
体
制
・
流
動
体
制
を

346

?乱

組
織
の
相
互
応
援
体
制
と
流
動
体
制

伊
　
藤

良
　

成

豊
栃
市
総
務
部
長

は

じ

め

に

豊『
橋
市
は
、
人

口
約
三
一
万
人
、
而
積
二
五
八
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ま
ち
で
す
。
瞰
員
定
数
は
、
三
、

五

〇
九
人
で
そ
の
う
ち
一

般
会
計

は
、
ニ
、
一
三
八
人
と

な
っ
て

い
ま
す
。

職
員
数

は
他
都
市
と
比
較
し
て
み
て
、
部
門
毎
は
別

と
し
て
、
全
体
と
し
て

は
平
均
的
だ
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
表

―
の
と
お
り
、
最
近

の
職
員
数
は
許
認
可
事
務

の
委

譲
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
新
設
さ
れ

る
公
共

施
設
の
管
理
業

務
の
要
只

増
な
ど
で
川

加
の
傾
向
を
た

ど
っ
て
き
ま
し
た
。

表1　 一般職貝の推 移

／
�

一 般 会 計 �� 合　　　　　計

�人　　員 �増減 員 �人　　　員 �増 減 員

48年度49

年度so

年度51

年度52

年 度53

年度54

年度55

年度56

年度57

年度58

年度 �

人1,7831,8701,9161.9201.9301,9401.97-12,0762,1092,1382,138� 人
一

増　87

川　46

増　4

増　10

増　10

増　34

増102

増　33

増　29

増　0 �

人2.8963,0203.0763,0973,1653,1803,2453,3773,4313,5103,509� 人
－

増126

増　56

増　21

増　68

増　15

増　65

増132

増　54

増　79

減　1

―
　
体
制
づ
く
り
の
動
機

大
農
業
用
水

事
業
を
増
員
に
よ
っ
て

進
め
る

事
業
完
了
し
て
も
減
員
に

応
じ
な
い

事
業
の
川

加
に
対
し
て
、
必
嬰
な
人

員
を
配
置
す

る

の
は
、
眼
む
を
得

な
い
こ
と
で
す
し
、

又
、
そ

の
事
業

が
一
段
落
し
た
と
き
、
課

の
定
数
減
を
す
る
の
は
当
然

の
こ
と
な
の
で
す

が
、
課
ほ

の
定
ほ

減
に
つ
い
て
部
下

の
能
力
評
価
を
あ
や
ま

っ
て
気
に
す
る
管
理
職
の

い
る

こ
と
と
、
自
分

の
守
備
繩
囲
の
減
少
と
い
う
役
人
の
本

能
的
な
抵
抗
心
か
ら
定
数
誠
に
な
か
な
か
応
じ
な
い
の

が
災
状
で
す
。



行政組成の病理 と紐抑降 斬

ヨ
コ
割
の
行
政
需
要
の
増
大

の
も
と
で
、
柔
軟

か
つ
効

率
的
な
組
織
迎
営
が
強

く
要
請
さ
れ
て

い
る
。
具
体
的

に
は
、

主
幹
・
主
査
制

や
プ

ロ
ジ

’
ク
ト
チ
ー
ム
の
活

用
、

部
付
け
人
事
の
導
入
、
係
の
廃
止
等
に
よ
る
大
課

制
の
導
入

な
ど
が
あ
げ

ら
れ

る
。
組
織
動
態
化
は
タ
テ

割
の
克
服
と
い
う
困

難
に
直
面
す
る
だ
け
に
。
と
く
に

管
理
者
の
強
力
な
り
I

ダ
ー
シ
ッ
プ
や
責
任

と
権
限
の

明
確
化
が
求
め
ら
れ

る
。

大
課
制
の
導
入
で
は
。
倉
敷
市
。
赤
穂
市
な
ど

こ
れ
ま
で
触
れ

た
以

外
の
事
例
を
あ
げ

る

と

す

れ

ば
、
大
課
制

の
4
入
と
し
て

倉
敷
市
、
赤
穂
市
な
ど
が

あ
る
。組

織
能
力
の
開
発
を

T
q
C

運
動
を
展
開
す

る
愛
媛
県
や
大

阪
府
水

道
部
な
ど

第
四
番
目

は
、
組
織
能
力

の
開
発
で
あ
る
。

い
う
ま

で
も
な
く
組
織
は
人
か
ら
な
り
、
職
員
の
も
つ
知
力
を

組
織
の
力
と
し
て
活
用
す

る
方
策
が
必
要

で
あ

る
。
こ

の
た
め
に
は
い
わ
ゆ
る
職
員
管
理
計
画
の
作
成
な
ど
人

事
管
理
の
適
正
化
を
は
じ

め
職
c
t
t
m
の
改
革
等
が
求

め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
面
で

ご
I
I
ク
な
試
み
と
し
て

は
、
T
Q
C

運
動
を
艇
開
す
る
愛
媛
県
や
大
阪
府
水
道

部
、
職
務
発
明
規
程
を
も
う
け
た
富

山
県
、
地
域
指
標

や
計
画
の
作
成
で
職
八
ね
加

を
迎
め
た
武
蔵
野
市
や
横

須
賀
市
、
市
民
ね
加
で
研
修
を
お
こ
な
う
日
野
市
や
埼

玉
県

。
企
業
派
遣
を
試
み

る
台
東
区

や
柏
市
、
ま
た
視

点
は
若
干
異
な

る
が
瞰
八

の
地
域
担
当
制

を
導
入
し
た

逗
子

市
や
習
志
野
市
な
ど
が
あ

る
。

管
理
開
発
の
推
進
を

事
務
事
業
の
総
点
検
は
、
大

担
な
ス
ク
ラ

ッ
プ

を

第

五
番
目

は
。
管
川
川

発
の
推
進
で
あ
る
。
事
務
事

業

の
総
点
検
な
ど
が
最
近
の
主
要

な
動
き
で
あ

る
。
だ

が
、
現
状
で
は
ス
ク
ワ

ヅ
プ

ー
ア
ソ
ド
・

ビ
ル
ド
と
い

っ
て
も
、

ビ
ル
ド
ば
か
り
が
目

立
ち
大
胆

な
ス

ク
ラ

″

プ
の
な
い
の
が
実
態
で
あ
る
。
こ
う
し

た
巾
で
、
ユ

ニ

ー
ク
な
試
み
と
し
て

は
、

行
政

の
守
備
範
囲
を
客
観
化

し
よ
う
と
し
た
尼
崎
巾
、
行
政
機
能
分
析
を
基
本
と
し

た
岐

阜
市
、
行
政
の
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
指
標

の
作
成
を
試

み

た
会
津
若
松
市
、
事
務
の
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
運
動

を
展
開

す

る
岡
山
市
、
さ

ら
に
マ
ネ

ー
ジ
メ
ソ
ト

ー
レ
ビ

’
I

を
試
み

た
埼
玉
県

な
ど
が
あ

る
。

市
民
、

県
民
参
加
に
よ

る
行
政
改
革
の

方
向
も

さ
て
、
組
織
革
新
の
具
体
的

な
方
向

は
以

上
の
よ
う

で
あ
る
が
、
釧
路
市
、
名
古
屋
市
、
広
島
県
、
岡
山
県

な
ど
に
み
ら
れ

る
市
民
、
県
民
参
加
に
よ

る
行
政
改
革

の
試
み
も
注
目
さ
れ
る
。

最
後
に
指
摘
し
て
お
き

た
い
こ
と
は
、
実
効
性

の
あ

る
組
織
計
画

の
作
成
で

あ
る
。
今
日
、

大
部
分

の
自
治

体

は
総
合
計
画

に
お
い
て
組
織
革
新
の
方

向
を
定

め
て

い
る
。
だ
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
う
し
た
方

向
は
形
だ

け

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
組
織
革
新
は
本
来

環
境
や
政
策
方
針

の
変
化
に
則
し
て
継
続
性
を
も
っ
て

お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
そ
ま
た
、

時

代

の
要
請
に
ふ
さ
わ
し
い
活
力

あ
る
組
織
が
確
保
さ
れ

る
と

い
え
よ
り
。
先
述
の
組
織
革

新
の
方
向
を

ふ
ま
え

た
組
織
の
計
画
的

な
整
備
が
必
要
で
あ

る
。
｀
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◇
組
織
革
新
の
具
体
的
方
向

第
一
の
方
向
は
、
行
政
機
構

の
整
序
、

体
系
化

に
よ

る
組
織
構
造
の
改
革
で
あ
る
。
行
政
殴
能
と
は
、
大
ま

か
に
み

る
と
直
接
に
サ
ー
ビ
ス
を
供
綸
す

る
ラ
イ

ン
部

門

の
機
能
と
、
そ
れ
を
補
完
す

る
総
務
、
財
政
な
ど
の

ス
タ
ッ
フ
部
門
の
管
理
行
政
機
能
と
に
分

か
れ
る
。
そ

し
て
、
ラ
イ
ン
部
門
の
機
能

は
さ
ら
に
。
行
政
‐

的
に

応
じ
て
福
祉
行
政
機
能
、
環
境
行
政
機
能
、
建
設
行
政

機
能
、
教
育
行
政
機
能
等
々
に
分
け
ら
れ
る
。
組
織
を

変
え

る
場
合
、
ま
ず
こ
う
し
た
行
政
機
能
の
総
合
的
な

整
序
、
体
系
化
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

予
算
、

決
算
な
ど
、
ラ
イ
ン
部
門

の
管
理
行
政
機

能
の
集
中
化

を
部
単
位
に
切
り
換
え

る

組
織
改
革
に
あ
た
り
こ
の
よ
う
な
検
討
が
佐
々

に
し

て

省
略
さ
れ
が

ち
で
あ
る
絣
果
、

い
わ
ゆ
る
課
、
係
の

建
増
し

に
よ
る
組
繊
肥
大
化
、
細
分
化
、

あ
る
い
は
業

務
の
重
複
、
脱
落
な
ど
の
問
勉
が
引
き
起
さ
れ
る
と
い

え
る
。
た
と
え

ば
、
多
く
の
都
市
で
予
算
、
決
算
等
の

事
務
を
課
あ
る
い
は
係
単
位
で
お
こ
な
っ
て

い
る
が
、

ラ
イ

ン
部
門

に
お
け

る
管
理
行
政
機
能
の
集
中
化

と
い

う
視
点
か
ら
部
単
位

に
切

り
換
え
る
必
要
が
あ
る
。

タ

テ
割
、

セ
ク
ト
主
義
を
克
服
し
た
一

体
的
な
部
活
動

の

確
保

に
は
不
可
欠
と
も
い
え
、
そ
う
し

た

例

は

倉

致

市
、

伊
万
里
市

な
ど
に
み
ら
れ

る
。

庁

議
運
営
の

活
性
化
を

参
事
制
、
主
幹
制
な
ど
の
導
入
に
よ

る
総
合
調

整
機

能
の
強
化

を

進
行

管
理
制
、
標
準
予
算
制
の
導
入
を

第
二
の
方
向
は
、

行
政
迎

営
シ
ス
テ

ム
の
改

革
で

あ

る
。
こ
こ
で
は
多
く
の
改
革
課
題
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、

い
く
つ

か
に
つ
い
て
要

点
を
述
べ

る
こ
と
に
す

る
。

第
一
番
目
は
、

全
般
管
理
体
制
の
整
備
で
あ
る
。
現

状
の

か
ぎ
ら
れ
た
財
源

と
人
員
と
い
う
制

約

の

も

と

で
、
自
治
体
は
都
市
政
策
の
的
確
な
決
定
・
選

択
を
厳

し
く
問
わ
れ
て
い
る
。
全
般
管
理
体
制
の
整
伽

と
は
、

こ
の
よ
う
な
状
況

に
あ
っ
て
政
策
形

成
機
能
や
総
合
調

整
機
能
を
中
心
と
す
る
ト

″
プ
マ
ネ
ー

ジ
メ
ソ
ト
を
強

化
す

る
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に

は
、
伝
違
、

お
知

ら

せ
の
場
と
な

り
が
ち
な
庁
議
迎
営
の

活

性

化
、
参

事

制
、
主
幹
制

な
ど
の
導
入

に
よ

る
総
合
調
整
機

能
の
強

化
、
進
行
管
理
制

度
の
導
入
、
総
合
的
な
情
報
管
理

シ

ス
テ

ム
の
形

戊
、

標
準
予

算
制
皮
の
湾
入

な
ど
が
あ
げ

ら
れ
よ
う
。

ハ

ー
ド
、
ソ
フ
ト
の
計
画
機
能
を
一
元
化
し

た
横

須

賀
市
の
都
市
政
策
室

目
標
管
理
を
導
入
し

た
玉
野
市
や
小
松
市

こ
う
し

た
面

で
各
都
市
の
試
み

を

み

る

と
、

ハ
ー

ド
、
ソ

フ
ト
の
計
画
機
能
を
一
元
化
し
た
横
刎

賀
市

の

都
市
政

策
室
、
市
民
ね
加
を
加
味
し
た
川

口
市

の
行
政

審
議
室
、

総
合
調
盤
参
事
で

成
功
し
て

い
る
厚
木
市
、

進
行
管
理
制
度
を
活
川
す

る
釧
路
市
、
鳥
知
市
、
情
報
　
3
4

管
理
面
で

は
大
宮
市
、
中

野
区
、
予

算
編
成
方
法
で
は

神
奈
川
県
の
ゼ
ロ
ベ

ー
ス
予

算
y

ス
テ

ム
を

は
じ
め
大

府
市
や
唐

津
市

の
標
準
予
算
制

度
の
試
み
、
ま
た
目
標

管
理
の
導

入
と
し
て

は
玉
野
市
、
小
松
市

な

ど

が

あ

る
。

部
門

管
理
体
制
の
整
備

を

庶
務
的
事
務
の
部
単
位
で
の
一
元
化
や
中
間

管

理
者
の
管
理
能
力
の
向
上
を

第

二
番

目

は
、

部

門

瞥

理

体
制

の
雌

備

で

あ

る
。

部

門

管

理

と

は
下

位

の

作

業

竹

理
と

上

位

の
全

般

管

理

と

を

結

び

つ

け
行

政

統

合

を

は

か

る
と

と

も

に
、

一

体

的

な

部
活

動

を
確

保

し

よ

う

と
す

る
も

の
で

あ

る

。
具

体

的

に

は
、

先

述

の
庶

務

的

事
務

の
部

単

位

で

の

一
元

化

や
中

間

管

理
者

の
竹

川
能

力

の
向

上

が

問

わ
れ

る

（
拙

稿

『

自
治

体
診

断

か

ら
み

た
中

間

竹

理

職

の

悶
題

』

参

照
「

地
方

公

務
-
i
t
iい

ま
」
　（
地

方

の
時

代

実

践

シ
リ

ー

ズ
4

）

ぎ

ょ
う

せ

い
）
。

組
織
の
動
態
化
の
促
進
を

主
幹
・
主
査
制
や
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
の
活

用
、
大
課
制
の
導
入
な
ど
を

第
三
番
日
は
、

組
織
の
動
態
化
の
促
進
で
あ

る
。
行

政
組
紐

は
ク
テ
割
樅
造
を
基
本

と
し
て

い
る
が
、
最
近

の
行
政
資
源
（
人
、
財
源

な
ど
）

の
制
約
や
横
断
的
、

６
g

つ

り

り
／
1



行政 組繊の病理と組織革新

3
　
組
織
革
新
の
視
点
と
具
体
的
な
方

向

組
織
革
新
を
阻
む
要
因

は
、
先
述

の
行
政

組
織
の
肥

大
化
。
細
分
化
、

さ
ら
に
硬
直
化

を
も
た
ら
す
糾
繊
症

侯
群
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ト

て
フ
や
職
員
の
改
革
意
欲

の
欠
如
を
は
じ
め
と
し
て
、
国
・
県
の

タ
テ
割
機
彬
に

よ

る
ナ
ワ
張

の
市
町
村
段
階
ま
で

の
浸
透
、
首
畏
選
挙

等
に
か
か
お
る
政
治
的
圧
力

な
ど
、
多
様

な
側
而
が
み

ら
れ
る
。

ま
さ
に
症
候
群
と
い
え
る
組
織
革
新

を
阻
む
壁
を
打

破
し
、
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
活
力
あ
る
組
織
の
形

成

が
、
今
日
の
自
治
体
に
問

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
組
織
革
新
に
む
け
て
二
つ
の
基
本
的
視
点
と
そ

の
具
体
的
方

向
を
簡
単
に
指
摘
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。

◇
「

組

織

を

診

る

眼
」
を

も
つ

概
構
い
じ
り
、
事
務
い
じ
り
に

と
ど
ま
リ

場

当
り
的

な
対

症
療
法
に
終
始
し

が
ち

第
一
の
視
点
は
、
「
組
織
を
診
る
眼
」

を
も
っ
と
い

う
こ
と
で
あ

る
。
組
織

診
断
を
通
じ
て
強
く
感
じ
る
こ

と

は
、
自
治
体
職
員

の
総
合
的
、
動
態
的

な
組
繊
観
の

欠
如
で
あ
る
。
い
ず
れ

の
自
治
体
職
貝
も
、
先
述
の
よ

う
な
組
織
病
理
の
徴

候
に
気
づ
い
て

は
い
る
。
だ
が
、

い
ざ
組
繊
を
変
え
る
と
な
る
と
、
小

な
る
課
、
係

の
新

設
・
改
廃
や
事
務
手
統
の
改
1　
等
に
傾
斜
し
た

。
機
構

い
じ
り
″

’
事
務
い
じ
り
″
に
と
ど
ま
り
、
場
当
り
的

な
対
症
療
法
に
終
始
し
が

ち
で
あ
る
。

機
構
再
編
成
だ
け
で
な
く

職
員
の
行
動
変
容
の
重
視
を

組
繊
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
共
通

の
口
的
の
効
率

的
な
実
現
を

め
ざ
す
組
織
成
員

に
よ
る
一
体
的
な
協
働

行
動
の
体
系
で
あ
る
。
そ

の
口

的
と
は
行
政
組
織
の
場

合
、
。公
共
目
的
の
実
現
と
職
ぬ
の
自
己
実
現

に
あ

る
。

こ
の
点
で

は
、
組
織
は
課
、
係

等
の
制

度
的
な
機
構

か

ら
の
み
成
り
立
つ
も
の
で
な
く
。
職
員
相
五
の
人
間
関

係
す

な
わ

ち
非
公
式
組
繊

か
ら
も
成
り
立

っ
て
い
る
。

前
者
の
機
収
再
編
成
を
爪
視
し
た
の
が
組
織
改
革
で
あ

り
、
後
者
の
職
員
の
行
動
変
容
を
爪
視
す

る
の
が
組
織

開
発
で
あ

る
。
組
織
革
新

に
あ
た
っ
て

は
ま
ず
こ
の
二

つ
の
視
点
を
も
ち
、
組
織
行
動
と
職
員
行
動
と

の
均
衡

化
を

め
ざ
す
必
要
が
あ

る
。

「

組
織
は
変
わ
る
」
と
い

う
認
識
を

動

態
的
な
視
点
で

組
織
設
計
を

と
同
時
に
。
「

組
繊

は
変
わ
る
」

と
い
う
認
識
を
も

つ
こ
と
で

あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
組
繊

は
環
境
適
応
を

基
本

と
し
て

お
り
、
新
だ
な
行
政
職
能
の
発
見
、
組
織

化
あ
る
い
は
不
要
な
紅
繊

の
廃

止
・
縮
小
等
、
動
態
的

な
視
点

を
も
ち
組
織
設
計
を
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
し

て
。
行
政
機
能
の
適
正
な
職
能
化
、
機
桁
化

な
ど
機
能

的
、
構
造
的
検
討

を
く
わ
え
組
織
構
造
の
笙
序

に
努

め

る
と
と
も
に
、
そ
の
組
繊
構
造
を
動

か
す
運
営
シ
ス
テ

ム
の
改

革
へ
と
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
｀

◇
「
質

の
改

革

」
を

進
め

る

職
員
の
質
の
改
革
を
、
行
政
の
文

化
化
を

第
二
の
視
点
は
、
「
質

の
改
革
」
の
推
進
で

あ
る
。

行
政
組
繊
は
今
日
、
適
正

な
組
織
縮
小
を
期
待

さ
れ

る
時
代
に
あ
り
、
そ

の
肥
大
化
、
細
分
化
、
硬
直
化

の

克
服

を
求

め
ら
れ
て

い
る
。

だ
が
、
今
日
の
組
繊
改
革
の
方

向
と

は
単
な
る
量
的

か
つ

直
接
的
な
組
織
縮
小
で
は
な
く
、
「

組
織
の
質

」

の
改
革
を
通
じ
て
の
組
織
適
正
化
で
あ
る
。
こ
こ
で
組

織
の
質

の
改
革
と
は
、

こ
れ
ま
で
の
法

令
に
も
と
づ
き

サ
ー
ビ
ス
す

る
だ
け
に
と
ど
ま
り
が
ち
な
行
政
で

は
な

く
、

う
る
お
い
、
ゆ
と
り
、
人
間
味
な
ど
よ
り
質

の
高

い
サ
ー
ビ
ス
を
効
率
的
に
供
給
し
う

る
行
政

の
追
求
で

あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、

組
繊

の
改
革

の
み
な
ら
ず
。

組
織
を
担
う
「

職
貝
の
質
」

の
改
革
も
不
可
欠
と
い
え

る
。
い
わ
ゆ
る
行
政
の
文
化
化
も
こ
う
し
た
「

質
の
改

革
」

の
一
環

に
あ

る
と
い
え
よ
う
。
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行政の生 産性向上， コスト分 析V

◇
行
政
管
理
能
力
の
低
下

政
策
形

成
機

能
、

総
合
調
整
機
能
も
低
下

上
部
に
依
存
、

法
令
に
追
随

行
政

管
理

の
定
義
の
什
万

は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
面

単

に
い
え
ば
、
行
政
目
的
の
効
緊
的
な
達
成
に
む
け
て

行
政
活
動
を

計
画
し
、
組
織
し
、
促
進
し
、
統
制
し
、

評
価
す

る
こ

と
と

い
え
よ
う
。
糾
織
の
敏
巡
な
環
境

適

応

や
効
率
性
の
確
保
に
と
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
計
画
－

促

進
I

評
価

と
い
う

マ
ネ

ー
ジ
メ
ソ
ト

ー
サ
イ

ク
ル
の
定

着
化
は
不
可

欠
と
い
え

る
が
、
多
く
の
自
治
体
に
お
い

て
い
ま
だ
十
分

に
自
覚
さ
れ

ぬ
現
状
に
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
お
知

ら
せ
、
伝
述
に
と
ど
ま
る
庁
議
に
代

表
さ
れ

る
よ
う
に
、

全
般
管
川
や
部
門
竹
理
体
制
の
未

整
備
、
進
行
管
理
、
情

報
竹
理
、
効
果
洲
定
制
変
な
ど

の
立
遅
れ
等
、
政
策
形

成
機
能
、
総
合
調
整
機
能
な
ど

の
低
下

、
欠
如
し
た
状
況
が
各
所

に
み
ら
れ

る
。
し
か

も
、
こ

の
よ
う
な
行
政
竹
川
能
力

の
低
下

の
中
で
。
職

務
権
限
の
上

部
へ

の
集
中
化
傾
向

は

’
い
ち
い
ち
上
川

の
指
示

が
な
け

れ
ば
仕
事
が
で
き

な
い
”

法
令

に
の

み
追
従
し
て

仕
事
を
す

る
″
と
い
り
消
極
的

か
つ
非
効

率
な
行
政
運
営
を
生
み

だ
す

に
至
っ
て

い
る
。
ま
た
、

「

ハ
ソ
コ
行
政
」
の
も
と
で
起
案
か
ら
決
裁
に
い
た
る

押
印
数
の

多
さ
、
決
裁
者
や
合
議
者
の
不
在
、

事
案

の

軽
重
に
か
か
わ
ら
ぬ
画
一
的
な
手
続
き

な

ど

の

た

め

に
、

決
定
か
ら
実
施

に
い
た
る
ま
で
非
常

な
時
間
と
I

力

が
か
か
る
と
こ

ろ
と
な
っ
て

い
る
。

さ
ら
に
、

往
々
に
し
て

な
お
ざ
り
に
さ
れ
が

ち
な
人

小
管
理
は
組
微
の
中

心
的

な
担
い
手
た
る
中
間
管
理
者

の
管
理
能
力
の
欠
如
を
引
き
起
し
て

い
る
ば
か
り
で

な

く
、
都
門
間
の
人
事
交

流
の
停
滞
化
は
祓
ほ
の

意
識
、

意
欲
の
低
下

を
き
た
す
と
こ

ろ
と
な
っ
て

い
る
。

◇
新
た
な
試
み
、
実
験
も
形
骸
化

と
こ

ろ
で
以

上
の
よ
う
な
状
況

は
、
今

日
の
自

治
体

の

と
く

に
問
題
的
側
而

に
焦
点
を
あ
て
指
摘
し

た
も
の

で
あ

る
が
、
自
治
体
の
新
た
な
試
み
、
実
験
を
も
形
骸

化
す

る
と
こ
ろ
と
な
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、

組
繊
動

態
化

の
面
で
み

る
と
、
次
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
つ
つ

あ

る
。参

事
、
主
幹
、
主
査
制
は

命
令
系
統
が
混
乱
、

意
見
決
定
が
遅
延

第
一

に
、

参
事
、
主
幹
、

主
査
制

あ
る
い
は
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
制
な
ど
に
つ
い
て

は
、
①
命
令
系

統
が
混

乱
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
決
獄
者
が
多
く
な
り
意
思

決

定

の
遅

延
と

な
る
、
②

タ
テ
割
組
織

に
お
い
て
ポ
ス
ト

の
重
要

性
が
理
解
さ
れ
ず
、
弾

力
的
迎
営
が
で
き
な
い

な
ど
。

プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は

本

来
の
職
務
と
両

立
し
難
く
、
片
手
間
に

機

構
改
革
で
は
本
籍
地
意
識

が
強
く
出
る

第
二
に
、
プ

フ
ソ
エ
ク
ト
チ

ー
ム
に
つ

い
て
は
、
口

本
来

の
職
務
と
の
両

立
が
雌
し
く
義
務
の
た
め
の
片
手

間

に
な
り
が
ち
で
あ
り
、
責
任
体
制
に
欠
け
る
、

②
本

籍
地

意
識
が
強

く
、

と
く

に
機
尉
改
革
な
ど
で
は
全
庁

的

な
視
野

か
ら
の
発
言
が
期
待
で
き
ず
、
所

属
部
課
巫

視
で
あ

る
な
ど
。

大
課
制
も
係
に

か
わ
る
新
た
な
セ
ク
ト

を
生
み
出

す
第
三
に
、
大
課
詞

な
ど

に
よ

る
流
動
化
体
佃

の
4
入

に
つ
い
て

は
、
係
に
か
わ
る
新

た
な

セ
ク
ト
を
生
み
だ

し
、
ま

た
ポ
ス
ト
減
に
よ

る
収
員
処
遇
の
仕
方
か
難
し

い
な
ど
。

部
付
け
人
事
は
、
渡
り
鳥
的
感
覚
に

責
任
感
も
薄

く

第
四
に
、
部
付
け
人
事

の
4
入
に
つ
い
て
は
、

渡
り

鳥
的

感
覚
に
な
り
責
任
感
が
沁
く
な
る
な
ど
。

硬
直
化
し
や
す
い
行
政
糾
繊
を
い
か
に
環
境

に
適
応

さ
せ
活
力
あ

る
組
繊

と
す

る
か
。
そ
の
模
索
の
巾

か
ら

生
ま
れ
た
組
繊
動
態
化
の
試
み
も
、

タ
テ
割
組
織

の
川

定
的

な
観
念
の
も
と
で
形
倣
化
し
が
ち
と

な

っ

て

い

る
。
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行政組繊の 病理 と組織革新

組
織
拡

大
。
そ
う
し
た
行
政
組
織
の
肥
大
化
、
細
分
化

は
、
現
状
維
持
志
向
の
強

い
行
政
風
土
と
も
あ
い
ま
っ

て
、
動
脈
硬
化
症
状
を
進
め
て
き

た
。
今
日
、
組
織
革

新
（
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
）
を
阻
む
組
織

病
理
、
い
わ
ば

組
織

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
も
い
え
る
状
況
が
み
ら
れ

る
。

自
治
体
は
み
ず
か
ら
の
英
知
と
勇
気
に
ょ
り
こ
の
組
織

病
理

を
克
服
し
、
行
政

組
繊
の
豊
か
な
環
境
適
応
能
力

の
再
生
を
迫
ら
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

2
　
組
織
診
断
に
み
る
組
織
症
候
群

さ
て
、
組
織
診
断
を
通
じ
て
と

ら
え
ら
れ
る
行
政
組

幟
の
は
ぐ
く

む
硬
直
化
要
因

に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
み

る
こ
と

に
し
よ
り
。

◇
タ
テ
割
、
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

組
織
全
体
の
利

益
よ
り

部
分
利
益
が
優
先

他
部
門
に
対
し
、

密
室
主

義

各
論
主
体
的
傾

向
が
先
行
、
地
域
全
体
へ
の
総

合
的
配
慮
が
希
薄

ま
ず
、
自
明
の
こ
と
な
が

ら
タ
テ
割
、

セ
ク
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
が
あ
げ
ら
れ
る
。
自
治
体
に
お
け

る
タ
テ
割
の

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
組
織
は
タ
テ
割

に
所
掌

さ
れ
た
範
囲
内
で

事
務
処
理
す

る
た
め
、
事
務
の

’
は
み

で

る

部

分
’

や

。
落
ち
こ
ぼ
れ
た
部
分
”
へ
の
対
応
を
困

難
に
す

る
　
　
◇
業

務

分

担

関
係

の

混
乱

、

不

明

確

さ

ば
か
り
で

な
く
、
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
助
長
す

る
。

こ
う
し
た
中
で
、
事
務
処
理
は
セ
ク
ト
単
位
に
な
り
、

一
課
一
係
、
一
課
三
人
、
あ
る
い
は
課

ご
と
に
庶
務
係

等
を
設
け

共
通
事
務
の
処
理
に
あ
た
る
な

ど
細
分
化
現

象
が
引

き
起
さ
れ
て
い
る
。

課
、
係

の
細
分
化
に
よ
る
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
強

化

は
、
部
門
間

の
協
力
休
制
の
欠
如

や
コ
ミ
r
iニ
ケ
ー

シ
ョ
ソ

ー
ロ
ス
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、

組
織
全
体
の

利
益
よ
り
部
分
利
益
が
優
先
さ
れ

る
た
め
。
他

部
門
へ

の
情
報
提
供
を
渋

る
密
室
主
義
や
組
織
の
硬
直
化
を
一

層
高
め
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
各

論
主
体

傾
向
の
先
行

に
よ
り
地
域

や
行
政
全
体
へ
の
総

合
的
配

忿
が
希
薄

と
な
り
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
、

事
務
執

行
の

ロ
ス
、
非
能
率
な
ど
が
生
み
だ
さ
れ
る
一
方
、
行

政
改
革
に
と
り
く
ん
で
も
当
該
部
課

か
ら
の
抵
抗
に
よ

り
挫
折
す
る
結
果
と
な
る
。
ま
た
。
職
員
配
匠

が
事
務

量
の
ピ
ー
ク
時

に
あ
わ
せ
て

な
さ
れ
が
ち
な
た
め
に
、

肥
大
化
が
促
進
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
。
一
度
で
き

た

組
織
は
状
況
に
あ
わ
な
く
な
っ
て
も
改
廃
さ
れ
る
こ

と

が
少
な
い
。

新
し
い

仕
事
は
、
各
課
お
互
い
に
押
し
つ
け
あ
う

ヨ
コ
割
り
サ
ー
ビ
ス
増
大
の
中
で
、
責
任
の
所

在
も
あ
い
ま
い

次
に
、
業

務
分
廻
関
係

の
混
乱
、
不
明

確
化
が
あ
げ

ら
れ

る
。
先

に
み

た
タ
テ
割
、

セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の

進
展
、
さ
ら
に
わ
が
国
自
治
体
に
共
通
す
る
集
団

主
義

の
も
と
で
個
々
の
職
務
内
容
の
不
明
硫
化

は
、
新
し
い

仕
事
が
発
生
し
た
場
合
、
各
課
お
互

い
に
押
し
つ
け
あ

う
状
況
に
陥
り
が
ち
と
な
る
と
と
も
に
、
組
織

の
複
雑

化
を
ま
ね
く
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

市
民

か
ら
み
て

も
担
当
す

る
部
門
の
所

在
や
責
任
が

わ
か
り
に
く
く
、

ま
た
上
部
機
関
の
責
任
に
転
嫁
し

よ

う
と
す

る
風
潮
さ
え
生

み
だ
し
て

い
る
。
今

日
、
複
数

部
門

の
関
連
責
任
で
処
理
さ
れ
る
べ
き

ヨ
コ
割
、
横
断

的

な
行
政

サ
ー
ビ
ス
が
増
大
化
す

る
中
で
、
事
務
処
理

の
遅
れ
や
サ
ー
ビ
ス
低
下

が
も
た
ら
さ
れ

る
一
方
、
い

わ
ば

。
だ
れ
に
責
任
の
あ
る
仕

事
か
よ
く

わ

か

ら

な

い
″
と
い
う
混
乱
さ
え
み
ら
れ
る
。
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行政 の生産 性向上 ，コ スト分析V

窓

口
事
務
が
分
散
し
て
い
る
た
め
、
米
庁

の
町
民
を
必

要
以
上
に
歩

か
せ
て

い
る
。

朗
　

町
民
課
福
祉
係
の
分
掌
事
務
か
柚
祉
。需
要
の
多

様
化

に
つ
れ
て
拡
大
し
、
他
方
専
門
性
を
要
請
さ
れ
、

町
営
住
宅
、
福
祉
医
療
、
青
少
年
指
4

育
成
等

を
関
係

課
に
移
管
し
純
化
す

る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。

帥
　

農
林
課

と
聞
発
課
の
分
掌
班

務
に
は
重

複
し

た

も
の
が

あ
り
、

地
域
農
業
者
の
自
主
比
と
活
力

を
基
礎

と
し

た
総
合
的

な
地
域
農
政
の
推
進
、
水
田
利
川
再

編

成
、
転
作
指
導
、
農
地
流
動
化
小
栗
等
に
必
要
以
上
の

糾
鮑
が
み

ら
れ

る
。

卸
　

土
木
技

術
者
が
建
設
課
と
開
発
課
に
分
散
配
置

さ
れ
、

事
業

址
の
増

減
に
即
応
し
た
人
員
配
以
が
で
き

な
い
。

卵
　

商
工

観
光
課
は
、

企
柴
誘
致
、
商

工

の

振

興

と
、
場
合
に
ょ
っ
て

は
利

害
が
対
立
す
る

消

費

者

行

政
、
士
地
対
策
、
公
害
ｗ

を
掌
理
し
て
い

る
。

㈲
　
建
設
課

は
係
数
と
人
n

が
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
と
な

っ
て

い
る
。

㈲
　

町
民

セ
ン
タ
ー
、
公
民
川

等
の
管

理

は

総

務

行
政
組
織
の
病
理
と
組
織
革
新

1
　
「
組
織

ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
」
を
迎

え
て

I

適
正
な
環
境
対
応
を
間
にわ
れ
る
組
織

自
治
体
の
行
政
組
織
は
い
ま
や
、
「
組
織
ル
ネ
サ
ン

ス
の
時
代
」
を
迎
え
て

お
り
、
そ
の
遡
正

な
組
織
縮
小

社
会

へ
の
移
行
の
中
で
、

効
率
的
な
活
力
あ
る
組
織
の

形
成
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
組
織
と
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
常
に
環
境

適
応

を
間

わ
れ
て
い
る
。
変
容
す

る
不

確
実
な
環
境
の
中
で
、
良
好
な
市
民
生
活

を
保
全
す

る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
新

た
な
快
適
さ
を
朋

発
す

る
敏
速
な

環
境
適
応
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で

は
、
財
政

の
行
政
支

持
力

の
低
下
、
市
民
憲
識

の
変
化
、
さ
ら
に

快
適
環
境

の
創

造
を
求

め
る
最
近

の
動
向
の
も
と
で
、

を
迫

ら
れ

る
転
換
点
に
あ
る
。
都
市
化
社
会
か
ら
都
市
　
　
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
効
率
的
に
供
給
し
う

る
活
力
あ

課
。
運
営

は
教
育
委
員
会
が
所

管
し
、
町
民

の
利
川
L

問
題
が
生
じ
や
す
い
。

以
上
の
よ
う
な
組
織
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
解
決
と
新

振
興
計
画

に
基
づ
く
央
施
計
画

に
よ
る
計
画

主
4
和
糾

織
迎

営
を
ね
ら

い
と
す
る
組
織
素
案
を
ま
ず
提
示
I

．

ト
ッ
プ
と

の
意
見
調
整
を
0
　
て

提
案
し

た
組
織
モ

デ
ル

の
一

つ
が
実
施
案
（
図

表
3
）

と
な
っ
た
。

事

務
局

は
、
根
回
し
不
足

も
あ

っ
て
議
会
の
抵
抗
を

う
け
、
実
施
に
あ
た
り
仲
労
し

た
よ
う
で
あ

る
。

ヨ エr

口

田

民

日
本
都
巾
セ
ン
タ
ー

S

る
行
政
組
織
の
形

成
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
れ
ま
で
自
治
体
は
、
高
度
経
済
成
長
期

を
通
に
一

貫
し
て

組
織
の
拡
大
を

は
か
っ
て
き

た
。
急
激

な
人
‐

増
加
等
の
不
可
避

な
組
紐
膨
張
圧
力
が
あ
っ

た
こ
と
も

事
実
で

あ
る
が
、
反
面

、
い
わ
ゆ

る
肥
大
化
、
細
分
化

と
い
う
組
織
病
理
も
み
ら
れ

た
。
噴
出
す
る
行
政
霜
。要

に
安
易

に
対
応
し
た
過
皮
の
環
境
適
応

と
い
う
側
面

は

い
な
め
な
い
。
新
た
な
行
政
課
題

が
生
じ
る
た
び

に
。

母
屋
に
建
増
し
す

る
か
の
よ
う
に
課
、
係
を
新
設
す

る
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＾
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い

る
。

㈲
　

タ
テ
割
志
向
が
強
く
、
佃

々
の
施
策
が
先
行
し

財
政
が
後
へ
の
状
況

が
続
き
、
総
合
的
な
計
画
行
政
が

軽
視
さ
れ
て
き
た
。
そ

れ
は
、
新
町
勢
振
興
計
叫
を
策

定
中
で
、
行
政
の
指
針
と
な

る
1
1　体
的

な
央
施
計
画
が

な
か
っ
た
こ
と
も
起
因
す

る
か
も
し
れ

な
い
。

㈲
　

産
業
構
造
が
類
似
し
た
町
に
比
べ
て
課
及
び
係

数
が
多
く
、
と
く

に
係
数
は
著
し
く
多
く
兼
務
係
長
一

人
の
係
が
あ

り
、
人
事
異
動
、
職
員
育
成
に
支
障

を
き

~―^3

こ
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司
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降
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雌
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布

洋
緊
雌
⇒
拓
L
I

″

た
し
て

い
る
。

㈲
　

二
八
の
類

似
団
体
の

デ
ー

タ
を
も
と
に
、
系
統

業
務
別
、
査
定
対

象
合
計
、
職
員

総
数
に
つ

い
て
重
回

帰
分
析
を
行

っ
た
が
、
施
設
職
員
、
農
業
共
済
等
を
除

く
査

定
対
象
合
計

は
約
一
三
人
多
く
、
ま

た

総

務

系

統
、
n

林
水
産
系
統
、

会
計
系
統

の
職
員
数
が
多
い
。

㈲
　

最
高
意
思
決
定
協
議

の
機
能
を
も
つ
庁

議
、
各

執
行
機
関
及

び
各
課
悶
相
互
の
連
絡
調
整

の
機
能
を
有

す
る
幹
部
会

議
等

の
事
務
局
は
総
務
課
が
所
管
し
、
庁

‐
哨
応
お
冷
々
y

吻
I

（
R
）
［

］
卜

部
障
・

J
障

・
琲

ゆ

・

加
非

叫

朗

叫

か
f
3

（
(
f
l
L。　
K
i
£
r
>
e
≪

。　
≪
t
4
v

喘

知
一
’
芦

崎
鼎

呂

や

冪
（
　
　

）

議

に
は
企
画

課
長
が
参
加
し
て
い
な
い
。

㈲
　

コ
ミ

ご
I
テ
ィ
対
策
、

住
民
自

治
の
振
興

に
関

す

る
分
掌
事
務
が
総
務
課
と
企
画

課
に
分

散
し

総
合
性

を
欠
い
て
い
る
。

哨
　

指
名
願

の
受
理
審
査
、
建
設
工
事
入
札

指
名
委

員
会
は
建
設

課
が
所
管
し
、
入

札
契

約
事
務
を
工
事

主

管
課
が
行

い
、
全
庁
的
な
契

約
状
況

が
把
握
し

に
く
く

入
札
契
約
事
務
の
適
正

な
執
行

に
問
題
が

あ
る
。

㈲
　
戸

籍
、
住
民
基
本
台
帳

に
関
す

る
国
保
年
金

の
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コスト分 析行政の生産性向上，V

③
　
理
想

組
織
案
の
立
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

事
い

卵
い
い
に一
に

的

か
ら
み
て
同
質
性

の
あ

る
と
こ

組
織
改
革

の
目
的
方
針
と
調
査
分
析
に
よ
っ
て

把
握
　
　
　

ろ
に
着
眼
し
て
集
め
る
も
の

さ
れ
た
問
題
点
等

か
ら
、
当
該
地
方
自
治
体
が
目
ざ
す
　
　
・
地
域
基
準

政
策
方
針

と
か
管
理
目
標
に
照

ら
し
て
理
想
組
織
案

を
　
　
・
対
象
別
基
準

作
成
す
る
。

理
想
案
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

長
期
的
　
　
　
　

例
え
ば
、
児

童
、
婦
人
、

老
人

視
野
に
立
っ
て
、
現
存
の
人
的

資
源
、
財
的
資
源

お
よ
　
　
・
技
術
基
準

び
そ
の
他
の
制
約
条
件

を
一
応

考
心
の
外
に
お
く
べ
き

で
あ
ろ
う
。

一
般
的

に
は
、
地
域

の
特
性
、
政
策
課
題
と
そ
れ
を

推
進
す
る
行
政
課
題
等

か
ら
の
政
策
的
組
織
化
と
、

組

織
管
理

高
度
化
の

た
め
の
機
能
的

組
繊
化
と
か
ら
組
織

理
想
案

を
作

成
す

る
。

こ
の
政
策
的
組
織
化
に
お
い
て
参
考
に
な
る
の
は
、

当
自
治
体
の
資
料

の
ほ

か
地
方

自
治
行
政
の
一
般
的

動

向
で
、

市
町
村

の
地
域
政
策
の
八
本
姿
勢
（
社

会
福
祉

の
確
立
、
生
活
環
境
の
雌
面
、

地
城
産
業
の
振
興
、

教

育
文
化
・

ス
ポ
ー
ツ
の
扱
興
）
、
行
政

迎
営

の
基

本

姿

勢
（

住
民

参
加
行
政
、
住
民

自
治
の
振
興
、
住
民
本
位

行
政
等
）
、
行
財
政
の
効
率
化
対
策
（

効
率
的
行

財

政

運
営
の
執
行
、

計
画
的
行
政
、
広
域
行
政
の
推
進
、
財

政

の
健
全
化
）

等
が
あ

る
。
過
度
の
政
策
指
向
に
よ
る

組
織
化
は
組
織
機
構

の
膨
張

を
ま
ね
く
恐
れ
も
あ
る
の

で
、
慎
重
に
検
討
す

る
こ
と
を
の
ぞ
み
た
い
。

部
門
構
成
上
の
一

般
的
な
指
針

に
は
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ

る
。

m
　
ラ
イ
ン
部
門
の
編
成
基
準

例
え
ば
、
土
木
、
建
築

”
執
行
過
程
の
分
割
に
よ
る
基
準

例
え
ば
、
計
画
、
用
地
買

収
、
登
記
、
設
計
積

算管 （2）

入
札
契
約
、
工
事
監
督
、

検
査

ス

タ

ヅ
フ
部
門
の
編
成
基
準

理
要
素
別

基
準

人
、

物
、

金
の
三
つ

の
行
政
資
源

に
つ
い
て
区

分

す
る
も
の
、

例
え

ば
人
事
、

管
財
、
用
度
、
会
計

・
管
理
過

程
の
分
化

に
よ

る
基
準

計
画
、
促

進
、
統
詞
な
ど
の
管
理
過
程
に
つ
い
て

区

分
す
る
も
の
、
例
え
ば
企
画
調
整
、
行
政
管
理

④
　
実

施
可

能
な

組
織
案
の
作
成

理
想
組
織
案

か
ら
、
人
的
資
源
、
財
政
事
情

お
よ
び

そ
の
他
の
制
約
条
件
を
加
味
し
て
実
施
可
能
案
を
作

成

す

る
。

⑤
　

実
施
の
促
進

組
織
改

革
の
実
施

に
当
た
っ
て

は
、
そ
れ
に
先
立
っ

て
行
政
組
織
条
例
、

事
務
分
掌

規
則
、
事

務
決
裁
規
程

お
よ

び
関
係
の
規
則
規
程
を
整
備
す
る
。
ト
ッ
プ
自

ら
　
8

職
員
に
対
し
て
改
革

の
目
的
方
針
、
改
革
の
概
要

を
説
　
3
3

明
す

る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し

い
。

3畦

自
治
省
振
興
課
編
『
市
区
町
村
に
お
け
る
管
理
改
普

の
状
況
』
昭
和
五
十
四
年
三
月

3
　
組
織
診
断
に
よ
る
M
町
の
提
案
組

織
モ
デ
ル

M
町
は
昭
和

二
十
八
年
四
月
一
日
五
町
村
が
合
併
し

て
で
き
、
現

在
人

口
一
万
四
、
六
〇

〇

人
、
而

秋

八

八
・
五
平
方

キ
ロ
の
内
陸
部
の
町
で
、
町
内

を
国
鉄
、

高
速
道
路
、
国

道
が
走
り
交
通
の
要
衝

と
し

て
の
位
は

を
占

め
て

い
る
。
産
業
別
就
労
人

口
比

率
は
、
第
一
次

産
業
一
七
・
三
％

、
第
二
次
産
業
二
九
・
九
％

、
第
三

次
産
業
五
二
・
八
％

で
、
商
工
、

観
光
、
農
林

の
三
部

門
を
柱
と
し
て
発
展
し
て
い
る
。

M
町
の
改
善
前
の
行
政
組
織
機

構
は
図
表
3

の
と
お

り
で
あ
る
が
、
ト
ッ
プ
は
じ
め
課
長
係
長

と
の
而
接
調

査
、
資
料
分
析
等
の
結
果
、

組
織
の
機

構

及

び

運

営

上
、

次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。

∽
　

こ
れ
ま
で
町
税

の
順

調
な
伸

び
に
支
え
ら
れ
て

町
債
を
増
し
、
公

共
施
設
の
整
備
、
ほ
場
整
伽
等
を
秋

極
的

に
図
っ
て
き
た
が
、
財
政
分
析
の
結
果
、

繩
常
収

支
比

率
、
実
質
債
務
残
高
比
率
、
公

債
費
比

率
等

が
恋

化
し
て
き
て
お
り
、
財
政
運
営
の
健
全
化
が
緊

急
の
課
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組繊のrJi比化と組織欧附改革の進め方

①
　

組
織
改

革
の
目
的
・
方
針
の
股
定
　
　
　
　
　
　
　

―
い
い
い
J

い
づ
一
心
行
政
全
体
か
ら
み
て
過

度
に
強
化

基
本
計
画
、
実
施
計
画
、

ト

乙
フ
の
’政
策
双

訓
や
政
　
　
・
そ
の
事
務
事
業

は
行
政
の
今
後
の
方
向

か
ら
考
え
て

策
方
針
、

住
民
要
求

お
よ
び
苦
情
、
行
政
水
小
、
財
政
　
　
　

強
化
す
べ
き
で
は
な
い
か

事
情
、
事
業

の
違
成
状
況
、
法
条
例
の
要
求
、
組
織
悶
　
　
・
必
要

な
事
務
事
業
で
あ

る
が
現
実

に
欠
け
て
い
る
事

題
、

ト

て
フ
の
指
示
等
か
ら
組
織
改
単
0
‐

的
お
よ
び

方
針
を
設
定
す

る
。
ト
ッ
プ
か
ら
の
随
伴
的
な
指
示
が

あ
る
こ
と

は
す
く
た
い
の
で
、
改

革
方
針
案

を
作

成
し

ト
ッ
プ
と
の
意
見

交
換
を
行
う
こ

と
が
の
ぞ
ま
し

い
。

②
　

現
行
組
織
の
調
査
分
析

組
繊
改
革

の
目
的
・
方
針

に
基
づ
き
、
現
行
の
組
織

機
構
お
よ
び
運
営
に
つ
い
て
調
査
分
析

を
行
う
。
こ
の

調
査
分
析

に
は
、
組
織
間
題

の
ア
ン
ケ
ー
ト
洲
査
、

管

理
職

お
よ
び
職
貝

の
意
識
調
査
、
事
務
決

獄

状

況

調

査
、
組
織
機

構
変
遷
調
査
、
類
似
団
休
洲

査

等

が

あ

る
。な

お
、
行
政
日
的
に
必
要

な
事
務
収
業
の
検
討
分

析

は
、
次

の
よ

う
な
観
点
か
ら
行
う
。

・

そ
の
事
務
事
業

は
必
要
不
可
欠

な
も
の
か

o　
＾
Vの
事
務
事
業

は
緊

急
を
要
す

る
も
の
か

・

そ
の
事
務
事
業
は
効
果

を
あ
げ
て
い
る
か

・

そ
の
事
務
事
業

は
効
率
的

に
行
わ
れ
て

い
る
か

・

そ
の
事
務
事
業
は
当
白
治
体
が
実
施
す

る
の
が
適
当

か

・

そ
の
事
務
事
業

は
重
点
を
お
く
べ
き
で
あ

る
が
弱

体

化
し
て
い
な
い
か

務
事
業

は
な
い
か

こ
れ
か
ら
の
観
点
か
ら
個
々
の
事
務
事
業
を
総
合
的

に
検
討
し
、
そ
れ
ぞ

れ
、
廃

止
、
縮

小
、

統

合
、
改

善
、
委
託
、
新
設
、
強
化
等
の
判
別
を
行

い
機
彬
編
成

に
反

映
さ
せ
る
（
こ
の
よ
う
な
事
務
事
業
の
評
価
ま
た

は
点
検
が
都
市
に
お
い
て
五
九
・
〇
％

、
町
村
で
は
三

二
・
四
％

の
実
施
率
と
な
っ
て

い
る（
脱
）
）
。

ま
た
、
あ
る
市

の
組
織
機
構
見
直
し
に
お
け

る
主

な

視
点
と
実
施
の
要
点

は
次
の
よ
う
で

あ
る
。

組
織
機
構
見

直
し
に
お
け
る
主
な
視
点

①
　

脱
民

の
便
宜
を
は
か
る
こ
と

②
　

机
繊

は
行
政
の
種
目
を
中

心
と
し
て
作
ら
れ
る

べ
き

も
の
で
あ

る
こ
と

③
　

組
織
の
単
位
が
適
正
で

あ
る
こ
と

④
　

組
織
は
簡
素
で
、
機
能
的
で
あ

る
こ
と

⑤
　

事
務
の
職
能
的
集
中
化

に
配
慮
す
る
こ
と

⑥
　
作
限
と
責
任
の
つ
り
合

い
が
と
れ
て
い
る
こ
と

⑦
　

地
域
社
会
の
変
化
に
対
応
す

る
能
力
（
企
画
、

調
整
能
力
）
を
寸川
め
る
こ
と

⑧
　
行
政
の
経
済
性
を
高
め
る
こ
と

⑨
　
他

の
市
の
組
織
と

の
間
に
均
衡
を
失
し

な
い
こ

基
本
原
則
実
施
の
要
点

①
　

簡
素
化
　
機
術

も
執
務
方

法
も
簡
素
で
あ

る
こ

と
が
、
能
率
性
を
高
め

る
た
め
に
も
、
市
民
に
解

り
易

い
と

い
う
こ
と

か
ら
も
必
要
で
あ

る
。

②
　

集
中
化
　

各
種

の
管
理
的
業
務
な
ど
に
つ

い
て

は
集
中
し
て
処
理
す

る
こ
と
が
、

効
率
を
高

め
る

た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。

③
　

標
準
化
　

各
種
の
事
務
処
理
に
つ
い
て
標

準
化

す
る
こ
と
に
よ
り
、
能
率
を
高
め
正
確
を
期
す
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
機
械
化

を
図

る
た
め
に
も
必

要
で
あ
る
。

④
　
機
械
化
　
最
新

の
事
務
機
械
を
湾
入

し
て
能
率

を
あ
げ
る
。

⑤
　
公
正
化
　

行
政
が
中
立
公

正
を
貳
保
で
き
る
よ

う
に
迎
営
さ
れ
る
よ
う

な
機
構
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑥
　
現
地
性
　

市
の
行
政

は
現

地
（
住
民
）

に
直
結

し
て

お
り
、
現
場
的

に
、
既
決
的

に
処
理
し

な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ

れ
に
適
す

る
よ
う
な
機
構
と
責
任

体
制

が
必
要
で

あ
る
。

⑦
　
機
動
性
　

情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
行
政

の
内
容

や
収
点
も
変
化
す
る
の
で
、

こ
れ
に
適
応
し

や
す

い
体
制
が
必
要
で
あ
る
。

⑧
　

委
託
化
　

行
政
活
動
そ

の
も
の
で

は
な
く
、
モ

の
補
助
的
な
事
務
又

は
作
業

を
民
間
に
委
託
す

る

こ
と

に
よ
っ
て
事
務
事
業

の
合
理
化
を
図

る
こ
と
　
3
7

が
必
要
で
あ
る
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
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分析V　 行政 の生産 性向上 ，コスト

2
　
組
織
改
革
へ
の
ア
プ
Q
I

チ

次
に
、
組
織
改
革
の
進
め
方

と
留
意
点
を
と
り
ま
と

め
て
み
よ
う
。

組
織
改
革
の
必
要
性

組
織
改
革

は
な
ぜ
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

組
織
改
革

の
一
般
的
要
因
を

か
か
げ
る
と
次
の
よ
う
な

も
の
が

あ
る
。

①
　
外

部
要
因

・

経
済
社
会

の
構

造
的

変
化

・

住
民

の
価
値

観
の
多
様
化

・

新
規
行
政
需
要

の
発
生

―
法
律

・
制
度

の
施
行
・
改
廃

1
行

政
区
域

の
変
更

・
人

口
・
産
業
構
造
の
変
化

1
行
政

批
判

の
激
化

②
　
内
部
要
因

・

首
長
の
交
代

―
管
理
高
度
化
の
要
求

I
マ
ソ
ネ
リ
化

に
よ

る
組
織
活
力

の
欠
如

1
行
政
処
理
技
術

の
進
歩

・

業
務
量
の
増
減

・

財
政
事
情
の
変
化

1
行
政
施
設
の
充
火

・
庁
舎
の
建
設

・

人
事
行
き

詰
り
の
打
開

②
　
改
革
の
推
進
体
制

組
織
改
革

は
、
政

策
管
理
、
定
八

管

理
、
人

事

管

理
、
財
務
管
理
等
に
多
而
的

に
関
係

す
る
改
革
で
あ
る

の
で
、
組
a

竹
理
を
雄
竹
す

る
部
門

と
改
率
を
全
庁
的

に
検
討
・
推
進
す
る
庁
内
プ

フ
シ
ェ
ク
ト

ー
チ
ー
ム
が

必
要
で
あ
る
。

チ

ー
ム
メ
ソ
。ハ
ー
が
同
一
歩
調
で
共
同
作
業
を
す
す

め
る
た
め
に
は
組
繊
管
理
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
が
必

要
で
、

場
合
に
よ
っ
て

は
外
部
講
師
を
招
へ
い
す
る
。

③
　

組
織
改
革
の
基
本
方
針

組
織
改
革
を
効
果
的
に
す
す

め
る

た

め

に

は
、

ま

ず
、

ど
の
よ
う
な
組
織
が
望

ま
し

い
か
に
つ
い
て

の
倹

討

を
十
分

に
行

い
、

組
織
の
望
ま
し
い
方

向
を
は
っ
き

り
確
認
す

る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方

向
付
け
な

し

に
部
門
単
位
の
糾
織
問
題
ご
と
に
検
討
す

る
と
、
組

織
全
体
の
統
一

性
、

整
合
性
を
欠
く
恐

れ
が
あ
り
、
ま

た
拡
大
均
衡
の
組
織
機
碍

に
な
り
が
ち
で
あ

る
。

例
え
ば
、
最
近
組
成
因
俳
の
再

編
成
を
行
っ
た
あ
る

市
の
場
合
、
次
の
よ

う
な
八

本
方

針
が
あ
げ
ら
れ
て

い

る
。

①
　
老
人
保
健
法
の
施
行
及
び
都
市
再
開
発
の
た
め

の
組
織
づ
く

り
を
行
う
。

②
　

ト
ッ
プ

ー
マ
ネ
ジ

メ
ソ
ト
の
最
高
憲
思
決
定
機

能
の
補
完
体
制
を
強
化
す

る
。

③
　

全
庁

お
よ
び
各
部
門

に
お
け

る
総
合
調
整
機
能

を
再

編
し
強
化
す
る
。

④
　

総
務
、
企
画

財
政
部
門

の
機
能
を
強
化
す
る
。

⑤
　

部
長
の
管
理
主
導
性

を
高

め
る
た
め
、
調
盤
庶

務
主
管
課
を
設
け
、
部
門
管
理
機
能
の
強
化

を
は

か
る
。

⑥
　

市
民
自
治
意
識
を
高

め
る
方
向
に
広
聴
・
広
報

機
能
を
再

編
し
、
強
化
を
は
か
る
。

⑦
　

行
政
施
設

等
に
つ
い
て
は
、

建
設
拡
大
よ
り
も

運
用
管
理
の
適
正

化
を
は
か
る
。

⑧
　

中
間

管
理
職
を
専
門

職
化
し
、
執
行
的
戦
力
化

に
努
め
る
。

⑨
　
可
能

な
か
ぎ
り
人
材

の
部
内
流
勁
的
活
用

を
は

か
り
、
一
般
的
に
課
係

の
分
化
、
増
貝

を
抑
制
す

る
。

⑩
　
現
行
課
係
の
細
分
化

を
是
正
し
、
施
策
重
点
に

応
じ

た
要
員
の
適
正
配
は
を
行
う
。

卯
　

組
織
改
革
の
手
順

組
織
改
革

は
一
般
的
に
次
の
よ
う
な
手
順
で
行
わ
れ

る
。
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組 織のrS性化 と組織機瞰改 唇の進め力

幟
的
な
改
革
の
進
め
方
と
考
え
方
が
要
求
さ
れ
る
。

組
織
に

は
図
表
1

の
よ
う
に
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。

図 表1

一構造的側面－「
組織機構

組織－　　　　　　　
一管理制度

レ

社
会的側面丿 ‾

竹理熊度・行動

一組織・風土

一
つ
は
組
織
の
構
造
的

側
面
で
、

部
課
係
．
職
務

と
権
限
と
い
う
組
織
機
構

と
、
察
議
制
唆
、
庁

議
並

び
に
調
整
会

議

設

匠

要

綱
．

実
施
計

画

作

成

要

領
．

予
算
編
成
手
続
、
事

業
の
進
行
管
理
要

綱
、
定

貝

管
理
要
綱
竹
の
制
度
手

続
と
か
ら
な
っ
て
い
る
．

も
う
一
つ
の
側
而

は
、

管

理

者

の

態

度

お

よ

び

意

識

、

職

員

の

紅

繊

行

動

と

、

そ

う

し

た

人

々

の

態

度

や

行

動

の

お

り

な

す

も

の

で

あ

り

、

か

つ

規

範

と

な

る

組

織

風

土

等

で

形

成

さ

れ

て

い

る

組

織

の

社

会

的

（
人

間

的

）

側

面

で

あ

る

。

こ

れ

ま

で

、

一

部

の

団

体

を

除

き

、

地

方

自

治

体

で

と

ら

れ

て

き

た

組

織

改

革

は

一

般

的

に

組

繊

構

造

を

中

心

と

す

る

組

織

改

善

で

、

紐

織

の

社

会

的

側

而

を

対

象

と

す

る

狭

義

の

組

織

開

発
（
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n

 
E
)
e
v
e
l
o
p
e
m
e
n
O

は

必

ず

し

も

十

分

と

は

い

え

な

い

。

こ

の

組

織

開

発

と

は

、

組

織

の

人

間

的

側

面

で

あ

る

管

理

職

、

一

般

職

員

の

組

織

行

動

、

態

度

、

価

値

観

及

び

そ

れ

ら

が

織

り

成

す

組

織

風

土

（
暗

黙

の

ル

ー

ル

、

職

場

の

雰

囲

気

）

等

を

変

え

、

ま

た

新

し

い

組

織

風

土

を

創

り

紅

繊

活

動

を

活

性

化

す

る

こ

と

で

あ

る

。

つ
ま
り
、
組
織
機
構
が
い
か
に
近
代
的
な
も
の
に
整

伽
さ
れ
て
も
、
組
織

は
人

な
り
の
比
喩

の
よ
う
に
、
職

員

の
行
動
や
そ

れ
の
規
範

と
な
る
組
織
風
土
が
旧
態
依

組織の活 性化図表2

組成の効果性と健全性の川進

組成の悶m 解浹能力の強化

t生化

組繊開発

-一一組陥そto ものが もつ吸能の障?"rを除 き、 成熟に むけ ての計

画的で継統的な組 織変 革をする。

- より望 ましい組織風土、組織文化の形成を求めて、組織全

体を多くの方策に よって改革する。

然
の
状
態
で
あ
れ
ば
、
活
力
を
欠
き

生
き

生
き
と
し

た

組
織
活
動
と
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
組
繊
活
性
化

の

方

法
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
図
表
2

の
よ
う
に
な
る
。

O ゛① ‾゛ ゜゛ つ 二 器 コ 雪 ぶ□ ］― り 皿m

｜　
一竹理者教育-一一T一一動態的組ffSY理論の習俘

|- 一一目標設定能力の育成
！　　　　　　　　　　|

・一 問題形成能力の育成

｜　　　　　　　　　I―一・y   －ムづくり理論の習得

し　　 トフブ ヂームの形成『 ‾目標竹理の推進

L..紐織峨略の策定

組織

m 業労働調在所「社員教膏」参照

↓

チ ーム・ ピルデ4 ン グ

部門間交 流

官民交 流

目 標管理 制度

機 膚改 革・ 制度改 善

管理 者研修

小集団 活動
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V　 行政の生 産性向上,    コス1-分析

度
二

か
所
、

五
十
五
年
度
一

か
所
、

五
十
七
年
皮
二
か
所
を
廃
止
、
現
在

は
山
村
を
か
か
え

た
一
か
所

の
み
）

○

福
山
市
…
…
小
規
棋
支
所

の
廃
止
（
五
十
七
年
度
四

支
所

一

分

所

の

廃

止
）

○

太

田

市

…

…
一
一
出

張

所

を

廃

止

（

―
）
　
本
稿

の
う
ち
、
加
段

部
分

は
、
起
草

委

員

の
一

人

と
し
て

も
参
加
し
た
日
本

都

市

セ

ン

タ

ー

報

告

書

「
新
し

い
都
市
縫
営
の
方
向
」
　（
ぎ

よ

う
せ

い
刊
）

の
一
部

を
参
考
と
し
て
用

い
た
。

（
2

）
　
都
市
経
営
総
合
研
究
所
調

在

に
よ

る
。
な

お
、
詳

細
は
、
本
書
四
三
一
頁
を
参
照
。

334
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組
織
の
活
性
化
と
組
織
機
構
改
革
の
進
め
方

は

じ

め

に

新

し

い
施

策

や

行

政

課
題

、

ま
た

組

織
運

営

の
効

率

化

の

た

め

に
、

地

方

自

治

体

は

た

び
た

び

組
織

機

構

の

改

革

に
取

り
組

ん
で

い

る

。

と

こ

ろ
で

、

あ

る

市

の

組
織

機

構

の

問
題

点

を
、

職

員

の
意

識

調

査

か

ら

摘

出

し
て

み

る

と
、

次

の
よ

う

に

な

っ
て

い

る
。

「

現

在

の

組
織

は
、

社

会

の
変

化

に
伴

う
市

民

の

新

し

い
要

望

を

処
理

し

て

い

く

の

に
」

①
き
わ

め
て
迅
速
、
適
正

に
対
応
で
き
る
　
　

〇
・
五
％

②
わ
り
に
迅
速
、
適
正
に
対

応
で
き

る
組

繊

に

な
っ
て

い

る
と
思

う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
五
・
九
％

③

あ
ま

り
迅
速
、
適
正

に
対
応
で
き

る
糾

繊

に

な
っ
て

い

な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
八
・
四
％

④
対

応
で

き
な
い
組
織
だ
と
思

う
　
　
　
　
　

九
・
一
％

⑤
わ
か
ら
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
I

・
九
％

⑥
無
回
答
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
・
二
％

「

あ

な

た

は

仕

事

を
や

っ
て

い

く

う
え

で

現

在

の

市

の
組

織

機
構

に

つ

い
て

ど

の
よ

う
に

思

わ

れ

ま

す

か
」

①
適
当
と
思
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
四

・
五
％

②
統

合
し

た
方
が
よ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇

・
〇
％

③
細
分
化
し

た
方
が
よ
い
　
　
　
　
　
　
　
　

二
六

こ

ハ
％

④

わ
か
ら

な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
六
・
三
％

⑤

無
回
答
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
・
六
％

あ

る
市

特
有

と
思

わ
れ

る

こ

れ

ら

の
組

織

機

構

の
問

題

点

は
、

程
度

の
差

は
あ

れ
、

他

の
地

方

自

治

体

に
も

あ

て

は
ま

る

か
も

し

れ

な

い
。

そ

こ

で
、

や

や
も

す

る

と
現

状

維

持

志

向

が
強

く
硬

古
　
農

文
　

雄

経
営
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト

直
化
し
や
す

い
行
政
組
織
、

あ
る
い
は
環
境

の
変
化
に

過

度
に
対
応
し
て
肥
大
化
し

た
行
政
組
繊
等
を
ど
の
よ

う
に
改
革
す
れ
ば
よ

い
か
、
若
干

整
理
し
て
述
べ
て
み

た
い
。―

　
組
織
改
革
の
領
域

組
織
改
革
と
は
、

組
織
成
長

の
原
動
力
と
な
り
、
行

政
環
境
内
外
の
圧
力
、
葛
藤
等

に
対
す
る
創
造
的
反
応

で
、
し
か
も
組
織
内

部
で
自
主
的

か
つ
不

連
統

に
起
こ

る
意
図
的
な
組
織
行
動
で
あ
る
。
一
般

に
改
革
の
プ
ロ

セ
ス

は
破
壊
と
創
造
の
く
り
返
し

と
し
て
現
れ
る
。
そ

こ
で
職
員

の
不
安
や
抵
抗
を
と
り
の

ぞ
き
、
ト
ラ
ブ
ル

と
か
ロ
ス
を
最
小
限
度
に
す

る
た
め
、
科
学
的
か
つ
組



Ⅳ　自治体におけ る予 算編成 システ ムの改革

（
昭
四
九
規
川
九
・
昭
五
〇

規
川
四
・

一
部
改
正
）

（

雑

則

）

1

第
五
条
　

こ
の
規
川

の
施
行

に
関
し
心
要

な
小
項

は
市
長
が

別

に
こ
れ
を
定

め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則

は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

「
一
担
当
三
K

退
治
」
と
「
三

段
階
シ
ー
リ

ン
グ
」

高
知
県
の
実
際

○
○
県
財
政
冬
景
色

い
財
政
当
局
の
せ
つ
た
い
気
持

と
、

ク
リ
ス
マ
ス

も
正

月
も
な
く
充
血
し
た
目
で
査
定
訓
j

に
向
か
う
財
政
課

員
の
悲
哀
の
に
じ
み
出

た
生
活
の
詩
で
あ
る
。
ど
こ
の

地
方
団
体
の
財
政
当
局

も
多

か
れ
少
な
か
れ
、
こ
れ
に

類
似
し
た

エ
レ
ジ
ー
調
の
愛
唱
歌
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う

か
。

地
方
財

政
は
、
年

々
厳
し
さ
を
川

し
て

い
る
。
し

か

し
、

こ
こ
数
年

は
、
地
方
団
体
a
い

に
と
っ
て
も
、
地

域
住
民
に
と
っ
て

も
、

ま
だ
昭
和
川
‥
十
年
代

の
鳥
度
成

長
時
代
の
夢
と

豊
か
さ
の
思
い
出
を
忘
れ
る
こ
と
が
で

き

ず
、
「

財
政
が
厳
し
い
」「

金
が
な
い
」
と

い
う
財
政

当
局

の
こ
と

ば
は
、

例
に
よ
っ
て
い
つ
の
世
で
も
聞

か

れ
る
さ
い
ふ
を
握

っ
て
い

る
者
の
と
り
越
し
苦
労

か
ら

出

る
ロ
ぐ
せ

か
、
あ
の
狼
少
年
の
叫
び
と
し

か
慰
じ
て

い
な
か
っ
た
。
「

そ
う
は
言
っ
て
も
き
っ
と
ま
だ

か

く

し
財
源
が
あ
る
は
ず
だ
。

い
つ
だ

っ
て
そ
う
だ
っ
た
。
」

「

厳
し
い
と
い
っ
て

も
一

時
的

な
も
の
さ
。
今

に
き

っ

松
　
尾

徹
　

人

高
知
県
財
政
課
長

と
持
ち
直
す

。」
と

い
う
淡

い
期
待
感
の
こ
も
っ

た

気

持
が
、

だ
れ

の
胸
に
も
、
当

の
財
政
当
局
に
も
な
い
と

は
い
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
I
、
二
年
の
臨
調

の
行
政
改
革
、

マ
イ

ナ
ス
シ
ー
リ

ン
グ
、
公

務
員

の
ベ

ア
見
送
り
と
、
今
の
世
代

に
は
縫
験
の
な
い
信
じ
難
い

よ
う
な
小

態
の
連
続
に
や
っ
と
目
を
覚
ま
し
、
「
こ
れ

は
ど
う
も
本
物

ら
し
い
」
と
い
う
実
感
が
湧

い
て
き

た

と
い
う
の
が
木
音
で
は
あ
る
ま
い
か
。

財
政
基
盤
の
ぜ
い
弱
な
本
9
　
に
と
っ
て
も
、
こ
の
と

こ
ろ
の
財
政
状
況

の
恋
化

は
深
刻
さ
を
極
め
て

お
り
、

財
政
当
局
に
と
っ
て

も
他
府
県
以
上

に
必
死

に
な

っ
て

あ
ら
ゆ
る
工
夫
と
手
だ
て
を
講
じ
な
け

れ
ば
県
政

の
前

進
は
図
れ
な
い
窮
状

に
あ

る
。
そ
れ
は
本
県

の
特
異
な

財
政
構
造
、
経
済
体
質

の
ゆ
え
で
も
あ
る
。

岡
庫
依
存
度
六
五

こ

％

（
全
国
四
四
・
五
％

）

税
収
樅
成
比
一
一

二

％

（
全
国
三
一
丁

七
％
）

財
政
力
指
数
〇

・
二
四
四

（
全
国
〇

・
四
六
五
）
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へ

各

課

発

の
要

求
c
f
i積

り
受

け

た

時

か

ら

財
政

課

内

は
閻

吹

雪

帰

る
人

の
群

を

見

つ

め

な

ぜ

か
無

口
に

は

る

か

に
妻

子

し

の

ぶ

だ
け

今

夜

も

三

時
、

地

財
対

策

頼

り

つ

つ

増

え

る
経

費
、

伸

び

ぬ
税

に

出

る

は
た

め

息

ア

ア

ー
ア

ー
○

○

県

財
政

冬

景

色

（

曲
・
津
帷
海
峡
冬
景

色
）

本

県

の

財

政

課
員

が

査
定

の
あ

い

間

に

口
ず

さ

み

愛

唱

す

る
替

え

歌

シ
リ

ー
ズ

の
一

節

で

あ

る
。

要

求

各

課

の
激

し

い

攻

勢
、

泣

き
落

と
し

戦

術

と
厳

し
く

無

情

な

財

政

事

情

の

は

ざ

ま

に

立

た

さ

れ
、

切

る

に

し

の

び

な



財
政
通
過
の
中
で
、
地
域

住
民
の
コ
ン

セ
ン
サ
ス

を
ど
う
と
り
つ
け

る
か

一
地
域
で
な
く
全
市

民
的

な
論
議
が
必
要

地
域
于
算
会
誂
は
、
昭
和
四
十
九
年
頃

か

ら

定

着

し
、
今
‐

で
は
九
？

十
月
に
か
け
て

恒

例

と

な
っ
て

い
る
が
、
要
望
内
容
の
検
討

、
選
択
と
い
う
点
か
ら
は

ま
だ
ま
だ
問
題
点
が
多
い
こ
と
も
事
尖
で
あ

る
。
昨
今

の
よ
う
に
財
政
事
竹
が
逼
辿
し
た
時
川

に
は
、
特
に
地

域
に
お
け

る
収
捨
選
択
の
尺
麗

と
地
域
住
民
の
コ
ン
セ

ン
サ
ス
々

ど
の
よ
う
に
と
り
つ
け

る
か
と
い
う
点
を
シ

市民参加による予算編成一 習志野 市の実際

表2　 地域予算会議の 要望・ 処理件数

ぺ 年 度

要吼. 処川 ＼
－ヽ 一

要剔'i放 ��55 �56 �57��209 �222 �245

処理c

放�

年度当 初�154 （69.4 ％） �116 （52.3 ％） �182  (74.3 ％）

�乍度末 �159 （76.1 ％） �174 （78.4 ％）

( 注)" 年度'i初・・はヽ"i初予 算の段附で 市 町 こ、予算t した もの、“ 年

厦 末̈ はa 駄年厦のflli正予算 も含込 事業 化、 予算 化で きたもので

ある。

パ ーセンテ ージは 処理件数／要望件数

ス
テ

ム
的
に
改
善
し
て

ト
か
な
ト
と

。財
政

事
情
’
と

い
う
一
片
の
理
由
で
地
域
の
要
望
は
は
飛

ば
さ
れ

る
こ

と
に
な
り
は
し

な
い
か
。
一
地
域

だ
け

の
尺
度
で

は
な

く
全
市
的

な
、
全
市
民
的
な
論
誂

の
な
か
で
尺
度
が
必

要

な
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

財

政
情
報
の

徹
底
し
た
公
表
が
必
要

そ
う
し
た
諭
議
の
た
め
に
財
政
情
報
の
公
開
が
、
よ

り
徹
底
し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い

か
。

。
地
域
民

主
主
義

の
実
現
‘
と

’
市
民
的
政
治
感
覚
の

育
成
″
を
目
的
と
す
る
「
地
域
担
当

制
」
、
「

地

域

会

議
」
、
「

地
域
予
算
会
議
」
の
一
連
の
試
み
の
な

か
で
予

算
編
成
に
市
民
が
参
画
し
、

彫
響
を
与
え

る
シ
ス
テ

ム

の
確
立

を
今
後
も
模
索
し
続
け
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

◇

習

志
野

市

地

域

担

当

制

実

施

規
則

－

（
昭
和
四
三
年
八
月
一
日
・
規
川
第
八
号
）

（
‐

的
）

第
一
条
　

こ

の
規
川

は
、
地
域
担
当
制
に
つ
い
て
必
要

な
事

項

を
定

め
、
も
っ
て
市
政
の
円
滑

な
る
迎
営

に
資
す

る
こ

と

を
目
的
と
す
る
。

（
地
域
担
当
制
の
配

置
）

第
二
条
　

前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
■£
地
域
批
当
制

を
設

け
る
。

2
　

地

域

担

当

制

の
地

城
区

分

は
、

市

長

が

別

に
こ

れ

を

定

め

る
。

3
　

地

域
区

分

ご

と

＼
' 
V―＊
.
v
;

地

域

に
凹

す

る

職

務

を

担

当

す

る

職

員

（
以

下

「
批

当

職

員
」

と

い
う

。
）
は

、
市

長

が

任

命

ま

た

は

委

嘱

す

る

も

の
と

す

る

。

（

担

当

職

員

の
職

務
）

第

三

条
　

担

当

職
貝

は

、
自

己

の
職

務

に
支

障

の

な

い

限

り

、

習

志
町

市
行

政

糾
繊

規

川

（

昭

和

四

一

年

規

則

第

二

号

。

以

下

「

行

政

組
織

規

川

」

と

い
う

。
）
の

規

定

に
か

か

わ

ら
ず

お
お

む

ね

次

の
各

廿

に

か

か
げ

ろ

職

務

を

担

当

す

る

も

の

と

す

る

。

田
　

人

口
、

世

帯

数

等

の
行

政
客

休

。

行

政

の

執

行

状

況

、

施

設

の
現

状

お

よ

び
市

布

財

産

の

竹

理

状

況

等
フ

地

域

の
火

感

を

把

握

す

る
こ

と

。

○
　

地

域

の
振

興
川

発

計

川

お

よ

び
施

設

の
整

備

計

画

に

つ

い

て

必

要

な
助
ｕ

を
す

る
こ

と

。

㈲
　

市

政

の
問
題

点

を
把

握

し

、

そ

の
解

決

策

を

助

言

す

る
こ

と

。

㈲
　

庄

民

の
行

政

に
対

す

る
意

向

ま

た

は

。

苦

情

に
つ

い

て

補

助

的

機

能

を
果

た
す

こ

と

（
昭
五
〇

規
川
四

二

部
改
瓜
）

（

迎

廿
）

第

四

条
　

前

条

の
職

務

の
執

行

に
関

し

て
o

指

抑

監

督

は

、

行

政

組

繊

規
川
m

一
〇

条

の
規

定

に
か

か

わ

ら

ず

、

そ

れ

ぞ

れ

の

上

位

の
責

任

嗇

が
あ

た

る

も

の
と

す

る

。

た

だ

し

。

時

間
外

勤

務

お

よ

び
出

張

に

つ

い

て

は

、
行

政

組
織

規

則

の

定

め

る

と

こ

ろ

に
よ

る
。

2
　

企
画

訓

整

室
長

は
、

市

長

の

命

を

受
け

て

地
域

担

当

制

に

関

す

る

事

勧

を
杭

腿

す

る

。
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図z　 地域会議における問題点の処理ルート

●問題によっては助成, S)IJ1計画の嗅.≪

からチェックをうけるためs-議

●mm によっては実辿針画のローリン グ

① ●苦情、要望のうち即答できるも

のは、その場で皿答。 その場で
回答できない ものは次回の地瞰

会議. 或いは債日、本人に回答

●ili所-S-以外の間U は企画叫整μ

を経由して関係機関へ照会し回

答を得る。

②1!咄 部口の回谷を要するものは各

部局の管理課へ。管理asはm 当課

の回答を地域担当tt只へ。

図3　 地域予 算会議の処理IIート

・ 住民同士 で地域予鈴 会議に 何を

山すかを話合う

>sii-iii＼項の 脱明 ・ Wi:fi
≫.案 小川、緊急皮 介を考心して

地域の要以 嘔川にMM. をつけ る

仝地成から の娑望 を 集約

要り 事項を担当部門別に 整理

分飢

要卯| 留( を両虎、事St 費の禎 豚lii

り計川, 実WliSI画 との関連 及

び緊急皮に応じて千 鈴嬰求

一
●限 ら れた 吋 源で 効 率 的 に 蚕 業 を

行 うた め に を 定

－
● 予 算 案 と し て ま とめ 市 議 会に 提

出,  議 決 後． 全 地M の 要 望 と そ

の 対 応 を広 報に 掲 叔

－
●地 域のm 見・ 要望 がどのように

反 映されたかは 、地埴担当職員
を通 じて報 告されます

担
当
課
の
見
解
、
予

算
、

実
施
計
画
、
長
期
計
画
等

々
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
を

頭

に
叩
き

込
ん
で
お
か
な

い
と
説
明

は

苦

し

く

な

る
。ち

な
み
に
過
去
三
年
間

に
お
け

る
要

望
と
処
理

の

結
果
は
表
2

の
と

お
り
と

な
っ
て

い
る
。

lU

③皿笞を受けた地は担sw 只はほ.-&.

を切ttSして本人へ図答。又は、次

回の地域会議で回S,

表1　 地区要望書

-
m 地区要ss 右u 枚 にう き、I 要S! のみ記 入のこ と

予
算
化
の
可

否
に
つ
い
て
三
～
四
月
に

桔
果

報
告

そ

の
処
理
ル
ー
ト
は
図
3

の
と
お
り
で
あ

る
が
、
各
地
域
に
対
す
る
予

算
化
の
可
否
に

つ
い
て

は
三
？
四
月

に
開
催
さ
れ
る
地
域
会

議
で
絲
果
報
告
が
な
さ
れ

る
、
と
同

時
に
広

報
紙
上
で
全
地
区
の
要
望
内

容
と
そ

の
対
応

が
掲
収

さ
れ

る
。
予

算
化

さ
れ
た
も
の
は
い

い
が
、

問
題

は
予
算
化
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

を
ど
う
説
明
す

る
か
で
あ

る
。
地
域
の
実
態

と
要
望
の
具
体
的
内
容
、

194
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行
政
マ
ン
と
し
て
の
職
員
の
意
識
改
革
に
重
要
な

役
割

も

ち
ろ
ん
新
規
採
川

の
職
貝
も
新
採
研
修

の
段
階

か

ら
各
地
区
に
配
匠
さ
れ
、
地
域
の
実
態

や
住
民
を
理
解

し
て

も
ら
う
。
地
域

の
状
況
を
把
握
し
、
住
民
を
よ
く

知
り
、
都
市
に
つ
い
て
考
え
、
行
政
に
つ
い
て
理
解
を

深

め
る
と
い
う
意
味
で
効
果
は
大
き
く
、
行
政

マ
ソ
と

し
て
の
職
n

の
意
識
改
革
に
重
要

な
役
剖
を
果
た
し
て

い
る
。

○
　

地
域
で
開
催
さ
れ
る
敬
老
会
、
運
動
会
、
盆
踊
h

ソ
大
会
等
の
地
域
活
動
に
対
す

る
支
援
活
動

倒
　
「

地
域
会

議
」

な
ど
の
地
域
で
開
催

さ
れ

る
諸

会
議
に
出
席
し
．、
地
域
に
お
け

る
問
題
点
の
把
握

と
そ

の
対
応

㈲
　

地
域
に
対
す

る
広
報
活
動
、
及

び
地
域
脩
報
の

収
集

㈲
　
「
地
域
予
算
会
議
」

に
お
け

る
予
算
要
求
の
集

等

々
が 約
あ

げ

ら

れ

る
。

「
地
域
会

議
」
は
、
原
則
的
に
は
月
一
回

行
政
側
と
住
民
側

と
で
地
域
の
問
題
を
話
題
に

「

地
域
会

議
」

は
、
原
則
的

に
は
月
一

回
叩
催

さ
れ

る
。
行
政
サ
イ
ド
か
ら
は
、
地
区

長
、

班
長
、
事
務
局

付
職
貝

が
出
席
し
、
住
民

サ
イ
ド
か
ら
は
、

町
会
、
自

治
会
の
役
貝
、
婦
人
会
、
老
人
会

、
子

ど
も
会

等
の
代

表
、
民

生
委
員
、
商
店
会
長
、

市
民
ス
ポ
ー
ツ
指
導
員

等
が
出
席
、

。
地
域
代
表

‘
と
呼
ば
れ
る
住
民

サ
イ
ド

の
代
表
が
議
長
と

な
っ
て
会
議
は
進
行

さ
れ
、
地
域

の

問
題
、
青
少

年
の
健

全
膏
成
、
地
域
行

事

の

相

談

な

ど
。
様
々
な
話
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
必
要
が

あ
れ

ば
、
警
察
、
企
業

等
へ
も
出
席
を
要
請
し
、
問
題

解
決

の

た
め
の
協
議
や
情
報

の
収
槃
・
交
換
が
行

わ
れ

る
。

こ
の
地
域
会

議
の
な
か
で
市

に
対

し
て
提
起
さ
れ

る
問

題
点

は
図
2

の
よ
う
な

ル
ー
ト
で
処
理

さ
れ
る
。

「

地
域
予
算
会
議
」
は
．
断
片
的
、
場
当
た
り
的
な

住
民
要
望
を
集
約
す
る
会
議

「
地
域
予
算
会
議
」

は
、
従
来
、
地
域
会
議
の
な

か

で
断
片
的

に
川
さ
れ
て
い
た
要
求
を
新
年
度
予
算
に
対

す
ろ
地
域
と
し
て
の
要

望
を
集
約
す

る
会
議
で
あ

る
。

と
か
く

場
当

た
り
的
に
な
り
が

ち
な
化
民
要
望
を
、
自

分

た
ち
の
地
域
の
火

態
を
踏
ま
え
、
総
合
的
、
長
期
的

に
検
討
し
な
が
ら
巾
の
予
算

に
反

映
さ
せ
て

い
こ
う
と

す

る
も
の
で
あ

る
。

住
民
・
地
域
担
当
職
員
で

何
を
要
求
す
る
か
を
選
択
、
検

討
時
に
は
、

マ

イ

ク
ロ
バ
ス
で
箇
所
の
点

検
も

地
域
予
筧
会

議
に
あ
た
っ
て
は
、
行
財
政
制
度

や
新

年
度
に
お
け
る
財

政
の
見
通
し
、
爪
点

施
策
な
ど
が
説

明
さ
れ

る
。
出
席
者
は
各
々
の
地
区
に
帰
り
、
要
望
を

表
1

の
地
区
要
鼎
円

に
よ
っ
て
集

め
、
次
回
の
会

議
に

持
ち
寄
h
ソ
、

住
民
・
地
域
担
当
職
員

に
よ
っ
て
何

を
要

求
す

る
か
の
迎
択
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
際
、
職

員

に
よ

っ
て
要
求
内

容
に
つ
い
て
助
言
、
或

い
は
調
整

が
行
わ
れ
る
。
あ
る
地
域
で

は
、
要
望
を
選
択
す

る
前

に
マ
イ

ク
ロ
バ
ス
を
仕
立
て
て
要
望
箇
所

を

占｛

検

す

る
。
こ

う
し
て
集
約
さ
れ
た
要
望

は
企
画
調
整
課
を
経

由
し
て

タ
テ
割
り
組
繊

ヘ
オ
ソ
ラ

イ
ソ
さ
れ
る
。
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「
地
域
予
算
会
議
」

地
域
清
掃
．

緑
化
、
運

動
会
な
ど
．
住
民
と
共
同

で
活
動
す
る
も
の
も

地
域
担
当
制
の
職
務
に
つ

い
て

は
、
先

に
実
施
規
則

を
引
用
し

た
が
、

具
休
的

に
は
地
域
担
当
制

が
タ
テ
割

り
組
織

の
補
完
機
能
と
し
て
活
動
す
る
場
合

と
担
当
す

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
住
民
と
共
同
で
活
動
す
る
場
合
が

あ
る
。
例
え
ば
、

前
者
は
道
路
、
下

水
竹

の

現

況

調

査
、
緑
化
の
た
め
の
樹
木

や
生
態
調
査
、
文
化
財
の
調

査
、

防
災
訓
練
の
実
施

等
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

後
者
は
。

田
　

地
域
の
沁

掃
活
動
、

緑
化
推
進
■

の
生
洒
環
境

改
善
の
た
め
の
活
助



Ⅳ　自治体におけ る予 算編成システムの改 唇

う
に
規
定
す

る
。

印
　
人

口
、
世
帯
数
等
の
行
政
客
体
、
行
政
の
執
行

状
況
、
施
設
の
現
状
お
よ
び
市
有
財
産
の
管
理
状

況

等
、
地
域
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
。

朗
　

地
域
の
振
興
開
発
計
画
お
よ
び
施
設
の
整
伽
計

画
に
つ
い
て
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
。

朗
　

市
政
の
問
題
点
を
把
握
し
、
そ
の
解
決
策
を
助

言
す

る
こ
と
。

㈲
　
住
民
の
行
政
に
対
す

る
意
向
、

ま
た
は
苦
情
に

つ
い
て
補
助
的
機

能
を
果
た
す
こ

と
。

タ
テ
割
り
の
仕
事
の
ほ

か
に

地
域
に
か
か
お
る
一
切
の
こ
と
が
任
務

地域担当 制の組織図1

‰

ド

パ

バ

れ

ド

バ

鶏

号

貼

付

剱

干
E

老

、
・

る
。
よ
り
簡
単
に
言
え

ば
、
本
来
の
タ
テ
割
り
組
織
上
　
　
　
　

小

学
校
区

を
I
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し

の
仕
事
の
ほ
か
に
、

各
人
が
担
当
す
る
地
域
を
も
ち
、
　
　
　
　
　

一
四

地
区
、
四
〇
班
、
四
三

八
名
の
職
員
で

そ
の
地
域
に
か
か
お
る
問
題
や
住
民
と

の
対
応
を
担
任
　
　
　

昭
和
四
十
二
年
八
月

に
巾
城
を

か
っ
て
の
旧
槃
落
を

す

る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中

心
と
し
て
五
地
区

に
分
割
し
、
二
五
班
九
五
名
で

ス

「

地
区
長
」
は

部
長

ク
ラ
ス
、
「
班
長
」
は
課
長
ク
ラ
　
　

タ
ー
ト
し
た
地
域
担
当
制
は
、
四
十
四
年
十
月
、
町
名

ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毎

に
八
地
区

、
三
一
班
、
一

八
〇
名
に
縮
成
替
え
を
行

一
班
は
I
〇

名
で

構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
、
さ
ら
に
四
十
六
年
一
月

に
は
小
学
校
区

を
一

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
と
し
、
全
市
を
九
地
区
に
分
割
、
三
二
班
、

そ
の
組
織
は
図
1

の
よ
う
な
も
の
で
「
地
区
長
」
は
　
　

二
五
六
名
に
、
以

降
、
小

学
杖
の
増
設
に
合
わ
せ
て

コ

部
長

ク
ラ

ス
、
「
班
長
」

は
課
長
ク
ラ
ス
、「

班
員
」
は
　
　

ミ
ュ
ニ
テ

ィ
を
再
編
成
し
＾
数
次

の
改
編
を
行
い
'　
t
s

係
長

ク
ラ

ス
及
び
係
員
、
「
事
務
局
付
瞰
員
」
は

係

長
　

在
で

は
一
四
地
区
ヽ

四
〇

班
ヽ

四
三
八
名
の
職
員
に

よ

ク
ラ

ス
が
任
命
さ
れ

る
。
人
ほ

は
担
当
す
る
地
区

の
広
　
　
っ
て
編

成
さ
れ
て
い
る
。

「
地
区

長
」

は
、
担
j
す

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
総
括

指
抑
者
で
あ
り
。
「

地
区
長
会
議
」
に
お
い
て
全

地

区

共
通

の
活
動
方
針

の
協
議
・
立
案

に

あ

た

る
。
さ

ら

に
、
そ
れ
は
各
所
属
の

メ
ン
バ
ー
に
ょ
っ
て

コ
ミ

ご
I

テ
ィ
毎
の
実
情
を
盛
り
込
み
な
が
ら
各

々
の
地
域
で

の

具
体
的
な
活
動
プ
ラ

ン
と
さ

れ

る
。
「

事

務

局

付

収

員
」

は
、
プ
ラ
ン
の
実
現
に

向

け

て

地

元

や

メ

ン

バ
ー
、
関
係
部
署
と
の
連
絡
調
整
作
業
、
そ
し
て
地
域

担
当
制
事
務
局
（
企
画
訓
整
課
）

と
の
調

整

に

あ

た

る
。

地
区

の
配
置
は
、

そ
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
居

住
者
が

第
一
順
位

各
班
の

編
成
は
、
特
定
の
課
に
偏
ら
ぬ
よ
う
。

な
る
べ
く
行
政
全
般
に

地
域
担
当
職
員
は
、
現
場
瞰
員
と
健
康

に
支
障

の
あ

る
者
以
外

の
職
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

各
行
政
委
八

会
の
職
員

も
参
加
す
る
。

メ
ン
バ

ー
の
配
吐

に
あ
た
っ

て
は
、

そ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
に
居
住
す
る
者
を
第
一
順

位
と
し
て
配
殴
す

る
。
ま
た
各

班
の
編
成
に
あ
た
っ
て

は
、
あ
る
部
あ
る
課
の
職
輿
が
片
寄

る
こ
と
を
避
け
、

行
政
全
般
に
わ
た
っ
て
ひ
と
つ
の
班

の
な

か
で
地
域
の

問
題
が
検
討
で
き

る
よ
う
に
構
成
す
る
。
ひ
と
つ
の
班

に
税

金
の
担
当
者
も

い
れ
ば
、
下

水
道
の
担
当
者
も
い

る
、
教
育
委
員
会

の
職
員
も
い
る
と

い
う
訳
で
あ

る
。

102
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市民参加による予算編成一 習志 野市の実際

3

新
し
い
ユ
ニ
ー
ク
な
予
算
編
成

市
民
参
加
に
よ
る
予
算
編
成

地
域
担
当
制
の
上
に
立
っ
て

そ
の
試
み

習
志
野
市
の
実
際

端
　

幸
　

雄

習
志
野
市
企
画
調
整
課
長

191

柚)

政
課
題
の
多
様
化
に
対
応
す
る
行
政
組
織
の
変
革
が
内

外

か
ら
求
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
も
容
易
に
想
像
で
き

る

で
あ
ろ
う
。

習
志
野
市
が
、
こ
う
し
た
状
況

の
な

か
で
対

住
民

の

接
辺
と
し

て
、
ま
た
、
伝

統
的

な
タ
テ
割
り
の
行
政

組

織
の
な
か
に
弾
性
を

確
保
す
る
た
め
の

ヨ
コ
割
り
組

織

と
し
て
制

度
化
し

た
も
の
が
「

地
域

担

当

制
」
で

あ

る
。本

稿
の
主
題
で
あ

る
「

地
域
予
算
会
議
」
は
、
こ
の

地
域
担
当
制
を
足
場
と
し
て
シ
ス
テ

ム
化
し
て
き
た
も

の
で
あ
り
、
本

論
に
入

る
前
に
地
域
担
当
制
に
つ
い
て

ふ
れ
て

お
き
た
い
。

は

じ

め

に

千
葉
県
習
志
野
市
、

都
心
か
ら
総
武
線
の
快

速
電
車

で
三
〇

分
の
所

に
位
匠

す
る
。
現
在
の
人

ロ

コ

二
万

一
、
〇
〇
〇
人
、
首
都
東
京

の
典
型
的
な
べ

″
ド

タ
ウ

ソ
と
し
て
国

鉄
、
私
鉄
の
輸
送
力
増
強
に
並
行
し
て
人

口
の
流
入
が

続
い
た
。
特
に
昭
和
四
十
年
代
に
お
け

る

人

口
の
増
加

は
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
昭
和
四
十
年
と

五
十
年
を
対
比
す

る
と
一
七
六
％

に
の
ぼ

る
。
こ
れ
ら

流
入
人

口
の
内
訳

を
み

る
と
、
県
内

か
ら
の
流
入
を
除

け

ば
、
大
半

が
東
京
、
神
奈
川
、
埼
玉

か
ら
で
あ
り
、

こ
れ
ら
新
住
民
か
ら
市

に
対
す
る
要
求
要
望
は
、
瓦

。

そ
し
て
質
と
も
に
相
当

に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
で
あ

ろ
う
。
同
時
に
、
こ
う
し

た

市
民
の
質
的
変
化
、
政

治
的
感
覚
の
変
貌
、
そ
し
て
行

「
地
域
担
当
制
」
と
は
I

タ
テ

割
り
の
弊
害
を
排

除
す
る

た
め

四
十
三
年
「

地
域
担
当
制
実
施
規
則
」
を
制
定

地
域
担

当
制

は
、
行
政

の
民
主
化
と
行
政
の

タ
テ
割

り
組
織

の
弊
害

を
排
除
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
二
年
八

月
．
試
行
と
し
て
市
城
を
五
地
区
に
分
割
し
、
一
地
区

五
班
と
し
、
二

五
班
．
九
五
名

に
よ

っ
て
迎
用
が
開
始

さ
れ
た
が
、
翌
四
十
三
年

八
月
、
「
習
志
野
市
地
域
担

当
制
実
施
規
川
」
　（
後
掲
）
を
制
定
し
て
本
格
的
に
実

施
さ
れ
た
．
規
則
に
は
、
そ

の
職
務

に
つ
い
て
次
の
よ



自治体の
効率化・減量経営の積極策
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